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警察白書の刊行に当たって
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昨年の刑法犯認知件数は、戦後最少となった令和3年から3年連続で増加となりました。また、財産犯の被害額は4,000億円を超え、これは刑法犯認知件数が過去最悪であった平成14年当時の被害を上回る額で極めて憂慮すべき状況にあります。特に詐欺被害が急増しており、昨年の詐欺の被害額は3,000億円を上回っています。



このような情勢の中、匿名・流動型犯罪グループが、凶悪な手口による強盗事件のほか、特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺、金属盗等の組織的窃盗、悪質ホストクラブ事犯等に関与し、国民の皆様に大きな不安を与えるなど、治安上の課題となっています。

こうした犯罪の手口の傾向として、各種犯罪により得た収益を吸い上げる中核部分は匿名化され、言わば「使い捨て」とする形で末端の犯罪実行者をSNSで募集していたり、メンバー同士がSNSを通じて結びついていたりする状況がみられています。また、例えばSNS型投資・ロマンス詐欺においては、犯罪者がSNSを通じて被害者に接近する手口がみられるなど、SNSを通じて犯罪者が国民の皆様に容易に接触できる状況となっています。このように、SNSが犯罪インフラとして悪用されており、SNSの悪用への対策が喫緊の課題であると認識しています。



そこで、本年は、第1部で「SNSを取り巻く犯罪と警察の取組」と題する特集を組み、SNSを悪用した犯罪の現状とその対策について紹介しています。



また、特に国民の皆様にお伝えしたい事項を取り上げて解説するトピックスでは、最近の悪質ホストクラブや違法オンラインギャンブルをめぐる情勢、金属盗の被害が増加している情勢等に鑑み、「構造的な風俗関係事犯に対する警察の戦略的取組」及び「組織的窃盗・盗品流通事犯に対する取組」を含む4つのテーマを取り上げています。



第2部（本編）では、最新の治安情勢や警察活動の現況等を分野ごとに紹介しています。

このほか、「警察活動の最前線」として、現場で活躍する警察職員が仕事上の苦労ややりがい等についての率直な心情をつづった手記等を掲載しています。



この白書が、警察行政に対する国民の皆様の御理解を深めていただく一助となりますとともに、今後の警察活動に対して多くの御支援、御協力を賜りますことを心から願うものであります。







凡例



第1　用語等の意義

本書における用語等の意義は、特に断りのない限り、次のとおりとする。

1（1）　刑法犯………道路上の交通事故に係る危険運転致死傷（改正前の刑法第208条の2の危険運転致死傷をいう。以下同じ。）、業務上（重）過失致死傷及び自動車運転過失致死傷（改正前の刑法第211条第2項の自動車運転過失致死傷をいう。以下同じ。）を除いた「刑法」に規定する罪並びに「爆発物取締罰則」、「決闘罪ニ関スル件」、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」、「航空機の強取等の処罰に関する法律」、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」、「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」、「サリン等による人身被害の防止に関する法律」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」、「公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定する罪をいう。

（2）　特別法犯………上記（1）の「刑法犯」以外の罪をいう。ただし、道路上の交通事故に係る危険運転致死傷、業務上（重）過失致死傷、自動車運転過失致死傷及び「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定する罪並びに「道路交通法」、「道路運送法」、「道路運送車両法」、「道路法」、「自動車損害賠償保障法」、「高速自動車国道法」、「駐車場法」、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」、「タクシー業務適正化特別措置法」、「貨物利用運送事業法」、「貨物自動車運送事業法」、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」及び「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に規定する罪を除く。

（3）　凶悪犯………殺人、強盗、放火及び不同意性交等をいう。

ア　不同意性交等………強制性交等並びに刑法第177条の不同意性交等、同法第179条第2項の監護者性交等並びに同法第181条第2項の不同意性交等致死傷及び監護者性交等致死傷をいう。

イ　強制性交等………強姦（かん）並びに改正前の刑法第177条の強制性交等、同法第178条第2項の準強制性交等、同法第179条第2項の監護者性交等並びに同法第181条第2項の強制性交等致死傷、準強制性交等致死傷及び監護者性交等致死傷をいう。

ウ　強姦………平成29年改正前の刑法第177条の強姦、同法第178条第2項の準強姦、同法第178条の2の集団強姦及び集団準強姦、同法第181条第2項の強姦致死傷及び準強姦致死傷並びに同法第181条第3項の集団強姦致死傷及び集団準強姦致死傷をいう。

（4）　不同意わいせつ………強制わいせつ並びに刑法第176条の不同意わいせつ、同法第179条第1項の監護者わいせつ並びに同法第181条第1項の不同意わいせつ致死傷及び監護者わいせつ致死傷をいう。

（5）　強制わいせつ………改正前の刑法第176条の強制わいせつ、同法第178条第1項の準強制わいせつ、同法第179条第1項の監護者わいせつ並びに同法第181条第1項の強制わいせつ致死傷、準強制わいせつ致死傷及び監護者わいせつ致死傷をいう。

（6）　粗暴犯………暴行、傷害、脅迫、恐喝及び凶器準備集合をいう。

（7）　窃盗犯………窃盗をいう。

（8）　知能犯………詐欺、横領（占有離脱物横領を除く。）、偽造、汚職、背任及び「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」に規定する罪をいう。

（9）　風俗犯………賭博、わいせつ及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定する罪をいう。

（10）　その他の刑法犯………公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、器物損壊等上記に掲げるもの以外の刑法犯をいう。



2（1）　非行少年………犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年をいう。

ア　犯罪少年………犯罪行為をした14歳以上20歳未満の者（少年法第3条第1項第1号）

　・　刑法犯少年………犯罪少年のうち刑法犯で警察に検挙された者

イ　触法少年………刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の者（少年法第3条第1項第2号）

ウ　ぐ犯少年………刑罰法令に該当しないぐ犯事由があって、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある18歳未満の者（少年法第3条第1項第3号）

（2）　不良行為少年………非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、家出等を行って警察に補導された20歳未満の者をいう。



3　　　交通事故………道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの（人身事故）をいう。



4（1）　認知件数………警察において発生を認知した事件の数をいう。

（2）　検挙件数………警察において検挙した事件の数をいい、解決事件の件数を含む。

（3）　検挙率………認知件数に対する検挙件数の割合を次のとおり計算して百分比で表したものをいう。

（　検挙件数（当該年の前年以前の認知事件の検挙を含む。）　/　当該年の認知件数　）　×　100

　　　なお、検挙件数には、当該年の前年以前の認知事件の検挙が含まれることから、検挙率が100％を超える場合がある。

（4）　未遂罪及び予備罪は、それぞれの既遂の罪に含めている。

（5）　昭和47年以前の各種数値については、昭和47年5月14日以前の沖縄県該当分の数を含んでいない。

（6）　統計、図表その他の計数資料は、警察庁の調査等に基づくものである。

（7）　統計図表中の構成比等は、四捨五入してあるため総計が必ずしも100.0にならない場合がある。

（8）　平成元年の各種数値については、昭和64年1月1日から1月7日までの数を含む。

（9）　令和元年の各種数値については、平成31年1月1日から4月30日までの数を含む。

（10）　被疑者等の国籍等において、「中国」は「中国（香港等）」及び「台湾」を含まず、「中国（香港等）」は中国の国籍を有する者のうち、香港特別行政区若しくはマカオ特別行政区の政府が発行した旅券又は中国、香港特別行政区若しくはマカオ特別行政区以外の政府（シンガポール、マレーシア等）が発行した身分証明書等を所持する者等を、「台湾」は中国の国籍を有する者のうち、台湾に本籍又は生活の本拠を有し、在タイ王国日本大使館による査証シールが貼付されている台湾の権限ある機関が発行した旅券を所持する者等をいう。



第2　特別法の略称


我が国の主な特別法の略称は、次のとおりとする。



［略称］　　　　　　　　　　　　　　　［法令名］

あっせん利得処罰法………………公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

医薬品医療機器等法………………医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

AV出演被害防止・救済法…………性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律

外為法………………………………外国為替及び外国貿易法

経済安全保障推進法………………経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律

携帯電話不正利用防止法…………携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

小型無人機等飛行禁止法…………重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

国際テロリスト等財産凍結法……国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

国民保護法…………………………武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

サイバー対処能力強化法…………重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律

サイバー対処能力強化法整備法…重要電子計算機に対する不正な項による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

死因・身元調査法…………………警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

私事性的画像被害防止法…………私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

児童虐待防止法……………………児童虐待の防止等に関する法律

自動車運転死傷処罰法……………自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

児童買春・児童ポルノ禁止法……児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

銃刀法………………………………銃砲刀剣類所持等取締法

重要経済安保情報保護活用法……重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律

出資法………………………………出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

種の保存法…………………………絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

女性活躍推進法……………………女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

ストーカー規制法…………………ストーカー行為等の規制等に関する法律

性的姿態撮影等処罰法……………性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

組織的犯罪処罰法…………………組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

団体規制法…………………………無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

探偵業法……………………………探偵業の業務の適正化に関する法律

鳥獣保護管理法……………………鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

通信傍受法…………………………犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

テロ資金提供処罰法………………公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律

動物愛護管理法……………………動物の愛護及び管理に関する法律

特定商取引法………………………特定商取引に関する法律

入管法………………………………出入国管理及び難民認定法

入札談合等関与行為防止法………入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

廃棄物処理法………………………廃棄物の処理及び清掃に関する法律

配偶者暴力防止法…………………配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

犯罪収益移転防止法………………犯罪による収益の移転防止に関する法律

犯罪被害者支援法…………………犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

風営適正化法………………………風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

不正アクセス禁止法………………不正アクセス行為の禁止等に関する法律

ヘイトスピーチ解消法……………本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

暴力行為等処罰法…………………暴力行為等処罰ニ関スル法律

暴力団対策法………………………暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

麻薬特例法…………………………国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

※　本書に記載した地図は、我が国の領土を網羅的に記したものではありません。

※　本書に掲載したQRコード®（株式会社デンソーウェブの登録商標）をスマートフォン等で読み取ることにより、関連するウェブサイトを閲覧できます。

※　警察庁ウェブサイト（https://www.npa.go.jp/hakusyo/r07/data.html）に、本書に掲載している統計以外の各種統計を掲載しています。







第1部　特集・トピックス

SNSを取り巻く犯罪と警察の取組

特集に当たって

本年の警察白書の特集のテーマは「SNSを取り巻く犯罪と警察の取組」です。

情報通信技術の著しい発展が社会に様々な便益をもたらす反面、インターネットで提供される技術やサービスの中には、犯罪インフラとして悪用され、犯罪の実行を容易にし、あるいは助長するものも存在しており、これらへの対策が喫緊の課題となっています。

例えば、多くの国民が利用するSNSについても犯罪インフラとして悪用される側面もみられます。具体的には、SNSを通じて対面することなく、やり取りを重ねるなどして関係を深めて信用させたり、恋愛感情や親近感を抱かせたりして金銭をだまし取るSNS型投資・ロマンス詐欺の被害は極めて憂慮すべき状況にあります。また、各種犯罪により得た収益を吸い上げる中核部分は匿名化され、SNSを通じるなどしてメンバー同士が緩やかに結び付くなどの特徴を有する「匿名・流動型犯罪グループ」が、SNS上で高額な報酬を示唆して犯罪の実行者を募集し、詐欺、強盗・窃盗等の犯罪を実行させた上で、末端の実行者を言わば「使い捨て」にしている実態がみられます。これらの犯罪をめぐる情勢は極めて深刻な状況にあり、国民の体感治安を悪化させる大きな要因となっています。

さらに、SNSが薬物の密売や児童買春等の違法行為に悪用されている実態もみられるほか、児童ポルノ等の違法情報や犯罪を誘発するような有害情報に加え、偽情報・誤情報のSNS上における投稿・拡散が社会問題化しています。

この特集では、第1節で「SNSを取り巻く犯罪の情勢と対策」としてSNSを悪用した犯罪とその対策について概観し、第2節では「SNSを取り巻く犯罪に対処するための技術的基盤」として情報技術解析部門の取組等を紹介します。そして、第3節では、SNSを取り巻く犯罪の現状と対策を踏まえ、今後の対策の在り方について展望します。

SNSの普及に伴い、「匿名・流動型犯罪グループ」をはじめとする犯罪者が国民の皆様に容易に接触を図り、犯罪を実行することが可能となっており、治安上の大きな課題となっています。また、SNSのアカウント開設時の本人確認が十分でない場合も見受けられ、SNSや匿名性の高い通信手段が捜査上のハードルとなっています。

今回の特集が、SNSを取り巻く犯罪の情勢と警察の取組状況についての国民の皆様の理解を深めるとともに、このような犯罪の被害を防止し、国民の皆様の安全・安心を確保していくための対策の在り方について考えていただく一助となれば幸いです。


MEMO　SNSをめぐる近年の情勢について

SNSは、個人の日常的なコミュニケーション手段としての利用に加え、企業や行政を含む幅広い主体による情報発信にも活用されており、公共的なインフラとして国民生活や社会経済活動に広く浸透している。一方で、SNSは、匿名で誰もが双方向の発信を可能とするため、犯罪に悪用されるケースがみられるほか、これらのサービスを提供する事業者は海外事業者であることが多く、日本法人や国内法人窓口が設置されていない事業者については、円滑な捜査や迅速な情報提供の観点から課題もみられる。この特集では、急速に普及・進展するSNSを悪用する犯罪に対処していくための取組を紹介する。









第1節　SNSを取り巻く犯罪の情勢と対策

1　SNSを悪用した犯罪の実態と対策

（1）SNS型投資・ロマンス詐欺

SNSを通じて対面することなく、やり取りを重ねるなどして関係を深めて信用させたり、恋愛感情や親近感を抱かせたりして金銭をだまし取るSNS型投資・ロマンス詐欺の被害は極めて憂慮すべき状況にある。

①　SNS型投資・ロマンス詐欺の認知状況・被害額等

令和6年（2024年）中のSNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数は1万237件、被害額は約1,272億円と、前年に比べて認知件数及び被害額のいずれも著しく増加している。

[bookmark: bbfz00010]　図表特-1　SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数・被害額（令和5年及び令和6年・月別）
[image: 図表特-1　SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数・被害額（令和5年及び令和6年・月別）]

これらの詐欺では、犯行グループがSNSやマッチングアプリを通じて被害者と接触した上で、他のSNSに連絡ツールを移行し、やり取りを重ねて被害者を信用させ、預貯金口座への振込み等により被害金をだまし取るといった手口がみられる。同年中の被害状況をみると、被害者の年齢は、男女共に40歳代から60歳代の被害が多く、また、1件当たりの平均被害額は1,200万円を超えている。

[bookmark: bbfz00020]　図表特-2　被害者の年齢層（SNS型投資詐欺）
[image: 図表特-2　被害者の年齢層（SNS型投資詐欺）]

[bookmark: bbfz00030]　図表特-3　被害者の年齢層（SNS型ロマンス詐欺）
[image: 図表特-3　被害者の年齢層（SNS型ロマンス詐欺）]

②　SNS型投資・ロマンス詐欺の検挙状況・対策

近年、SNSやキャッシュレス決済の普及等が進む中、新たなサービスを悪用した詐欺の手口が急激に巧妙化・多様化しており、SNS型投資・ロマンス詐欺による被害が急増するなど、極めて深刻な情勢にある。

令和6年中のSNS型投資・ロマンス詐欺の検挙人員は129人（うちSNS型投資詐欺は58人、SNS型ロマンス詐欺は71人）であったが、こうした犯罪への関与がうかがわれる匿名・流動型犯罪グループ（注）に対する取締りや実態解明を更に強化するとともに、関係機関・団体等と連携した対策を強力に推進していくことが急務である。


注：134頁参照（第4章）



ア　被害発生状況等に応じた効果的な広報・啓発活動の推進

SNS型投資・ロマンス詐欺の被害実態を踏まえ、警察庁において、ウェブニュースアプリ等においてインターネット利用者に注意喚起を行うターゲティング広告を実施しているほか、政府広報とも連携し、広報・啓発を実施している。

また、SNS型投資・ロマンス詐欺の犯行には、SNSやマッチングアプリが数多く利用されている実態に鑑み、各サービスの利用者に個別に適時適切な注意喚起を行うよう、各事業者に働き掛けている。

イ　犯行に利用されたSNSアカウント等の速やかな利用停止措置等

SNS型投資・ロマンス詐欺については、犯行グループから被害者への連絡手段としてSNSアカウントやマッチングアプリが悪用されている実態に鑑み、犯行に利用されたSNSアカウント等について、被害者からの通報及び警察からの要請に基づき、SNS事業者等において犯行に利用された犯行グループのSNSアカウント等を特定し、速やかに利用停止等の措置を実施するスキームを構築し、運用している。

ウ　金融機関と連携した検挙対策の推進

SNS型投資・ロマンス詐欺が急増しているほか、法人口座を悪用した事案もみられるなど、預貯金口座を通じて行われる金融犯罪への対策が急務となっている。令和6年8月、金融庁と連携し、一般社団法人全国銀行協会等に対して、法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策を一層強化するため、警察への情報提供・連携の強化等を要請した。これを踏まえ、警察では、金融機関の取引モニタリングにより詐欺の被害のおそれが高い取引を検知した場合に、都道府県警察への迅速な情報提供を行う連携体制の構築を進めている。


CASE

飲食店経営者の男（29）らは、令和6年2月から同年7月にかけて、バイナリーオプション取引を指導する講師になりすまし、SNSを通じて、同講師から指導を受けた生徒が同取引で多額の利益を得ているとする内容虚偽の画像等を被害者らに閲覧させた上で、同講師の指示するとおりに同取引に投資すれば、短期間で多額の利益を確実に得られるものと誤信させ、投資に関する情報商材の購入代金名目で合計約760万円をだまし取った。同年10月までに、同男ら41人を詐欺罪で逮捕した（大阪）。




CASE

ナイジェリア人の男（61）らは、令和4年1月、女性になりすますなどして、SNSを通じて知り合った相手に対し、「資産譲渡のための手数料等を支払う必要がある」などと虚偽の電子メールを送るなどして、資産譲渡の手数料名目等で約60万円をだまし取った。令和6年7月までに、同男ら3人を詐欺罪等で逮捕した（警視庁）。




MEMO　国民を詐欺から守るための総合対策2.0の策定（政府全体の取組）

[bookmark: bbfz00040]　図表特-4　SNS型投資・ロマンス詐欺被害の流れ
[image: 図表特-4　SNS型投資・ロマンス詐欺被害の流れ]

政府はこれまで、令和6年6月に、SNS型投資・ロマンス詐欺をはじめとした詐欺等全般への対策を取りまとめた「国民を詐欺から守るための総合対策」（令和6年6月18日犯罪対策閣僚会議決定）を策定し、詐欺等の被害を食い止め、信頼を基礎とする我が国社会の健全な発展、安全・安心な社会の実現を図るための施策を強力に推進してきた。

また、同年12月には、これまでの各種施策の進捗状況を点検した上で、更に一歩踏み込んだ対策を行うため、「いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策」（令和6年12月17日犯罪対策閣僚会議決定）を取りまとめ、SNS等を使って実行犯を募集する、いわゆる「闇バイト」（注1）による強盗事件等への対策を講じてきた。

しかしながら、こうした官民を挙げた対策が進むにつれ、犯人側は、それに応じて手口を巧妙に変化させており、一層複雑化・巧妙化する詐欺等について、立ち後れることなく、国民をその被害から守るためには、手口の変化に応じて機敏に対策をアップデートすることに加え、犯罪グループを摘発するための実態解明の取組や犯罪グループと被害者との接点の遮断といった抜本的な対策を強化する必要がある。そこで図表特-4のように、詐欺等のそれぞれの犯罪類型ごとに、犯罪者グループと被害者との接点につき段階に応じて既存の対策と取り組むべき課題を検討し、令和7年4月、「いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策」を統合する形で「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」（令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定）（注2）を策定し、政府を挙げた詐欺等に対する取組を抜本的に強化することとした。同決定において、金融・通信に関するサービス・インフラの悪用を防止するための対策として政府で取り組むこととされた主な施策を紹介する。


注1：「闇バイト」等情報とは、「闇バイト」、「裏バイト」等と表記したり、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆したりして犯罪の実行者を募集する投稿や当該投稿に関連する情報をいう。このような表現には、犯罪への気軽な参画を容易にするという指摘もあり、警察ではこのような情報を犯罪実行者募集情報と呼称している。

注2：決定の概要については、QRコード参照
[image: QRコード　犯罪対策閣僚会議]



[bookmark: bbfp00010]　[image: 犯罪対策閣僚会議第42回会合（首相官邸ウェブサイト）]
犯罪対策閣僚会議第42回会合（首相官邸ウェブサイト）

①　匿名・流動型犯罪グループの存在を見据えた取締りと実態解明の推進

匿名・流動型犯罪グループの活動実態の変化に機動的に対応し、事件の背後にいる首謀者や指示役も含めた犯罪者グループ等の弱体化・壊滅のため、部門の壁を越えた効果的な取締りを推進するとともに、匿名・流動型犯罪グループの資金獲得活動等に係る実態解明を進める。

②　SNS事業者及びマッチングアプリ事業者に係る本人確認の厳格化

SNSやマッチングアプリアカウントを悪用し、利用者を信用させるなどして、詐欺被害につながっている事案が確認されていることから、引き続き、SNS事業者及びマッチングアプリ事業者に対し、アカウント等の開設時に本人確認を実施するよう働き掛ける。

③　通信履歴の保存の義務化

捜査機関が被害を認知し、犯罪に関与している人物を特定するために通信事業者から所有する通信履歴を取得した時点で、通信履歴が残されていない場合が一定数存在していることから、通信事業者の通信履歴の保存の在り方について、通信履歴の保存の必要性や妥当性、保存期間や費用面の課題とともに、電気通信事業における個人情報等保護に関するガイドラインの改正や通信履歴の保存の義務付けを含め検討する。

④　インターネットバンキングの申込み時における審査の強化

インターネットバンキング利用が被害の高額化の一つの要因になっていることがうかがわれることから、インターネットバンキングの初期利用限度額の適切な設定、利用限度額引上げ時の利用者への確認や注意喚起等の取組を推進する。

⑤　金融機関間の情報共有の枠組み創設

犯罪者グループは複数の預金取扱金融機関の口座を保有し、被害金が犯罪者グループの手に渡る前に口座凍結を行うことを困難にさせていることから、犯行に使用される口座の情報を迅速に捜査機関と共有し、かつ、犯罪者グループによる被害金の出金を防ぎ被害回復を図るため、預金取扱金融機関間において不正利用口座に係る情報を共有しつつ、速やかに口座凍結を行うことが可能となる枠組みの創設について検討する。

警察では、SNSを利用した犯罪の捜査上の課題に対応するため、関係機関と連携しながら引き続きこれらの取組を推進していく。




MEMO　組織的な詐欺に対する各国との連携強化の推進

令和5年（2023年）12月に茨城県水戸市で開催されたG7内務・安全担当大臣会合、令和6年（2024年）3月にロンドンで開催された国際詐欺サミット等により、国境を越える組織的詐欺と闘う国際的な気運が高まる中、同年9月、16か国及び3機関の参加を得て、国際詐欺会議（Global Fraud Meeting）を東京都で開催した。

本会議では、国際的な協力関係の一層の強化に向け、警察庁長官による基調演説を実施したほか、各国の政府、国際機関等が把握する最新の脅威情報・取組状況、検挙事例を踏まえた着眼点・教訓等を共有し、参加国等の発表を踏まえつつ、海外拠点の摘発等に係る国際捜査協力や各国の詐欺対策について、実務的な議論を行った。

[bookmark: bbfp00020]　[image: 国際詐欺会議の様子]
国際詐欺会議の様子

[bookmark: bbfp00030]　[image: 警察庁長官による基調演説]
警察庁長官による基調演説



（2）偽情報・誤情報

①　インターネット上の偽情報・誤情報

近年、SNSや動画配信・投稿サイト等のデジタルサービスの普及により、あらゆる主体が情報の発信者となり、インターネット上で膨大な情報が流通し、誰もがこれらを入手することが可能になっている一方で、インターネット上の偽情報・誤情報は、短時間で広範に流通・拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題となっている。

例えば、大規模災害発生時におけるインターネット上の偽情報・誤情報については、信ぴょう性の確認や判断に時間を要し、被災地等において救助活動への支障や社会的混乱を生じさせるおそれがある。

警察では、関連事業者に対して警察活動で把握した当該情報等について削除依頼等を行うとともに、災害に関連した偽情報・誤情報に対するSNS等を通じた迅速かつ効果的な注意喚起を実施しているほか、違法行為に対しては厳正な取締りを行うこととしている。

[bookmark: bbfp00040]　[image: 宮崎県日向灘を震源とする地震に伴う注意喚起]
宮崎県日向灘を震源とする地震に伴う注意喚起


CASE

会社員の男（25）は、令和6年能登半島地震（注）に際し、被災者を装って、救助が必要である旨の虚偽の情報を「X（旧Twitter）」アカウントに投稿し、前記情報を把握した警察官らに本来不要な捜索活動等を実施させることで正常な業務の遂行を困難にさせ、その業務を妨害した。関東管区警察局サイバー特別捜査部からの情報提供を受けて捜査を実施した結果、投稿者を特定し、令和6年7月、同男を偽計業務妨害罪で逮捕した（石川）。


注：令和6年1月1日午後4時10分に発生した石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震





②　外国による偽情報等の脅威と対策

近年、国際社会においても、いわゆる伝統的な安全保障の領域にとどまらない動きとして偽情報等の拡散への懸念が高まっている。海外においては、偽情報等の拡散が軍事的手段と共に複合的に用いられている例があるほか、選挙の公正を害する可能性が指摘されるなどしているところ、偽情報等の拡散は、普遍的価値に対する脅威であるのみならず、我が国の治安にも悪影響をもたらし得るものである。また、生成AI技術の発展等に伴い、巧妙な偽情報が大量に生成され、SNS等で拡散されるリスクへの対応が重要な課題となっている。

令和6年（2024年）2月、カナダの研究機関は、中国企業が我が国を含む30か国の現地報道機関を装った偽サイトを運営し、中国当局の見解に沿った情報の発信を行っているとの報告書を発表した。また、同年9月には、米国司法省が、米国大統領選挙に際し、米国内の分断を増幅するような偽情報等を拡散したロシア国営報道機関職員2人を起訴したと発表した。

我が国に対しては、令和6年能登半島地震に際し、東日本大震災の際に撮影された写真を悪用するなどして、被災地における治安の悪化を印象付けるような外国語による偽情報が、SNS上で拡散された事例等が確認されている。

我が国では、令和4年12月に閣議決定された「国家安全保障戦略」を踏まえ、外国による偽情報等の拡散への対処能力を強化するため、関係機関が連携し、情報の収集、集約及び分析、正確な情報発信等を実施する体制が内閣官房に整備された。警察においても、関係機関等と連携し、情報の収集・分析に努めるなど、外国による偽情報等の拡散に対し、適切に対処していくこととしている。

（3）薬物事犯

①　SNS等を利用した薬物の密売の実態

我が国の薬物情勢は依然として厳しい状況にある。さらに近年、SNS上で薬物の密売情報を掲載して購入を勧誘し、購入希望者が応募すると匿名性の高い通信手段に誘導して取引を行うなど、密売の手口が巧妙化している。例えば、大麻の乱用者を対象とした実態調査によれば、大麻の入手先を知った方法として、SNSを含む「インターネット経由」が全体の4割弱を占め、年齢層が低くなるにつれてその占める割合は高くなるなど、SNSを利用した密売が若年層の薬物乱用に拍車をかけていることがうかがわれる。警察では、薬物の供給の遮断と需要の断絶に向け、関係機関と連携しつつ、取締りや効果的な広報啓発活動を推進している。

[bookmark: bbfz00050]　図表特-5　大麻の入手先を知った方法
[image: 図表特-5　大麻の入手先を知った方法]

[bookmark: bbfz00060]　図表特-6　SNSを含むインターネット経由で大麻の入手先を知った年齢層別割合
[image: 図表特-6　SNSを含むインターネット経由で大麻の入手先を知った年齢層別割合]

注：令和4年から令和6年までの各年10月から11月において大麻取締法違反（所持）で検挙された者のうち捜査等で明らかになったもの。


CASE

無職の男（28）らは、令和4年10月から令和6年1月にかけて、千葉県内等において、SNS上に大麻等を販売する書き込みを投稿するなどして集客し、大麻の密売等をした。同年7月までに、同男ら4人を麻薬特例法違反（業として行う譲渡等）等で検挙するとともに、同男らから大麻を購入するなどした客7人を大麻取締法違反（所持）で逮捕した（千葉）。

[bookmark: bbfp00050]　[image: 押収された大麻等]
押収された大麻等



②　SNS等を利用した広報啓発活動の推進

警察では、広報啓発活動を通じて薬物の危険性や有害性を訴え、その拡大防止に努めている。特に、令和6年12月に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が施行され、大麻の不正な施用について罰則規定が適用されることとなったことを受け、動画配信サイトを利用して大麻乱用防止啓発映像を配信し、制度の内容等について周知を図った。

[bookmark: bbfp00060]　[image: 動画配信サイトにおける大麻乱用防止啓発映像]
動画配信サイトにおける大麻乱用防止啓発映像

また、SNS等において大麻に関心を示した者に対して、ターゲティング広告を実施するなど、SNS等を活用した情報発信を行っている。

[bookmark: bbfp00070]　[image: SNSにおけるターゲティング広告]
SNSにおけるターゲティング広告

（4）児童の性的搾取等（注1）

①　SNSに起因する児童の性的搾取等の実態

SNSは、匿名性が高く、見ず知らずの相手と容易に連絡を取り合うことができる特性から、児童の未熟さや立場の弱さを利用した児童買春等の悪質な事犯の「場」として悪用されている実態があり、中には児童の殺害にまで至った事案も発生している。

令和6年中の児童買春、児童ポルノや不同意性交等などの性犯罪を含むSNSに起因する事犯（注2）の被害児童数は、1,486人と前年から減少したものの、近年これらの事犯の被害児童数は依然として高い水準で推移している。特に、小学生の被害児童数が近年増加傾向にあり、被害児童の低年齢化が懸念される状況にある。

児童の性的搾取等が児童の心身に有害な影響を及ぼし、かつ、その人権を著しく侵害する極めて悪質な行為であるとの認識の下、警察では、児童の性的搾取等の撲滅に向けて、取締りの強化等の取組を推進している。


注1：児童に対する性的搾取（児童に対し、自己の性的好奇心を満たす目的又は自己若しくは第三者の利益を計る目的で、児童買春、児童ポルノの製造その他の児童に性的な被害を与える犯罪行為をすること及び児童の性に着目した形態の営業を行うことにより児童福祉法第60条に該当する行為をすること並びにこれらに類する行為をすることをいう。）及びその助長行為（児童買春の周旋、児童買春等目的の人身売買、児童の性に着目した形態の営業のための場所の提供、児童ポルノの提供を目的としたウェブサイトの開設等をいう。）

注2：SNS（オンラインゲームを含む。）を通じて面識のない被疑者と被害児童が知り合い、交際や知人関係等に発展する前に被害にあった事犯で、対象犯罪は、児童福祉法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、青少年保護育成条例違反、重要犯罪等（殺人、強盗、放火、不同意性交等、略取誘拐、人身売買、不同意わいせつ、逮捕監禁）、面会要求等及び性的姿態撮影等処罰法第2条から第6条に規定する罪



[bookmark: bbfz00070]　図表特-7　SNSに起因する事犯の学職別被害児童数及び小学生の被害児童数の推移（平成27年（2015年）～令和6年）
[image: 図表特-7　SNSに起因する事犯の学職別被害児童数及び小学生の被害児童数の推移（平成27年（2015年）～令和6年）]


CASE

自営業の男（54）は、令和5年6月から同年7月にかけて、SNSでコスプレ撮影と称して知り合った女子児童（13）に対し、現金を供与して、性交した。令和6年2月、同男を不同意性交等罪及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反（児童買春）で逮捕した（大阪）。




CASE

コンビニエンスストア従業員の男（38）は、令和5年7月、オンラインゲームで知り合った男子児童（12）に対し、SNSを通じて同児童に自己の性的な部位を露出した映像を撮影するよう要求し、自身のスマートフォンにその映像を送信させた。令和6年2月、同男を16歳未満の者に対する映像送信要求罪等で逮捕した（長崎）。



②　SNSに起因する児童の性的搾取等への対策

警察では、児童の性的搾取等事犯に対する取締りを徹底しているほか、SNS等における、児童によるものとみられる児童買春等の相手方を求める書き込みや、家出を企図する児童による宿泊先の提供を求める書き込みといった、児童の性的搾取等につながるおそれのある不適切な書き込みに対して返信（リプライ）機能を活用した注意喚起や警告を行うなど、被害の未然防止に重点を置いた対策を実施している。

また、関係機関・団体等と連携し、保護者や児童に向けたSNSを含むインターネットの適切な利用等に関する広報啓発、スマートフォンを中心としたフィルタリング（注）の普及促進等の取組を推進しているほか、SNS事業者で構成される一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構（SMAJ）への情報提供を通じたSNS事業者による自主的な被害防止対策の実施を促進している。


注：インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づき選別し、青少年に有害な情報を閲覧できなくするプログラムやサービス



[bookmark: bbfp00080]　[image: 広報啓発用リーフレット]
広報啓発用リーフレット







2　SNSを悪用した犯罪実行者募集の実態と対策

（1）匿名・流動型犯罪グループによる犯罪実行者の募集

匿名・流動型犯罪グループは、犯罪を実行するに当たって、SNS等において、仕事の内容を明らかにせず、「高額」、「即日即金」、「ホワイト案件」等、「楽で、簡単、高収入」を強調する表現を用いるなどして、犯罪実行者を募集している実態が認められる。同グループは、このような犯罪実行者を募集する情報（犯罪実行者募集情報）への応募者に対して、あらかじめ運転免許証や顔写真等の個人の特定に資する情報を匿名性の高い通信手段を使用して送信させることで、応募者が犯行をちゅうちょしたり、グループからの離脱意思を示したりした場合には、個人情報を把握しているという優位性を利用して脅迫するなどして服従させ、犯罪実行者として繰り返し犯罪に加担させるなどの状況がみられる。また、応募者が犯罪を実行したとしても約束した報酬が支払われない場合もある。

[bookmark: bbfz00080]　図表特-8　犯罪の実行犯を募集する手口
[image: 図表特-8　犯罪の実行犯を募集する手口]

①　特殊詐欺（注）及びSNS型投資・ロマンス詐欺

特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺を実行する匿名・流動型犯罪グループは、SNS等で高額な報酬を示唆して犯罪実行者を募集し、犯行に加担させるなどしている。

また、首謀者、指示役、犯罪実行者の間の連絡手段には、匿名性が高く、メッセージが自動的に消去される仕組みを備えた通信手段を使用するなど、犯罪の証拠を隠滅しようとする手口が多くみられる。

さらに、暴力団構成員や海外に所在する首謀者や指示役が、SNSを用いて犯罪実行者を募集して応募者に特殊詐欺等を実行させているケースや、応募者を海外に渡航させて犯行に加担させているケースもみられる。


注：被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪（現金等を脅し取る恐喝及びキャッシュカード詐欺盗を含む。）の総称



[bookmark: bbfp00090]　[image: 犯罪実行者募集情報の掲載イメージ]
犯罪実行者募集情報の掲載イメージ


CASE

職業不詳の男（36）らは、令和5年7月から令和6年6月にかけて、悩みの相談に応じれば報酬が得られるなどとして、架空の相談者を紹介するウェブサイトに会員登録した利用者に対し、実際には、相談者は存在せず、同ウェブサイトを通じて行われた相談に回答しても報酬は支払われないにもかかわらず、同サイトが案内する正規会員になり各種手続費用を支払えば、報酬を受領できるなどと虚偽の内容を記載したメールを送信するなどして、同手続費用名目で約280万円をだまし取った。同年7月までに、同男ら45人を詐欺罪で逮捕した。実行役の中には、SNSや求人サイトを通じて、「平均月収48万円」などの文言により通常の求人情報を装った犯罪実行者募集情報に応募し、被害者に対して、架空の相談を持ち掛ける、いわゆる「サクラ」役として犯行に加担した者がいたことが明らかになった（警視庁、埼玉、千葉及び福岡）。



②　強盗・窃盗等（注）

強盗・窃盗等についても、SNSや求人サイト等で「高額」、「即日即金」、「ホワイト案件」等の文言を用いて犯罪実行者が募集された上で実行される実態がうかがわれる。このような匿名・流動型犯罪グループによるものとみられる手口により実行された強盗事件等の中には、被害者を拘束した上で暴行を加えるなど、その犯行態様が凶悪なものもみられ、特に、令和6年8月以降、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の1都3県において相次いで発生した強盗事件等によって、国民の体感治安が著しく悪化した。

警察では、一連の強盗事件等について、首謀者の検挙に向けて、同年10月、警視庁を中心とする関係都県警察による合同捜査本部を設置し、令和7年4月末までに被疑者48人を検挙するなど、捜査を強力に推進している。


注：強盗、窃盗、住居侵入及び建造物侵入等




CASE

建設作業員の男（29）らは、令和6年9月、質店に侵入し、同店店員の面前でショーケースをバールでたたき割るなどして同人を脅迫し、その反抗を抑圧して腕時計（販売価格合計約2万円）を強奪し、その際、取り押さえようとした同店店員に暴行を加え、傷害を負わせた。実行役のうち1人をその場で逮捕し捜査を進めたところ、同男らは、SNS上に掲載された犯罪実行者募集情報に応募し、匿名性の高い通信手段を用いるなどして指示役から指示を受けて犯行に及んだことが判明した。同年11月までに、同男ら4人を強盗致傷罪等で逮捕した（神奈川）。



（2）犯罪実行者募集に対する警察の対策

①　インターネット・ホットラインセンターの運用

警察庁では、一般のインターネット利用者等から、違法情報等に関する通報を受理し、警察への通報、サイト管理者等への削除依頼等を行うインターネット・ホットラインセンター（IHC）を運用している。近年、インターネット上に犯罪実行者募集情報が氾濫していることを踏まえ、「いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策」を受けて、犯罪実行者募集情報の実効的な削除のため、令和7年2月、IHCにおいて犯罪実行者募集情報を違法情報と位置付けるとともに、同年3月、体制を増強した。

また、警察では、SNSにおける返信（リプライ）機能を活用し、犯罪実行者募集情報の投稿者等に対する個別警告等を推進している。

[bookmark: bbfp00100]　[image: IHCに関する広報啓発資料]
IHCに関する広報啓発資料

IHCの運用状況については、図表特-9から図表特-11までのとおりである。

[bookmark: bbfz00090]　図表特-9　IHCにおける分析件数の推移（注）
[image: 図表特-9　IHCにおける分析件数の推移]

[bookmark: bbfz00100]　図表特-10　犯罪実行者募集情報の処理状況（注）
[image: 図表特-10　犯罪実行者募集情報の処理状況]

[bookmark: bbfz00110]　図表特-11　警察に通報された違法情報の件数及び削除に至った違法情報の件数の推移（注）
[image: 図表特-11　警察に通報された違法情報の件数及び削除に至った違法情報の件数の推移]

②　違法・有害な労働募集の排除

SNSや求人サイト等において、通常の求人情報を装った、「受け子」や「出し子」等の特殊詐欺等の犯罪の実行者を募集する違法・有害な求人情報に関し、都道府県警察及び都道府県労働局がそれぞれ把握した情報について、相互に情報共有を行っており、警察では、犯罪実行者募集情報等の発信が、職業安定法に規定する「公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」での「労働者の募集」等として違法行為に該当することに鑑み、この種の犯罪の取締りを推進している。


CASE

道仁会傘下組織の幹部の男（28）らは、令和6年10月、SNSを利用して、「高収入の1週間バイトしたい人」などと記載した求人情報を投稿した上で、これに応募してきた者に対し、匿名性の高い通信手段を通じて、特殊詐欺の「受け子」等として稼働することを勧誘し、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介及び労働者の募集を行った。同年11月までに、同男ら4人を職業安定法違反（有害業務の労働者募集）で逮捕した（熊本）。



③　犯罪に加担させないための広報啓発活動等の推進

SNSで犯罪実行者を募集する手口による犯罪に対しては、首謀者や犯罪実行者等の検挙といった取締りの推進に加えて、犯罪に加担させないための広報啓発や募集に応じてしまった者に犯行を思いとどまらせるための広報啓発が重要である。

令和6年8月以降、関東地方を中心に相次いで発生した、SNSで犯罪実行者を募集する手口による強盗事件等を受け、警察では犯罪に加担しようとする者や求人情報に応募しようとする者に対し、様々な機会を通じた効果的な対策を講じている。

その一環として、犯罪実行者募集情報には、「高額」、「即日即金」、「ホワイト案件」等、「楽で、簡単、高収入」を強調する文言に加え、匿名性の高いアプリに誘導して個人情報を送信させる等の特徴があることから、それを周知するため、警察庁では一連の強盗事件等の犯罪実行者の募集に用いられた文言の特徴や、警察に寄せられた犯罪実行者募集に係る相談等の事例をまとめた広報資料を作成・公表した。

また、青少年が事の重大性を認識することなく、安易な考えから犯罪実行者募集に応じた結果、自身や家族に危害を加えるなどと脅迫され、凶悪な犯罪に加担してしまうことがないよう、関係機関と連携して、犯罪実行者募集情報の危険性や周囲の善良な大人や警察に相談することを呼び掛ける広報資料を作成・公表した。

[bookmark: bbfp00110]　[image: 犯罪実行者募集情報の特徴や相談事例をまとめた広報啓発資料]
犯罪実行者募集情報の特徴や相談事例をまとめた広報啓発資料

[bookmark: bbfp00120]　[image: 少年に対する広報啓発資料]
少年に対する広報啓発資料

さらに、インターネット上で高額な報酬のアルバイトへの高い関心を示す者に対して、インターネット上での行動に応じて犯罪実行者募集情報の危険性等を伝えるターゲティング広告を実施したほか、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県内の、若年層が多く集まる繁華街等において、犯罪実行者募集に応じないよう、アドトラックを活用した呼び掛けを実施するなど、若年層に対する注意喚起に取り組んでいる。

[bookmark: bbfp00130]　[image: アドトラックを活用した呼び掛け]
アドトラックを活用した呼び掛け


MEMO　SNS等を利用した警察庁からの呼び掛け

犯罪実行者募集情報に応募して犯罪に加担しようとする者の中には、自身や家族に危害を加えるなどと脅迫されていることを理由に犯罪に加担しようとする者もいることから、そのような者から相談があった場合には、状況に応じて、保護措置等を講じること等により適切に対応する必要がある。

警察庁ではSNSや動画配信サイトを通じ、犯罪に加担する可能性がある者に対して、「警察に相談に来てくれれば必ず保護する」などの呼び掛けを2回にわたり実施した。

警察では、こうした呼び掛けを始めて以降、令和7年4月末までに345件の相談について、相談者やその家族等の関係者を保護した。

[bookmark: bbfp00140]　[image: 警察庁幹部からの呼び掛け]
警察庁幹部からの呼び掛け




MEMO　政府全体としての広報（総理メッセージ等）

犯罪実行者募集情報に係る広報啓発には、警察のみならず政府全体で取り組んでいる。

令和6年10月には石破首相が、SNS等を通じて、いわゆる「闇バイト」が犯罪であり、警察は相談者の安全を必ず守ることなどを周知した。

さらに、いわゆる「闇バイト」の実態や危険性を紹介する動画の公開やSNS広告等を実施し、犯罪実行者募集情報に応募すれば、犯罪組織に「捨て駒」として都合よく利用され、凶悪な犯罪に加担した結果、検挙されることなどを広報啓発した。

[bookmark: bbfp00150]　[image: 石破首相からの呼び掛け]
石破首相からの呼び掛け

[bookmark: bbfp00160]　[image: 政府広報オンライン「『闇バイト』の真実 高額報酬をうたう犯罪実行役の募集」＃SNS ＃実行犯]
政府広報オンライン「『闇バイト』の真実 高額報酬をうたう犯罪実行役の募集」＃SNS ＃実行犯

[bookmark: bbfp00170]　[image: 政府広報オンライン「そんなバイト、ないから！それ「バイト」ではなく犯罪です。」]
政府広報オンライン「そんなバイト、ないから！それ「バイト」ではなく犯罪です。」









第2節　SNSを取り巻く犯罪に対処するための技術的基盤

1　情報技術解析部門における取組

（1）情報技術解析の重要性

コンピュータやスマートフォン等の電子機器やSNS等のネットワークを利用したサービスが普及・多様化し、これらがあらゆる犯罪に悪用されている中、警察捜査を支えるため、電子機器等に保存された電磁的記録やネットワークの通信状況等の解析の重要性が一層高まっている。

①　デジタル・フォレンジック（注1）の捜査への活用

犯罪に悪用された電子機器等に保存されている電磁的記録は、犯罪捜査において重要な客観証拠となる場合がある。電子機器等に保存されている情報を証拠化するためには、電子機器等から電磁的記録を抽出した上で、文字や画像等の人が認識できる形に変換するという電磁的記録の解析が必要である。しかし、電磁的記録は消去、改変等が容易であるため、これを犯罪捜査に活用するためには、適正な手続により解析・証拠化することが重要である。

このため、警察では、警察庁及び全国の情報通信部（注2）の情報技術解析課において、都道府県警察が行う犯罪捜査に対し、デジタル・フォレンジックを活用した技術支援を行っている。


注1：犯罪の立証のための電磁的記録の解析技術及びその手続

注2：管区警察局情報通信部（四国警察支局情報通信部を含む。以下同じ。）、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部、府県情報通信部（四国警察支局の管轄区域内の県情報通信部を含む。以下同じ。）及び方面情報通信部



[bookmark: bbfz00120]　図表特-12　デジタル・フォレンジックの概要
[image: 図表特-12　デジタル・フォレンジックの概要]


CASE

令和6年（2024年）8月から同年9月にかけて、近畿管区警察局大阪府情報通信部情報技術解析課は、大阪府警察によるSNS型投資詐欺グループの複数拠点への一斉捜索で押収された約2400台のスマートフォン及び約60台のパソコンのうち、より高度な解析を要する大量のスマートフォン等の解析を実施した。

近畿管区警察局情報通信部情報技術解析課のほか、警察庁、中部管区警察局、四国警察支局等から職員の派遣を受けるなどの連携により、大量の証拠品を解析するための体制を構築することで、より高度な技術を要する電磁的記録の解析を迅速に実施し、事件の全容解明に大きく貢献した。

[bookmark: bbfp00180]　[image: スマートフォン等の解析による技術支援]
スマートフォン等の解析による技術支援




MEMO　サイバー関連部門の一体的な運用に関する取組

サイバー部門では、警察における組織全体の対処能力を抜本的に強化するため、他部門の捜査力のみでは対処が困難な場合等における支援を推進しており、人的・物的リソースを効果的に活用する観点から、都道府県警察のサイバー部門と全国の情報通信部の同一フロアへの集約や高度で専門的な知識・技術を要する捜査を行う際の支援要請窓口の一本化等の捜査部門、支援部門及び情報技術解析部門の更なる一体的運用を図っている。

例えば、神奈川県警察では、令和6年11月から、サイバー関連部門（神奈川県警察本部サイバーセキュリティ対策本部、同サイバー犯罪捜査課及び同情報管理課並びに関東管区警察局神奈川県情報通信部情報技術解析課）を本部庁舎の同一フロアに集約するとともに、支援要請窓口をサイバーセキュリティ対策本部に一本化する新たな運用を開始した。

[bookmark: bbfz00130]　図表特-13　サイバー部門のフロアの一体化のイメージ
[image: 図表特-13　サイバー部門のフロアの一体化のイメージ]



②　犯罪の取締りのための技術支援体制

情報化社会の進展は、匿名性が高く、追跡が困難なサイバー空間を利用した様々な犯罪の実行を容易にさせており、こうした犯罪の取締りにおいては、高度な技術的な知見が必要となっている。

このため、警察では、警察庁及び全国の情報通信部に情報技術解析課を設置し、都道府県警察等に対し、捜索・差押えの現場でコンピュータ等を適切に差し押さえるための技術的な指導や、押収したスマートフォン等から証拠となる情報を取り出すための解析の実施についての技術支援を行っている。

また、警察庁高度情報技術解析センターは、高度で専門的な知識及び技術を有する職員を配置するとともに、高性能な解析用資機材を整備し、破損した電磁的記録媒体からの情報の抽出・可視化、不正プログラムの解析等を行っている。

[bookmark: bbfz00140]　図表特-14　犯罪の取締りへの技術支援体制
[image: 図表特-14　犯罪の取締りへの技術支援体制]

③　解析能力向上のための取組

近年、不正プログラムを悪用したサイバー事案が多発する中、その手口の巧妙化・多様化により、不正プログラム解析には極めて高い技術力が求められている。また、IoT機器をはじめとする新たな電子機器やそれに関連するサービスの社会への定着、スマートフォン等のアプリの多様化・複雑化、自動運転システムの実現に向けた技術開発等が進む中、警察捜査を支えるためには、最新の技術に対応した解析能力の向上を図っていく必要がある。

このため、警察では、解析手法の開発や資機材の整備、高度な解析技術を持つ職員の育成のほか、犯罪に悪用され得る最先端の情報通信技術の調査・研究を推進している。


MEMO　解析能力向上のための訓練の実施

警察では、巧妙化・多様化するサイバー事案の手口や最新の技術に対応した解析能力の向上を図っていくため、高度で専門的な知識及び技術を有する警察庁職員が、全国の情報通信部の職員に対し、最新の技術に対応した解析手法等に係る各種訓練を実施しているほか、最新の技術を有する民間企業に委託した訓練を実施し、警察庁及び全国の情報通信部における解析能力の向上に努めている。



（2）具体的な取組内容

①　スマートフォンの解析

近年、スマートフォンが、様々なコンテンツやアプリケーションの利用が可能なモバイル端末として普及している中、犯罪に悪用されたスマートフォンに保存されている情報は、犯罪捜査において重要な客観証拠となり得る。このため、警察では、押収したスマートフォンから、通信履歴、位置情報、写真等の証拠となる情報を取り出すための解析を実施している。

[bookmark: bbfz00150]　図表特-15　スマートフォンの解析の概要
[image: 図表特-15　スマートフォンの解析の概要]

また、警察庁高度情報技術解析センターでは、スマートフォンメッセージアプリに記録された暗号化済みメッセージデータを可視化する手法を開発するなど、新たな解析手法の開発等にも取り組んでいる。これらの解析手法は、全国の情報通信部による解析等を通じて、都道府県警察の捜査に役立てられている。

②　破損した電子機器の解析

犯罪捜査の過程で押収したスマートフォン等の電子機器は、変形、燃焼、水没等により破損していることが少なくない。このような場合、警察では、破損した電子機器の機能回復及び情報の抽出・可視化を行い、解析を実施している。

[bookmark: bbfz00160]　図表特-16　破損した電子機器の解析の概要
[image: 図表特-16　破損した電子機器の解析の概要]


CASE

令和6年4月から同年5月にかけて、警察庁高度情報技術解析センターは、無職の男（22）らによる、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを用いてATMから現金を引き出した窃盗事件に関し、破損して起動しない状態で押収したスマートフォンを分解し、データを抽出できる状態にした。その結果、当該スマートフォンから被疑者の犯行を裏付ける電磁的記録を抽出することができ、同事件の全容解明に貢献した。









2　SNS上の違法・有害情報の探索・分析におけるAI技術の活用

（1）SNS上の違法・有害情報対策の重要性

SNSをはじめとするインターネット上には、児童ポルノ、規制薬物の広告に関する情報等の違法情報や、違法情報には該当しないが、犯罪や事件を誘発するなど公共の安全と秩序の維持の観点から放置することができない有害情報が多数存在している。

また、近年、匿名・流動型犯罪グループ等による犯罪の実行者を直接的かつ明示的に誘引等（募集）する情報（犯罪実行者募集情報）も氾濫しており、応募者らにより実際に強盗、特殊詐欺等の犯罪が実行されるなど、この種情報の氾濫がより深刻な治安上の脅威となっている。

このような情勢の中、サイバー空間の安全・安心を確保するためには、インターネット上に膨大な量の情報が流通していることを踏まえ、AIをはじめとする先端技術も活用しながら、違法・有害情報の流通・拡散防止を図っていく必要がある。

（2）AI技術の活用

警察では、サイバーパトロール等による違法・有害情報の把握に努め、これを端緒とした取締り及びサイト管理者等への削除依頼を実施している。警察庁では、インターネット利用者等から違法・有害情報に関する通報を受理し、警察への通報、サイト管理者等への削除依頼等を行うインターネット・ホットラインセンター（IHC）を運用するとともに、インターネット上の違法・有害情報等を収集し、IHCに通報するサイバーパトロールセンター（CPC）を運用している。

CPCでは、SNS上の情報の探索・分析を効率化するため、令和5年、重要犯罪密接関連情報（注）を自動収集してその該当性を判定するAI検索システムを導入し、サイバーパトロールの高度化を図っている。

また、警察庁では、令和3年度にAIを活用してSNSにおける規制薬物に関する情報等の探索・分析を行う実証実験を実施した。具体的には、規制薬物の広告等に関するSNS上の投稿をAIに学習させることで、SNS上の投稿の中から、規制薬物の広告等に関するものをAIにより効率的に抽出する仕組みを構築した。


注：個人の生命・身体等に危害を加えるおそれが高い重要犯罪等と密接に関連する情報。具体的には、例えば、爆発物の製造を直接的かつ明示的に助長等していると認められる情報、殺人等を直接的かつ明示的に請負等する情報等をいう。



[bookmark: bbfz00170]　図表特-17　AIを活用した個別警告の実施
[image: 図表特-17　AIを活用した個別警告の実施]

同実証実験の結果、規制薬物の広告等に関するSNS上の投稿を高い精度で抽出できることが確認できたことから、警察庁において、AIを活用してSNS上の犯罪実行者募集情報等を効率的に抽出する仕組みを構築し、デジタル庁によるAI活用の高度化に向けた助言や支援を得つつ、犯罪実行者募集情報の投稿者等に対する返信（リプライ）機能を活用した迅速な個別警告等の効率化を図っている。







3　サイバー特別捜査部による暗号資産の追跡

SNSを悪用した犯罪等においては、犯罪収益が暗号資産の形で隠匿されるなどの実態がみられる。関東管区警察局サイバー特別捜査部では、こうした犯罪に悪用される暗号資産の移転状況を追跡するとともに、追跡結果の横断的・俯瞰（ふかん）的な分析を行い、その結果を都道府県警察と共有している。こうした分析により、従来の捜査では必ずしも明らかにならなかった複数事案同士の関連性や背景にある組織性及び上位被疑者が浮き彫りになっており、今後もこうした犯罪の更なる匿名性の打破が期待される。

また、警察庁サイバー警察局では、暗号資産の移転状況の追跡を困難にし得る技術や手法に対抗するため、外国捜査機関から職員を招へいするなど、追跡技術の研究を推進するとともに、国際連携を通じた追跡能力の強化に取り組んでいる。


CASE

西アフリカの組織犯罪グループによる金融犯罪に対し、ICPO（注）が主導する国際共同捜査であるオペレーション「ジャッカル」が進められており、日本警察も令和6年4月から同オペレーションに参画している。関東管区警察局サイバー特別捜査部は、我が国で発生したSNS型投資・ロマンス詐欺事案について、関係都道府県警察の捜査によって得られた情報を横断的に分析するとともに、暗号資産追跡を実施した結果、複数の事案の被害金がナイジェリア人名義の暗号資産アカウントに送金されている事実を突き止めた。同情報をナイジェリア警察に提供したところ、同警察において同国内の被疑者の検挙が行われるとともに、関係都道府県警察において、日本国内の仲介者も検挙した。


注：International Criminal Police Organization（国際刑事警察機構）の略











第3節　今後の展望

SNS等の新たな技術やサービスの普及が国民生活や社会経済活動の利便性を向上させる一方で、これらの技術やサービスが犯罪インフラとして悪用されている実態がみられ、また、犯人側が手口を巧妙化させていることは、これまで述べたとおりである。SNSを取り巻く犯罪に対処するため、警察においては、新たな捜査手法に関する取組や、サイバー人材の育成を進めていく必要があるところ、今後一層取り組むべき主な課題を紹介する。

1　新たな捜査手法の確立

①　仮装身分捜査の導入

SNS等のインターネット上において犯罪実行者が募集された上で実行される犯罪に的確に対処するため、捜査員がその身分を秘して募集に応じ、検挙等につなげる「雇われたふり作戦」を行う場合において、架空の本人確認書類等を使用する「仮装身分捜査」を適正かつ実効的に実施するに当たっての手続その他の遵守事項を令和7年（2025年）1月に定めており、一部の都道府県警察において「仮装身分捜査」が開始されている。これにより、実行犯の身柄の早期確保、首謀者や指示役の検挙を進めていく。

[bookmark: bbfz00180]　図表特-18　仮装身分捜査のイメージ
[image: 図表特-18　仮装身分捜査のイメージ]

②　架空名義口座捜査等の導入に向けた検討

犯罪者グループは、他人名義の預貯金口座等を違法に取得するなどして、犯行に利用していることから、犯罪者グループの上位被疑者の検挙、犯罪収益の剝奪等を図るとともに、口座の悪用をけん制するため、捜査機関等が管理する架空名義口座を利用した新たな捜査手法等を検討することとしている。

③　暗号化技術等に係る調査・研究、新たな法制度導入に向けた検討

犯罪者グループの壊滅のためには、匿名性の高い通信アプリをはじめとする犯罪に悪用される通信アプリ等について、被疑者間の通信内容や登録者情報等を迅速に把握することが重要である。

こうした被疑者間の通信内容等を迅速に把握するために効果的と考えられる手法について、諸外国における取組を参考にしつつ、技術的アプローチや新たな法制度導入の可能性も含めて検討することとしている。







2　サイバー人材の体系的な育成の推進のための態勢の充実強化

犯罪収益の暗号資産への交換や匿名性の高い通信手段の利用、SNS上での犯罪実行者の募集等サイバー空間の脅威の情勢が極めて深刻であるため、全ての警察職員のサイバー事案対処能力の底上げが必要不可欠であることから、警察大学校及び警察学校におけるサイバー教育の拡充並びに警察庁及び都道府県警察のサイバー人材の育成の更なる推進のための態勢の充実強化を図ることとしている。







3　捜査活動を踏まえた対策の不断の見直し

匿名・流動型犯罪グループは、SNSや匿名性の高い通信アプリ、インターネットバンキング、暗号資産といった新たな技術やサービスを悪用しながら、その手口を刻々と複雑化・巧妙化させている。警察では、取締り等を通じて犯罪の手口の変化を迅速に把握するとともに、幅広く関係機関・団体等と連携し、対策の強化を図ることとしている。







4　国際捜査の徹底・外国当局等との更なる連携

匿名・流動型犯罪グループは、SNS等で犯罪実行者を募集し、犯行に加担させるなどの手口で特殊詐欺等の犯罪を実行しており、その中には、海外に所在する首謀者や指示役がSNSを用いて犯罪実行者を募集しているケースや応募者を海外に渡航させて犯行に加担させているケースもみられる。こうした観点から、国境を越える組織的詐欺等の犯罪への対処が喫緊の課題となっている。

警察庁では、外国で活動する犯罪グループの情報を入手した場合、その摘発に向けて、関係国の捜査機関と積極的に情報交換を行っているほか、被疑者や証拠品の引渡しに向けて、ICPO等を通じた捜査協力、外交ルートや条約・協定を活用した国際捜査共助等を推進しており、引き続き外国当局等との更なる連携強化を図ることとしている。


MEMO　タイ国家警察幹部との協議

令和7年4月9日、タイ・ミャンマー国境地域の詐欺拠点への対応等に対する協力関係を更に強化するため、タイ国家警察幹部が来日し、警察庁長官を表敬訪問するとともに、警察庁幹部との間で協議を行った。協議では、両国での組織的詐欺の情勢や取締り状況等について情報交換を行い、国境を越える組織的詐欺の取締りの重要性について認識を共有したほか、今後の両国間の更なる連携と情報共有の強化について確認した。

[bookmark: bbfp00190]　[image: タイ国家警察幹部の表敬訪問の様子]
タイ国家警察幹部の表敬訪問の様子









5　情勢に応じた効果的な広報・啓発の実施

警察では、常に変化する犯罪の手口を把握し、迅速かつ的確に、詐欺等の被害に遭いやすい人に訴求する広報・啓発の手段を選定し、真に犯罪抑止に効果を発揮する広報・啓発を適時に行うこととしている。

また、SNS上等における犯罪実行者募集情報に応募して犯罪に加担してしまうことがないよう、広報・啓発の対象となる者の年齢層や地域等を考慮し、訴求力の高い著名人の協力を得るなど効果的な広報・啓発の内容、媒体、方法等について検討の上、幅広く関係機関・団体等と連携して取り組むこととしている。

警察では、SNSを取り巻く犯罪を含め、社会情勢等に応じて大きく変化する犯罪情勢を的確に捉えた上で、犯罪対策を強力に推進し、「世界一安全な日本」を実現することで、国民の期待と信頼に応えていく。







警察活動の最前線


高校生をいわゆる「闇バイト」から守る



熊本県警察本部生活安全部

生活安全企画課少年保護対策室

肥後っ子サポートセンター

若松　慎吾

[bookmark: bbfm00010]　[image: ゆっぴー]



肥後っ子サポートセンターは、非行少年の支援活動、少年や保護者からの電話相談、広報啓発等の活動によって、日々生きづらさを抱えた少年と向き合い、少年の健全育成という最終目的達成を目指しています。

令和6年10月、当県においても、高校生がSNSで高収入をうたった「割のいいバイト」につられ、いわゆる「闇バイト」に応募する事案が発生しました。その高校生は、犯罪行為に加担する前に不安を感じ、警察に相談してくれたため事なきを得たのですが、以後、高校生を犯罪者にしないための緊急対策を実施することになりました。

対策は、令和6年末までに県内全ての全日制高等学校における非行防止教室を実施するもので、実話に基づいた動画入りの注意喚起資料を新たに作成しました。肥後っ子サポートセンター、警察署及び学校間で迅速に連携を図り、目標期間内に実施し終え、生徒さんからも分かりやすかったなど高評価の反応をいただきました。

少年警察業務は、時間を費やしても結果が現れにくいと感じることもありますが、この手記を書いている令和7年4月1日現在まで当県においては高校生のいわゆる「闇バイト」事案は認知しておらず、対策の重要性を再認識しているところです。少年を犯罪から守るため、これからも情熱を持って少年自身の規範意識の向上を目指す取組を行っていきます。

[bookmark: bbfp00200]　[image: 熊本県警察本部生活安全部 生活安全企画課少年保護対策室 肥後っ子サポートセンター　若松　慎吾]




高度な知識及び技術を用いた破損スマートフォンの解析



東京都警察情報通信部情報技術解析課解析第1係

永壽　綾子

[bookmark: bbfm00020]　[image: 警察庁ワッペン]



新たな情報サービスや機器が次々に登場し、社会経済活動上欠かせない基盤となっているところ、犯罪捜査における情報技術解析の役割は、日々増大の一途をたどっています。特に、スマートフォンについては、近年一層の多様化・多機能化が進み、犯罪グループの連絡手段として使用されるなど、犯罪の取締りや実態解明に向けた解析の重要性が高まっています。

私は、東京都警察情報通信部の情報技術解析課に所属し、警視庁では対応が困難な事例について要請を受け、破損したスマートフォンや特殊なアプリの解析といった、高度な知識や技術が求められる解析を行っています。

情報技術解析課に解析要請されるスマートフォンの多くは、証拠隠滅のため意図的かつ巧妙に破壊されています。このような場合、データ抽出自体が困難なケースも多く、解析に高度な技術力と多くの時間が必要です。時には対応に苦戦することもありますが、解析を通じて捜査に貢献できるため、非常にやりがいを感じています。

破損機器は一つとして同じ状態のものがなく、解析をやってみないと分からないことばかりですが、これからも経験を積み、知識や技術力の向上に努め、犯罪の取締りや実態解明に向け、多くの犯罪捜査を支援していく所存です。

[bookmark: bbfp00210]　[image: 東京都警察情報通信部情報技術解析課解析第1係　永壽　綾子]



注：掲載されているキャラクターは、都道府県警察のマスコットキャラクターです。







トピックスI　令和6年能登半島地震への対応を踏まえた警察活動の高度化

1  はじめに

令和6年（2024年）1月に発生した令和6年能登半島地震では、数多くの建物の倒壊、大規模な土砂崩れや火災等の発生により、多くの人命が失われるなど、能登地方を中心に甚大な被害が生じた。警察では、石川県警察において、警察本部長を長とする災害警備本部を設置するとともに、全国から警察災害派遣隊等の警察官等延べ約13万5,000人を石川県警察に派遣し、全国警察が一丸となり、その総合力を生かしながら、各種災害警備活動に当たった。

同年4月、警察庁では、「大規模災害における警察活動の高度化推進ワーキンググループ」を設置し、今回の災害対応において警察が実施した初動対応における情報収集・部隊展開、救出救助・捜索活動、交通対策、捜査活動、防犯対策、警察活動に係る情報発信、対応が長期化する中での警察活動の維持等の災害警備活動について振り返り、その教訓事項を取りまとめた。

警察では、今後の大規模災害において、迅速・的確な警察活動を展開することができるよう、同ワーキンググループにおいて取りまとめられた大規模災害における警察活動の高度化に向けた取組を部門横断的に推進するとともに、各種取組を不断に見直し、災害対処能力の向上を図ることとしている。このトピックスでは、こうした高度化に向けた取組を紹介する。

[bookmark: bbtp00010]　[image: 被災地の状況]
被災地の状況

[bookmark: bbtp00020]　[image: 広域緊急援助隊の活動状況]
広域緊急援助隊の活動状況

[bookmark: bbtp00030]　[image: 積雪寒冷下での活動状況]
積雪寒冷下での活動状況


MEMO　現場警察官のインタビュー

神奈川県警察広域緊急援助隊特別救助班　班長

神奈川県警察広域緊急援助隊では、1分1秒でも早く、要救助者を救助し医療機関に引き継ぐべく、小隊長以下各隊員が共に厳しい訓練を実施している。令和6年能登半島地震における石川県への派遣は、正にこうした日頃の訓練成果が試された現場であった。私と部隊員は阿吽の呼吸で捜索活動を懸命に行い、要救助者を救助した。

救助後、要救助者とそのご家族が対面した姿を見たときには、自身及び隊員が昼夜を問わず被災地での救助活動をしてきたことが実を結んだと思わず感極まった。

今後も広域緊急援助隊の災害対処能力を向上すべく各種訓練に取り組み、災害の際に、一人でも多くの要救助者を救助していく。

[bookmark: bbtp00040]　[image: 救助の様子]

石川県警察警備課課長補佐（現　石川県警察警備課次席）　竹原和宏

地震発生直後、警備課で災害担当だった私は急いで警察本部に設置された災害警備本部に参集した。元日の発災ということもあり、災害警備本部の要員がそろっていないという状況であったため、参集した職員から順次被害情報の収集等、本来の任務とは異なる任務を付与し、臨機応変に指示を行った。発災直後は、被災地に至るアクセスルートの解明に時間を要したり、被災地警察署で停電や断水が発生したりするなど、想定外の出来事の連続だったが、全国から警察部隊が空路等で応援に駆けつけ、倒壊家屋等の危険な現場で懸命に救出救助活動を実施する姿を見て、警察の組織力の強さを感じた。

[bookmark: bbtp00050]　[image: 災害警備本部]



2  大規模災害における警察活動の高度化

（1）初動対応における情報収集・部隊展開

今回の災害対応においては、警察用航空機により被害情報の収集を行ったが、早期に被害の全容を把握することが困難であった。また、能登半島が海に囲まれた山が多く平地が少ない地形であったことから、土砂崩れ等のために警察部隊が通行可能な道路のほとんどが損壊し、特に被害の大きかった珠洲（すず）市や輪島市への陸路での移動が困難であった。そうした中、警察では、自衛隊の協力を得て、自衛隊の大型輸送ヘリコプターで広域緊急援助隊（警備部隊）の輸送を行ったほか、四輪駆動車等を活用し、通行可能な道路に関する情報収集を行うことにより、被災地への部隊展開を迅速に行った。

[bookmark: bbtp00060]　[image: 自衛隊の大型輸送ヘリコプターによる部隊の輸送状況]
自衛隊の大型輸送ヘリコプターによる部隊の輸送状況

こうした経験を踏まえ、警察では、被災地警察及び警察災害派遣隊が救出救助、捜索、交通情報収集等の初動対応を迅速・的確に行うことができるよう、災害警備本部の早期構築のほか、高度警察情報通信基盤システム（PIII）（注1）、無人航空機、ヘリコプターテレビシステム（注2）等による迅速な映像伝送の更なる活用等により、大規模災害の最初期における情報収集・集約能力の強化を図っている。


注1：226頁参照（第7章）

注2：警察用航空機から撮影された上空からの現場映像を地上の受信設備に伝送するシステム



[bookmark: bbtp00070]　[image: PIIIを活用した映像伝送]
PIIIを活用した映像伝送

また、部隊が必要な資機材を確実に輸送することができるよう、空路での輸送を想定した小型・軽量の救助用資機材や、悪路での大型資機材の輸送が可能な四輪駆動車等を整備するとともに、速やかな部隊派遣に資するよう、平素から、部隊の参集・出動に係る訓練や、資機材の点検・整備を徹底している。

[bookmark: bbtp00080]　[image: 小型・軽量の救助用資機材を使用した訓練状況]
小型・軽量の救助用資機材を使用した訓練状況

（2）救出救助・捜索活動

①　地域の共助意識の醸成等

今回の災害対応においては、全国から派遣された広域緊急援助隊（警備部隊）及び緊急災害警備隊が、石川県警察と一体となって、自衛隊、地方自治体、消防及びDMAT（注）と連携しながら、倒壊家屋等からの救出救助活動のほか、土砂崩れ現場や広範囲で建物が焼失した地域における安否不明者の捜索活動を実施した。一方で、これらの部隊が被災現場に到着し活動を開始するまでには、発災から一定程度の時間を要した。


注：Disaster Medical Assistance Teamの略。医師、看護師等で構成され、大規模災害等の現場において活動するための専門的な訓練を受けた医療チーム



[bookmark: bbtp00090]　[image: 緊急災害警備隊による捜索活動]
緊急災害警備隊による捜索活動

こうした経験を踏まえ、警察では、広域緊急援助隊（警備部隊）等が被災現場に到着するまでに、被災地警察署の交番・駐在所の地域警察官等が、自主防災組織、消防団等と連携して的確な救助活動を行うことができるよう、平素から、警察署が中心となり地域住民も参画する災害対処訓練等を実施するとともに、自主防災組織、消防団等が主催する訓練に交番・駐在所の地域警察官等が積極的に参加し、警察の災害対処能力の底上げ及び地域の共助意識の醸成を図っている。

②　通信手段の冗長性（注1）の確保

今回の災害対応においては、警察が独自に整備・維持管理しているIPR形警察移動無線システム（注2）により、警察活動に必要な情報通信が確保された一方、電気通信事業者の回線を活用しているPIIIは、一部地域で使用困難になった。


注1：設備を最低限必要な量より過剰に用意しておくことで、一部の設備が故障してもサービスを継続して提供出来るようにシステムを構築すること

注2：Integrated Police Radioの略。警察が独自に整備・維持管理をしている耐災害性に優れた移動通信システムであり、通常では警察無線が届かない地域や災害現場においても、パトカー等に搭載された無線機が、その周囲の無線機の通信を臨時に中継することで、現場警察官相互の無線通話を可能にする機能等を有している。



[bookmark: bbtp00100]　[image: 機動警察通信隊の活動状況]
機動警察通信隊の活動状況

[bookmark: bbtp00110]　[image: ヘリコプターテレビシステムの受信設備の臨時設置状況]
ヘリコプターテレビシステムの受信設備の臨時設置状況

こうした経験を踏まえ、警察では、電気通信事業者の回線が途絶した際にも、PIIIの機能を維持し、初動対応における迅速な情報収集に資するよう、衛星通信を利用した新たな資機材等の活用可能性について検討を進めている。

③　偽・誤情報対策

今回の災害対応においては、救助要請に係る偽・誤情報が、SNS上で拡散されることにより、救出救助活動の支障となるおそれがあることが改めて認識された。

こうした経験を踏まえ、警察では、災害警備活動を迅速・的確に行うことができるよう、違法情報に該当する偽・誤情報について、SNS事業者に対し、迅速な削除依頼を行うことができる枠組みを構築するなど、大規模災害発生時における偽・誤情報対策を推進しているほか、違法行為に対しては厳正な取締りを行うこととしている（注）。


注：今回の災害に際し、被災者を装って、救助が必要である旨の虚偽の情報を「X（旧Twitter）」アカウントに投稿した会社員の男を偽計業務妨害罪で逮捕した（6頁参照（特集））。



（3）交通対策

今回の災害対応においては、交通監視カメラ、光ビーコン（注）等の交通情報収集装置が未設置であった地域において交通情報の収集に困難が生じた。

こうした経験を踏まえ、警察では、大規模災害発生時に交通実態の把握が必要になると見込まれる箇所のうち、警察では直ちに実態を把握することができない箇所をあらかじめ選定した上で、これらの箇所における情報収集に関する道路管理者との協力関係の強化に取り組むとともに、簡易に設置・管理が可能なカメラ等の情報収集のための資機材の整備等について検討を進めている。


注：通過車両を感知して交通量等を測定するとともに、車載装置と交通管制センターの間のやり取りを媒介する路上設置型の赤外線通信装置



[bookmark: bbtp00120]　[image: 街頭における交通流・交通量の確認状況]
街頭における交通流・交通量の確認状況

[bookmark: bbtp00130]　[image: 交通実態の把握状況]
交通実態の把握状況

（4）捜査活動

①　災害に便乗した悪質事犯への対策

今回の災害対応においては、地震の発生に便乗した義援金名目の詐欺等の悪質事犯の発生が懸念されたことから、警察では、関係行政機関等と連携の上、被害情報の収集に努めるとともに、収集した情報を集約・分析し、取締りの徹底を図った。警察では、引き続き、災害に便乗した悪質事犯に係る情報収集を推進することとしている。

②　捜査体制の構築

今回の災害対応においては、石川県警察のみでは十分な捜査体制を構築することが困難であったため、警察では、特別機動捜査部隊（注）を石川県警察へ派遣して必要な体制を構築した。

こうした経験を踏まえ、警察では、窃盗事件をはじめとする災害に便乗した犯罪に対する捜査体制を適切に構築するため、同部隊の派遣を迅速かつ円滑に行うための手続を整理・周知するとともに、被災地警察署の捜査体制を強化するため、被災地警察署長の指揮の下、同部隊を運用することを可能とした。


注：各都道府県警察の刑事部門に勤務する警察官により構成される部隊




CASE

会社役員の男（45）らは、令和6年能登半島地震で屋根が破損した家屋を訪問し、屋根のブルーシート取付工事に関する高額な役務提供契約を締結した際、契約解除に関する事項が記載されていない書面を交付し、顧客3人との間で約30万円の役務提供契約を締結した。

令和6年2月、同男ら4人を特定商取引法違反（不備書面の交付等）で逮捕するとともに、同種事案の発生を防止するため、同男が経営する法人の所在地を管轄する自治体に対して、同法の規定に基づく申出を行い、適当な措置をとるべきことを求めた（石川）。



（5）防犯対策

①　特別犯罪抑止部隊の新設

今回の災害対応においては、被災地における防犯対策の一環として、犯罪の発生状況、防犯カメラの設置に関する被災者のニーズ及び設置による防犯上の効果を考慮した上で、避難所のほか、避難により住民の多くが不在となっている地域の街頭等に防犯カメラ1,006台を設置した。こうした取組に対し、被災者からは、「防犯カメラが付いて安心している」などの声が寄せられた。

[bookmark: bbtp00140]　[image: 被災地に設置された防犯カメラ]
被災地に設置された防犯カメラ

こうした経験を踏まえ、警察では、被災地における犯罪の発生を抑止するため、警察災害派遣隊に特別犯罪抑止部隊（注）を新設した。同部隊は、被災地警察と連携して、避難所のほか、避難により住民の多くが不在となる地域の街頭、被災地域の目抜き通り、商店街等を中心に現地調査を実施した上で、必要な防犯カメラを設置することとしている。


注：各都道府県警察の警察官のうち、防犯カメラの設置等に必要な知識及び技能を有する者により構成される部隊



②　警戒・警らの強化

今回の災害対応においては、被災地の安全・安心を確保するため、延べ1万2,035台のパトカーが石川県警察に順次派遣され、石川県警察は、特別自動車警ら部隊（注）等と一体となって、被災地域や避難所周辺の警戒・警らを行ったところ、同部隊の体制や石川県警察と同部隊との間の連絡・調整に課題もみられた。


注：各都道府県警察の地域部門を中心とした警察官により構成される部隊



[bookmark: bbtp00150]　[image: パトカーによる被災地の警戒・警ら活動]
パトカーによる被災地の警戒・警ら活動

こうした経験を踏まえ、警察庁では、同部隊の派遣を迅速かつ円滑に行うための手続を整理するとともに、同部隊の都道府県警察別の派遣人数や派遣する指揮官の基準を明確化し、都道府県警察へ周知した。

③　小型無人機の活用

今回の災害対応においては、被災状況についての情報収集や安否不明者の捜索のために小型無人機を活用した。

警察では、有線・無線切替型小型無人機（注）の整備を進めており、例えば、発災直後は、無線での運用により、被災状況についての情報収集を実施することとし、発災から一定期間経過した後は、給電しながら長時間飛行することができる有線での運用に切り替え、被災地の安全・安心を確保するための警戒活動においても、小型無人機を活用することとしている。


注：有線での運用と無線での運用の切替えが可能な小型無人機



[bookmark: bbtp00160]　[image: 有線・無線切替型小型無人機のイメージ]
有線・無線切替型小型無人機のイメージ

（6）警察活動に係る情報発信

今回の災害対応においては、被災者等の気持ちに寄り添い、また、避難に伴う不安を解消するため、SNS等を活用し、警察による被災者の救出救助活動、被災地における警戒・警ら活動等に関する情報や防犯に資する情報を積極的に発信した。さらに、警察庁では、これらの情報を被災者等に届きやすくするため、様々なメディアに対し、被災地での警察活動を撮影した映像を提供するとともに、警察庁ウェブサイトやSNS上の災害情報専用アカウントにおいて、これらの情報の発信を行った。

[bookmark: bbtp00170]　[image: X（旧Twitter）を活用した広報活動]
X（旧Twitter）を活用した広報活動

[bookmark: bbtp00180]　[image: Youtubeを活用した広報活動]
Youtubeを活用した広報活動

警察では、引き続き、大規模災害の発生に際し、警察活動に関する情報等を被災者等に迅速・的確に届けるための取組を積極的に講じていくこととしている。

（7）対応が長期化する中での警察活動の維持

①　警察活動の維持に資する資機材の整備

今回の災害対応においては、石川県内において、長期的な断水が発生し、資機材の洗浄等の警察活動に必要な水が不足したほか、トイレ、手洗い、シャワー等の生活用水が不足した。

こうした経験を踏まえ、警察では、使用済みの水を再生して循環させ、シャワー等の生活用水として再利用することができる可搬型水再生処理プラントや、断水時に活用する簡易トイレを都道府県警察等に整備している。

[bookmark: bbtp00190]　[image: 可搬型水再生処理プラント]
可搬型水再生処理プラント

また、厳寒、積雪等の厳しい環境下で災害警備活動に従事する警察職員の健康を確保するため、内側に起毛を施した防寒手袋や、耐浸水性等がある長靴を広域緊急援助隊等に整備している。

②　被災地警察における派遣部隊の受入れ体制の整備

今回の災害対応においては、石川県警察では、警察災害派遣隊の受入れに当たり、宿泊場所の手配や寝具等の調達等を実施した。

こうした経験を踏まえ、被災地警察における警察災害派遣隊受入れ時の膨大な事務等を支援することで、同部隊が円滑に活動することができるよう、警察では、警察庁災害警備本部や他の都道府県警察における被災地警察に対する支援体制を拡充した。

また、大規模災害に備え、平素から旅館・ホテル等の宿泊事業者やリネン供給事業者等の実態把握を行うとともに、大規模災害発生時における警察への補給等の協力を要請するなど、関係事業者との協力体制の構築を推進している。

③　警察職員の心身の健康管理対策

今回の災害対応においては、警察職員は、停電、断水、厳しい寒さといった過酷な環境の下、徒歩による長時間移動や長期にわたる災害警備活動を余儀なくされた。特に石川県警察の職員は、本人や家族が被災した中で活動に従事し、心身に相当な負荷を受けることとなった。

[bookmark: bbtp00200]　[image: 徒歩による長時間移動]
徒歩による長時間移動

こうした中、警察では、持続可能な災害対処のための体制を確保する観点から、警察署の体制増強による活動基盤の確保や交替制勤務等の一時的な採用により職員の負担軽減等を講じたほか、被災地に派遣される他の都道府県警察の職員に対し、被災地における健康管理上の留意点を周知するなどし、警察職員の心身の健康管理対策を行った。

こうした経験を踏まえ、警察庁では、大規模災害発生時における警察職員の健康管理対策上必要な基礎知識や具体的な取組を都道府県警察に示し、災害警備活動に従事する警察職員の心身の健康管理対策の更なる推進を図っている。







トピックスII　警察活動における先端技術等の導入・活用

警察では、日々刻々と進歩する科学技術を効果的に取り入れることにより、警察活動の高度化に取り組んでいる。ここでは、AIや小型無人機（ドローン）といった先端技術等の導入・活用による警察活動の合理化・高度化を実現するための取組について紹介する。

（1）警察におけるAIの利活用に向けた取組

①　クローズド環境下での生成AI利用環境の構築・検証

警察庁では、生成AIの活用による業務の合理化・高度化を実現するため、令和6年度（2024年度）にBRIDGE（注）の対象施策としてクローズドな警察内部ネットワーク上に生成AIを利用できる環境を構築し、資料草案の作成やプログラムコードの生成等の機能を検証した。検証の結果、その有効性が確認されたことから、令和7年6月から警察庁において暫定的な運用を開始している。


注：programs for Bridging the gap between R&d and the IDeal society (society 5.0) and Generating Economic and social value（研究開発とSoceity5.0との橋渡しプログラム）の略。内閣総理大臣を長とする総合科学技術・イノベーション会議がイニシアティブをとり、官民の研究開発投資の拡大が見込まれる領域における研究開発等を推進するため、各省庁の対象となる施策に対して推進費を配分するなどしている。



[bookmark: bbtz00010]　図表II-1　クローズド環境下での生成AI利用環境の概要
[image: 図表II-1　クローズド環境下での生成AI利用環境の概要]

②　子どもからの聴取に関するAI訓練ツールの開発

児童からの事情聴取については、児童の負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、警察、検察及び児童相談所の関係機関が協議し、代表者が児童から聴取する代表者聴取の取組を推進している。警察では、児童の心情や特性に配意した聴取技法を習得させるため、ロールプレイング方式による教育訓練を行っているところであるが、より実務に近い訓練が求められている。

そこで、警察庁では、令和5年度から令和6年度にかけて、BRIDGEの対象施策としてAIを活用した訓練ツールを開発した。同訓練ツールは、児童のアバターとの対話により実際の児童との受け答えを模した訓練を可能にするものであり、令和7年度から全国警察での運用を開始することとしている。

[bookmark: bbtp00210]　[image: AI訓練ツールのアバターの例]
AI訓練ツールのアバターの例

③　指掌紋識別業務の高度化・効率化に係る実証実験

警察では、被疑者から採取した指掌紋と犯人が犯罪現場等に遺留したと認められる指掌紋をデータベースに登録して照合する業務において、指掌紋自動識別システム（注1）を運用し、効率化を図っているところであるが、人手によって処理されている作業も存在しており、更なる高度化・効率化を図る余地がある。

そこで、警察庁では、令和6年度にAIを活用して指掌紋の特徴点（注2）の抽出及び照合を行う実証実験を実施した。実証実験の結果、照合に十分な数の特徴点が抽出可能であり、また、押なつにより採取した指掌紋の照合については、同一人物の指掌紋を正しく抽出可能であることが確認できたことから、今後の運用に向けて検討を進めている。


注1：88頁参照（第2章）

注2：指掌紋の紋様を形成する隆線（表皮が隆起して形づくる線）が流れを開始又は終止する点（端点）及び隆線が分岐又は接合する点（分岐点）



[bookmark: bbtz00020]　図表II-2　指掌紋識別業務の高度化・効率化に係る実証実験の概要
[image: 図表II-2　指掌紋識別業務の高度化・効率化に係る実証実験の概要]

（2）小型無人機等の各種警察活動への活用の推進

①　小型無人機

警察では、小型無人機を効果的に活用して各種警察活動の合理化・高度化に取り組んでいる。具体的には、人が立ち入ることが困難な場所における行方不明者の捜索、交通事故事件捜査における現場見取図の作成及び警護における高所からの現場状況の確認に活用しているほか、災害発生時には、小型無人機によって撮影した映像をリアルタイムで警察本部、警察庁及び首相官邸に伝送するなど、迅速な被災状況の把握や被災者の救出救助活動にも活用している。


CASE

富山県警察では、令和6年4月、県内において事件、事故等の初動警察活動に当たる機動警ら隊に「ドローンパトロール隊」を新設した。同隊は、パトカーに小型無人機を積載してパトロールを行い、出動要請を受けた場合は、部門を問わず様々な事案に小型無人機を活用している。

[bookmark: bbtp00220]　[image: ドローンパトロール隊]
ドローンパトロール隊



②　ウェアラブルカメラ

職務執行中の警察官がウェアラブルカメラを装着し、その執行状況を記録することは、職務執行の適正性の客観的な検証や警察官が現認した犯罪の証拠保全等に資するものであると考えられる。

そこで、警察庁では、地域警察活動、交通取締活動及び雑踏警備活動におけるウェアラブルカメラの活用について、その効果や課題を把握するため、令和7年度に一部の都道府県警察においてモデル事業を実施することとしている。







トピックスIII　構造的な風俗関係事犯に対する警察の戦略的取組

社会構造の変化による人と人との「つながり」の希薄化が指摘されるとともに、情報通信社会の急速な進展等による国民の生活環境やライフスタイルの急速な変化が生じている中、違法・悪質な営業手法を採るホストクラブを含む風俗営業等やオンライン上で行われる賭博事犯が社会的な問題となっている。これら事案等の背後には、暴力団や匿名・流動型犯罪グループが関与し、不正な収益を得ている実態も認められるところであり、警察では、こうした新たな治安課題に的確に対応するため、戦略的な実態解明・取締り等を推進している。

（1）悪質ホストクラブに関連した収益構造の実態解明・取締り等の推進

悪質ホストクラブにおいては、女性客の好意に乗じて、およそ返済ができないことを分かっていながら大きな債務を負わせ、売春や性風俗店での稼働を余儀なくさせる悪質な営業行為が認められるほか、性風俗店やそれとの結節点となるスカウトグループ等と結託して女性を徹底的に搾取することで、不正な収益を得ている実態が認められる。こうした中、警察では、悪質ホストクラブに関連する事案（注1）について、令和6年（2024年）中は、81事件（前年比39事件（92.9％）増加）、207人（前年比121人（140.7％）増加）（注2）を検挙した。


注1：ホストクラブの経営者、従業員等が、ホストクラブの料金を背景として女性客に売春をさせるなどした事案や、無許可営業、20歳未満の者への酒類等提供等の悪質な営業を行った事案

注2：ホストクラブの経営者、従業員等のほか、女性客を紹介された性風俗店の関係者等の事案に密接に関与していた者も含む。




CASE

ホストクラブ従業員の男（28）、性風俗店等への女性のあっせんを業とするスカウトの男（33）らは、令和5年2月、売掛金の支払をさせるため、同ホストクラブの女性客（19）を大分県内のソープランドに紹介した。その後、同男らは、当該紹介の対価を、同ソープランドにおいて同女性客が売春をすることにより得た収益の一部であることを知りながら、同ソープランドの経営者の女（59）らから受け取った（いわゆるスカウトバック）。令和6年8月までに同男らを職業安定法違反（有害業務の紹介）及び組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等収受）で、同女らを売春防止法違反（場所提供業）等で逮捕した。さらに、同ソープランドが匿名・流動型犯罪グループとみられるスカウトグループからも女性の紹介を受けており、同グループが全国で同様の紹介行為を大規模に行っていたことから、令和7年4月までに同グループの首魁（かい）の男（33）ら12人を職業安定法違反（有害業務の紹介）等で逮捕した（警視庁、栃木、石川、岐阜及び大分）。

[bookmark: bbtz00030]　図表III-1　悪質ホストクラブに関連する収益構造の例
[image: 図表III-1　悪質ホストクラブに関連する収益構造の例]



こうした情勢を踏まえ、令和7年5月、第217回国会において、接待飲食営業（注1）に係る遵守事項・禁止行為を追加することなどを内容とする風営適正化法の一部を改正する法律が成立し、同年6月に施行された（注2）。警察では、当該改正後の風営適正化法を厳正に運用しているほか、個々のホストやスカウトの検挙にとどまらず、悪質ホストクラブに係る違法なビジネスモデルの解体及び最終的に利益を得ている実質的な責任者やグループ全体の取締り、排除等に向けて、関連する組織・個人間の関係性、不正な収益の流れ等について情報収集・分析を徹底し、実態解明を推進している。


注1：設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

注2：法律の概要については、QRコード参照
[image: QRコード　悪質ホストクラブ対策について]



[bookmark: bbtz00040]　図表III-2　風営適正化法の一部を改正する法律の概要
[image: 図表III-2　風営適正化法の一部を改正する法律の概要]

[bookmark: bbtp00230]　[image: 風営適正化法の一部を改正する法律に関する広報啓発資料]
風営適正化法の一部を改正する法律に関する広報啓発資料

（2）オンライン上で行われる賭博事犯の検挙及び実態解明の推進

スマートフォン等からアクセスして賭博を行う「無店舗型」のオンラインカジノについては、アクセス数の増加及びこれに伴う依存症の問題が強く指摘されているほか、これを通じた我が国資産の海外流出、マネー・ローンダリングへの利用等が懸念されている。

警察では、賭客の検挙のみならず、突き上げ捜査や徹底的な情報分析により、賭博運営に関与し、不正な利益を得ている決済代行業者やアフィリエイター（注1）等を常習賭博罪、組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）等で検挙することで社会に警鐘を鳴らすとともに、組織的な資金獲得活動及びマネー・ローンダリングの実態解明や犯罪収益の剝奪を推進している。

そうした中で、警察では、オンライン上で行われる賭博事犯（注2）について、令和6年中には、62件（前年比49件（376.9％）増加）、279人（前年比172人（160.7％）増加）を検挙し、このうち「無店舗型」のものについては、55件（前年比50件（1000.0％）増加）、227人（前年比195人（609.4％）増加）であった。


注1：商品・サービスを供給する事業者と宣伝広告効果に応じた成功報酬が支払われることを条件として当該商品・サービスの広告を掲載する契約（アフィリエイト契約）を結び、当該広告を掲載するウェブサイト等を運営する者

注2：違法な賭博店等のパソコン等からオンラインカジノサイトにアクセスして賭博を行うものを含む。



[bookmark: bbtp00240]　[image: オンラインカジノの違法性に関する広報啓発資料]
オンラインカジノの違法性に関する広報啓発資料


MEMO　オンラインカジノの実態把握のための調査研究

警察庁では、令和6年度、オンラインカジノの利用実態やサイトの情報を把握するため、オンラインカジノの実態把握のための調査研究（注）を行った。

同調査研究によれば、国内におけるオンラインカジノサイトの利用経験者の推計は約337万人であり、国内における年間賭額の推計は約1兆2,423億円であった。また、経験者のうち、約60％の者が、依存症の自覚があると回答しているほか、経験者及び未経験者のうち、約44％の者が、オンラインカジノの違法性を認識していなかったと回答している。

また、日本国内から利用される可能性が高いオンラインカジノサイトに関する情報を収集した結果、上位40サイトいずれも海外のライセンスを取得しており、このうち7割がオランダ・キュラソー島のライセンスを取得していた。さらに、調査の対象である40サイトのうち、日本からの利用が禁止されていることを明示していないサイトは38サイト、日本からのアクセス率が100％であるサイトは6サイトであった。サイトの広告手法としては、ユーザーの登録に応じ紹介者に報酬を支払うアフィリエイト広告が主流であり、著名人を広告塔に採用している実態がみられる。


注：警察庁委託調査は、アンケート調査及びオンラインカジノに関するデスクリサーチにより実施した。アンケート調査は、日本国内在住の15歳から79歳までの人を対象に、オンラインカジノに関する一般的な質問に関する調査を実施した上で、回答を得た約2万7,000人の中から、オンラインカジノの未経験者6,500人、経験者500人の合計7,000人を抽出し、利用経験に応じた調査を実施した。オンラインカジノサイトに関するデスクリサーチは、一般的なプラットフォームから検索可能なサイトに限定し、日本人向けオンラインカジノサイトを紹介する比較サイト7つにおいて、紹介頻度の高い上位40サイトを抽出し、本調査の対象とした。



[bookmark: bbtz00050]　図表III-3　オンラインカジノの実態把握のための調査研究の結果（令和6年度）
[image: 図表III-3　オンラインカジノの実態把握のための調査研究の結果（令和6年度）]



こうした情勢を踏まえ、令和7年6月、第217回国会において、違法オンラインギャンブル等（注）を行う場を提供するウェブサイト等の提示や違法オンラインギャンブル等に誘導する情報の発信を禁止することに加え、違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置を国及び地方公共団体が講ずることを内容とするギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律が成立し、同年9月から施行される。

警察では、オンラインカジノの違法性について、広報啓発を一層強化しているほか、違法オンラインギャンブル等に誘導する情報の発信等を行わないよう周知するなど、国民が違法オンラインギャンブル等に係る情報を目にする機会の減少につなげることとしている。


注：ギャンブル等のうち、国内においてインターネットを利用して違法に行われるもの




CASE

社交飲食店従業員の女（34）は、令和5年5月から令和6年4月にかけて、海外オンラインカジノサイトの運営者らとの間で交わした、宣伝広告効果に応じて報酬が受けられるアフィリエイト契約に基づき、動画配信サイト等を利用し、飲食店経営者の男（39）ら不特定多数の者に対し、同オンラインカジノサイトの利用を勧誘するとともに、同サイトに利用者登録した者に対して財産上の利益を供与すると宣伝するなどした。それにより、同女は、日本国内に居住する同男に同サイトに登録させ、常習として同サイト上で賭博をさせた。同年9月、同女を常習賭博幇（ほう）助罪で、同男を常習賭博罪でそれぞれ逮捕した（埼玉）。

[bookmark: bbtz00060]　図表III-4　オンラインカジノに関連する収益構造の例
[image: 図表III-4　オンラインカジノに関連する収益構造の例]









トピックスIV　組織的窃盗・盗品流通事犯に対する取組

1  被害発生状況

近年、金属盗（注1）、大量万引き（注2）、自動車盗といった組織的窃盗が実行され、その被害品が不正に買取業者に売却されるなどの事案が多発している。こうした犯罪には複数の不法滞在外国人等が関与し、指示役等の上位被疑者の存在も認められるなど、一定の組織性がうかがわれる。また、こうした犯罪を実行するグループは、その中核部分の構成等が外部からは見えず、末端のメンバーを入れ替えながら犯行を繰り返すなど、匿名・流動型犯罪グループとしての特徴を有しており、国民経済や国民生活に大きな影響を及ぼす事犯として、治安上の大きな課題となっている。


注1：被害品が金属類（銅板、銅線、溝蓋・マンホール等）に係る窃盗

注2：被害総額10万円以上の万引き



（1）金属盗

金属盗については、メンバーが流動的に入れ替わる外国人グループにより太陽光発電施設内の金属ケーブルが大量に盗み出され、金属くず買取業者に売却されるなど、窃盗等が組織的かつ計画的に行われている実態も確認されている。


CASE

タイ人の男（31）らは、令和6年（2024年）5月、太陽光発電施設において、銅線ケーブル約100メートル等（時価合計約123万円相当）を窃取した。捜査を進めたところ、外国人コミュニティを通じて知り合ったメンバーがグループを形成して繰り返し犯行に及んでいた実態が明らかになった。同年11月までに、同男ら3人を窃盗罪等で逮捕した（茨城）。

[bookmark: bbtp00250]　[image: 窃取された銅線ケーブル]
窃取された銅線ケーブル



（2）大量万引き

大量万引きについては、海外に所在する首謀者が、通信アプリを利用して実行役に窃取する物品を指示し、指定した場所に大量の盗品を送らせるという手口での犯行も確認されている。


CASE

ベトナム人の女（31）らは、令和6年1月から同年2月にかけて、商業施設の衣料品店において、衣料品約146点（販売価格合計約36万円）を窃取した。同月、同女ら3人を窃盗罪で逮捕し、更に捜査を進めたところ、本国にいる首謀者からの指示で、来日のたびにメンバーを入れ替えてグループを形成し、実行役、見張り役、搬送役等に役割を細分化させて複数の犯行に及んでいた実態が明らかになった（大阪）。



（3）自動車盗

自動車盗については、悪質な自動車解体ヤード業者と結託した首謀者が、実行役に自動車を窃取するよう指示し、こうした悪質なヤードを通じて海外に自動車を輸出している実態も確認されている。


CASE

アルバイト従業員の男（33）らは、令和4年10月から令和5年1月にかけて、複数の府県において、普通乗用自動車5台（時価合計約2,400万円相当）を窃取した。捜査を進めたところ、同男らが首謀者から指示を受けていたことや、窃取した自動車を海外に輸出する目的で複数の犯行に及んでいたことなどが判明し、同年11月までに、首謀者を含む同男ら6人を窃盗罪等で逮捕した。また、令和5年6月、窃取された自動車を海外に輸出していたヤード経営者であるパキスタン人の男（50）ら2人を盗品等保管罪で逮捕するとともに、令和6年1月までに、組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）等で追送致した（兵庫、愛知）。



2  対策状況

警察では、こうした組織的窃盗・盗品流通事犯に対応するため、部門横断的なプロジェクトチームを設置するなど、捜査と抑止を含む総合対策を一元的かつ強力に推進している。

（1）金属盗

金属盗については、犯罪グループに係る各種違法行為について、あらゆる法令を駆使した積極的な検挙を図ることにより、犯行抑止や関連情報の収集に努めている。

また、被害が多発している太陽光発電事業者等に対する情報発信や、効果的な防犯対策についての働き掛けを行うとともに、金属くず買取業者に対し、持ち込まれた金属くず等について、盗品の疑いを認めた場合の通報依頼を実施している。


MEMO　盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の制定

金属盗をめぐる情勢を踏まえ、警察庁では、令和6年9月から令和7年1月にかけて、学識経験者及び業界関係者による「金属盗対策に関する検討会」を開催し、「金属盗対策に関する検討会報告書」が取りまとめられた。こうした中、令和7年6月、第217回国会において、金属くずの買受けを行う営業に係る措置に関する規定や、金属盗に用いられる犯行用具の規制に関する規定の整備等を内容とする盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が成立した（注）。


注：金属くずの買受けを行う営業に係る措置に関する規定については令和8年6月までに、その他の規定については令和7年9月までに、それぞれ施行することとされている。

法律の概要については、QRコード参照。
[image: QRコード　金属盗対策]



[bookmark: bbtz00070]　図表IV-1　盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の概要
[image: 図表IV-1　盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の概要]

[bookmark: bbtp00260]　[image: 金属盗の犯行用具及び被害品]
金属盗の犯行用具及び被害品



（2）大量万引き

大量万引きについては、衣料品販売店やドラッグストア等に対し、事業者団体を通じるなどして、防犯カメラの設置等の防犯対策について働き掛けを実施している。

また、被害品の中には、海外のECサイトで売買されているものもあることから、関係機関・団体等に盗品流通抑止の働き掛けを行うとともに、本国にいる首謀者の検挙に向けて外国の治安機関に捜査協力を依頼するなどの連携強化を図っている。

（3）自動車盗

自動車盗については、関係機関・関係部門と連携して、自動車解体ヤード等に係る情報を共有・分析した上で、各種法令に基づく立入り等による行政的な観点からの実態把握や指導を積極的に行うとともに、悪質な自動車解体ヤード等の壊滅に向けてあらゆる法令を駆使した取締りを推進している。

また、自動車製造業者に対して盗難防止性能の高い自動車の開発を図るよう働き掛けるとともに、自動車販売店等に対して自動車盗の手口等に係る情報提供や顧客に防犯対策を促す働き掛けを行っている。







警察活動の最前線


ドローンの利活用による警察活動の高度化推進



岩手県警察本部刑事部

捜査支援分析課捜査支援分析第一補佐

太田　可奈子

[bookmark: bbfm00030]　[image: 風ぴかぽ・雨ぴかぽ]



岩手県警察では、現場警察活動の高度化・効率化を推進するため、令和5年度からドローンを導入しているところ、私が所属している捜査支援分析課では、犯罪捜査のほか、行方不明者捜索等の幅広い分野にドローンを活用しており、さらに警察活動全般にドローン利活用の可能性を広げようと、日々奮闘しているところです。

特に行方不明者捜索においては、ドローンを用いることで広範な現場の状況を俯瞰（ふかん）的に確認することができるので、捜索活動の効率化や不明者の早期発見・保護につながりますし、人が直接行くには危険な場所であっても、上空から安全な地上ルートの選定ができるので、現場警察官の負担軽減や安全確保等にも大きく寄与しています。実際、陸上からの目視が困難な場所の捜索をドローンで行い、生存発見に至った事例がありました。

また、上空から撮影できるということは、これまで見ることのできなかった画角で状況を確認することにもつながり、新たな捜査手法としても非常に有効です。

警察活動の高度化・効率化を推進することで、限りあるマンパワーを有効かつ最大限に活用して現場執行力の強化を図り、安全・安心な暮らしの確保に努めていきたいと考えています。

[bookmark: bbtp00270]　[image: 岩手県警察本部刑事部 捜査支援分析課捜査支援分析第一補佐　太田　可奈子]




外国人窃盗集団VS.18府県合共同捜査本部



岐阜県警察本部刑事部捜査第三課

佐藤　佳世

[bookmark: bbfm00040]　[image: RAI・REN]



私が所属する捜査第三課は、窃盗事件を担当しています。

一口に窃盗といっても、空き巣、自動車盗、ひったくり等その手口は様々である上、常習者や匿名・流動型犯罪グループによる犯行等その態様も多岐にわたります。

ある時期、日本各地のヤードやオークション会場などから、自動車が大量に盗まれる事件が多発しました。捜査対象の大半は、不法滞在外国人等でした。彼らの拠点は北関東にあり、SNSで仲間を募って北は青森から南は四国まで広域にわたって犯行に及び、盗んだ車は同胞のコミュニティで売却するという形態で、各県が各々捜査を進めていく中で、情報を集約し捜査方針を統一する必要がありました。

そこで、関係する18府県と合共同捜査本部を立ち上げ、窃盗集団を一網打尽にして発生を止めるという目標の下に集まった捜査員が総力を挙げて捜査に臨んだ結果、被疑者のほぼ全員を検挙することができました。

私としても、県警の垣根を越えて知恵を出し合い、あらゆる法令を駆使して検挙に結び付けたことは非常に勉強になり良い経験となりました。

窃盗事件は身近で起きる犯罪です。一人でも被害者を減らしたいという気持ちでこれからも邁進していきたいと思います。

[bookmark: bbtp00280]　[image: 岐阜県警察本部刑事部捜査第三課　佐藤　佳世]









第2部　本編

第1章　警察の組織と公安委員会制度

第1節　警察の組織

（1）公安委員会制度

公安委員会は、警察行政の民主的運営、政治的中立性の確保の目的で導入された合議制の行政委員会であり、国に国家公安委員会を置いて警察庁を管理し、都道府県に都道府県公安委員会を置いて都道府県警察を管理している。国家公安委員会委員長には、治安に対する内閣の行政責任の明確化を図るため、国務大臣が充てられている。

（2）国の警察組織

原則として、執行事務を一元的に担う都道府県警察に対し、国の機関である警察庁は、警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教育訓練、通信、鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う役割を担っている（注）。警察庁長官は、国家公安委員会の管理の下、これらの警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督している。


注：令和4年4月から、国家公安委員会の管理の下、警察庁が重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務をつかさどることとなり、現在、関東管区警察局に設置されたサイバー特別捜査部が執行事務を担っている。



[bookmark: bb1z00010]　図表1-1　国の警察組織（令和7年（2025年）度）
[image: 図表1-1　国の警察組織（令和7年（2025年）度）]

（3）都道府県の警察組織

令和7年4月1日現在、47の都道府県警察に、警察本部や警察学校等のほか、1,148の警察署が置かれている。

[bookmark: bb1z00020]　図表1-2　都道府県の警察組織（令和7年度）
[image: 図表1-2　都道府県の警察組織（令和7年度）]







第2節　公安委員会の活動

（1）国家公安委員会

①　組織

国家公安委員会は、国務大臣たる委員長及び5人の委員によって組織されている。委員は内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。

[bookmark: bb1z00030]　図表1-3　国家公安委員会の構成（令和7年（2025年）6月1日現在）
[image: 図表1-3　国家公安委員会の構成（令和7年（2025年）6月1日現在）]

②　活動

国家公安委員会では、国家公安委員会規則の制定、警察庁長官や地方警務官（注1）の任命、監察の指示、交通安全業務計画や防災業務計画の策定等、警察法やその他の法律に基づきその権限に属させられた事務を行うほか、警察庁が担う警察制度の企画立案や予算、国の公安に関する事案、警察官の教育、警察行政に関する調整等の事務について警察運営の大綱方針を示し、警察庁を管理している。

国家公安委員会は、通常、毎週1回定例会議を開催するものとしている。また、委員相互の意見交換や警察庁からの報告の聴取、都道府県公安委員会委員との意見交換や警察活動の現場の視察を行うことなどにより、治安情勢と警察運営の把握に努めている。このような活動の状況については、ウェブサイト（注2）で紹介するとともに、電子メール等により国民からの要望、意見等を受け付け、警察庁を管理する上での参考としている。


注1：都道府県警察の警視正以上の階級にある警察官

注2：国家公安委員会ウェブサイト（https://www.npsc.go.jp/）
[image: QRコード　国家公安委員会ウェブサイト]



[bookmark: bb1p00010]　[image: 国家公安委員会の定例会議]
国家公安委員会の定例会議


CASE

令和6年11月、国家公安委員会委員長は、「犯罪被害者週間」中央イベントに出席し、挨拶した。

[bookmark: bb1p00020]　[image: 「犯罪被害者週間」中央イベントで挨拶する国家公安委員会委員長]
「犯罪被害者週間」中央イベントで挨拶する国家公安委員会委員長




CASE

令和6年5月、国家公安委員会委員は、佐賀県を訪れ、名村造船所の事業所を視察し、外国人実習生の雇用の現状や課題等について説明を受けた。

[bookmark: bb1p00030]　[image: 外国人実習生について説明を受ける国家公安委員会委員]
外国人実習生について説明を受ける国家公安委員会委員




CASE

令和6年6月、国家公安委員会委員は、サイバー特別捜査部を訪れ、サイバー特別捜査部長らから事務概況説明を受けたほか、各担当者から各種捜査要領の説明を受けるとともに、各種ツールの実演状況を視察した。

[bookmark: bb1p00040]　[image: サイバー特別捜査部を視察する国家公安委員会委員]
サイバー特別捜査部を視察する国家公安委員会委員



（2）都道府県公安委員会

①　組織

都道府県公安委員会及び方面公安委員会は、都、道、府及び指定県では5人、それ以外の県及び北海道の各方面では3人の非常勤の委員によって組織されており、委員は都道府県知事が都道府県議会の同意を得て任命する。ただし、道、府及び指定県の場合は、委員のうち2人の任命は当該道、府及び県が包括する指定市の市長がその市議会の同意を得て推薦した者について行う。

[bookmark: bb1z00040]　図表1-4　都道府県公安委員会委員の構成（令和6年末現在）
[image: 図表1-4　都道府県公安委員会委員の構成（令和6年末現在）]

②　活動

都道府県公安委員会は、運転免許、交通規制、犯罪被害者等給付金の裁定、古物営業等の各種営業の監督等、国民生活に関わりのある数多くの行政事務を処理するとともに、管内における事件、事故、災害の発生状況等を踏まえた警察の取組、組織や人事管理の状況等について、定例会議の場等で、警察本部長等から報告を受け、これを指導することにより、都道府県警察を管理している。

都道府県公安委員会は、通常、毎週1回定例会議を開催するほか、警察署協議会への参加、教育委員会等の関係機関との協議、警察活動の現場の視察等により、治安情勢と警察運営の把握に努めている。また、このような活動の状況について、ウェブサイトで紹介している。

[bookmark: bb1p00050]　[image: 山形県公安委員会のウェブサイト]
山形県公安委員会のウェブサイト


CASE

令和6年3月、石川県公安委員会委員は、被災地である能登方面の警察署長とオンライン形式で意見交換を行った。

[bookmark: bb1p00060]　[image: 能登方面の警察署長と意見交換を行う石川県公安委員会委員]
能登方面の警察署長と意見交換を行う石川県公安委員会委員




CASE

令和6年5月、北海道旭川方面公安委員会委員は、北海道ライフル射撃協会会長が店主を務める銃砲店を視察し、同会長から説明を受けた。

[bookmark: bb1p00070]　[image: 銃砲店の視察を行う北海道旭川方面公安委員会委員]
銃砲店の視察を行う北海道旭川方面公安委員会委員



（3）苦情処理及び監察の指示

警察法には苦情申出制度が設けられており、都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し文書により苦情の申出をすることができ、都道府県公安委員会は、原則として処理の結果を文書により申出者に通知している。令和6年中は、全国の都道府県公安委員会において1,643件の苦情を受理した。

また、令和4年4月から、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査等に関する警察庁の警察官等の職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し文書により苦情の申出をすることができ、国家公安委員会は、原則として処理の結果を文書により通知することとなった。

[bookmark: bb1z00050]　図表1-5　苦情申出制度の概要
[image: 図表1-5　苦情申出制度の概要]

さらに、警察法の規定により、国家公安委員会は警察庁に対して、都道府県公安委員会は都道府県警察に対して、監察について必要があると認めるときは、具体的又は個別的な監察の指示をすることができる。

（4）公安委員会相互間の連絡

国家公安委員会と各都道府県公安委員会は、相互に独立した機関であるが、その職務の性質から、常に緊密な連携を保つため、各種の連絡会議を開催している。令和6年中は、国家公安委員会と全国の都道府県公安委員会との連絡会議を11月に開催し、「時代に合わせた警察力の確保とその有効な活用について」をテーマに公安委員会の役割を含めて意見交換を行った。

また、各管区及び北海道においても、管内の府県公安委員会相互、道公安委員会と方面公安委員会相互の連絡会議を開催しており、国家公安委員会委員も出席し、各道府県の治安情勢やそれぞれの取組についての報告や意見交換を行っている。

[bookmark: bb1p00080]　[image: 全国公安委員会連絡会議]
全国公安委員会連絡会議


CASE

令和6年11月、北海道内公安委員連絡協議会定例総会が開催され、北海道公安委員会委員、各方面公安委員会委員、国家公安委員会委員等が出席した。同総会では、北海道警察重点目標等について、意見交換を行った。

[bookmark: bb1p00090]　[image: 北海道内公安委員連絡協議会定例総会]









公安委員の声


公安委員としての振り返りと警察活動への感謝の思い



新潟県公安委員会委員

山田　知治（やまだ　ともはる）



委員就任　　平成29年7月17日



気が付くと、公安委員として8年になりました。当初はバス会社の経営者という立場で選任されたと考えて毎週定例会に臨んだものの、なかなか他の委員のような的確な意見具申は難しいと感じておりましたが、定例会等を通じて、公安委員会が警察とどのように関わっているのか、次第に理解していったところであったかと思います。

新潟県公安委員会は5名の委員で構成されており、地域的には上越、中越、下越及び新潟市から、分野別には経済関係、教育関係及び法曹関係からバランス良く選任されております。

私の場合は、会社と比べての感想になりますが、警察組織の目標達成への手法、組織の運営、職員の育成法等で、大変参考になることが多いと感じます。

特に、警察学校での教育により士気高い職員が育成されていることは、県民の安全安心を守る体制を強固にするために、最も基本的な取組と思っております。

また、企業であれば、商品・サービスへの要望は改善のヒントになるものと受け取ることからして、警察署協議会での意見の多さや活発さは、県警察の健全性の表れかと感じております。さらに、警察署協議会代表者会議においても、各地区の意見をきめ細かく集約できるような工夫もなされておりますが、今後とも住民ニーズを十分くみ取る警察であってほしいと願っています。

さて、定例会ごとに多岐にわたる報告がある中で、この8年間で顕著に改善されていると思えたものは、県内の交通事故死の件数です。実際、人口10万人当たりの交通死亡事故等を指標とする日本経済新聞による「交通安全度ランキング」で、令和5年、新潟県は全国2位となったのも、日頃の成果の表れと感じます。交通に関しては、交通事業に携わる者としても関心のあるテーマですが、県警察では、事故が発生した際にはその状況を分析して対策に役立てているほか、春と秋の交通安全運動等のタイミングでの定期的な安全啓発運動や取締りの強化に加え、事故が多発しているときにもこうした取組を機動的に実施しており、その積み重ねが交通事故の減少等に功を奏しているのではないかと思われます。交差点での歩行者への積極的な指導に至るまで、手を抜かない対策に邁進されている県警察をはじめ、関係の皆さんに敬意を表する次第です。

また、毎回の報告において増加傾向になっているのが特殊詐欺被害であり、委員就任当初はこれほどやっかいな事案とは正直思ってはいませんでした。一人暮らしの高齢者等が被害に遭われるということで、各種啓発活動、録音機能付き電話の普及、支払を止める水際対策等に努められているところですが、さらに最近は、匿名性の高いSNS等を利用して協力者を募集するなど、摘発が難しく、深刻になってきています。

技術の進歩により発生する犯罪は、それを上回る技術で対処すべきですが、この点は、専門要員の拡充、警察庁との緊密な連携等が図られており、根負けしないよう、粘り強く取り組んでいただきたいと願っております。

さらに8年間の中で特に記憶に残っているのは、新潟市の女子児童殺人事件や、他県にまたがるストーカー事件です。防犯カメラ捜査や各県の連携の良さが功を奏し、スピード逮捕に至り、当県の刑法犯の検挙率が全国平均を大きく上回っていることと併せ、大変心強く感じた次第です。

全国公安委員会連絡会議では、児童保護における教育機関と警察との連携について他の都道府県の委員からの熱心な意見に触れ、連携の必要性のほか、警察の役割の重要性を再認識したところです。

また、県警察視閲式に出席させていただきましたが、機動隊の気迫みなぎる動き、高所を恐れないヘリコプターによる救助活動等を間近に拝見し、県警察の数々の実績も、警察官の皆さんのこうした気持ちがあって初めて成し遂げられたのかと改めて感じたところです。是非、新潟のこれからの安全安心も、この姿勢で守り抜いていってほしいと切に思う次第です。

[bookmark: bb1p00100]　[image: 新潟県公安委員会委員　山田　知治]









第2章　生活安全の確保と犯罪捜査活動

第1節　犯罪情勢とその対策

令和6年（2024年）の刑法犯認知件数の総数は、戦後最少を迎えた令和3年以降、3年連続で前年比増となった。

また、犯罪実行者募集情報がインターネット上に氾濫しており、令和6年8月以降、SNS等で実行犯を募集する手口による強盗等の凶悪な事件が相次いで発生したほか、SNS型投資・ロマンス詐欺についても認知件数・被害額共に前年より大きく増加し、さらにSNSに起因して犯罪被害に遭った児童の数も高水準で推移しているなど、SNS等のインターネット上で提供される技術・サービスを悪用した犯罪について、極めて厳しい情勢となっている。

さらに、令和6年中の特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺、インターネットバンキングに係る不正送金事犯、クレジットカードの不正利用事犯の被害額の合計が2,600億円を超えており、匿名・流動型犯罪グループがこのような犯罪により得た収益を有力な資金源としているほか、犯罪によって獲得した資金を新たな資金獲得活動に充てるといった構造がみられ、治安上の課題となっている。

加えて、人身安全関連事案については、ストーカー事案の相談等件数が高水準で推移しているほか、配偶者からの暴力事案等の相談等件数は増加傾向にあり、さらに児童虐待又はその疑いがあるとして警察から児童相談所に通告した児童数が高水準で推移しているなど、注視すべき状況にある。

以上を踏まえれば、我が国の犯罪情勢は、厳しい状況にあると認められる。

1　刑法犯

（1）刑法犯の認知・検挙状況

刑法犯の認知・検挙状況の推移は、図表2-1のとおりである。

[bookmark: bb2z00010]　図表2-1　刑法犯の認知・検挙状況の推移（昭和27年（1952年）～令和6年）
[image: 図表2-1　刑法犯の認知・検挙状況の推移（昭和27年（1952年）～令和6年）]

（2）重要犯罪（注）の認知・検挙状況

重要犯罪の認知・検挙状況の推移は、図表2-2のとおりである。


注：殺人、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、放火、略取誘拐及び人身売買



[bookmark: bb2z00020]　図表2-2　重要犯罪の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-2　重要犯罪の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

①　殺人

殺人の認知・検挙状況の推移は、図表2-3のとおりである。

[bookmark: bb2z00030]　図表2-3　殺人の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-3　殺人の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

[bookmark: bb2z00040]　図表2-4　殺人の被疑者と被害者の関係別検挙状況（令和6年）
[image: 図表2-4　殺人の被疑者と被害者の関係別検挙状況（令和6年）]

[bookmark: bb2z00050]　図表2-5　親族間の殺人の被疑者と被害者の関係別検挙状況（令和6年）
[image: 図表2-5　親族間の殺人の被疑者と被害者の関係別検挙状況（令和6年）]

②　強盗

強盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-6のとおりである。

[bookmark: bb2z00060]　図表2-6　強盗の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-6　強盗の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

[bookmark: bb2z00070]　図表2-7　強盗の手口別認知状況（令和6年）
[image: 図表2-7　強盗の手口別認知状況（令和6年）]

[bookmark: bb2z00080]　図表2-8　侵入強盗の手口別認知状況（令和6年）
[image: 図表2-8　侵入強盗の手口別認知状況（令和6年）]

③　不同意性交等・不同意わいせつ

不同意性交等の認知・検挙状況の推移は、図表2-9のとおりである。

[bookmark: bb2z00090]　図表2-9　不同意性交等の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-9　不同意性交等の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

また、不同意わいせつの認知・検挙状況の推移は、図表2-10のとおりである。

[bookmark: bb2z00100]　図表2-10　不同意わいせつの認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-10　不同意わいせつの認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

④　放火

放火の認知・検挙状況の推移は、図表2-11のとおりである。

[bookmark: bb2z00110]　図表2-11　放火の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-11　放火の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

⑤　略取誘拐・人身売買

略取誘拐・人身売買の認知・検挙状況の推移は、図表2-12のとおりである。略取誘拐・人身売買の認知件数を被害者の男女別でみると、女性が被害者である割合は、令和6年は78.4％であった。

[bookmark: bb2z00120]　図表2-12　略取誘拐・人身売買の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-12　略取誘拐・人身売買の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

（3）刑法犯による身体的被害の状況

刑法犯により死亡し、又は傷害を受けた者の数の推移は、図表2-13のとおりである。

[bookmark: bb2z00130]　図表2-13　刑法犯により死亡し、又は傷害を受けた者の数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-13　刑法犯により死亡し、又は傷害を受けた者の数の推移（平成27年～令和6年）]







2　人身安全関連事案の現状と対策

（1）人身安全関連事案の現状

ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等（注）の相談等件数及び対応状況の推移は、図表2-14から図表2-16までのとおりである。ストーカー事案の相談等件数は高水準で推移しており、また、令和6年中の配偶者からの暴力事案等の相談等件数は、配偶者暴力防止法の施行以降、最多となった。


注：平成25年6月に成立した配偶者暴力防止法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成26年1月3日以降、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手方からの暴力事案についても計上している。



[bookmark: bb2z00140]　図表2-14　ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等の相談等件数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-14　ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等の相談等件数の推移（平成27年～令和6年）]

[bookmark: bb2z00150]　図表2-15　ストーカー事案への対応状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-15　ストーカー事案への対応状況の推移（令和2年～令和6年）]

[bookmark: bb2z00160]　図表2-16　配偶者からの暴力事案等への対応状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-16　配偶者からの暴力事案等への対応状況の推移（令和2年～令和6年）]

児童虐待事件については、令和6年中の検挙件数は2,649件、検挙人員は2,682人と、統計をとり始めた平成11年以降、過去最多となった。また、態様別検挙件数をみると、身体的虐待が全体の約8割を占めている。

さらに、令和6年中に児童虐待又はその疑いがあるとして警察から児童相談所に通告した児童数は12万2,378人と、過去最多であった前年より僅かに減少したが、依然として高い水準で推移している。態様別では、心理的虐待が9万418人と全体の約7割を占めている。

[bookmark: bb2z00170]　図表2-17　児童虐待事件の態様別検挙件数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-17　児童虐待事件の態様別検挙件数の推移（令和2年～令和6年）]

[bookmark: bb2z00180]　図表2-18　警察から児童相談所に通告した児童数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-18　警察から児童相談所に通告した児童数の推移（令和2年～令和6年）]

（2）ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等への対策

①　迅速かつ的確な対応の徹底

ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等は、恋愛感情のもつれ等の私的な人間関係に起因するものであり、近年の情報技術の進展等を背景としたコミュニケーション手段の変化や対人関係の多様化等も相まって、被害の実態がつかみづらく、潜在化しやすいものである。

一方で、加害者の強い執着心や支配意識が危害意思に発展する場合もみられ、こうした場合には、加害者が検挙されることを顧みず大胆な犯行に及ぶこともあるなど、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きい。

警察では、都道府県警察本部の生活安全部門と刑事部門が連携して、事案を認知してから終結に至るまでの対処について警察署への指導等を一元的に行う体制を確立し、被害者等の安全の確保を最優先に、関係法令を駆使した加害者の検挙による加害行為の防止や被害者の保護措置等の組織的な対応を推進している。

この種の事案では、身近な者が加害者であるなどの理由から被害届の提出をためらう場合等もみられるため、当該事案のリスク、警察としてとり得る措置、被害者自身の決断の必要性を被害者に分かりやすく説明するなど、被害者の意思決定を的確に支援している。その際には、「危険性判断チェック票（注1）」を活用するなどし、被害者等からの相談への対応に万全を期している。また、緊急・一時的に被害者等を避難させる必要がある場合には、ホテル等を利用するための費用を公費で負担している（注2）。

さらに、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けた加害者全員を対象として、治療等を受けるよう働き掛けているほか、電話連絡や面談によって近況等を把握し、その都度、加害行為の再発や報復のおそれの有無等についてのリスク評価を行うとともに、被害者等の保護措置を見直している。


注1：ストーカー事案や配偶者からの暴力事案等について相談をした被害者から、被害者本人や加害者の性格、日常行動等に関する項目について聴取し、殺人等の重大事案に発展する危険性・切迫性を判断する上での参考資料とするための票

注2：108頁参照



[bookmark: bb2z00190]　図表2-19　体制の確立
[image: 図表2-19　体制の確立]

[bookmark: bb2z00200]　図表2-20　ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等に関する手続の流れ
[image: 図表2-20　ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等に関する手続の流れ]


CASE

令和6年4月、勤務先に対する嫌がらせの相談を女性から受け、捜査を行った結果、同女性に好意を抱いていた男（63）が、探偵業者に依頼し、同女性の住居等を特定した上で、同年5月、複数回にわたり同女性の住居付近を見張るなどしたことが判明したことから、同年6月、同男をストーカー規制法違反で逮捕した（京都）。



②　関係機関・団体と連携したストーカー対策

ストーカー事案に対し実効性のある対策を行うためには、社会全体での取組が必要であることから、警察庁では、平成27年3月にストーカー総合対策関係省庁会議が策定した「ストーカー総合対策」（令和4年7月改訂）、令和2年12月に閣議決定された「第5次男女共同参画基本計画」等に基づき、関係機関・団体と連携して、被害防止のための広報啓発、加害者に関する取組等を推進している。

警察においては、平成28年度から、加害者への対応方法やカウンセリング・治療の必要性について地域精神科医等から助言を受け、加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医療機関等との連携を推進している。

③　リベンジポルノ等への対策

インターネットやスマートフォンの普及に伴い、画像情報等の不特定多数の者への拡散が容易になったことから、交際中に撮影した元交際相手の性的画像等をその者の同意なくインターネット等を通じて公表する行為（リベンジポルノ等）により、被害者が長期にわたり回復し難い精神的苦痛を受ける事案が発生している。

令和6年中の私事性的画像（注1）に関する相談等の件数（注2）は2,128件であった。このうち、被害者と加害者の関係については、交際相手（元交際相手を含む。）が49.2％、インターネット上のみの関係にある知人・友人が24.9％を占めており、また、被害者の年齢については、20歳代が39.6％、19歳以下が36.4％を占めている。さらに、私事性的画像被害防止法の適用による検挙件数は57件、脅迫、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等の他法令による検挙は275件であった。


注1：私事性的画像被害防止法第2条第1項に定める性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像をいう。

注2：私事性的画像記録又は私事性的画像記録物に関する相談のうち、私事性的画像被害防止法やその他の刑罰法令に抵触しないものを含む。



[bookmark: bb2z00210]　図表2-21　私事性的画像に係る相談等の状況（令和6年）
[image: 図表2-21　私事性的画像に係る相談等の状況（令和6年）]

警察では、このような事案について、被害者の要望を踏まえつつ、違法行為に対して厳正な取締りを行うとともに、プロバイダ等の事業者と連携し、公表された私事性的画像記録の流通・閲覧防止のための措置等の迅速な対応を講じている。また、広報啓発活動等を通じて、被害の未然防止を図っている。


CASE

会社員の男（34）が、知人女性の性的画像を不特定多数の者に提供させる目的で、令和6年3月から同年4月までの間、SNSの利用者に対して、同女性の個人情報及び性的画像の拡散を依頼し、同画像を提供していたことが判明したことから、同年6月、同男を私事性的画像被害防止法違反（公表目的の私事性的画像記録の提供）で逮捕した（兵庫）。



（3）児童虐待防止対策

児童虐待は、児童が自ら助けを求めることが困難であるなどの理由により、被害が潜在化・長期化し、深刻な被害に至る可能性が高いという特徴を有している。

近年も重大な児童虐待事件が発生している状況であり、累次の児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定等を踏まえ、政府一丸となって児童虐待防止対策が進められている。

①　児童の安全確保を最優先とした対応の徹底

警察では、児童虐待が疑われる事案を認知した際には、警察署長及び本部対処体制（注）に速報することとしており、本部対処体制においては警察署に対する指導・助言等の支援を行っている。

また、虐待を受けたと思われる児童については、児童相談所に対して、確実に児童虐待防止法に基づく通告を実施し、一時保護等の対応をとるよう求めているほか、児童虐待が疑われる事案については、通告に至らない場合であっても、児童相談所に対して、児童の身体の状況や保護者の対応等を客観的かつ具体的に情報提供することとしている。


注：53頁参照



②　迅速かつ的確な捜査の遂行

児童相談所への通告と並行して、事案に応じて厳正な捜査を行い、事件化する場合には、必要な捜査をできる限り速やかに行い、捜査を契機とした児童の安全確保を図っている。

③　児童の安全確保に向けた関係機関との連携の強化

ア　児童相談所との連携

警察では、児童相談所からの援助要請（注1）に基づいて、児童相談所職員による児童の安全確認、一時保護等に警察官が同行し、児童相談所と連携した児童の安全確認及び安全確保に努めている。

また、児童相談所との合同研修を実施しているほか、児童相談所を設置する自治体からの要請に応じ、児童相談所における警察OB等の配置への協力を実施している（注2）。


注1：児童虐待防止法第10条において、児童相談所長は、児童の安全確認又は一時保護を行う場合において、必要に応じて警察署長に援助を求めることができるとされている。

注2：令和6年4月1日現在、警察職員106人、警察OB259人が児童相談所へ配置されている。



イ　学校・教育委員会との連携

警察では、通告等の対応に関して保護者から威圧的な要求や暴力の行使が予想される場合等において、学校・教育委員会と連携して対応している。

ウ　要保護児童対策地域協議会を活用した関係機関との連携

警察では、自治体からの要請に基づいて、要保護児童対策地域協議会（注）に構成員として参画し、関係機関との間で児童虐待事案の情報共有等を行っている。


注：児童福祉法第25条の2において、地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならないとされている。



④　被害児童に対する配意及び支援

児童虐待が疑われる事案では、関係機関との緊密な連携の下、これらの代表者が被害児童からの聴取を行うなど、被害児童の負担軽減及びその供述の信用性の担保に配慮して対応しているほか、児童に対するカウンセリング等の支援を実施している。

⑤　警察における対応力の強化

警察では、児童虐待の早期発見等に資する教育訓練を徹底するとともに、都道府県警察本部に、児童相談所等関係機関との連携や、児童虐待事案における専門的対応に関して警察職員への指導等を行う「児童虐待対策官」を設置するなど、警察における児童虐待への対応力の強化を図るための取組を推進している。


CASE

令和6年7月、児童相談所から警察署に、養父（29）に身体的虐待を受けている児童（3）の現状を確認してほしい旨の通報がなされた。警察官が同児童に接触したところ、同児童は目元付近を負傷しており、また、不衛生な養育環境が認められたため、児童相談所に通告した結果、同児童及び同児童の妹（2）は児童相談所により一時保護された。その後、児童相談所及び検察庁と協議し、三者の代表者による同児童からの事情聴取を行うなどした結果、同養父が同児童に対する虐待を行っていたことが判明し、同年9月、同養父を傷害罪で逮捕した（茨城）。



（4）認知症に係る行方不明者への対策

令和6年中の認知症に係る行方不明者届の受理件数は1万8,121件であり、依然として高い水準で推移している。

警察では、認知症に係る行方不明者の特性を踏まえ、地域における認知症高齢者等の見守りネットワークの効果的な活用や、関係機関・団体等と緊密に連携した行方不明者発見活動を推進している。

[bookmark: bb2z00220]　図表2-22　認知症に係る行方不明者届受理件数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-22　認知症に係る行方不明者届受理件数の推移（令和2年～令和6年）]







3　子供の安全を守るための取組

（1）子供を犯罪から守るための取組

①　子供が被害者となる犯罪

13歳未満の子供が被害者となった刑法犯の認知件数（以下「子供の被害件数」という。）は、図表2-23のとおりである。同図表に掲げる罪種のうち、認知件数に占める子供の被害件数の割合が最も高い罪種は略取誘拐であり、令和6年中は36.9％（認知件数588件のうち217件）であった。

[bookmark: bb2z00230]　図表2-23　子供（13歳未満）の被害件数及び罪種別被害状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-23　子供（13歳未満）の被害件数及び罪種別被害状況の推移（平成27年～令和6年）]

②　子供の生活空間における安全対策

ア　学校や通学路の安全対策

「登下校防犯プラン」（平成30年6月登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議決定）等に基づき、警察では、子供が被害者となる犯罪を未然に防止し、子供が安心して登下校をすることができるよう、教育委員会・学校、自治体、保護者、見守りに関わる地域住民等と連携し、通学路や登下校時の集合場所等の点検を実施するとともに、こうした場所への重点的な警戒・パトロールを実施しているほか、スクールサポーター（注）を学校へ派遣している。また、防犯ボランティア団体、事業者等の多様な担い手と連携した子供の見守り活動を行うなど、学校や通学路等における子供の安全確保に係る各種の取組を推進している。

このほか、令和5年3月、埼玉県内において、刃物を持った少年が学校に侵入し、教員に対して切り付ける事件が発生したことを受け、文部科学省において、不審者の学校侵入防止対策を強化することとされたことから、警察においても、安全対策に関して、教育委員会・学校に指導・助言をするなど、学校安全の確保に向けた対策の支援等を行っている。


注：106頁参照



イ　被害防止教育の推進

警察では、子供に犯罪被害を回避する能力等を身に付けさせるため、小学校等において学年や理解度に応じ、紙芝居、演劇、ロールプレイング方式等により、危険な事案への対応要領等について子供が考えながら参加・体験ができる防犯教室、地域安全マップ作成会等を関係機関・団体と連携して開催している。また、教職員に対しては、不審者が学校に侵入した場合の対応要領の指導等を行っている。

ウ　情報発信活動の推進

警察では、子供が被害に遭った事案等の発生に関する情報を子供や保護者に対して迅速に提供することができるよう、警察署と教育委員会、小学校等との間で情報共有体制を整備するとともに、都道府県警察のウェブサイトや電子メール等を活用した情報発信を行うなど、地域住民に対する情報提供を実施している。

エ　ボランティアに対する支援

警察では、「子供110番の家」として、危険に遭遇した子供の一時的な保護と警察への通報等を行うボランティアに対し、ステッカーや対応マニュアル等を配布するなどの支援を行っているほか、防犯ボランティア団体が行う見守り活動に関する指導や合同パトロールを実施するなど、自主防犯活動を支援している。


CASE

青森県警察では、令和6年9月及び同年10月、声掛け事案等の被害に遭いやすい小学生を対象として、保護者や防犯ボランティアを交えた参加・体験型の「地域安全マップづくり教室」を開催し、小学生の危機回避能力向上と地域全体の防犯能力向上を図った。

[bookmark: bb2p00010]　[image: 地域安全マップづくり教室]



③　子供女性安全対策班による活動の推進

警察では、都道府県警察本部に設置された子供女性安全対策班（JWAT（注））が、子供や女性を対象とする性犯罪等の前兆とみられる声掛け、つきまとい等の事案に関する情報収集、分析等により行為者を特定し、検挙又は指導・警告措置を講じている。検挙活動等に加え、これらの先制・予防的活動を積極的に推進していくことによって、子供や女性を被害者とする性犯罪等の未然防止に努めている。


注：Juvenile and Woman Aegis Teamの略



④　子供対象・暴力的性犯罪出所者の再犯防止措置制度の運用

警察では、16歳未満の子供を被害者とした不同意わいせつ等の暴力的性犯罪で服役して出所した者について、法務省から情報提供を受け、都道府県警察において、その所在確認を実施しているほか、必要に応じて当該出所者の同意を得て面談を行うなど、再犯防止に向けた措置を講じている。

（2）いじめ事案への対応

近年のいじめ（注）に起因する事件数及び検挙・補導状況は図表2-24のとおりであり、いずれも前年より大幅に増加した。また、令和6年中の検挙・補導人員（457人）のうち、その約5割を中学生が占めている。


注：いじめの定義は、平成25年6月に制定されたいじめ防止対策推進法第2条に定める「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」としている。



[bookmark: bb2z00240]　図表2-24　いじめに起因する事件数と検挙・補導状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-24　いじめに起因する事件数と検挙・補導状況の推移（令和2年～令和6年）]

警察では、いじめ防止対策推進法の趣旨に基づき、少年相談活動やスクールサポーターの学校への訪問活動等により、いじめ事案の早期把握に努めるとともに、把握したいじめ事案の悪質性、重大性及び緊急性、いじめを受けた児童生徒（以下「被害児童等」という。）及びその保護者の意向、学校等の対応状況等を踏まえ、学校等と緊密に連携しながら、必要な対応を推進している。

[bookmark: bb2z00250]　図表2-25　警察によるいじめ事案への対応
[image: 図表2-25　警察によるいじめ事案への対応]

（3）少年（注1）の福祉を害する犯罪への対策と有害環境対策

警察では、福祉犯（注2）の取締り、被害少年の発見・保護、インターネット上の違法情報・有害情報の把握等をはじめ、少年を取り巻く有害環境対策を推進している。特に児童買春、児童ポルノの製造等の子供の性被害（注3）に係る対策については、令和4年5月に犯罪対策閣僚会議において策定された「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）2022」に基づき、関係機関・団体等と連携して以下の取組を推進している。


注1：20歳未満の者

注2：少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪をいう。例えば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反（児童に淫行をさせる行為等）、労働基準法違反（年少者の危険有害業務等）等が挙げられる。

注3：児童に対する性的搾取（児童に対し、自己の性的好奇心を満たす目的又は自己若しくは第三者の利益を図る目的で、児童買春、児童ポルノの製造その他の児童に性的な被害を与える犯罪行為をすること及び児童の性に着目した形態の営業を行うことにより児童福祉法第60条に該当する行為をすること並びにこれらに類する行為をすることをいう。）及びその助長行為（児童買春の周旋、児童買春等目的の人身売買、児童の性に着目した形態の営業のための場所の提供、児童ポルノの提供を目的としたウェブサイトの開設等をいう。）



①　少年の福祉を害する犯罪への対策

福祉犯の被害少年数及び検挙件数は図表2-26のとおりであり、令和5年に改正刑法及び性的姿態撮影等処罰法が施行されたことを受けて、福祉犯に面会要求等罪や性的姿態等撮影罪が追加されたことなどから、令和6年は被害少年数、検挙件数が共に大幅に増加した。

[bookmark: bb2z00260]　図表2-26　福祉犯の検挙件数等の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-26　福祉犯の検挙件数等の推移（令和2年～令和6年）]

被害少年を早期に発見・保護するとともに、新たな被害を発生させないため、警察では、積極的な取締り等の取組を推進している。また、国民からの情報提供、インターネット・ホットラインセンター（IHC）（注）からの通報、街頭補導活動、サイバーパトロール等による端緒情報の把握に努めるとともに、情報の分析、積極的な取締り等を推進している。


注：121頁参照（第3章）



ア　児童買春事犯等（注）

児童買春事犯等の検挙件数は、前年より増加した。中でも、不同意性交等罪の検挙件数は前年から752件（106.1％）、不同意わいせつ罪の検挙件数は前年から443件（26.2％）それぞれ増加した。


注：不同意性交等、不同意わいせつ、児童買春、淫行させる行為（児童福祉法）及びみだらな性行為等（青少年保護育成条例）



[bookmark: bb2z00270]　図表2-27　児童買春事犯等の検挙件数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-27　児童買春事犯等の検挙件数の推移（令和2年～令和6年）]

イ　児童ポルノ

令和6年中の児童ポルノ事犯の検挙件数、検挙人員及び被害児童数（注）は図表2-28のとおりである。被害態様別でみると、児童が自らを撮影した画像に伴う被害が約4割を占めた。


注：児童ポルノ事犯の検挙を通じて、新たに特定された被害児童数



[bookmark: bb2z00280]　図表2-28　児童ポルノ事犯の検挙状況等の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-28　児童ポルノ事犯の検挙状況等の推移（令和2年～令和6年）]

警察では、関係機関・団体と緊密な連携を図りながら、低年齢児童を狙ったグループや児童ポルノ販売グループによる悪質な事犯等に対する取締りの強化、国内サイト管理者等に対する児童ポルノ画像の削除依頼、被害児童に対する支援等を推進している。

また、オンライン上の児童ポルノ事犯が国内だけでなく海外でも発生していることから、国内外の情勢や取組、取締り手法等を共有するため、外国捜査機関や民間事業者等を招致し、「子供の性被害防止セミナー」を開催して関係機関との連携強化を図ったほか、国際連携強化の一環として、6つの国と地域（日本、シンガポール、韓国、香港、タイ及びマレーシア）において、オンライン上の児童ポルノ事犯の取締りに係る国際協同オペレーションを実施し、合計で544人の被疑者を検挙した。

[bookmark: bb2p00020]　[image: 「子供の性被害防止セミナー」の開催状況]
「子供の性被害防止セミナー」の開催状況

[bookmark: bb2p00030]　[image: 国際協同オペレーションにおける被疑者の検挙状況]
国際協同オペレーションにおける被疑者の検挙状況

②　少年を取り巻く有害環境への対策

繁華街等において、JKビジネス等の少年に有害な影響を与える悪質な営業が行われており、こうした営業に巻き込まれた少年が児童買春等の犯罪被害に遭うことが懸念されることから、警察では、各地域の実態の把握に努めるとともに、これらの営業において稼働している児童等に対する補導、立ち直り支援等の取組を推進している。

また、少年にとって有害な商品等を取り扱う店等に対して、少年の健全育成のための自主的措置が促進されるよう指導・要請を行うなど、有害環境対策を推進している。

警察では、時代とともに有害環境が変遷していることを踏まえ、現状に応じた対策を推進することとしている。

[bookmark: bb2p00040]　[image: 有害な商品を扱う自動販売機の調査状況]
有害な商品を扱う自動販売機の調査状況

（4）少年の犯罪被害への対応

警察では、犯罪の被害に遭った少年に対し、警察本部に設置された少年サポートセンター等に所属する少年補導職員（注）を中心として、カウンセリング等の継続的な支援を行うとともに、大学の研究者、精神科医、臨床心理士等の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、支援を担当する職員が専門的な助言を受けることができるようにしている。

また、犯罪の被害に遭った児童からの事情聴取については、繰り返し重複した事情聴取が行われる場合、児童にとって過度な心身の負担となるおそれがあることなどから、検察及び児童相談所との連携を強化し、警察を含めた三者の代表者による事情聴取や早期情報共有等を推進している。


注：特に専門的な知識及び技能を必要とする活動を行わせるため、その活動に必要な知識と技能を有する警察職員（警察官を除く。）のうちから警視総監又は道府県警察本部長が命じた者で、少年の非行防止や立ち直り支援等の活動において、重要な役割を果たしている。令和7年4月1日現在、全国に814人の少年補導職員が配置されている。



[bookmark: bb2z00290]　図表2-29　被害少年の支援
[image: 図表2-29　被害少年の支援]







4　国民の財産を狙う事犯への対策

（1）財産犯（注）の被害額の罪種別状況

財産犯の被害額の推移は、図表2-30のとおりである。


注：強盗、恐喝、窃盗、詐欺、横領及び占有離脱物横領



[bookmark: bb2z00300]　図表2-30　財産犯の被害額の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-30　財産犯の被害額の推移（平成27年～令和6年）]

令和6年の財産犯の被害額の罪種別状況は、図表2-31のとおりである。

[bookmark: bb2z00310]　図表2-31　財産犯の被害額の罪種別状況（令和6年）
[image: 図表2-31　財産犯の被害額の罪種別状況（令和6年）]

（2）特殊詐欺等への対策

①　特殊詐欺等の情勢

特殊詐欺の認知・検挙状況の推移は、図表2-32のとおりである。

[bookmark: bb2z00320]　図表2-32　特殊詐欺の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-32　特殊詐欺の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

令和6年中の特殊詐欺（注1）の認知件数は4年連続、被害額は3年連続で増加し、被害額は過去最高となるなど、高齢者を中心に多額の被害が生じており、極めて深刻な情勢にある。

また、令和6年中において、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害が急増し、同年中の被害額は、特殊詐欺の被害額を大きく上回る約1,272億円に上るなど、極めて憂慮すべき状況にある（注2）。


注1：10頁参照（特集）

注2：2頁参照（特集）



②　「国民を詐欺から守るための総合対策」等に基づく対策の推進

令和7年4月に開催された犯罪対策閣僚会議において、一層複雑化・巧妙化する詐欺等の被害から国民を守るため、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」（注）が決定され、政府を挙げた詐欺等に対する取組を抜本的に強化することとされた。同対策に基づき、警察では、金融機関やコンビニエンスストア等と連携した各種詐欺防止対策のほか、利用者の本人確認強化等の各種サービスの不正利用を防止するための対策や国際電話利用契約の利用休止等の特殊詐欺に悪用される電話への対策といった犯行ツール対策及び効果的な取締り等を推進している。また、高い発信力を有する著名な方々で構成される「ストップ・オレオレ詐欺47～家族の絆作戦～」プロジェクトチーム（略称：SOS47）では、特殊詐欺等の被害に遭いやすい高齢者への働き掛けのみならず、社会全体における特殊詐欺等の被害防止対策の一層の浸透を目指し、デジタル空間も含めた多種多様な媒体を活用するなどして、被害防止に向けたメッセージを継続的に発信している。


注：4頁参照（特集）



[bookmark: bb2p00050]　[image: 国際電話利用契約の利用休止に関する広報啓発資料]
国際電話利用契約の利用休止に関する広報啓発資料

[bookmark: bb2p00060]　[image: 警察庁特別防犯支援官による活動状況]
警察庁特別防犯支援官による活動状況


MEMO　コンビニエンスストアとの連携強化による特殊詐欺被害防止対策の推進

コンビニエンスストアは、長年にわたる「セーフティステーション活動」を通じて、女性や子供の駆け込み対応、高齢者の保護、特殊詐欺の未然防止等に貢献している。

警察では、地域防犯力の向上につながるこうした活動を支援するため、店舗ごとに指定した担当警察官による定期的な立ち寄り等を強化する取組（いわゆる「コンビニサポートポリス」）を全国において展開しており、特殊詐欺被害防止対策においても、店舗関係者との連携を強化しながら、詐欺の被害が疑われる客への声掛け等を推進している。

[bookmark: bb2p00070]　[image: 担当警察官によるコンビニエンスストア店舗立ち寄り状況]
担当警察官によるコンビニエンスストア店舗立ち寄り状況



（3）侵入窃盗対策

侵入窃盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-33のとおりである。侵入窃盗の認知件数は、ピーク時である平成14年（33万8,294件）以降おおむね減少傾向にあり、令和6年中は4万3,036件と、前年より減少した。警察庁、経済産業省、国土交通省及び建物部品関連の民間団体から構成される「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」では、平成16年4月から、侵入までに5分以上の時間を要するなど一定の防犯性能があると評価した建物部品（CP部品）を掲載した「防犯性能の高い建物部品目録」をウェブサイトで公表するなどして、CP部品の普及に努めており、目録には令和7年3月末現在で17種類3,504品目が掲載されている。また、警察庁のウェブサイトに「住まいる防犯110番」（注）を開設し、侵入犯罪対策の広報啓発を推進している。


注：https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/top.html
[image: QRコード　住まいる防犯110番]



[bookmark: bb2z00330]　図表2-33　侵入窃盗の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-33　侵入窃盗の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

[bookmark: bb2p00080]　[image: CPマーク]
CP部品だけが表示できる共通標章でCrime Prevention（防犯）の頭文字を図案化したもの

（4）侵入強盗対策

侵入強盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-34のとおりである。侵入強盗の認知件数は、ピーク時である平成15年（2,865件）以降おおむね減少傾向にあり、令和6年中は357件と、前年より減少した。

[bookmark: bb2z00340]　図表2-34　侵入強盗の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-34　侵入強盗の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

警察では、コンビニエンスストアや金融機関等を対象とした強盗対策として、防犯体制、現金管理の方法、店舗等の構造、防犯設備等について基準を定め、警察官の巡回や機会を捉えた防犯訓練等を実施している。

また、令和6年8月以降、関東地方を中心に相次いで発生した、SNS等で実行犯を募集する手口による連続強盗等事件を受け、防犯カメラの増設が必要な場所を整理するなど、地域防犯力の強化に向けた取組を行っている。

（5）自動車盗対策

自動車盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-35のとおりである。

[bookmark: bb2z00350]　図表2-35　自動車盗の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-35　自動車盗の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

警察庁、財務省、経済産業省、国土交通省及び民間19団体から構成される「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」では、「自動車盗難等防止行動計画」（平成14年1月策定、令和4年12月改定）に基づき、イモビライザ（注1）等の盗難防止装置やナンバープレート盗難防止ネジ等の普及促進、自動車の使用者に対する防犯指導、広報啓発等を推進している。

こうした取組等の結果、近年における自動車盗の認知件数はピーク時である平成15年（6万4,223件）と比較すると1割以下にまで減少しているが、令和6年中は6,080件と、3年連続で増加傾向にある。また、近年、外国人グループ等により、高値で取引される車種を対象とした自動車盗が実行され、盗品が海外へ不正に輸出されるなどの事案が発生するなど、治安上の課題となっている。このことから、警察庁にワーキンググループを設置し、警察庁ウェブサイトに掲載している「車名別盗難台数の状況」の更新頻度を上げるなどして、国民に対する注意喚起を図るなど、部門横断的な取組を行っている（注2）。


注1：エンジンキーに埋め込まれた送信機から発するIDコードと、車両本体の電子制御装置にあらかじめ登録されたIDコードが一致しなければ、エンジンが始動しない電子式盗難防止装置

注2：36頁参照（トピックスIV）



（6）自転車盗対策

自転車盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-36のとおりである。

[bookmark: bb2z00360]　図表2-36　自転車の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-36　自転車の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

警察庁の要請を踏まえ、平成12年以降、業界団体において、不正開錠に強い錠の普及が促進されたことなどから、ピーク時である平成13年（52万1,801件）以降、自転車盗の認知件数はおおむね減少傾向にあったが、令和6年中は17万4,020件と、3年連続で増加傾向にある。

警察では、引き続き関係機関・団体等と連携し、自転車の利用者に対して施錠の励行や防犯登録の呼び掛けを行うなど、自転車の盗難防止及び被害回復に向けた取組を推進している。

（7）万引き対策

万引きの認知・検挙状況の推移は、図表2-37のとおりである。万引きの認知件数は平成22年以降減少傾向にあったが、令和6年中は9万8,292件と、2年連続で増加し、刑法犯認知件数に占める万引きの認知件数の割合は13.3％と高い水準にある。また、万引きの検挙人員全体に占める65歳以上の高齢者の割合は高い水準にあり、令和6年中は39.5％であった。

[bookmark: bb2z00370]　図表2-37　万引きの認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-37　万引きの認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

近年、一部の外国人が窃盗グループを形成し、海外にいる首謀者からの指示により、国内にいる実行役が化粧品や医薬品、衣料品等を大量に万引きするとともに、万引きした商品を海外で転売するために、盗品回収役の業者が当該商品を輸出するといった組織的犯行に及んでいる例も見受けられる。

警察では、万引きを許さない社会気運の醸成や規範意識の向上を図るため、関係機関・団体等と連携した広報啓発を行うなど、社会を挙げた万引き防止に向けた取組を推進するとともに、組織的な大量万引き事犯に対し実効的な対策を講じるため、警察庁にワーキンググループを設置し、部門横断的な取組を行っている（注）。特に、ドラッグストアにおける大量万引き事犯が治安上の課題となっていることを踏まえ、警察庁において防犯対策指針を作成し、業界団体に対して、自主的な防犯対策について働き掛けを行っている。


注：36頁参照（トピックスIV）



（8）ひったくり対策

ひったくりの認知・検挙状況の推移は、図表2-38のとおりである。ひったくりの認知件数は、ピーク時である平成14年（5万2,919件）以降、おおむね減少傾向にあり、同年から令和6年にかけて5万2,352件（99.0％）減少した。また、ピーク時の平成14年中にひったくりの検挙人員全体の69.3％を占めていた14歳から19歳までの検挙人員は大きく減少している（ひったくりの検挙人員全体の減少数への寄与率（注）は、71.7％）。これらの要因を一概に断定することは困難であるが、街頭防犯カメラの設置や街頭防犯活動等、官民一体となった取組が効果を上げていることや、少年の人口が減少していることなどが考えられる。


注：データ全体の変化を100とした場合に、構成要素となるデータの変化の割合を示す指標



[bookmark: bb2z00380]　図表2-38　ひったくりの認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-38　ひったくりの認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

一方で、身近な場所で発生する犯罪であるひったくりは、依然として国民に不安を与えている（注）ことから、警察では、ひったくり事件の発生状況や手口を分析して、ひったくりの被害防止に効果のあるかばんの携行方法や通行方法等について広報啓発を行っているほか、関係機関・団体等と協力し、自転車用のひったくり防止カバー等の普及を促進するなどしている。


注：内閣府が令和3年度に実施した「治安に関する世論調査」（https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r03/r03-chian/r03-chian.pdf）によれば、「あなたが、自分や身近な人が被害に遭うかもしれないと不安になる犯罪は何ですか」との問い（複数回答）に対して、「すり、ひったくりなどの携行品を盗む犯罪」と答えた者は24.4％であり、ひったくりに不安を覚えている国民が少なくないことが分かる。
[image: QRコード　治安に関する世論調査]



（9）金属盗対策

金属盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-39のとおりである。

[bookmark: bb2z00390]　図表2-39　金属盗の認知・検挙状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-39　金属盗の認知・検挙状況の推移（令和2年～令和6年）]

金属盗の認知件数は、統計をとり始めた令和2年以降増加傾向にあり、令和6年中は2万701件であった。

近年、外国人グループ等により太陽光発電施設内の銅線が大量に窃取されるなど、組織的な金属盗等が実行され、治安上の課題となっている。警察では、この種事犯に対し実効的な対策を講じるため、関係機関・団体と連携して、事業者等に対し、防犯情報を提供するとともに、警察庁にワーキンググループを設置し、部門横断的な取組を行っている（注）。


注：36頁参照（トピックスIV）



（10）悪質商法事犯対策

①　利殖勧誘事犯（注1）

利殖勧誘事犯の検挙状況の推移は、図表2-40のとおりである。令和6年中は、預り金に関連した事犯（注2）の検挙が目立った。


注1：出資法、金融商品取引法、無限連鎖講の防止に関する法律等の違反に係る事犯。捜査の結果、詐欺に当たるものも含まれる。

注2：勧誘時に「元本保証」をうたったことにより、出資法第2条にいう預り金（業として、不特定多数の者から元本を保証して金銭を受け入れる行為）に該当する事犯で、商材が未公開株、公社債、集団投資スキーム（ファンド）及びデリバティブ取引に該当しないもの。勧誘時に「元本保証」をうたってはいるものの、投資の名目とされる商材が明確ではない場合を含む。



[bookmark: bb2z00400]　図表2-40　利殖勧誘事犯の検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-40　利殖勧誘事犯の検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

利殖勧誘事犯では、被害者が被害に遭ってから気付くまでに時間を要する場合が多いことから、警察では、同事犯の被害拡大防止のため、早期の事件化を図るとともに、犯罪に利用された預貯金口座の金融機関への情報提供等を推進しており、令和6年中は同事犯に関する情報提供を366件実施した。

[bookmark: bb2z00410]　図表2-41　利殖勧誘事犯の類型別検挙状況（令和6年）
[image: 図表2-41　利殖勧誘事犯の類型別検挙状況（令和6年）]


CASE

会社役員の男（43）らは、内閣総理大臣の登録を受けないで、平成28年3月頃から令和4年10月頃にかけて、インターネット上で店頭デリバティブ取引の自動売買システム取引サイトを運営して、全国の顧客約1万8,100人から証拠金約13億3,700万円の預託を受け、顧客を相手方として店頭デリバティブ取引を行い、もって、無登録で第一種金融商品取引業を行った上、顧客らに同取引業におけるクレジットカード決済によって支払わせた証拠金を、同男らが管理する会社名義の普通預金口座に振込入金させ、犯罪収益等の取得につき、事実を仮装するなどした。令和6年5月までに、同男ら13人及び3法人を金融商品取引法違反（無登録営業）で、同男ら8人及び1法人を組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）で、会社役員の男（41）ら2人及び1法人を職業安定法違反（有害業務の職業紹介）で検挙した（神奈川）。



②　特定商取引等事犯（注）

特定商取引等事犯の検挙状況の推移は、図表2-42のとおりである。令和6年中の検挙事件を類型別にみると、訪問販売に関連した事犯の検挙が目立った。


注：訪問販売、電話勧誘販売等で事実と異なることを告げるなどして商品の販売や役務の提供を行う悪質商法。具体的には、訪問販売等の特定商取引を規制する特定商取引法違反及び特定商取引に関連する詐欺、恐喝等に係る事犯



[bookmark: bb2z00420]　図表2-42　特定商取引等事犯の検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-42　特定商取引等事犯の検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

特定商取引等事犯では、被害者が被害に遭っていることに気付いたとしても、被害者自身で解決しようとして届出までに時間を要する場合がみられるほか、依然として高齢者宅を狙った住宅リフォーム工事等の点検商法に係る事犯等が確認されていることから、警察では、ウェブサイト等を通じて警察や関係機関への早期の相談を呼び掛けている。

[bookmark: bb2z00430]　図表2-43　特定商取引等事犯の類型別検挙状況（令和6年）
[image: 図表2-43　特定商取引等事犯の類型別検挙状況（令和6年）]


CASE

会社役員の男（42）らは、令和5年5月から令和6年8月にかけて、訪問販売に係る屋根裏修繕工事等の役務提供契約について勧誘をするに際し、顧客方屋根裏にシロアリが生息しておらず、駆除の必要がないのに、「柱がボロボロになっています。シロアリです。工事が必要です。このまま放っておいたらまずいですよ」などとうそを言い、4県の約460人から約4億2,000万円をだまし取るなどした。令和6年11月までに、同男ら8人を詐欺罪及び特定商取引法違反（不実の告知等）で、1法人を特定商取引法違反（不備書面交付）で検挙した（石川）。



（11）通貨偽造犯罪対策

偽造日本銀行券の発見枚数（注）の推移は図表2-44のとおりであり、近年は、精巧に偽造された日本銀行券が海外から日本国内へ大量に持ち込まれる事案が発生している。


注：届出等により警察が押収した枚数



[bookmark: bb2z00440]　図表2-44　偽造日本銀行券の発見枚数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-44　偽造日本銀行券の発見枚数の推移（平成27年～令和6年）]

また、令和6年7月、20年ぶりに新しい日本銀行券が発行された。新しい日本銀行券には、従来の偽造防止技術に加え、3Dホログラム等、新たに高度な偽造防止技術が施されている。

警察庁では、財務省、日本銀行等と連携して、不審な通貨を見つけた場合には、直ちに警察や日本銀行に届け出るように呼び掛けるなどして、引き続き国民の注意を喚起している。


MEMO　「従来の紙幣は使えなくなる」などとかたる詐欺等に注意！

警察庁では、新しい日本銀行券の発行に便乗して、「従来の紙幣は使えなくなる」などとかたり、新紙幣との交換名目に紙幣をだまし取ろうとする詐欺等の被害を防止するため、財務省及び日本銀行と連携し、ポスターやウェブサイトを活用した広報啓発活動に努めている。

[bookmark: bb2p00090]　[image: 偽造防止対策ポスター]
偽造防止対策ポスター



（12）カード犯罪（注）対策

カード犯罪の認知・検挙状況の推移は、図表2-45のとおりである。


注：クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード及び消費者金融カードを悪用した犯罪



[bookmark: bb2z00450]　図表2-45　カード犯罪の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-45　カード犯罪の認知・検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

警察では、早期検挙のため捜査を徹底するほか、口座名義人からキャッシュカード等の盗難・紛失等の届出があった場合にカードの利用停止を促すなど、被害の拡大防止に努めている。

（13）ヤミ金融事犯対策

ヤミ金融事犯の検挙状況の推移は、図表2-46のとおりであり、無登録・高金利事犯（注1）の検挙事件数及び検挙人員は、近年減少傾向にあったものの、令和6年中は増加に転じ、ギフトカードの売買を仮装した手口やいわゆる「先払い買取現金化」の手口（注2）等の巧妙な手口による犯罪が発生している。また、貸金業に関連した犯罪収益移転防止法違反、詐欺、携帯電話不正利用防止法違反等に係る事犯（ヤミ金融関連事犯）については、前年より減少している。


注1：貸金業法違反（無登録営業）及び出資法違反（高金利等）に係る事犯

注2：先払いによる商品売買を装い、商品の先払いの代金として実質的に金銭を交付した上で、後日売買契約を解除させ、代金の返還と高額な違約金を求めるという形をとることで、実質的に貸付けを行う手口



[bookmark: bb2z00460]　図表2-46　ヤミ金融事犯の検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-46　ヤミ金融事犯の検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

なお、無登録・高金利事犯のうち、携帯電話や預貯金口座を利用して非対面で実行されるものについては、令和6年中は、検挙事件数の22.9％、検挙人員の41.7％を占めている。また、暴力団が関与した事犯の割合は、20.0％であった。

警察では、ヤミ金融事犯に利用された預貯金口座の金融機関への情報提供、レンタル携帯電話等の解約に関する事業者への要請等の総合的な対策を行っており、令和6年中の同事犯に関する金融機関への情報提供件数は7,477件、レンタル携帯電話事業者への解約要請件数は668件であった。


CASE

会社役員の男（43）らは、貸金業の登録を受けることなく、令和2年5月頃から令和5年4月頃にかけて、インターネット上で融資を申し込んできた顧客約3,500人に対し、ギフトカードを代金先払いで買い取ったかのように仮装して、法定利息の約23倍から約50倍で金銭を貸し付け、返済のためギフトカードを郵送させ、それを買取り店で現金化する方法により、元利金合計約4億9,600万円を受領した。令和6年6月までに、同男ら8人及び1法人を貸金業法違反（無登録営業）、出資法違反（脱法行為）等で検挙した（神奈川）。



（14）知的財産権侵害事犯対策

①　商標権侵害事犯（注1）及び著作権侵害事犯（注2）

知的財産権侵害事犯の検挙状況の推移は、図表2-47のとおりである。偽ブランド事犯等の商標権侵害事犯及び海賊版事犯等の著作権侵害事犯においては、インターネットを利用して侵害行為が行われる場合が多いことから、警察では、サイバーパトロール等による端緒情報の把握に努めている。


注1：商標法違反に係る事犯

注2：著作権法違反に係る事犯



[bookmark: bb2z00470]　図表2-47　知的財産権侵害事犯の検挙状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-47　知的財産権侵害事犯の検挙状況の推移（令和2年～令和6年）]

また、不正商品対策協議会（注）の活動への参加をはじめ、権利者等と連携した知的財産権の保護及び不正商品の排除に向けた広報啓発活動を推進している。


注：不正商品の排除及び知的財産権の保護を目的として、知的財産権侵害に悩む各種業界団体により設立された任意団体。警察庁等の関係機関と連携し、シンポジウムの主催や各種催物への参加を通じて、広報啓発活動、海外における不正商品販売の実態調査、海外の捜査機関や税関等に対する働き掛け等を行っている。



[bookmark: bb2z00480]　図表2-48　押収した偽ブランド品のうち、仕出国・地域が判明したものの国・地域別押収状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-48　押収した偽ブランド品のうち、仕出国・地域が判明したものの国・地域別押収状況の推移（令和2年～令和6年）]

②　営業秘密侵害事犯（注）

営業秘密侵害事犯については、令和6年中、22事件45人を検挙した。

警察では、各都道府県警察で指定された営業秘密保護対策官が、営業秘密の侵害に係る相談への対応や、事件化する場合の捜査等について、第一線たる警察署の捜査員等に必要な指導を行うことなどにより、警察における対応能力の一層の向上を図っているほか、被害の早期届出の必要性について企業に啓発するための取組を推進している。


注：不正競争防止法第21条第１項、第２項、第４項及び第５項に係る事犯




CASE

電気通信事業者の元派遣社員の男（63）は、令和5年1月、不正の利益を得る目的で、勤務する会社の営業秘密の管理に係る任務に背き、同社から貸与されたパソコンを操作して、同社が管理するサーバコンピュータにアクセスし、同社の営業秘密である顧客情報のファイルデータを同パソコンに保存して複製し、営業秘密を領得するとともに、領得した営業秘密を開示した。令和6年1月、同男を不正競争防止法違反（営業秘密の領得・開示）で逮捕した（岡山）。









5　構造的な不正事案への対策

（1）政治・行政をめぐる不正事案

国又は地方公共団体の幹部職員等による贈収賄事件、入札談合等関与行為防止法違反事件、公契約関係競売等妨害事件、買収等の公職選挙法違反事件等の政治・行政をめぐる不正は依然として後を絶たない。

しかし、このような事案は、直接の被害者がおらず、金品の受渡し等は密室で行われることが多いことから、通常は被害申告や目撃者の証言等が期待できず、端緒情報の把握や犯罪事実の立証は容易ではない。

警察では、このような事案に対し、端緒情報の把握に努めるとともに、不正の実態に応じて様々な刑罰法令を適用するなどして、事案の解明を進めている。

[bookmark: bb2z00490]　図表2-49　政治・行政をめぐる不正事案の検挙事件数（注1）の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-49　政治・行政をめぐる不正事案の検挙事件数の推移（平成27年～令和6年）]


CASE

元岐阜県池田町長の男（76）は、令和4年7月に執行された保育園の空調機設置工事の入札に関し、電気工事会社の代表取締役の男（62）に対し、他の指名業者に関する情報を漏えいし、その謝礼等として、現金100万円を収受した。令和6年6月から同年7月までに、同元町長の男を収賄罪等で逮捕した（岐阜）。




CASE

第50回衆議院議員総選挙（令和6年10月27日施行）の際、大阪府太子町議会議員の男（55）は、令和6年10月、選挙運動員2名に対し、特定の候補者への投票を依頼するなどの選挙運動の報酬として、現金合計6万7,000円を供与した。同年11月、同町議会議員の男を公職選挙法違反（買収）で逮捕した（大阪）。



（2）経済をめぐる不正事案

企業の役職員らが組織の内部統制を逸脱したことによる背任、詐欺、横領等の違法事案のほか、金融機関からの各種融資をめぐる詐欺事犯や、国及び地方公共団体の補助金等の不正受給事犯が後を絶たない状況にある。また、弁護士や税理士といった社会的地位を有する者による詐欺、横領等の犯罪も発生している。

警察では、これらの金融・不良債権関連事犯、企業の経営等に係る違法事犯、証券取引事犯、財政侵害事犯その他国民の経済活動の健全性又は信頼性に重大な影響を及ぼすおそれのある犯罪の取締りを推進している。また、様々な投資名目で消費者等が被害に遭う詐欺事件等においては、被害者が多数・広域に及ぶ場合があることから、関係する都道府県警察が連携を図っている。

このような事案に対しては、対象となる企業等の財務実態の解明が不可欠であることから、都道府県警察においては、公認会計士や税理士等の専門的な知識を有する者を財務捜査官として採用し、その高度な技能を運用して事案の早期解明を図っている。

[bookmark: bb2z00500]　図表2-50　経済をめぐる不正事案の検挙事件数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-50　経済をめぐる不正事案の検挙事件数の推移（令和2年～令和6年）]


CASE

機械工具の販売加工等を事業目的とする会社の元代表取締役の男（69）らは、融資金名目で金銭をだまし取ろうと考え、同社が資金繰りに窮しているにもかかわらず、経営状態が良好であるかのように装い、内容虚偽の決算報告書を金融機関に提出して融資申込みを行い、令和4年12月から令和5年2月にかけて、2つの金融機関から合計11億円をだまし取った。令和6年6月から同年7月までに、同男ら3人を詐欺罪で逮捕した（警視庁）。




CASE

不動産販売業の男（33）らは、認知症である高齢者の心神耗弱に乗じて金銭をだまし取ろうと考え、同高齢者に不動産を共同所有とする不動産売買契約を締結させた上、令和5年6月、同男らが管理する口座に現金合計5,000万円を振込入金させた。令和6年6月、同男ら4人を準詐欺罪で逮捕した（警視庁）。




CASE

さいたま市PTA協議会の元会長である男（59）らは、令和4年4月、自己の用途に費消する目的で、同協議会のため預かり保管中の預金を現金出金するなどし、合計485万円を横領した。令和6年6月、同男ら3人を業務上横領罪で逮捕した（埼玉）。




CASE

弁護士の男（48）は、令和5年12月から令和6年1月にかけて、会社役員の男（51）らが詐欺の被害金回復等をうたい、弁護士でないのに報酬を得る目的で業として法律事務を取り扱った際、同男らに自らの弁護士名義を利用させた。同年6月から同年8月までに、弁護士の男ら13人を弁護士法違反（非弁護士との提携の禁止等）で逮捕した（警視庁）。









6　国民の健康を害する事犯への対策

（1）保健衛生事犯（注）対策

保健衛生事犯の検挙状況の推移は、図表2-51のとおりである。


注：薬事関係事犯（医薬品医療機器等法違反、薬剤師法違反等）、医事関係事犯（医師法違反、歯科医師法違反等）及び公衆衛生関係事犯（食品衛生法違反、狂犬病予防法違反等）



[bookmark: bb2z00510]　図表2-51　保健衛生事犯の検挙状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-51　保健衛生事犯の検挙状況の推移（令和2年～令和6年）]

警察では、厚生労働大臣の承認を受けていない医薬品を広告・販売するなどの医薬品医療機器等法違反、無資格で美容施術を行う美容師法違反等の国民の健康被害に直結する保健衛生事犯の取締りを行っている。


CASE

健康食品等製造販売会社役員の女（51）らは、同会社の業務に関し、薬局開設者及び医薬品販売業の許可を受けず、かつ、法定の除外事由がないのに、業として、令和4年12月から令和5年2月にかけて、医薬品を発送して販売するなどした。令和6年1月までに、同女ら2法人3人を医薬品医療機器等法違反（無許可販売等）で検挙した（神奈川）。



（2）食の安全に係る事犯（注）対策

食の安全に係る事犯の検挙状況の推移は、図表2-52のとおりである。


注：食品衛生関係事犯（食品衛生法違反等）及び食品の産地等偽装表示事犯（不正競争防止法違反等）



[bookmark: bb2z00520]　図表2-52　食の安全に係る事犯の検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-52　食の安全に係る事犯の検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]

警察では、食の安全に係る事犯の取締りを推進するとともに、関係機関との連携の強化に努めている。







7　良好な生活環境の保持

（1）風俗営業等の状況

警察では、風営適正化法に基づき、風俗営業等に対して必要な規制を行っている。

①　風俗営業の状況

風俗営業の許可数（営業所数）は、近年、継続的に減少している。

[bookmark: bb2z00530]　図表2-53　風俗営業の許可数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-53　風俗営業の許可数の推移（令和2年～令和6年）]

②　性風俗関連特殊営業の状況

性風俗関連特殊営業の状況についてみると、近年、店舗型性風俗特殊営業の届出数は、継続的に減少し、無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業の届出数は、継続的に増加している。

[bookmark: bb2z00540]　図表2-54　性風俗関連特殊営業の届出数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-54　性風俗関連特殊営業の届出数の推移（令和2年～令和6年）]

③　深夜酒類提供飲食店営業の状況

深夜酒類提供飲食店営業の届出数は、近年、継続的に減少している。

[bookmark: bb2z00550]　図表2-55　深夜酒類提供飲食店営業の届出数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-55　深夜酒類提供飲食店営業の届出数の推移（令和2年～令和6年）]

④　特定遊興飲食店営業の状況

特定遊興飲食店営業の許可数（営業所数）は、近年、継続的に増加している。

[bookmark: bb2z00560]　図表2-56　特定遊興飲食店営業の許可数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-56　特定遊興飲食店営業の許可数の推移（令和2年～令和6年）]

（2）売春事犯及び風俗関係事犯の現状

①　売春事犯

売春事犯の検挙件数及び検挙人員はいずれも増減を繰り返している。具体的には、SNS等を利用して、売春の周旋をする目的で、人を売春の相手方となるように誘引する事犯や、マッサージ店を仮装して、不特定多数の男性客を相手に売春をさせる事犯がみられる。

このほか、売春グループが、海外での売春を女性に勧めるといった事例もみられる。

[bookmark: bb2z00570]　図表2-57　売春防止法違反の検挙状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-57　売春防止法違反の検挙状況の推移（令和2年～令和6年）]


CASE

マッサージ店経営者の中国人の女（45）は、令和6年5月、同店従業員である中国人の女性を店に居住させ、不特定の男性客を相手に売春させることを業とした。同年8月までに、経営者の女を売春防止法違反（売春をさせる業）等で、従業員の女性を入管法違反（資格外活動）等で逮捕した（京都）。



②　風俗関係事犯

近年、風営適正化法による検挙件数は、おおむね減少傾向にある一方で、検挙人員はおおむね増加傾向にある。

また、わいせつ事犯に関しては、インターネットを利用して、わいせつな動画を販売する事犯やわいせつな画像情報が記録されたDVD等を販売する事犯がみられる。

さらに、賭博事犯に関しては、いわゆるオンラインカジノを利用した賭博事犯がみられるほか、店舗の内外に複数の監視カメラを設置する、見張り役の従業員を常時配置する、身分確認を行って常連客以外の客を排除するなど、警察の取締りから逃れるための対策が巧妙化している。

[bookmark: bb2z00580]　図表2-58　風営適正化法違反の検挙状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-58　風営適正化法違反の検挙状況の推移（令和2年～令和6年）]

[bookmark: bb2z00590]　図表2-59　わいせつ事犯の検挙状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-59　わいせつ事犯の検挙状況の推移（令和2年～令和6年）]

（3）人身取引事犯等への対策

①　人身取引事犯の検挙・保護の状況

警察では、令和4年に政府が策定した「人身取引対策行動計画2022」等に基づき、出入国在留管理庁等の関係機関と連携し、水際での取締りや悪質な雇用主、ブローカー等の取締りを強化し、被害者の早期保護及び人身取引（性的サービスや労働の強要等）の実態解明を図っている。また、関係国の大使館、被害者を支援する民間団体等と緊密な情報交換を行っているほか、被害者の早期保護のため、警察等に情報提供や被害申告をするよう呼び掛けるリーフレットを複数の言語で作成し、これをウェブサイトに掲示するとともに、関係機関等を通じて周知するなどの取組を行っている。

さらに、人身取引事犯の被害者等による警察への通報を促すため、SNSの広告配信を活用した広報を実施している。

令和6年中の人身取引事犯の検挙人員は57人であった。また、警察で保護した人身取引事犯の被害者は63人で、その国籍については、日本が約9割を占めており、日本人被害者の年齢は、18歳未満が約7割を占めていた。

[bookmark: bb2z00600]　図表2-60　人身取引事犯の検挙状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-60　人身取引事犯の検挙状況の推移（令和2年～令和6年）]

[bookmark: bb2z00610]　図表2-61　人身取引事犯の被害者の保護状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-61　人身取引事犯の被害者の保護状況の推移（令和2年～令和6年）]

[bookmark: bb2p00100]　[image: 人身取引事犯の被害者向けリーフレット]
人身取引事犯の被害者向けリーフレット

[bookmark: bb2p00110]　[image: SNSの広告配信を活用した人身取引対策の広報]
SNSの広告配信を活用した人身取引対策の広報


CASE

会社員の男（26）らは、令和5年12月から令和6年3月にかけて、知人女性を自己の管理する場所に居住させ、不特定の男性客を相手に売春させることを業とした。同年9月、同男らを売春防止法違反（売春をさせる業）で逮捕した（山梨）。



②　アダルトビデオ出演被害問題への対策

アダルトビデオ出演被害問題に対し、警察では、各都道府県警察で指定された統括責任者を中核として、各種法令を適用した厳正な取締り、被害防止のための広報啓発、相談体制の充実等を推進している。


CASE

アダルトビデオ制作販売会社役員の男（42）は、令和5年4月から同年6月にかけて、出演者の女性との間で性行為映像制作物の出演契約を締結しようとするに際し、あらかじめ、説明書面等を交付等しなかった。令和6年1月、同男をAV出演被害防止・救済法違反（説明書面等の不交付等）で逮捕した（長崎）。



（4）銃砲等及び刀剣類の適正管理と危険物対策

①　銃砲等及び刀剣類の適正管理

令和6年末現在、銃刀法に基づき、都道府県公安委員会から8万2,164人が、16万5,253丁の猟銃及び空気銃の所持許可を受けている。令和6年中、申請を不許可等とした件数は36件、所持許可を取り消した件数は32件であった。また、クロスボウにあっては、令和6年末現在、105人（前年比-9人）が159本（前年比-20本）の所持許可を受けている。令和6年中、申請を不許可等とした件数及び所持許可を取り消した件数はいずれも0件であった。さらに、猟銃等の事故及び盗難を防止するため、毎年検査を行うとともに、講習会等を通じて適正な取扱いや保管管理の徹底について指導を行っている。

令和6年6月、銃砲等の発射及び所持に関する罰則の強化、電磁石銃の所持の禁止に関する規定の整備、ライフル銃の範囲の拡大等を内容とする銃刀法の一部を改正する法律が成立し、令和7年3月1日までに全面施行された。警察では、この改正内容の広報啓発に努めるとともに、銃刀法を厳正に運用し、銃砲等及び刀剣類の所持許可の審査と行政処分を的確に行って不適格者の排除に努めるなど、銃砲等及び刀剣類による事件・事故の未然防止に努めている。

[bookmark: bb2z00620]　図表2-62　猟銃及び空気銃の許可所持者の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-62　猟銃及び空気銃の許可所持者の推移（令和2年～令和6年）]

[bookmark: bb2z00630]　図表2-63　猟銃及び空気銃の許可丁数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-63　猟銃及び空気銃の許可丁数の推移（令和2年～令和6年）]

[bookmark: bb2z00640]　図表2-64　猟銃等所持不適格者の排除状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-64　猟銃等所持不適格者の排除状況の推移（令和2年～令和6年）]

②　危険物対策

火薬類や特定病原体等、放射性物質といった危険物の運搬に当たっては、火薬類取締法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律等の規定に基づき、都道府県公安委員会にその旨を届け出ることとされている。

警察では、これらの危険物が安全に運搬されるよう、関係事業者に対して事前指導や指示等を行うとともに、これらの危険物の取扱場所への立入検査等により、その盗難、不正流出等の防止に努めている。

[bookmark: bb2z00650]　図表2-65　運搬届出・立入検査の状況（令和6年）
[image: 図表2-65　運搬届出・立入検査の状況（令和6年）]

（5）環境事犯対策

①　廃棄物事犯（注）

令和6年中の廃棄物事犯の検挙事件数の約5割を、廃棄物の不法投棄事犯が占めている。警察では、環境行政部局との人的な交流や情報交換を引き続き行うなどし、廃棄物事犯の早期発見・早期検挙に努めている。


注：廃棄物処理法違反に係る事犯



[bookmark: bb2z00660]　図表2-66　廃棄物事犯の検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-66　廃棄物事犯の検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]


CASE

会社役員の男（53）は、自社の土地等に保管している産業廃棄物である木くず、廃プラスチック類等を全量撤去し適正処理することを命じられたが、履行期限までにこれに従わなかった。令和6年9月、同男及び1法人を廃棄物処理法違反（改善命令違反）で検挙した（茨城）。



②　動物・鳥獣関係事犯（注1）

令和6年中の動物・鳥獣関係事犯の検挙事件数のうち、犬、猫等を殺傷するなどの動物虐待事犯（注2）は160事件（前年比-21事件）であり、前年と比べて減少した。また、違法に捕獲等した鳥獣を飼養するなどの鳥獣保護管理法違反や、希少動物を違法に取引するなどの種の保存法違反等も、引き続き検挙されている。


注1：鳥獣保護管理法違反等に係る事犯

注2：動物愛護管理法第44条に係る事犯



[bookmark: bb2z00670]　図表2-67　動物・鳥獣関係事犯の検挙状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-67　動物・鳥獣関係事犯の検挙状況の推移（平成27年～令和6年）]


CASE

元動物販売業の男（81）は、自身の管理する施設において、令和6年5月頃、飼養していた犬3頭を、ビニール袋等で密封したかごに閉じ込めるなどし、窒息させて、死亡させた。同年6月、同男を動物愛護管理法違反（愛護動物の殺傷）で逮捕した（埼玉）。



（6）探偵業の状況

令和6年中の探偵業法での検挙件数は3件、行政処分件数は34件（営業廃止0件、営業停止0件及び指示処分34件）であった。警察では、探偵業法に基づき、探偵業者（注）の業務実態を把握し、違法行為に対しては厳正に対処するとともに、業界団体と連携の下、研修会等を通じて、探偵業務の運営の適正化を図っている。


注：探偵業の届出数（営業所数）は7,098件（令和6年末現在）









第2節　犯罪捜査に関する取組

近年、犯罪の態様が多様化・複雑化する中、警察では、捜査活動の適正の確保に努めつつ、各種事件の捜査において様々な捜査手法や捜査技能を駆使し、被疑者の検挙や犯行の実態の解明に部門をまたいで取り組んでいる。

1　犯罪捜査に関する各種取組

（1）取調べの録音・録画に係る取組

令和元年（2019年）6月以降、逮捕又は勾留されている被疑者を裁判員裁判対象事件で取り調べる場合等においては、原則として、その全過程の録音・録画が義務付けられているほか、警察においては、逮捕又は勾留されている被疑者が知的障害、発達障害、精神障害等を有する場合の取調べ等においても、必要に応じて、録音・録画に努めることとしている。

警察では、制度の趣旨を踏まえた適正かつ効果的な取調べを推進している。

[bookmark: bb2z00680]　図表2-68　裁判員裁判対象事件等に係る取調べの録音・録画の実施件数の推移（平成27年度（2015年度）～令和6年度）
[image: 図表2-68　裁判員裁判対象事件等に係る取調べの録音・録画の実施件数の推移（平成27年度（2015年度）～令和6年度）]

[bookmark: bb2z00690]　図表2-69　精神に障害を有する被疑者に係る取調べの録音・録画の実施件数の推移（平成27年度～令和6年度）
[image: 図表2-69　精神に障害を有する被疑者に係る取調べの録音・録画の実施件数の推移（平成27年度～令和6年度）]

（2）通信傍受の有効かつ適正な実施

通信傍受は、他の捜査手法のみでは困難な組織的犯罪の全容解明や真に摘発すべき犯罪組織中枢の検挙に有用な捜査手法であることから、警察では、引き続き通信傍受法の定める厳格な要件・手続に従いつつ、通信傍受の有効かつ適正な実施に努めていくこととしている。なお、令和6年中は、19事件について通信傍受を実施し、99人を逮捕した。

（3）初動捜査における客観証拠の収集

事件発生時には、迅速・的確な初動捜査を行い、犯人を現場やその周辺で逮捕し、又は現場の証拠物や目撃者の証言等を確保することが、犯人の特定や犯罪の立証、更には事件の連続発生の防止のために極めて重要である。都道府県警察では、機動的な初動捜査を行うため、機動捜査隊、機動鑑識隊（班）、現場科学検査班等を設置し、事件発生後、これらの部隊等が直ちに現場に臨場して迅速な客観証拠等の収集を徹底している。

[bookmark: bb2z00700]　図表2-70　初動捜査態勢の整備と鑑識活動の徹底
[image: 図表2-70　初動捜査態勢の整備と鑑識活動の徹底]

（4）国民からの情報提供の促進

警察では、犯罪捜査に不可欠な国民の理解と協力を得るために、国民に対し、都道府県警察等のウェブサイトやSNSをはじめとする様々な媒体を活用して、聞き込み捜査に対する協力、事件に関する情報の提供等を広く呼び掛けている。また、必要に応じ、被疑者の発見、検挙及び犯罪の再発防止を目的として、被疑者の氏名、画像、映像等を公表することにより、積極的に国民の協力を求める公開捜査を行っている。

さらに、警察庁では、平成19年度から、広く国民から重要凶悪犯罪等の被疑者検挙に資する情報の提供を受けるため、公的懸賞金制度である捜査特別報奨金制度を導入し、警察庁ウェブサイト等で対象となる事件等について広報している（注）。


注：https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/reward/index.html
[image: QRコード　捜査特別報奨金制度]



（5）犯罪死の見逃し防止への取組

警察が取り扱った死体数（注）は、令和6年中は20万4,184体であった。


注：交通関係及び東日本大震災による死者を除く。



[bookmark: bb2z00710]　図表2-71　死体取扱数及び検視官の臨場率の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-71　死体取扱数及び検視官の臨場率の推移（平成27年～令和6年）]

警察では、適正な死体取扱業務を推進して犯罪死の見逃しを防止するため、検視官（注）を現場に臨場させるとともに、死体取扱業務に携わる警察官に対する教育・訓練の充実を図っている。


注：原則として、刑事部門における10年以上の捜査経験又は捜査幹部として4年以上の強行犯捜査等の経験を有する警視の階級にある警察官で、警察大学校における法医専門研究科を修了した者から任用される死体取扱業務の専門家



[bookmark: bb2p00120]　[image: 警察官に対する教育・訓練の状況（死体は模擬）]
警察官に対する教育・訓練の状況（死体は模擬）

また、体液又は尿中の薬毒物の有無を確認することができる簡易検査キットや、現場の映像等を送信して検視官によるリアルタイムの確認等を可能とする映像伝送装置の整備・活用も行っている。

これらの資機材を効果的に活用することに加え、CT、MRI等による死亡時画像診断も積極的に活用しながら、死因・身元調査法に基づく調査、検査等の措置を的確に実施するとともに、必要な解剖を確実に実施するよう努めている。

（6）緻密かつ適正な捜査の徹底

警察では、被疑者を検挙し、事案の真相を明らかにするため、法と証拠に基づく緻密かつ適正な捜査の徹底を図っている。

①　的確な捜査指揮・管理の徹底

警察では、取調べに過度に依存することのない適正な捜査を推進するため、事件の全容を把握した上での適切な捜査方針の樹立、事件の性質に応じた組織的捜査の推進等、捜査幹部による的確な捜査指揮に努めている。

このため、捜査幹部や捜査実務を担う捜査員に対し、客観証拠の確実な収集、証拠の価値の適正な評価、先入観を排した裏付け捜査の徹底等について指導を行っているほか、警察庁や都道府県警察本部による巡回業務指導等を警察署において実施し、証拠品や捜査書類の管理をはじめとする捜査管理に関する指導を継続的に行っている。

②　教育・訓練の実施

警察では、警察官の採用時や昇任時の機会を捉えて適正捜査に関する入念な指導教育を行っているほか、警察大学校、管区警察学校等において適正捜査をテーマとした専門的な教育や訓練を行うなど、個々の捜査員に至るまで、適正捜査が徹底されるよう、教育・訓練を充実させている。

③　適正な取調べの徹底

警察では、「警察捜査における取調べ適正化指針」（注）に基づく取調べの一層の適正化のための各種施策を推進している。

その一環として、警察大学校、管区警察学校等において、捜査員の適正な取調べについての見識の醸成、取調べの具体的手法の習得等を図っているほか、熟練した捜査員等による技能指導を行うなど、若手捜査員の取調べ技能の向上に努めている。

また、平成21年4月以降、取調べの一層の適正化に資するため、警察庁及び都道府県警察本部の総務又は警務部門に設置された被疑者取調べの監督業務を担当する所属の職員が、取調べの状況の確認、調査等必要な措置を行っている。


注：平成19年11月、警察捜査における取調べの一層の適正化を推進するため、国家公安委員会によって決定された「警察捜査における取調べの適正化について」に基づき、警察庁において、警察が当面取り組むべき施策を取りまとめたもの



[bookmark: bb2p00130]　[image: 取調べを想定した教育・訓練]
取調べを想定した教育・訓練


MEMO　刑事手続における情報通信技術の活用

令和7年5月、書類の電子データ化・発受のオンライン化等を内容とする、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立した。

令状請求、送致等の刑事手続において情報通信技術を活用することは、捜査の効率化・迅速化を通じた安全・安心な社会の実現等に資するものであり、警察庁では、令和8年度中に新たなシステムを利用した運用を一部開始することを目指し、関係機関と連携しつつ、高い情報セキュリティを備えたIT基盤の整備に向けた検討を進めている。

[bookmark: bb2z00720]　図表2-72　捜査段階における情報通信技術の活用のイメージ
[image: 図表2-72　捜査段階における情報通信技術の活用のイメージ]



（7）捜査技能の伝承

近年、捜査の現場における世代交代が進んでいる中、特に地域の治安に責任を持つ警察署においては、捜査経験が豊富な捜査員が減少しており、犯罪の捜査に必要不可欠な捜査技能の伝承が課題となっている。

従来、捜査技能については、先輩や上司のやり方を見習わせ、実際に何度も経験させてみるなど、捜査経験が豊富な捜査員と共同して捜査に当たるオンザジョブトレーニングの方法により伝承されてきたが、警察捜査において新たな捜査手法や最先端の科学技術を活用した捜査が必要となっていることや、捜査員の世代交代が急速に進んでいることなどから、従来の方法のみでは捜査技能の伝承が困難となっている。

警察では、犯罪の捜査に必要不可欠な捜査技能が体系的に伝承されるようにするとともに、新たな捜査手法等の習得にも万全を期するため、各種取組を進めている。

①　将来の警察組織を担うにふさわしい刑事捜査員等の育成

新たな捜査手法や最先端の科学技術を活用した捜査は、全ての捜査員が実際の事件で経験することができるわけではない。他方、こうした捜査手法等が必要となる事件は、時間や場所を問わず発生し得るものである。警察では、各捜査員の捜査技能の更なる向上を図るため、様々な教育・訓練の場において、仮想の事件の模擬的な捜査を通じて、防犯カメラ画像、DNA型鑑定資料等の客観証拠の収集方法を含む様々な捜査手法を体験させるなどしている。

[bookmark: bb2p00140]　[image: 指導状況（指掌紋の採取）]
指導状況（指掌紋の採取）

[bookmark: bb2p00150]　[image: 指導状況（足跡の採取）]
指導状況（足跡の採取）

②　警察庁指定広域技能指導官制度

警察庁では、平成6年から警察庁指定広域技能指導官制度の運用を開始し、卓越した専門技能又は知識を有する警察職員を警察庁長官が指定し、その職員を警察全体の財産として、都道府県警察の枠を越えて広域的に指導官として活用している。

令和7年4月15日現在、全国警察において、236人の警察職員が情報分析、強行犯捜査、性犯罪捜査、窃盗犯捜査、薬物事犯捜査、鑑識等の各分野（注）で広域技能指導官に指定され、各都道府県警察職員に対して警察活動上必要な助言や実践的指導を行うとともに、警察大学校、管区警察学校等において講義を実施している。


注：このほか、職務質問、交通鑑識、警衛・警護等の様々な分野において広域技能指導官を活用している。



（8）犯罪インフラ対策の推進

①　携帯電話対策

携帯音声通信事業者に対して偽造した本人確認書類を提示したり、本人確認書類に記載された者になりすましたりして契約するなどの方法で、不正に取得された架空・他人名義の携帯電話が悪用される事例が確認されている。

警察では、不正に取得された携帯電話について、携帯電話不正利用防止法に基づく役務提供拒否がなされるよう携帯音声通信事業者に情報提供を行うなどの対策を推進している。

[bookmark: bb2z00730]　図表2-73　役務提供拒否に係る情報提供の流れ
[image: 図表2-73　役務提供拒否に係る情報提供の流れ]

②　固定電話対策

電話転送の仕組み（注1）を悪用して、犯行グループからの電話を「03-××-××」などの固定電話からのものであるかのように偽装する事例がみられたことから、令和元年9月以降、特殊詐欺に利用された電話番号を、警察の要請に基づき電気通信事業者が利用停止等する仕組みを運用しているほか、複数回にわたって要請がなされた契約者に対する新規番号の提供を拒否するよう、電気通信事業者に要請するなどの対策を講じている。

また、犯行グループに繰り返し電話番号を供給する悪質な事業者が確認されたことから、令和5年7月、悪質な事業者が保有する全ての「在庫番号」につき、既に顧客に対して提供されたものを含め、その利用を一括して停止する仕組みが導入された。

警察による利用停止の要請に基づき、令和6年末までに1万3,972件の利用停止、14事業者1万3,396番号について在庫番号の一括停止が実施されている。

さらに、警察庁では、電気通信事業者関連団体が電話サービス提供事業者向けの新たな優良事業者認定制度を運用するために設立した電話事業者認証機構（ETOC（注2））とも連携し、悪質な電気通信事業者の新規参入防止や排除のための取組を推進している。


注1：電話転送サービス事業者が電気通信事業者から提供を受けた固定電話番号を顧客に貸し出し、その電話番号に係る通話を顧客やその通話相手の電話番号等に自動的に転送する仕組み

注2：Elite Telecom Operator Certification bodyの略。5つの電気通信事業者団体が共同で設立。サービス品質、セキュリティ対策・犯罪利用防止対策等の善良な通信事業者としての基準を制定し、この基準を満たす日本国内の電話番号を取引する事業者に対して認証マークを付与するなど、通信業界全体でサービスの品質向上・電話市場の健全化を目的とする。



[bookmark: bb2z00740]　図表2-74　固定電話対策の流れ
[image: 図表2-74　固定電話対策の流れ]

③　特定IP電話対策

特定IP電話番号（050IP電話番号）が特殊詐欺の犯行に悪用される事例が多くみられたことに鑑み、令和3年11月、特殊詐欺に利用された固定電話番号を電気通信事業者が利用停止等する仕組みの対象に、特定IP電話番号が追加された。

警察による利用停止の要請に基づき、令和6年末までに1万1,588件の利用停止が実施されている。

④　国際電話対策

令和5年7月以降、国際電話番号を利用した特殊詐欺が急増した。警察では、国際電話番号からの発着信が見込まれない契約者等に対して、「国際電話不取扱受付センター（注）」の周知及び確実な申込みの促進に向けた取組を行い、特殊詐欺被害の予防に努めている。


注：国際電話利用契約の利用休止の申込みをすることで、継続的に固定電話における国際電話番号からの発着信を拒否することができる。









2　科学技術の活用

客観証拠による的確な立証を図り、犯罪の悪質化・巧妙化等に対応するため、警察では、犯罪捜査において、DNA型鑑定、プロファイリング等の科学技術の活用を推進している。

また、DNA型鑑定等のうち、特に高度な専門的知識・技術が必要となるものについては、都道府県警察からの依頼により、警察庁の科学警察研究所において実施している。

（1）DNA型鑑定

DNA型鑑定とは、ヒト身体組織の細胞内に存在するDNA（デオキシリボ核酸）（注）の塩基配列を分析することによって、個人を高い精度で識別する鑑定法である。


注：細胞核に存在する23対46本の染色体を構成する物質の一つで、長いらせんのはしご状（二重らせん）の構造をしている。



①　警察におけるDNA型鑑定

警察で行っているDNA型鑑定は、主に、STR型検査法と呼ばれるもので、STRと呼ばれる特徴的な塩基配列の繰り返し回数に個人差があることを利用し、個人を識別する検査法である（注）。


注：塩基の繰り返し配列について、その反復回数を調べて、その繰り返し回数を「型」として表記して個人識別を行う。



[bookmark: bb2z00750]　図表2-75　警察におけるDNA型鑑定の概要
[image: 図表2-75　警察におけるDNA型鑑定の概要]

②　DNA型鑑定の犯罪捜査への活用

DNA型鑑定の実施件数の推移は、図表2-76のとおりであり、殺人事件等の凶悪事件のほか、窃盗事件等の身近な犯罪の捜査にも活用されている。

[bookmark: bb2z00760]　図表2-76　DNA型鑑定実施件数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-76　DNA型鑑定実施件数の推移（令和2年～令和6年）]

また、警察では、被疑者から採取した資料から作成した被疑者DNA型記録及び犯人が犯罪現場等に遺留したと認められる資料から作成した遺留DNA型記録をデータベースに登録し、未解決事件の捜査をはじめとする様々な事件の捜査において犯人の割り出しや余罪の確認等に活用している。

[bookmark: bb2z00770]　図表2-77　DNA型データベースの運用状況（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-77　DNA型データベースの運用状況（令和2年～令和6年）]

③　身元確認のためのDNA型鑑定の活用

警察では、身元不明死体の身元確認及び特異行方不明者（注）の速やかな発見に活用するため、身元不明死体に関する資料から作成した変死者等DNA型記録及び死体DNA型記録並びに特異行方不明者本人、その実子、実父又は実母に関する資料から作成した特異行方不明者等DNA型記録をデータベースに登録している。


注：犯罪や事故等に巻き込まれ、生命又は身体に危険が生じているおそれ等のある行方不明者



[bookmark: bb2z00780]　図表2-78　身元確認のためのDNA型データベースの活用
[image: 図表2-78　身元確認のためのDNA型データベースの活用]

（2）デジタル・フォレンジック（注）

警察では、デジタル・フォレンジックを活用し、電子機器等から電磁的記録を抽出した上で、文字や画像等の人が認識できる形に変換するという電磁的記録の解析を行っている。

また、近年、新たな電子機器や情報通信サービスが次々と登場し、電磁的記録の解析が一層困難になる中で、最新の技術を有する民間企業や研究機関との技術協力を推進し、技術情報を継続的に収集するとともに、国内外の関係機関・団体等との連携を強化し、電磁的記録の解析に係るノウハウや技術の蓄積に努めている。


注：15頁参照（特集）



（3）指掌紋自動識別システム

指掌紋は、「万人不同」かつ「終生不変」の特性を有し、個人を識別するための資料として極めて有用であることから、明治44年（1911年）に警視庁において指紋制度が導入されて以来、現在に至るまで、犯罪の捜査に欠かせないものになっている。

警察では、被疑者から採取した指掌紋と犯人が犯罪現場等に遺留したと認められる指掌紋をデータベースに登録して自動照合を行う、指掌紋自動識別システムを運用し、犯人の割り出し、余罪の確認等に活用している。

[bookmark: bb2p00160]　[image: 被疑者の指掌紋の採取状況（被疑者は模擬）]
被疑者の指掌紋の採取状況（被疑者は模擬）

（4）高度な画像分析等

①　防犯カメラ画像等の解析

防犯カメラ画像等の分析結果から被疑者の検挙に結び付いた事例は年々増加傾向にあり、その重要性は年々増している。

一方、警察で収集した防犯カメラ画像等は、録画装置の性能や撮影条件等により画像が不鮮明な場合があり、分析に支障を来すことがあるため、警察では、画像を鮮明化するための技術開発を進めており、これらの技術を駆使して防犯カメラ画像等の解析を行い、犯人の特定や追跡等に役立てている。

[bookmark: bb2z00790]　図表2-79　画像の鮮明化技術（注）
[image: 図表2-79　画像の鮮明化技術]

また、防犯カメラが設置されていない場所においても、通行車両のドライブレコーダーの画像を収集・解析することにより、被疑者の特定等に活用している。

[bookmark: bb2z00800]　図表2-80　警察の検挙件数のうち、主たる被疑者を特定した警察活動が「防犯カメラ画像等」であった割合の推移（平成28年～令和6年）
[image: 図表2-80　警察の検挙件数のうち、主たる被疑者を特定した警察活動が「防犯カメラ画像等」であった割合の推移（平成28年～令和6年）]

②　自転車画像解析による分析

自転車画像解析とは、防犯カメラ等に映り込んだ被疑者の自転車の部品の特徴やその組合せ等から車種を特定するとともに、破損箇所やカスタム状況等の車体固有の特徴を踏まえ、犯行に使用された自転車を推定する捜査手法である。

[bookmark: bb2z00810]　図表2-81　自転車画像解析
[image: 図表2-81　自転車画像解析]


CASE

令和6年5月、東京都内の路上において、深夜に通行中の20代女性がわいせつな行為をされる事件が発生したことから、自転車画像解析により、防犯カメラ画像に写った犯人の使用する自転車モデルを特定し、犯人の自転車を発見した。所要の裏付け捜査の結果、同年6月に会社役員の男（38）を不同意性交等罪で逮捕した（警視庁）。



③　自動車等の車種推定による分析

車種推定とは、防犯カメラ等に映り込んだ犯行に使用された自動車等のパーツの特徴等に着目して車名や型式の推定を行い、被疑者の特定に結び付ける捜査手法であり、全国警察で広く活用されている。

[bookmark: bb2z00820]　図表2-82　車種推定分析
[image: 図表2-82　車種推定分析]

（5）自動車ナンバー自動読取システム

自動車盗をはじめとする多くの犯罪では、犯行や逃走に自動車が悪用されていることから、被疑者の早期検挙を果たすためには、車両ナンバーに基づいて当該車両の発見・捕捉をすることが効果的である。このため、警察庁では、通過する自動車のナンバーを自動的に読み取り、手配車両のナンバーと照合する、自動車ナンバー自動読取システムの整備に努めている。

（6）犯罪関連情報の総合的な分析

①　被疑者間の関係性分析のための資機材を活用した分析

警察では、犯罪の取締りのため、スマートフォン等を解析して収集した通話履歴等の情報を基に、被疑者間の関係性を分析し、事件の早期解決に努めている。犯罪グループが匿名性の高い通信アプリ等を悪用している実態を踏まえ、今後、更に多様化する通信方法にも対応できるよう機能強化した資機材を活用することとしている。

②　警察共通基盤（注）を活用した分析

警察では、従来のシステムが集約・統合された警察共通基盤を運用し、様々な犯罪関連情報の一元的な管理と統合的な分析を行っている。警察共通基盤では、犯罪発生状況のほか、犯罪手口、犯罪統計等の犯罪関連情報を地図上に表示し、その他の様々な情報とも組み合わせることで、犯罪の発生場所、時間帯、被疑者の特徴等を推定することが可能であり、警察共通基盤を活用した的確な捜査指揮や効率的な捜査の支援を行うことで、事件解決に役立てている。


注：227頁参照（第7章）



（7）プロファイリング

プロファイリングとは、犯行現場の状況、犯行の手段、被害者等に関する情報や資料を、統計データや心理学的手法等を用い、分析・評価をすることにより、犯行の連続性の推定、犯人の年齢層、生活様式、職業、前歴、居住地等の推定や次回の犯行の予測を行うものであり、例えば、連続して発生している性犯罪、窃盗、放火、通り魔事件等、犯行状況に関する情報量の多い事件や犯人の行動の特徴がつかみやすい事件において特に効果が期待される（注）。


注：我が国では、平成6年に科学警察研究所においてプロファイリングに関する研究が開始され、平成12年には北海道警察が都道府県警察として初めて特異犯罪分析班を設置した。警察庁においては、平成18年に情報分析支援室が設置され、プロファイリングを担当することとなり、平成26年には、体制を充実させ、捜査支援分析管理官が設置された。それ以降、都道府県警察においても体制の整備を進めている。




CASE

令和5年8月から、北海道内の美容室や飲食店等を対象に、約30件に及ぶ連続窃盗事件が発生していたことから、プロファイリングを実施した。

犯行現場の状況や犯行の手段等から犯人像を推定し、犯行分布や対象店舗の選択傾向等から、今後被害に遭う可能性の高い地域と店舗を予測し、同予測に基づいて警戒していたところ、令和6年1月に、予測していた地域に存在する店舗で被害が発生、犯人の使用車両が判明した。所要の裏付け捜査の結果、同年2月に無職の男（39）を建造物侵入罪及び窃盗未遂罪で逮捕した（北海道）。









第3節　地域住民の安全安心確保のための取組

1　交番・駐在所の活動

交番・駐在所では、パトロールや巡回連絡等の様々な活動を通じて、地域住民の意見・要望等に応えるべく、管轄する地域の実態を把握し、その実態に即した活動を行っている。また、昼夜を分かたず常に警戒体制を保ち、様々な警察事象に即応する活動を行うことにより、地域住民の安全と安心のよりどころとなり、国民の身近な不安を解消する機能を果たしている。

令和7年（2025年）4月1日現在、全国に交番は6,145か所、駐在所は5,852か所設置されている。

（1）パトロール、立番等

①　パトロール、立番等による警戒

地域警察官は、事件・事故の発生を未然に防ぐとともに、犯罪を取り締まるため、犯罪の多発する時間帯・地域に重点を置いたパトロールを行っている。パトロールに当たっては、不審者に対する職務質問、危険箇所の把握、犯罪多発地域の家庭や事業者に対する防犯指導、パトロールカード（注）による情報提供等を行っている。

また、交番の施設の外に立って警戒に当たる立番や、駅、繁華街等の人が多く集まる場所や犯罪が多発している場所において、一定の時間警戒する駐留警戒等を行っている。


注：パトロール中に気付いた防犯上の注意事項を伝えたり、空き巣等の被害者にパトロールを行っていることを知らせて安心してもらったりすることなどを目的として、地域警察官が管内の地域住民に配布するもので、交番名やパトロールを行った日時等が記載されている。



[bookmark: bb2p00170]　[image: 立番]
立番


CASE

富山県警察では、多数の登山者でにぎわう山岳地帯において、山岳警備隊員らが、移動交番車を積極的に配置してパトロール等を行い、通行する登山者の装備の携行状況や登山計画を確認し指導するなど、山岳遭難を防止するための活動を行っている。

[bookmark: bb2p00180]　[image: 移動交番車の活用]
移動交番車の活用



②　職務執行力の強化

警察では、地域警察官の職務執行力を強化するため、職務質問、書類作成等の能力の向上を目的とした研修・訓練を実施するとともに、卓越した職務質問の技能を有する者を選抜して、警察庁指定広域技能指導官又は都道府県警察の職務質問技能指導官等として指定し、実戦的な指導等を通じて地域警察官全体の職務質問技能の向上に努めている。

令和6年中の地域警察官による刑法犯検挙人員は11万8,093人と、警察による刑法犯の総検挙人員の61.6％を占めている。


MEMO　交番等の安全確保に向けた取組

交番等勤務員に対する襲撃事件の発生等を受け、警察では、装備資機材の高機能化、複数勤務体制の推進及び実戦的な訓練の実施に加え、防犯カメラの設置等により、交番等のセキュリティを強化するなど、交番等の安全確保に向けた取組を推進している。

[bookmark: bb2p00190]　[image: セキュリティを強化した交番]
セキュリティを強化した交番



③　交番相談員の活用

令和7年4月1日現在、全国で約6,100人の交番相談員が配置されている。交番相談員は、警察官の身分を有しない非常勤の職員であり、地域住民の意見・要望等の聴取、拾得物・遺失届の受理、被害届の代書及び預かり、事件・事故発生時の警察官への連絡、地理案内等の業務に従事しており、その多くは、警察業務に関する知識や経験を有する退職警察官である。

（2）地域住民と連携した活動

①　巡回連絡

地域警察官は、担当する地域の家庭、事業所等を訪問し、犯罪や事故の防止等、地域住民の安全で平穏な生活を確保するために必要な事項の指導・連絡や、地域住民からの意見・要望等の聴取を行う巡回連絡を行っている。

[bookmark: bb2p00200]　[image: 巡回連絡]
巡回連絡


CASE

茨城県警察では、高齢者の安全を確保するため、令和5年6月から令和6年5月までの間、巡回連絡の機会にデータを示しながら具体的な防犯指導を行うなど総合的な対策を推進したところ、県下において信号機のない横断歩道における交通死亡・重傷事故の発生件数が取組を開始する前の令和4年6月から令和5年5月までの期間と比較して半減したほか、特殊詐欺や住宅への侵入窃盗の認知件数についても同期間と比較して減少した。



②　交番・駐在所連絡協議会

令和7年4月1日現在、全国の交番・駐在所に約1万1,100の交番・駐在所連絡協議会が設置されている。そこでは、地域警察官が、地域住民と地域の治安に関する問題について協議したり、地域住民の警察に対する意見・要望等を把握したりすることにより、地域社会と協力して事件・事故の防止等を図っている。

（3）交番等における外国人への対応

①　機器等の整備及び活用

警察では、日本語を解さない外国人が各種届出等のために交番等を訪れた場合に、意思の伝達や手続を円滑に行うことができるよう、翻訳機能を備えた機器や外国語を併記した遺失届等の各種届出関係書類等の整備及び活用を図っている。

②　電話通訳の活用

警察では、外国人への対応のため通訳が必要となった場合、携帯型端末を利用するなどして電話通訳を行い、外国人との迅速・的確な意思の疎通を図っている。また、地域警察官に対し、電話通訳を行う手順や通訳を介した事情聴取の要領等に関する訓練を行っている。

（4）遺失物の取扱い

警察では、拾得物を速やかに遺失者に返還するため、拾得物・遺失届の受理業務を行っている。令和6年中に届出のあった拾得物は、特例施設占有者保管分（注）を含め約3,128万点に上っている。

なお、警察に提出された拾得物のうち、通貨については約157億円が、物品については約1,141万点が遺失者に返還されている。


注：一定の公共交通機関又は都道府県公安委員会が指定した施設占有者（特例施設占有者）は、拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、その物件を自ら保管することができる。



[bookmark: bb2z00830]　図表2-83　拾得物・遺失届の取扱い状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-83　拾得物・遺失届の取扱い状況の推移（令和2年～令和6年）]

[bookmark: bb2z00840]　図表2-84　遺失物の取扱いの流れ
[image: 図表2-84　遺失物の取扱いの流れ]


MEMO　遺失物関係手続のオンライン化

警察庁では、遺失物関係手続をオンラインで行うための新たなシステムを構築し、令和5年3月から運用を開始している。このシステムでは、遺失届の提出、拾得物情報の全国一括検索や拾得物を取り扱う施設占有者が警察署長に提出する各種書類の提出が可能となっている。

令和7年3月現在、30府県警察（注）においてこのシステムを運用しており、今後、対象となる都道府県警察を順次拡大し、令和8年度末までに全国に展開する予定である。


注：青森、宮城、秋田、山形、茨城、群馬、埼玉、新潟、山梨、長野、石川、福井、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、徳島、高知、福岡、長崎、大分、宮崎、鹿児島及び沖縄の30府県警察



[bookmark: bb2p00210]　[image: 警察国民向けポータル]
警察国民向けポータル（注）


注：https://lostproperty.pcf.npa.go.jp/ZDSERVFP/SZDSA0101
[image: QRコード　警察国民向けポータル]











2　事件・事故への即応

交番、駐在所等の警察官は、事件、事故等が発生した際、直ちに現場に向かい、初動措置をとっている。警察では、警察官が迅速に現場に駆け付けられるよう、110番通報の受理や警察署等への指令を行うシステムを整備するとともに、パトカー等の活用による機動力の強化に努めている。

（1）110番通報

令和6年中の110番通報受理件数（注1）は、約1,060万件であり、約3.0秒に1回、国民約11人に1人から通報を受理したことになる。また、携帯電話等の移動電話からの110番通報が77.6％を占めた。

警察では、110番通報の適切な利用の促進のため、事件・事故等の緊急の対応を必要とする場合にはためらわずに110番通報を利用する一方、緊急の対応を必要としない相談等の通報については「＃（シャープ）9110」番（注2）や各種相談電話を利用するよう呼び掛けている。


注1：無応答、いたずら、かけ間違い等は計上していない。

注2：97頁参照



[bookmark: bb2z00850]　図表2-85　110番通報受理件数の推移（平成27年（2015年）～令和6年）
[image: 図表2-85　110番通報受理件数の推移（平成27年（2015年）～令和6年）]

（2）110番通報への対応

①　通信指令システム

110番通報に迅速かつ的確に対応するため、都道府県警察には通信指令室が設けられている。110番通報を受理した通信指令室では、直ちに通報内容を警察署等に伝え、地域警察官を現場に急行させるとともに、必要に応じて緊急配備（注）の発令等を行っている。令和6年中の緊急配備の発令件数は、前年と比べ240件（5.0％）減少し、4,559件となった。

警察では、携帯電話等からの110番通報に的確に対応するため、携帯電話等で110番通報がされた際に、音声通話と同時に発信者の位置情報が通知されるシステム（位置情報通知システム）を全都道府県警察において運用するなど、通信指令システムの高度化を図っている。


注：重要事件等が発生した際に、迅速に被疑者を検挙するため、警戒員を配置して行う検問、張り込み等



②　聴覚障害者等からの110番通報への対応

警察では、聴覚障害者等、音声による110番通報が困難な方が、スマートフォン等を利用して、文字や画像で警察に通報できる「110番アプリシステム」を整備し、各都道府県警察において運用している。

③　外国語による110番通報への対応

警察では、外国語に通じた警察官を通信指令室に配置するほか、通訳センター等の警察職員を含めた三者通話を行うなどして、日本語を解さない外国人からの110番通報に対応している。

④　110番映像通報システム

警察では、110番通報に対し、より迅速かつ的確に対応するとともに、事情聴取に伴う通報者の負担軽減を図るため、全国の都道府県警察において110番映像通報システムを運用している。

[bookmark: bb2z00860]　図表2-86　110番映像通報システムの使用方法イメージ
[image: 図表2-86　110番映像通報システムの使用方法イメージ]

110番映像通報システムは、令和6年中、全国の都道府県警察において7,376件使用され、事件・事故等に対する初動警察活動に活用された。


CASE

令和6年8月、「娘が店内で体を触られた」旨の通報を受け、110番通報システムを通じて通報者から送信を受けた被疑者の画像を警察官が確認したところ、別事件の関係者として把握していた男（22）と特徴が酷似していたため、同男の自宅に赴き事情聴取した結果、犯行を認めたことなどから、同男を迷惑行為防止条例違反（痴漢）で逮捕した（群馬）。



⑤　PIII（注）等を活用した初動警察活動

警察では、PIII端末等の活用により、通信指令室で受理した110番通報の内容、各種事案の現場で撮影した画像・映像、GPSで測位された警察官の位置等の情報を、警察本部、警察署及び現場の警察官が組織的に共有し、的確な初動警察活動に当たっている。


注：226頁参照（第7章）



（3）初動警察活動の強化

①　通信指令を担う人材の育成強化

警察では、110番通報の受理、指令及び無線報告の技能等を競う全国通信指令・無線通話技能競技会の開催、通信指令の知識・技能に関する検定制度の運用、卓越した通信指令の技能を有する者として選抜された警察庁指定広域技能指導官や都道府県警察の技能指導官等による実戦的な指導等を通じ、組織的な人材育成に努めている。

②　実戦的な訓練の実施

警察では、事案対応能力の更なる強化を図るため、無差別殺傷事件その他の重大事案の発生を想定した実戦的な訓練を継続的に実施している。

（4）鉄道警察隊の活動

鉄道警察隊は、鉄道事業者等と連携し、警乗（注）、駅等の鉄道施設及びその周辺のパトロールや警戒警備等を実施している。


注：列車内における公安の維持を図るため、警察官が列車に乗務して、列車内における犯罪の予防、被疑者の検挙、事故の防止等に当たること



[bookmark: bb2p00220]　[image: 警乗]
警乗

また、警察では、近年、列車内での殺傷事件が相次いで発生したことを踏まえ、鉄道事業者との連携を一層密にしつつ、効果的な警乗の実施、不審者に対する積極的な職務質問の実施、大規模駅施設等への警戒強化等の取組を実施している。


CASE

令和6年12月、京都府警察は、鉄道事業者等と共に、駅構内において、刃物を携帯する強盗事件の被疑者を制圧するための訓練を実施した。

[bookmark: bb2p00230]　[image: 被疑者制圧の合同訓練]
被疑者制圧の合同訓練



（5）パトカーの活用

警察では、全国の警察本部や警察署に配備したパトカーを活用して、管内のパトロールを行うとともに、事件・事故等の発生時における初動措置をとっている。


CASE

令和6年2月、パトカーで警ら中、ビジネスマン風の挙動不審な男（30）を発見したことから、職務質問を行ったところ、特殊詐欺事案への関わりについて自供した。その頃、現場付近を警ら中の別のパトカー勤務員が、「息子が不祥事を起こしたので、これから弁護士にお金を渡す」旨申し立てる高齢者を発見したことから、更に捜査を進めたところ、同男が弁護士事務所の者になりすまし現金を交付させる、特殊詐欺グループの「受け子」であることが判明したため、同男を詐欺罪で逮捕した（千葉）。



（6）警察用航空機（ヘリコプター）（注）及び警察用船舶の活用

警察では、ヘリコプターテレビシステムやホイスト救助装置等の様々な資機材が装備された警察用航空機（ヘリコプター）及び水難者救助用の各種資器材が装備された警察用船舶を全国に配備しており、通信指令室やパトカーと連携し、その機動力を生かしたパトロール等を行っている。


注：217頁参照（第6章）



（7）山岳遭難及び水難に対する警察活動

令和6年中の山岳遭難の発生件数は2,946件、遭難者数は3,357人（うち死者・行方不明者は300人）であり、水難の発生件数は1,534件、水難者数は1,752人（うち死者・行方不明者は815人）であった。

警察では、パトロール、広報啓発活動等により遭難の防止を図るとともに、遭難救助訓練や研修会の開催により救助技術の向上を図っているほか、遭難が発生した際には、関係機関・団体等と連携の上、警察用航空機を活用するなどして、遭難者の捜索救助に当たっている。

[bookmark: bb2p00240]　[image: 山岳における救助訓練]
山岳における救助訓練

[bookmark: bb2z00870]　図表2-87　山岳遭難及び水難の発生件数の推移（令和2年～令和6年）
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3　相談業務の充実強化

（1）相談取扱いの現状

相談取扱件数の推移については、図表2-88のとおりである。令和6年中の相談取扱件数は265万9,700件と、前年より6万3,512件（2.4％）増加した。

[bookmark: bb2z00880]　図表2-88　相談取扱件数の推移（平成27年～令和6年）
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（2）相談受理体制

警察では、国民から寄せられた相談に対し、迅速・確実に組織的な対応を行うことができるよう、都道府県警察本部及び各警察署の総・警務部門に、それぞれ相談の総合窓口を設置している。総合窓口には、警察職員のほか、経験豊富な元警察職員等の警察安全相談員を配置し、体制の確保に努めている。また、都道府県警察本部の総合窓口に全国統一番号の警察相談専用電話（「＃（シャープ）9110」番（注））を設置し、電話をかければ発信地を管轄する警察本部等の総合窓口につながるようにしているほか、都道府県警察のウェブサイト上でも相談を受け付けている。


注：携帯電話からも利用できる。なお、ダイヤル回線及び一部のIP電話では利用できないので、相談専用の一般加入電話番号を警察庁ウェブサイト等で広報している。



（3）相談内容に応じた適切な対応の推進

①　相談への組織的な対応

寄せられた相談に対しては、犯罪等の被害の発生の有無にかかわらず、相談内容に応じて、関係する部署が連携して対応し、指導、助言、他の専門機関の教示、相手方への警告、検挙等、相談者の不安等を解消するために必要な措置を講じている。

特に、相談者等の生命又は身体に危害が及ぶおそれのあるものなど緊急の対応を要する相談事案については、警察署長等の指揮の下、迅速かつ的確な対応を行っている。

②　相談に対応する職員への研修の実施

治安に関する多種多様な相談に適切に対応することができる職員を育成するため、都道府県警察では、相談に対応する職員に対し、各部門の業務担当者による事案ごとの相談受理・対応要領の講義や様々な専門的知識を有する部外講師による講義等、実務に直結する研修を実施している。

③　関係機関・団体等との連携の推進

警察以外の機関・団体等で取り扱うことが望ましい相談や警察以外の機関・団体等との緊密な連携が必要な相談への適切な対応を図るため、関係機関・団体等との連絡会議を開催して意見交換を行うなど、関係機関・団体等との連携強化に努めている。







第4節　社会における良好な治安確保のための取組

1　犯罪防止に向けた取組

（1）地域社会との協働

良好な治安は、社会・経済の発展の礎であるが、その確保は、独り警察のみによって達せられるものではない。警察は、地域社会や関係機関・団体等との連携の下、社会全体で良好な治安が保たれるよう取り組んでいる。

①　社会の犯罪予防機能の高度化

ア　安全で安心なまちづくり

政府では、安全で安心なまちづくりのための地域の自主的な取組を支援し、官民連携した取組を全国に展開する「安全・安心なまちづくり全国展開プラン」（平成17年（2005年）6月犯罪対策閣僚会議・都市再生本部合同会議決定）等に基づき、関係機関・団体等と連携して、防犯ボランティア活動等への支援や犯罪に強い住宅街の整備に関する取組等を推進している。

また、令和4年（2022年）12月に閣議決定された「「世界一安全な日本」創造戦略2022」も踏まえ、引き続き全国で安全・安心なまちづくりの取組を推進していくこととしている。

イ　安全で安心なまちづくりを推進する気運を高めるための取組

犯罪対策閣僚会議において定められた「安全安心なまちづくりの日」（毎年10月11日）の前後の期間を中心に、安全で安心なまちづくりの気運を高めるための様々な取組が行われており、政府では、その取組の一環として、安全で安心なまちづくりに関し、顕著な功績等があった個人又は団体を内閣総理大臣が表彰する「安全安心なまちづくり関係功労者表彰」を毎年実施している。

[bookmark: bb2p00250]　[image: 安全安心なまちづくり関係功労者表彰]
安全安心なまちづくり関係功労者表彰

また、警察庁では、優れた活動を行う防犯ボランティア団体が取組内容を発表する「防犯ボランティアフォーラム」を開催し、自主防犯活動の活性化に取り組んでいる。

ウ　繁華街・歓楽街の安全安心の確保に向けた総合対策の推進

警察では、健全で魅力あふれるまちづくりを推進するための施策を講じている。具体的には、繁華街・歓楽街における犯罪組織の実態解明を推進し、違法風俗営業等の風俗関係事犯や、薬物の密売、みかじめ料の徴収、恐喝等の犯罪組織による資金獲得犯罪、不法就労、偽装結婚等の偽装滞在事犯、人身取引事犯、少年の健全育成を阻害する事犯に対する取締りを徹底するとともに、犯罪収益の確実な剝奪を図るなど、犯罪組織の壊滅・弱体化と風俗環境の浄化に資する取締りを推進している。

また、犯罪組織が暗躍することのないよう、雑居ビル、広告宣伝媒体等から犯罪組織を排除する取組を推進するとともに、繁華街・歓楽街の安全安心の確保に向け、商店街、商工会議所、商工会、地域住民等や自治体と問題意識を共有し、自治体が行うまちづくり事業に計画段階から積極的に関与するほか、客引きやスカウト行為、特定の地域で常態的に行われる売春目的の勧誘、非行少年や不良行為者のい集、違法広告物の設置、ゴミや自転車の放置、違法駐車、落書き等の迷惑行為の取締り等を通じて街並みの改善を図っている。

②　防犯ネットワークの整備と活用促進

警察では、地方公共団体、地域住民、事業者等との重層的な防犯ネットワークを整備し、これを有効活用した積極的な情報交換や、地域住民による防犯パトロール等の防犯ボランティア活動及び事業者による防犯に関するCSR（注）活動に対する支援等を行うことで、地域社会が一体となった犯罪対策の推進を図っている。


注：Corporate Social Responsibilityの略。企業の社会的責任と訳される。法令遵守、環境保護、地域貢献等、純粋に財務的な活動以外の分野において、企業が持続的な発展を目的として行う自主的取組



ア　防犯ボランティア団体の活動

令和6年末現在、警察が把握している防犯ボランティア団体は全国で4万2,847団体（注）であり、その構成員数は221万4,467人となっている。多くの団体で防犯パトロールや通学路等における子供の見守り活動を行っているほか、最近の犯罪情勢を踏まえ、特殊詐欺の被害防止のため、警察と連携したATM利用者への注意喚起や高齢者の居宅の訪問を通じた防犯指導等を実施している団体もみられる。


注：平均月1回以上の活動実績（単に意見交換や情報交換のみを行う会議を除く。）があり、かつ、構成員が5人以上の団体



イ　自主防犯活動に対する支援

警察では、防犯ボランティア団体に対し、犯罪情報の提供や合同パトロールの実施等の活動支援を行っているほか、自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯等を装備することができる仕組みづくりを行い、令和6年末現在、全国で9,376団体、4万,357台の青色回転灯等装備車が活動している。また、警察庁ウェブサイト上に「自主防犯ボランティア活動支援サイト」（注）を開設し、防犯ボランティア団体相互のネットワークづくりを推進している。


注：https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki55/
[image: QRコード　自主防犯ボランティア活動支援サイト]



[bookmark: bb2p00260]　[image: 青色回転灯等装備車]
青色回転灯等装備車


CASE

新潟県警察では、防犯ボランティア団体間の情報共有・交流・連携を図り、犯罪の起きにくい社会づくりのための基盤を強固なものにするため、先進的な取組を行う防犯ボランティア団体の事例発表や課題解決に向けた意見交換を行う「新潟県防犯ボランティアフォーラム2024」を開催した。



ウ　犯罪情報や地域安全情報等の提供

警察では、自主防犯活動の更なる活性化を図るため、地域住民に向けて、警察の保有する犯罪発生情報や防犯情報等を様々な手段・媒体を用いて適時適切に提供している。また、事業者による防犯に関するCSR活動に資する情報提供や活動方法についての助言等を行っている。

（2）犯罪防止に配慮した環境設計

①　公共施設や住宅の安全基準の策定等

警察庁では、犯罪防止に配慮した環境設計による安全で安心なまちづくりを推進するため、住宅の防犯性能の向上や防犯に配慮した公共施設等の整備等に関する安全基準を策定し、その普及に努めている。

②　共同住宅や駐車場の防犯性能の認定・登録制度

警察では、関係団体と協力して、防犯に配慮した構造や設備を有するマンション、駐車場等を、防犯優良マンション、防犯モデル駐車場等として登録又は認定をする制度の普及を図っており、令和7年3月末現在、防犯優良マンション制度は25都道府県（注1）で、防犯モデル駐車場制度は13都府県（注2）でそれぞれ整備されている。


注1：北海道、宮城、埼玉、東京、千葉、神奈川、山梨、長野、静岡、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、鳥取、広島、山口、愛媛、熊本、大分及び沖縄。令和7年3月末現在、3,056件の登録又は認定がされている。

注2：東京、千葉、神奈川、福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、鳥取、広島、愛媛、大分及び沖縄。令和7年3月末現在、276件の登録又は認定がされている。



③　街頭防犯カメラの設置

街頭防犯カメラは、被害の未然防止や犯罪発生時の的確な対応に有効である。警察では、令和7年3月末現在、29都道府県で2,210台（注）の街頭防犯カメラを設置しているほか、民間事業者等による設置・運用について支援を行っている。


注：このほか、令和6年能登半島地震に伴い、令和7年3月末現在、石川県に968台、富山県に7台の街頭防犯カメラを設置している。



④　都市再構築の機会等を捉えた犯罪の起きにくいまちづくり

警察では、地方公共団体が主催する各種会議等に参画し、関係部門との意見調整等を継続的に行って、地方公共団体の安全で安心な都市整備に向けた主体的行動を促すとともに、復興、防災等の観点から行われる都市再構築の機会を捉えた犯罪の起きにくいまちづくりを推進している。

⑤　防犯設備関連業界との連携

警察では、最新の犯罪情勢や手口等を事業者に提供するなどにより、社会のニーズに応じた優良な防犯設備の開発を支援している。また、防犯設備に関する知識・技能を有する専門家として公益社団法人日本防犯設備協会が認定している防犯設備士等（注）と協働し、防犯設備の効果的な設置及び適正な管理に向けた取組を推進している。


注：防犯設備士（令和7年4月1日現在3万2,793人）、総合防犯設備士（同527人）




CASE

福岡県警察では、令和6年11月、駐車場管理団体との間で、防犯カメラの設置促進をはじめとした犯罪を未然に防止するための取組を内容とする「防犯カメラの設置促進を始めとした安全・安心に関する協定」を締結した。同協定に基づき、繁華街等に位置する駐車場に防犯カメラが設置されるなど、防犯環境の整備が進められている。

[bookmark: bb2p00270]　[image: 「防犯カメラ設置促進」に関する協定締結式]
「防犯カメラ設置促進」に関する協定締結式



（3）痴漢・盗撮事犯への対策

令和5年3月、内閣府、警察庁、法務省、文部科学省及び国土交通省により「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」が取りまとめられたことを受け、警察では、同政策パッケージに基づき、重点的な取締りの強化、捜査における被害者の負担軽減に資する取組、鉄道事業者と連携した広報啓発活動、学校等における広報啓発活動、防犯アプリの普及等の取組を強力に推進している。

また、警察庁では、被害を申告・相談しやすい環境の整備のための取組として、被害者・目撃者の方にとっていただきたい行動、被害の届出を受けた警察の対応、通報・相談窓口の連絡先等について、高校生等からの意見も取り入れて、若年層にも分かりやすく記載したリーフレットを作成し、ウェブサイトに掲載しているほか、都道府県警察においても様々な機会を通じて普及を図っている。

[bookmark: bb2p00280]　[image: 広報啓発用リーフレット]
広報啓発用リーフレット

痴漢・盗撮事犯の検挙件数等の推移は図表2-89から図表2-91までのとおりである。

[bookmark: bb2z00890]　図表2-89　痴漢事犯検挙状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-89　痴漢事犯検挙状況の推移（令和2年～令和6年）]

[bookmark: bb2z00900]　図表2-90　盗撮事犯検挙状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-90　盗撮事犯検挙状況の推移（令和2年～令和6年）]

[bookmark: bb2z00910]　図表2-91　電車内における不同意わいせつの認知件数（令和2年～令和6年）
[image: 図表2-91　電車内における不同意わいせつの認知件数（令和2年～令和6年）]







2　警備業、古物営業及び質屋営業の状況

（1）警備業の状況

令和6年末現在、全国の警備業者数は1万811業者、警備員数は58万7,848人となっている。

警備業は、施設警備業務、雑踏警備業務、交通誘導警備業務、現金輸送警備業務、ボディガード等の様々な形態があるところ、特に各種センサー、非常通報装置等の警備業務用機械装置を使用して、住宅、事務所、店舗、駐車場等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する機械警備が広く普及するなど、国民に幅広く生活安全サービスを提供しているほか、空港や原子力発電所等の重要施設や大規模イベント等における警備業務も担うなど、警備業に対する社会的な需要は増大している。

警察では、警備業が果たすこうした役割に鑑み、警備業法に基づき、業界団体と連携して警備業務の質の向上を図るとともに、警備業者に対する指導監督を行うなどして、警備業務の実施の適正を図っている。

[bookmark: bb2z00920]　図表2-92　警備業者及び警備員数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-92　警備業者及び警備員数の推移（平成27年～令和6年）]

（2）古物営業及び質屋営業の状況

古物商や質屋においては、その営業の中で古物や質物として盗品等を扱うおそれがあることから、古物営業法及び質屋営業法では、これらの営業に係る業務について事業者に対する必要な規制等を定め、窃盗その他の犯罪の防止を図っている。

令和6年中、古物商及び質屋から都道府県警察に対してなされた不正品の疑いがある旨の申告件数は137件であった。このほか、古物商及び質屋の業界団体は、各種防犯活動への参加や啓発活動を行っている。警察では、古物営業法又は質屋営業法に基づく品触れ（注）や指導監督等により、盗品等の流通防止と被害の迅速な回復に努めている。


注：警察本部長等が盗品等の発見のために必要があると認めたときに、古物商等に対して被害品の特徴等を通知し、その有無の確認及び届出を求めるもの



[bookmark: bb2z00930]　図表2-93　古物営業及び質屋営業許可件数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-93　古物営業及び質屋営業許可件数の推移（平成27年～令和6年）]







3　少年非行防止に向けた取組

（1）少年非行の現状

①　少年非行情勢

刑法犯少年の検挙人員は、戦後最少であった令和3年から3年連続で増加し、令和6年中は2万1,762人と、前年より2,813人（14.8％）増加した。同年齢層の人口1,000人当たりの検挙人員は3.3人で20歳以上（1.6人）と比べ、引き続き高い水準にある。

触法少年（刑法）の補導人員は、戦後最少であった令和2年から4年連続で増加し、令和6年中は7,913人と、前年より656人（9.0％）増加した。

不良行為少年の補導人員は近年減少傾向にあったが、令和5年から2年連続で増加し、令和6年中は35万1,834人と、前年より3万145人（9.4％）増加した。

また、最近ではSNSを悪用した犯罪実行者募集に応募した少年が、特殊詐欺や強盗に関与し検挙される事案が発生している。

[bookmark: bb2z00940]　図表2-94　刑法犯少年の検挙人員・人口比の推移（平成7年～令和6年）
[image: 図表2-94　刑法犯少年の検挙人員・人口比の推移（平成7年～令和6年）]

[bookmark: bb2z00950]　図表2-95　触法少年（刑法）及び不良行為少年の補導人員の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-95　触法少年（刑法）及び不良行為少年の補導人員の推移（平成27年～令和6年）]

②　令和6年中の少年非行の主な特徴

ア　刑法犯少年

令和6年中に検挙した少年の包括罪種別検挙人員は、全ての罪種で増加した。

[bookmark: bb2z00960]　図表2-96　刑法犯少年の包括罪種別検挙人員の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-96　刑法犯少年の包括罪種別検挙人員の推移（平成27年～令和6年）]


CASE

令和6年4月、高校生の少年（18）らは共謀して、質店に侵入し、バール等でショーケースをたたき割るなどして同店経営者を脅迫し、貴金属を奪った。同月、同少年ら3人を強盗罪等で逮捕した（千葉）。



イ　再犯者（注）

刑法犯少年の再犯者数・再犯者率の推移は、図表2-97のとおりであり、再犯者数は19年連続で減少していたが、令和5年から2年連続で増加した。再犯者率は31.2％と、前年より1.0ポイント増加した。


注：非行を犯した者であって、当該非行の以前に、非行を犯し、処分を受けたことのあるものをいう。処分の未決・既決は問わず、触法少年時に受けた処分や警察限りの扱いも含む。



[bookmark: bb2z00970]　図表2-97　刑法犯少年の再犯者数・再犯者率の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-97　刑法犯少年の再犯者数・再犯者率の推移（平成27年～令和6年）]

ウ　中学生及び高校生の検挙・補導人員（刑法）

中学生及び高校生の検挙・補導人員の推移は、図表2-98のとおりであり、いずれも前年より増加し、7年連続で高校生が中学生を上回った。

[bookmark: bb2z00980]　図表2-98　中学生及び高校生の検挙・補導人員（刑法）の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表2-98　中学生及び高校生の検挙・補導人員（刑法）の推移（平成27年～令和6年）]

（2）非行少年を生まない社会づくり

警察では、都道府県警察に少年サポートセンターを設置し、少年補導職員を中心に非行防止に向けた取組を行っている。また、少年の規範意識の向上及び社会とのきずなの強化を図るため、非行少年を生まない社会づくりに取り組んでいる。

①　少年相談活動

少年や保護者等の悩みや困りごとについて、専門的な知識を有する職員等が面接や電話、電子メール等で相談に応じ、指導・助言を行っている。

②　街頭補導活動

少年のい集する繁華街や公園等において、少年警察ボランティア等と共同で、喫煙や深夜はいかい等をしている少年に指導・注意を行う街頭補導活動を実施している。

③　継続補導・少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動

少年相談や街頭補導活動を通じて関わった少年に対し、本人や保護者等の申出に応じて指導・助言等を行う継続補導を実施している。また、問題を抱え非行に走る可能性がある少年及びその保護者に対して警察から連絡し、専門的な機関・団体との協働による活動も念頭に、継続的に声を掛けるほか、体験活動等への参加促進、修学・就労の支援等を行い、少年が再び非行に走ることのないよう立ち直りを支援する活動を推進している。

④　広報啓発活動

学校で非行防止教室、薬物乱用防止教室等を実施するなどして、地域の非行情勢や非行要因等について情報発信し、少年警察活動等についての理解を促している。

（3）学校その他関係機関との連携確保

①　学校と警察との連携

教育委員会等と警察の間で締結した協定等に基づき、非行等の問題がある児童・生徒に関する情報を学校と警察が相互に通知する学校・警察連絡制度が、全ての都道府県で運用されている。また、警察署の管轄区域、市町村の区域等を単位に、令和7年4月現在、全ての都道府県で約2,400の学校警察連絡協議会が設けられている。

②　スクールサポーター

退職した警察官等をスクールサポーターとして警察署等に配置し、学校からの要請に応じて派遣するなどして、いじめ等の学校における少年の問題行動等への対応、巡回活動、相談活動、児童の安全確保に関する助言等を行っている。令和7年4月現在、44都道府県で約830人が配置されている。

③　少年サポートチーム

個々の少年の問題状況に応じた的確な対応を行うため、学校、警察、児童相談所等の担当者から構成される少年サポートチームを編成し、それぞれの専門分野に応じた役割分担の下、少年等への指導・助言を行っている。

（4）少年警察ボランティアとの連携

警察では、令和7年4月現在、少年警察ボランティアとして、全国で少年補導員（注1）約4万4,000人、少年警察協助員（注2）約210人及び少年指導委員（注3）約5,200人を委嘱しており、協力して少年の健全育成のための活動を推進している。また、同年3月現在、大学生ボランティア約8,600人が全国で活動しており、少年と年齢が近く、その心情や行動を理解しやすいなどの特性を生かし、学習支援活動や少年の居場所づくり活動等にも取り組んでいる。


注1：街頭補導活動をはじめとする幅広い非行防止活動に従事している。

注2：非行集団に所属する少年を集団から離脱させ、非行を防止するための指導・相談に従事している。

注3：風営適正化法に基づき、都道府県公安委員会から委嘱を受け、少年を有害な風俗環境の影響から守るための少年補導活動や風俗営業者等への助言活動に従事している。



（5）少年事件対策

警察では、集団的不良交友関係（注）に関する情報を収集・分析し、少年事件対策に活用するとともに、都道府県警察本部に少年事件指導官を置き、個々の少年の特性に応じた取調べや客観的証拠の収集等による非行事実の厳格な特定等に努めるよう、捜査員等に対して指導・教育を行うことにより、少年事件の厳正かつ的確な捜査・調査に努めている。


注：非行集団等及びその構成員又はこれに準じる2人以上の交友関係









第5節　犯罪被害者等支援

1　第4次犯罪被害者等基本計画等の推進

犯罪被害者等基本法において、政府は、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族（以下「犯罪被害者等」という。）のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされている。

これに基づき、平成17年（2005年）以降、3次にわたり「犯罪被害者等基本計画」が策定され、令和3年（2021年）3月には、令和3年度から7年度までの5年間を計画期間とする第4次犯罪被害者等基本計画が策定された。

また、令和5年6月には、内閣総理大臣を長とする犯罪被害者等施策推進会議において、今後実施する取組として「犯罪被害者等施策の一層の推進について」（①犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する検討、②犯罪被害者等支援弁護士制度の創設、③国における司令塔機能の強化、④地方における途切れない支援の提供体制の強化及び⑤犯罪被害者等のための制度の拡充等）が決定された。

犯罪被害者等施策の司令塔機能を担う警察庁では、関係府省庁、地方公共団体の担当部局等の関係機関・団体に対し、犯罪被害者等のための施策の更なる充実を働き掛けつつ、その進捗状況を定期的に確認するとともに、年次報告（犯罪被害者白書）等を通じて公表するなど、同計画等の確実な推進を図っている。

[bookmark: bb2p00290]　[image: 令和6年版犯罪被害者白書]
令和6年版犯罪被害者白書


MEMO　犯罪被害者等施策の充実に向けた検討会の取りまとめを踏まえた取組

「犯罪被害者等施策の一層の推進について」において、犯罪被害給付制度の抜本的強化や地方における途切れない支援の提供体制の強化に関して検討を行うこととされたことを受け、警察庁において、関係府省庁の協力を得て、それぞれ有識者検討会を開催し、令和6年4月に各検討会の議論が取りまとめられた。

犯罪被害給付制度については、令和6年6月、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行され、幼い子供を犯罪被害により亡くした両親が受給する金額が、一定の場合320万円から1,060万円になるなど、給付水準が大幅に引き上げられた。

地方における途切れない支援の提供体制の強化については、都道府県において犯罪被害者等支援コーディネーターを中心とした多機関ワンストップサービスが構築されるよう、補助事業を創設するとともに、地方公共団体の職員等を対象とした研修、ワンストップサービス体制の構築・運用に係る手引やオンデマンド研修教材の提供等を行っている。




MEMO　犯罪被害者週間について

第4次犯罪被害者等基本計画においては、「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」が重点課題の一つとして掲げられている。

警察庁においては、関係機関の協力を得て、犯罪被害者等が置かれている状況等について国民の理解・共感を深め、犯罪被害者等施策への協力を確保することなどを目的として、犯罪被害者週間（毎年11月25日から12月1日まで）を設定している。

令和6年の犯罪被害者週間に際しては、俳優の川島海荷さんを起用したメッセージ動画の配信を行うとともに、11月29日に中央イベント（東京都）を開催した。また、内閣総理大臣から国民に向け、犯罪被害者等支援への理解と協力を呼び掛けるビデオメッセージが配信された。

[bookmark: bb2p00300]　[image: 令和6年度犯罪被害者週間ポスター]
令和6年度犯罪被害者週間ポスター









2　警察による犯罪被害者等支援

（1）基本施策

犯罪被害者等は、犯罪によって直接、身体的、精神的又は経済的な被害を受けるだけでなく、様々な二次的被害を受ける場合がある。そこで、警察では図表2-99のとおり、様々な側面から犯罪被害者等支援の充実を図っている。また、各都道府県警察において、あらかじめ指定された警察職員が事件発生直後に犯罪被害者等支援を行う指定被害者支援要員制度（注）が導入されている。


注：110頁参照



[bookmark: bb2z00990]　図表2-99　犯罪被害者等支援に関する主な施策
[image: 図表2-99　犯罪被害者等支援に関する主な施策]

（2）犯罪被害給付制度・国外犯罪被害弔慰金等支給制度

警察では、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的救済や損害賠償を得られない犯罪被害者又はその遺族に対し、経済的・精神的負担の軽減に資するため、犯罪被害者支援法に基づき、国が一定の給付金を支給する「犯罪被害給付制度」を、昭和56年（1981年）1月から運用している。同制度は、犯罪被害等の早期の軽減に重要な役割を果たしている。

[bookmark: bb2z01000]　図表2-100　犯罪被害給付制度
[image: 図表2-100　犯罪被害給付制度]

また、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為により死亡した日本国籍を有する者（日本国外の永住者を除く。以下同じ。）の第一順位遺族（日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。）に対し、国外犯罪被害弔慰金として被害者一人当たり200万円を、当該犯罪行為により障害等級第1級相当の障害が残った日本国籍を有する者に対し、国外犯罪被害障害見舞金として一人当たり100万円を、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、国がそれぞれ支給する「国外犯罪被害弔慰金等支給制度」を、平成28年11月から運用している。

（3）犯罪被害者等の特性に応じた施策

犯罪類型等によって犯罪被害者等には異なる特性があることから、警察では、性犯罪被害者、交通事故被害者（注1）、配偶者からの暴力事案の被害者（注2）、ストーカー事案の被害者（注3）、被害少年（注4）、暴力団犯罪被害者等について、その特性に応じた施策を推進している。


注1：187頁参照（第5章）

注2：53頁参照

注3：53頁参照

注4：61頁参照



[bookmark: bb2z01010]　図表2-101　性犯罪被害者の特性に応じた施策
[image: 図表2-101　性犯罪被害者の特性に応じた施策]

（4）関係機関・団体との連携

犯罪被害者等が支援を必要とする事柄は生活、医療、公判等多岐にわたるため、全ての都道府県において、警察のほか、検察庁、弁護士会、医師会、公認心理師関連団体、地方公共団体の担当部局等の関係機関・団体から構成される被害者支援連絡協議会が設立され、犯罪被害者等支援のための相互の連携を図っているほか、犯罪被害者等の具体的なニーズを把握して、事案に応じたきめ細かな総合的支援を行うため、警察署等を単位とした連絡協議会（被害者支援地域ネットワーク）を設置している。

また、よりきめ細かな犯罪被害者等支援を行うため、全ての都道府県において、犯罪被害者支援法に基づき、都道府県公安委員会が、犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正かつ確実に実施できる団体を犯罪被害者等早期援助団体として指定している。都道府県警察では、同団体に対し、犯罪被害者等の同意を得て、犯罪被害の概要等に関する情報提供を行うなど、緊密な連携を図っている。

さらに、警察庁では、犯罪被害者等の生活支援を効果的に行うため、地方公共団体の職員に対し、犯罪被害者等施策主管課室長会議、全国犯罪被害者等支援実務者会議等を通じて、総合的対応窓口と関係機関・団体との連携・協力の一層の充実・強化を要請するとともに、犯罪被害者等支援における社会福祉士や公認心理師等の専門職の活用を働き掛けているほか、各都道府県内における市区町村間の連携・協力を促進するため、市区町村の職員等に対する研修会等を開催するなど、犯罪被害者等施策の総合的な推進に関する事業を行っている。







警察活動の最前線


警察による犯罪被害者等支援の例



警察では、犯罪被害者等が直面する様々な状況に応じた支援の充実を図っている。その支援について警察署及び警察本部における対応の一例を紹介する（被害者は模擬）。

①　事件の認知

「商店街で男が通行人を次々と襲っており、怪我人がいる」との110番通報を受理した。警察官を現場に派遣するとともに被害状況を確認したところ、複数の負傷者が発生した重大事件と判明したことから、早期に被害者支援体制を構築して指定被害者支援要員を派遣した。

[bookmark: bb2p00310]　[image: 指定被害者支援要員による付添い]
指定被害者支援要員による付添い


犯罪被害者等への適切な支援を行うため、必要な人数の指定被害者支援要員を派遣します。

犯罪被害者等の置かれた状況は様々で、時間の経過とともに直面する問題も変わってきますので、指定被害者支援要員は、被害者の付添い支援や刑事手続等の説明のほか、被害者からの心配事の相談受理など犯罪被害者等に寄り添った活動を継続的に行っていきます。




指定被害者支援要員制度

「指定被害者支援要員制度」とは、専門的な犯罪被害者等支援が必要とされる事案が発生したときに、あらかじめ指定された警察職員（指定被害者支援要員）が事件発生直後から各種被害者等支援活動を推進する制度であり、各都道府県警察で導入されている。令和6年末現在、全国で3万8,925人が指定されている。



②　病院への付添い

重傷を負った被害者の方が搬送された病院に指定被害者支援要員が向かうとともに、本人に代わって家族への連絡を行った。突然の出来事に混乱する家族に対し、その心情に配意しつつ、被害の状況を説明した。


病院等への付添いの際は、犯罪被害者等のプライバシーの確保に気を付けています。

また、犯罪被害者等に被害等の状況を確認する際は、その行為自体が二次的被害を生じさせてしまうおそれもあることから、専門的研修で学んだ犯罪被害者等の心理状況を意識しながら、対応を行っています。



[bookmark: bb2p00320]　[image: 病院への付添い]
病院への付添い

③　被害者の手引の交付

被害者の方に対し、被害者の手引を交付し、今後の刑事手続や各種被害者等支援制度の説明を行った。


犯罪被害者等にとって、犯罪被害者等支援の内容や、刑事手続に関することは、余りなじみのないものであるので、丁寧な説明をするよう心掛けています。



[bookmark: bb2p00330]　[image: 手引の説明]
手引の説明

④　被害者連絡の実施

被疑者が逮捕されたことを伝えるため、被害者の方に対し、事件を担当する捜査員から連絡を行った。あわせて、最近の生活状況を聴取すると、被害者の方が強い精神的ショックを受けていることが判明した。


捜査の状況等に関する情報は、犯罪被害者等にとって、非常に関心の高いものであるため、丁寧な伝え方を心掛けています。



[bookmark: bb2p00340]　[image: 被害者の方への連絡]
被害者の方への連絡

⑤　精神的負担の軽減

被害者の方の一部には、強い精神的ショックにより日常生活に支障が生じていたため、カウンセリングに関する専門知識を有する警察職員によるカウンセリングを実施した。


犯罪被害者等は、体験したことのない強いストレスにさらされることから、身体的にも精神的にも不調が伴います。劇的な回復は難しくても、少しずつ前を向けるようなお手伝いを心掛けています。



[bookmark: bb2p00350]　[image: カウンセリング]
カウンセリング

⑥　経済的負担の軽減

被害者の方に対し、犯罪被害者等給付金の申請について教示したほか、地方公共団体における経済的支援制度等について教示した。


警察では、犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、犯罪被害給付制度や各種公費負担制度（注）を運用しています。支援に携わる職員がこれらの制度に加え、地方公共団体における経済的支援制度等についても理解した上で、犯罪被害者等の置かれた状況等に十分配意し、適時適切に確実な教示を行うことが重要であり、様々な場を通じて、関係職員に対する教育訓練を徹底しています。


注：108頁参照





[bookmark: bb2p00360]　[image: 経済的支援制度等の教示]
経済的支援制度等の教示

⑦　関係機関・団体との連携

被害者の方が公判への参加を要望したため、被害者の方の同意を得て、犯罪被害者等早期援助団体（注）に対し、犯罪被害の概要に関する情報提供を行い、被害者の方への付添いを依頼したほか、被害者の方のニーズに応じた支援が提供されるよう、都道府県の犯罪被害者等支援コーディネーターに情報提供を行った。


注：109頁参照




犯罪被害者等のニーズは、生活上の支援をはじめ、医療や公判に関することなど、極めて多岐にわたります。よりきめ細かな支援を行うため、犯罪被害者等早期援助団体や地方公共団体の職員と連携を図りながら、犯罪被害者等のニーズに対応した支援活動の推進に努めています。



[bookmark: bb2p00370]　[image: 被害者の方への付添い]
被害者の方への付添い









警察活動の最前線


琵琶湖の安全安心に向けて



滋賀県警察本部生活安全部地域課水上警察隊

松本　和憲

[bookmark: bb2m00010]　[image: けいたくん]



私は、琵琶湖における水上警察隊の船舶技師として、警察用船舶の運航や点検整備、湖上での各種事案発生時における救助等の現場活動を行っています。

琵琶湖は、ハイシーズンになると多数のボートでひしめきあい、気象状況によっては数メートルの波が発生することもあるため、例年各種事故が発生します。

当隊では、大きさの異なる7隻の警察用船舶を保有しているところ、活動水域や気象状況等を考慮してそれぞれの警察用船舶の特性をいかした運用を実施しています。さらに、災害発生時における人や物資の輸送等を想定して、いつでも全船舶が即時出航できるよう適切に維持管理する必要があり、そのために日々の点検整備を行うことこそ、船舶技師として私が最も大事にし、かつ、やりがいを感じているところです。

また、事案発生時における警察用船舶での救助活動は、不安定な船上での作業となることから、常に危険と隣り合わせです。そのため、受傷事故防止を第一としつつ、迅速確実な救助が行えるよう、共に水上警察隊で活動する警察官と協力して活動しています。さらに、水上安全協会等の関係機関と連携して事故防止啓発活動を実施するなど、琵琶湖の安全の要として「柔軟で力強い水上警察」を目標に日々業務に邁進しています。

[bookmark: bb2p00380]　[image: 滋賀県警察本部生活安全部地域課水上警察隊　松本　和憲]




情報分析技能の伝承による後継者育成に向けて



山口県警察本部刑事部捜査支援分析課指導兼手口分析係

北村　晋

[bookmark: bb2m00020]　[image: ふくまるくん]



私は、平成20年に警察庁指定広域技能指導官（手口・情報分析支援）の指定を受けて以降、全国警察からの要請に基づき、犯罪の手口・情報分析に関する教養を行っています。

被疑者を割り出すための情報分析は、現場に遺留された資料、犯罪の手口に関する資料等から様々な情報を必要としますが、分析の経験が浅かった当時は、それらの資料の活用がうまくできず、悔しい思いをしました。

そこで、情報分析の技量を向上させるため、平素から事件ごとの資料の価値や信憑性、分析の効率性等に目を向けるとともに、必要に応じて、被害が発生した時間帯に実際に現場に足を運んだり、分析データを迅速かつ効率的に処理する自作プログラムを活用したりといった工夫をし、犯人像や犯行時の犯人の行動推定に努めました。

こうした自身の経験談を踏まえた情報分析手法については、あらゆる機会を通じ、全国警察に教養を行っています。私の教養を基にして被疑者の検挙につながった事例を聞くと、技能指導官としての喜びもひとしおです。

近年、新たな犯罪形態が次々と出現していますが、情報分析の業務では、先入観を排除して、事件の本質とその背景に潜む様々な情報に目を向けることが大切です。

これからも、広い視野で多くの情報を迅速・正確に精査・分析できる後継者を一人でも多く育成することが、私の使命だと考えています。

[bookmark: bb2p00390]　[image: 山口県警察本部刑事部捜査支援分析課指導兼手口分析係　北村　晋]









第3章　サイバー空間の安全の確保

第1節　サイバー空間における脅威

サイバー空間は、地域や年齢、性別を問わず、全国民が参加し、重要な社会経済活動が営まれる公共空間へと変貌を遂げ、金融、航空、鉄道、医療等といった国民生活や社会経済活動を支える基盤となる機能から、警察や防衛といった治安や安全保障に関わる国家機能に至るまで、あらゆる場面で実空間とサイバー空間との融合が進んでいる。

こうした中、政府機関、交通機関、金融機関等の重要インフラ事業者等に対するDDoS攻撃（注1）によるものとみられる被害が確認されるとともに、情報窃取を目的としたサイバー攻撃や国家を背景とする暗号資産獲得を目的としたサイバー攻撃事案、生成AI等の高度な技術を悪用した事案等が発生しているほか、企業・団体等の事業活動に大きな影響を与えるランサムウェア被害も相次いでいる。また、クレジットカード不正利用被害が過去最多となっているほか、インターネットバンキングに係る不正送金被害が引き続き高水準で推移している。さらに、インターネット上では児童ポルノや規制薬物の広告等の違法情報や、自殺誘引等情報（注2）、爆発物・銃砲等の製造方法、殺人や強盗の請負等の有害情報が氾濫するなど、サイバー空間をめぐる脅威は、引き続き極めて深刻な情勢にある。


注1：Distributed Denial of Serviceの略。特定のコンピュータに対し、複数のコンピュータから大量のアクセスを繰り返し行い、コンピュータのサービス提供を不可能にするサイバー攻撃

注2：他人を自殺に誘引・勧誘する情報等



1　サイバー事案等の検挙状況

（1）サイバー事案（注）の検挙件数

令和6年（2024年）中のサイバー事案の検挙件数は、3,611件であった。


注：サイバーセキュリティが害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案。サイバー事案への対策については121頁参照



（2）不正アクセス禁止法違反

令和6年中の不正アクセス禁止法違反の検挙件数は563件と、前年より42件（8.1％）増加し、検挙人員は259人と、前年と同数であった。不正アクセス禁止法違反として検挙した不正アクセス行為の手口別内訳をみると、他人の識別符号を無断で入力する「識別符号窃用型」が511件（90.8％）と最多であった。

また、令和6年中の不正アクセス行為の認知件数（注）は5,358件であり、これを不正アクセス行為後の行為別にみると、「インターネットバンキングでの不正送金等」が4,342件（81.0％）と最多であった。


注：不正アクセス被害の届出を受理した場合のほか、余罪として新たな不正アクセス行為の事実を認知した場合、報道を踏まえて事業者等に不正アクセス行為の事実を確認した場合その他関係資料により不正アクセス行為の事実を確認することができた場合において、被疑者が行った犯罪構成要件に該当する行為の数



（3）コンピュータ・電磁的記録対象犯罪（注）

令和6年中のコンピュータ・電磁的記録対象犯罪の検挙件数は1,155件と、前年より155件（15.5％）増加した。


注：刑法に規定されているコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪



（4）サイバー犯罪（注）の検挙件数の推移

最近5年間のサイバー犯罪の検挙状況は、図表3-1のとおりである。


注：不正アクセス禁止法違反、コンピュータ・電磁的記録対象犯罪その他犯罪の実行に不可欠な手段として高度情報通信ネットワークを利用する犯罪



[bookmark: bb3z00010]　図表3-1　サイバー犯罪の検挙件数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表3-1　サイバー犯罪の検挙件数の推移（令和2年～令和6年）]

サイバー犯罪の検挙件数は増加傾向にあり、令和6年中の検挙件数は1万3,164件と、前年より685件（5.5％）増加し、過去最多を記録した。







2　インターネットバンキングに係る不正送金事犯の情勢

令和6年におけるインターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生件数は4,369件、被害額は約86億8,900万円と、過去最高であった前年に比べ、それぞれ減少した。その被害の多くは、金融機関等を装ったフィッシング（注）によるものと考えられる。


注：実在する企業・団体等や官公庁を装うなどしたメール又はショートメッセージサービスを送り、その企業等のウェブサイトに見せかけて作成した偽のウェブサイト（フィッシングサイト）を受信者が閲覧するように誘導し、当該フィッシングサイトでアカウント情報やクレジットカード番号等を不正に入手する手口



[bookmark: bb3z00020]　図表3-2　インターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生件数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表3-2　インターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生件数の推移（令和2年～令和6年）]

[bookmark: bb3z00030]　図表3-3　インターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害額の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表3-3　インターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害額の推移（令和2年～令和6年）]


MEMO　不正に入手されたクレジットカード番号の国際ブランドへの提供

フィッシングは、クレジットカード番号等の窃取にも用いられ、クレジットカードの不正利用被害にもつながっている。

警察では、クレジットカードの不正利用被害の拡大防止のための取組を推進しており、令和6年12月には、「国民を詐欺から守るための総合対策」（令和6年6月18日犯罪対策閣僚会議決定）においてクレジットカード不正利用情報提供の効率化が掲げられたことを踏まえ、各都道府県警察が捜査等を通じて把握したクレジットカード番号を警察庁で集約し、カード発行会社を含む決済システム全体を統括する国際ブランド各社にそれぞれ一括して提供する仕組みを構築した。

[bookmark: bb3z00040]　図表3-4　国際ブランドに対する不正クレジットカード番号の提供による被害拡大防止
[image: 図表3-4　国際ブランドに対する不正クレジットカード番号の提供による被害拡大防止]









3　ランサムウェアの情勢

令和6年中のランサムウェアによる被害の報告件数（注1）は222件（令和6年上半期114件、下半期108件）であり、引き続き高い水準で推移している。こうした被害において、暗号化したデータを復元する対価として企業等に金銭等を要求する手口のほか、データを企業等から窃取した上で「対価を支払わなければ当該データを公開する」などと対価を要求する手口であるダブルエクストーション（二重恐喝）が認められる。対価を要求する手口を警察として確認したランサムウェアによる被害の報告件数134件のうち、ダブルエクストーション（二重恐喝）の手口によるものは111件であり、82.8％を占めている。

また、ランサムウェアによる被害の報告件数を被害企業・団体等の規模別（注2）にみると、大企業は61件、中小企業は140件と、企業・団体等の規模を問わず被害が発生している。

さらに、企業・団体等におけるランサムウェア被害の実態を把握するため、被害企業・団体等を対象としてランサムウェアの感染経路に関するアンケート調査を実施したところ、有効回答数100件のうち、VPN機器（注3）を利用されて侵入された事例は55件（55.0％）、リモートデスクトップサービス（注4）が利用されて侵入された事例は31件（31.0％）と、テレワークに利用される機器等のぜい弱性や強度の弱い認証用パスワード等の情報を利用して侵入したと考えられるものが大半を占めている。

加えて、企業・団体等のネットワークに侵入し、データを暗号化することなくデータを窃取した上で対価を要求する手口（ノーウェアランサム）による被害が、令和6年中22件確認されている。


注1：企業・団体等におけるランサムウェアによる被害として都道府県警察から警察庁に報告のあった件数

注2：中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲を踏まえて分類した。

注3：Virtual Private Networkの略。インターネットや多人数が利用する閉域網を介して、暗号化やトラフィック制御技術により、プライベートネットワーク間が、あたかも専用線接続されているかのような状況を実現するための機器

注4：職場等に設置されたコンピュータのデスクトップ環境を、別の場所に設置されたコンピュータ等から閲覧・操作等できるサービス



[bookmark: bb3z00050]　図表3-5　ランサムウェアによる被害の報告件数
[image: 図表3-5　ランサムウェアによる被害の報告件数]










4　サイバーテロ・サイバーエスピオナージの情勢

重要インフラの基幹システムを機能不全に陥れ、社会の機能を麻痺（ひ）させるサイバーテロ（注）や情報通信技術を用いて政府機関や先端技術を有する企業から機密情報を窃取するサイバーエスピオナージ事案が、世界的規模で発生している。


注：重要インフラ（「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」（令和6年3月8日サイバーセキュリティ戦略本部決定）において、情報通信、金融、航空、空港、鉄道、電力、ガス、政府・行政サービス（地方公共団体を含む。）、医療、水道、物流、化学、クレジット、石油及び港湾の15分野が指定されている。）の基幹システム（国民生活又は社会経済活動に不可欠な役務の安定的な供給、公共の安全の確保等に重要な役割を果たすシステム）に対する電子的攻撃又は重要インフラの基幹システムにおける重大な障害で電子的攻撃による可能性が高いもの



（1）サイバーテロの情勢

情報通信技術が浸透した現代社会において、重要インフラの基幹システムに対する電子的攻撃は、インフラ機能の維持やサービスの供給を困難とし、国民の生活や社会経済活動に重大な被害をもたらすおそれがある。海外では、電力会社がサイバーテロの被害に遭い、広範囲にわたって停電が発生するなど国民に大きな影響を与える事案が発生している。

（2）サイバーエスピオナージの情勢

近年、情報を電子データの形で保有することが一般的となっている中で、軍事技術への転用も可能な先端技術や、外交交渉における国家戦略等の機密情報の窃取を目的としたサイバーエスピオナージの脅威が世界各国で問題となっている。また、我が国に対するテロの脅威が継続していることを踏まえると、現実空間でのテロの準備行為として、重要インフラ事業者等の警備体制等の機密情報を窃取するためにサイバーエスピオナージが行われるおそれもある。我が国においても、不正プログラムや不正アクセスにより、機密情報が窃取された可能性のあるサイバーエスピオナージ事案が発生している。


MEMO　「OT（注1）サイバーセキュリティの原則」への共同署名

令和6年10月、警察庁は、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC（注2））のほか、米国や英国をはじめとする関係機関と共に、豪州通信情報局（ASD（注3））豪州サイバーセキュリティセンター（ACSC（注4））が策定した文書「OTサイバーセキュリティの原則」の共同署名に加わった。本文書は、重要インフラ事業者がオペレーショナル・テクノロジー（OT）の管理等に係る意思決定を行う際に、指針とするべき6つの原則をその具体例と共に示し、事業者をサイバーセキュリティの観点から支援することを目的としている。


注1：Operational Technologyの略。重要インフラ等の基幹システムや設備を制御・運用するための技術

注2：National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurityの略

注3：Australian Signals Directorateの略

注4：Australian Cyber Security Centreの略



[bookmark: bb3p00010]　[image: 「OTサイバーセキュリティの原則」]
「OTサイバーセキュリティの原則」




MEMO　サイバー攻撃グループ「MirrorFace」に関する注意喚起

警察庁は、MirrorFaceと呼称されるサイバー攻撃グループが、令和元年頃から国内の組織、事業者及び個人に対して、マルウェアを添付したメールの送信や、ソフトウェアのぜい弱性を悪用した標的ネットワーク内への侵入により、情報窃取を目的としたサイバー攻撃を行っていることを確認した。令和７年１月には、これらの攻撃が、中国の関与が疑われる組織的なサイバー攻撃活動であると評価し、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）との連名で、同グループの手口や未然防止対策等に関する注意喚起を実施した。









第2節　サイバー空間における脅威への対処

1　重大サイバー事案対処に係る警察の取組

（1）サイバー特別捜査部による重大サイバー事案への対処

サイバー空間をめぐる脅威は極めて深刻な情勢にあり、中でも、重大サイバー事案（注）が一たび発生すれば、物流、医療等の人々の暮らしに不可欠な社会機能に影響が及んだり、先端技術を有する企業が情報を窃取されることなどにより国家と国民の安全が脅かされたりするおそれがあるなど、その脅威は深刻である。

こうした状況を踏まえ、警察では、重大サイバー事案への対処を担う国の捜査機関として関東管区警察局に設置されているサイバー特別捜査部において、全国警察からサイバー分野の知識や経験を豊富に持つ人材を登用するとともに、高度な資機材を整備し、重大サイバー事案に係る捜査や実態解明を推進している。

また、サイバー特別捜査部では、都道府県警察の捜査により得られた情報、暗号資産の追跡等の高度な専門的知識・技術に基づく支援により得られた情報等を集約することにより、俯瞰的・横断的な分析を行っている。さらに、サイバー特別捜査部は、こうした分析を生かして外国捜査機関等との国際共同捜査により事件検挙を遂げるなど、国内捜査と国際捜査の結節点であるとともに、全国の捜査におけるハブとしての役割も果たしている。


注：国若しくは地方公共団体の重要な情報システムの運用や重要インフラ事業者の事業の実施に重大な支障が生じ、若しくは生ずるおそれのある事案、高度な技術的手法が用いられるなどの事案（マルウェア事案等）、又は国外に所在するサイバー攻撃者による事案



[bookmark: bb3z00060]　図表3-6　関東管区警察局サイバー特別捜査部の体制
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[bookmark: bb3p00020]　[image: サイバー特別捜査部のロゴマーク]
サイバー特別捜査部のロゴマーク


CASE

オンラインのフリーマーケットサービスへの架空出品や他人名義のクレジットカード情報の不正利用を行っていた犯行グループについて、サイバー特別捜査部が匿名性の高い暗号資産の取引の流れを解明したことにより、同グループの首魁の男（26）を特定し、令和6年（2024年）10月20日、同男を電子計算機使用詐欺罪で逮捕した（サイバー特別捜査部、青森、宮城、埼玉、滋賀、京都、福岡、佐賀、長崎及び熊本）。




MEMO　能動的サイバー防御の導入と警察の取組

令和4年12月に閣議決定された国家安全保障戦略において、重大なサイバー攻撃による被害の未然防止・拡大防止を図るため、能動的サイバー防御を導入することとされた。

同戦略に基づき、政府は、令和6年6月、サイバー安全保障分野における新たな取組の実現のために必要となる法制度の整備等について検討を行うため、「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議」を開催し、同年11月、「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた提言」が取りまとめられた。

こうした情勢の下、令和7年5月、第217回国会において、サイバー対処能力強化法（以下「強化法」という。）及び同整備法（以下「整備法」という。）が成立した。

強化法及び整備法は、「官民連携の強化」、「通信情報の利用」及び「攻撃者のサーバ等へのアクセス・無害化措置」の3つを取組の柱としている。このうち警察関係では、整備法により、警察官職務執行法の一部が改正され、サイバー攻撃による重大な危害を防止するための警察によるアクセス・無害化措置を可能とする規定が新たに設けられた（注）。警察では、同規定の施行に向け、関係機関・団体等と緊密に連携しながら、人材の確保・育成や資機材の整備等により、サイバー空間における対処能力の更なる強化を図っていくこととしている。


注：アクセス・無害化措置に関する規定については、令和8年11月までに施行することとされている。アクセス・無害化措置の実施に当たっては、国家安全保障との整合性の観点等から、内閣官房国家サイバー統括室や内閣官房国家安全保障局等の関係機関と緊密に連携していくこととしている。



[bookmark: bb3z00070]　図表3-7　改正警察官職務執行法の概要
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（2）重大サイバー事案に対処する人材の確保・育成

警察では、サイバー空間の脅威に係る様々な課題に対応するため、民間での勤務経験を有する者の中途採用や任期付き採用を推進するなど、サイバー事案について高度な知見を有する人材の確保・育成等に取り組んでいる。サイバー特別捜査部においても、警察庁をはじめ全国警察から登用された多彩な経歴や資格を持つ職員たちが、日々、重大サイバー事案対処に当たっている。

（3）外国捜査機関等との連携の推進

国境を越えて実行される重大サイバー事案に対処するためには、外国捜査機関等との緊密な連携が不可欠である。

警察庁サイバー警察局では、令和4年から、国際共同捜査の実施等における我が国と欧州各国との橋渡し役として、サイバー事案対策に専従する連絡担当官をEUROPOL（注）に常駐させ、外国捜査機関等との連携を強化している。また、海外におけるサイバー事案の手口や技術の動向等について、平素から外国捜査機関等との情報交換を推進している。


注：European Union Agency for Law Enforcement Cooperationを指す。欧州連合（EU）の法執行機関であるが、捜査権限はなく、加盟国間の情報交換の促進や収集した情報の分析等が主な任務である。
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サイバー特別捜査部では、都道府県警察が初動捜査により収集した証拠について、高度な技術を用いて分析や解析を行い、その結果を外国捜査機関等と共有するなどして、国境を越えて実行される重大サイバー事案に対し、国際共同捜査をはじめとする国際的なネットワークの下で対処している。


CASE

我が国を含め世界各国の企業等に対してランサムウェア被害を与えている攻撃グループ「Phobos（フォボス）」について、サイバー特別捜査部と関係都道府県警察は、EUROPOL等との国際共同捜査を推進している。その結果、令和6年（2024年）11月、米国司法省は、同グループの運営者とみられるロシア人の男（42）を起訴したことを発表した。

この事案において、サイバー特別捜査部は、独自の手法により同運営者の特定に成功し、その結果や当該手法について、米国をはじめとする関係国の捜査機関に提供した。




MEMO　外国捜査機関等と連携したサイバー事案対策の取組

警察では、EUROPOLが主導する国際共同捜査に参画し、DDoS攻撃（注）ウェブサービスに関する捜査及び対策を推進している。同国際共同捜査では、DDoS攻撃に用いられるドメイン等をテイクダウン（機能停止）し、テイクダウンの実施を告げる「スプラッシュページ」を表示させている。また、当該ドメイン等の管理者の逮捕や当該ウェブサービスの利用者の特定も進められており、サイバー特別捜査部と関係都道府県警察でも、日本国内の利用者を検挙した。


注：114頁参照
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スプラッシュページ

警察庁では、令和6年12月、公式SNSアカウントやグーグルの広告機能を活用してDDoS攻撃に関する注意喚起を行うなど、関係する外国捜査機関等と同時に広報啓発活動を実施した。









2　サイバー事案への対策

（1）不正アクセス対策

警察では、不正アクセス行為の犯行手口の分析に基づき、関係機関等とも連携し、広報啓発等の不正アクセスを防止するための取組を実施しているほか、不正アクセス行為による被害防止のための広報啓発に資することを目的として、毎年、民間企業や行政機関等に対する「不正アクセス行為対策等の実態調査」（注1）及び「アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況等に関する調査」（注2）を行っている。


注1：令和6年の調査は、8月28日から9月20日までの間に、市販のデータベースに掲載された企業、教育機関（国公立、私立の大学等）、医療機関、地方公共団体（県・市区町村等）、独立行政法人及び特殊法人から2,951件を無作為に抽出し、調査票を郵送で配布して実施した。電子メール又は郵送により、634件の回答を得た。

注2：令和6年の調査は、同年8月28日から9月20日までの間に、市販のデータベースに掲載された企業のうち業種分類が「情報・通信」、「サービス」、「電気機器」又は「金融」であるもの及び国公立・私立大学のうち理工系学部又はこれに準ずるものを設置するものから、1,884件を無作為に抽出し、調査票を郵送で配布して実施した。電子メール又は郵送により、225件の回答を得た。



（2）インターネット上の違法情報・有害情報対策

①　インターネット・ホットラインセンター及びサイバーパトロールセンターの運用

警察庁では、一般のインターネット利用者等から違法情報や、重要犯罪密接関連情報（注1）、自殺誘引等情報（注2）に関する通報を受理して、警察への通報、サイト管理者への削除依頼等を行うインターネット・ホットラインセンター（IHC）を運用している。令和6年中、IHCでは2,186件の違法情報の削除依頼を行い、そのうち1,991件（91.1％）が削除されたほか、9,488件の重要犯罪密接関連情報の削除依頼を行い、そのうち8,024件（84.6％）が、6,359件の自殺誘引等情報の削除依頼を行い、そのうち4,986件（78.4％）が、それぞれ削除された。IHCに通報された違法情報等の中には、外国のサーバにそのデータが蔵置されているものがあるところ、このうち児童ポルノについては、各国のホットライン相互間の連絡組織であるINHOPE（注3）の加盟団体に対し、削除に向けた措置を依頼している。


注1：19頁（特集）参照

注2：114頁参照

注3：現在の名称はInternational Association of Internet Hotlinesであるが、旧名称のInternet Hotline Providers in Europe Associationの略称を現在も使用している。平成11年（1999年）に設立され、令和7年1月末現在、IHCを含む55団体（51の国・地域）から構成される国際組織



[bookmark: bb3z00080]　図表3-8　インターネット・ホットラインセンターにおける取組
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また、警察庁では、インターネット上の違法情報等を収集し、IHCに通報するサイバーパトロールセンター（CPC）を運用している。CPCでは、違法情報等を自動収集してその該当性を判定するAI検索システムを導入し、サイバーパトロールの高度化を図っている。

②　インターネット・ホットラインセンター等における取組の強化

「いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策」（令和6年12月17日犯罪対策閣僚会議決定）を受けて、犯罪実行者募集情報の実効的な削除のため、令和7年2月、IHCにおいて犯罪実行者募集情報を違法情報と位置付けるとともに、同年3月、体制を増強した。

[bookmark: bb3p00050]　[image: 犯罪実行者募集情報に関する広報啓発資料]
犯罪実行者募集情報に関する広報啓発資料

また、大手SNS事業者と個別に面談し、違法情報・有害情報に係る削除依頼への迅速な対応を要請するなど削除の実効性を確保するための取組を推進している。

③　効果的な違法情報等の取締り

警察では、サイバーパトロール等により違法情報・有害情報の把握に努めるとともに、効率的な違法情報の取締り及び有害情報を端緒とした取締りを推進している。

また、合理的な理由もなく違法情報の削除依頼に応じないサイト管理者については、検挙を含む積極的な措置を講じることとしている。

（3）ランサムウェア対策

警察では、ランサムウェア等による被害に関する警察への通報・相談を促進し、サイバー事案の潜在化を防止するとともに、捜査活動の効率化及び再発防止を図っている。特に、国民生活に大きく影響を及ぼすおそれのある医療機関等における被害の未然防止及び拡大防止を図るため、医療機関等に対する講演や個別訪問等を実施している。

また、警察庁ウェブサイト（注）において、ランサムウェア事案の手口に関する情報等を公開し、被害の未然防止対策等を講ずるよう注意喚起を行っているほか、ランサムウェア等のサイバー事案の発生に備えた警察への連絡体制の整備等について、関係機関を通じて事業者等に周知した。


注：警察庁ウェブサイト「ランサムウェア被害防止対策」（https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/ransom.html）
[image: QRコード　ランサムウェア被害防止対策]



（4）サイバー攻撃対策

警察では、サイバー攻撃に適切に対処するため、警察庁サイバー警察局、サイバー特別捜査部等と都道府県警察が緊密に連携して、迅速かつ的確な捜査を推進することとしている。また、サイバー攻撃を受けたコンピュータやサイバー攻撃に使用された不正プログラムを解析し、その結果や犯罪捜査の過程で得た情報等を総合的に分析するなどして、攻撃者及び手口に関する実態解明を進めており、これらの情報等は、被害の未然防止・拡大防止に向けた取組のほか、サイバー攻撃の攻撃者を公表し、非難することでサイバー攻撃を抑止する、いわゆるパブリック・アトリビューションにも活用されている。


MEMO　TraderTraitorに対するパブリック・アトリビューション

令和6年12月、警察庁は、サイバー特別捜査部及び警視庁による捜査及び分析の結果を総合的に評価し、米国連邦捜査局（FBI（注1））及び米国国防省サイバー犯罪センター（DC3（注2））と共に、北朝鮮を背景とするサイバー攻撃グループTraderTraitorが日本国内の暗号資産交換業者から暗号資産を窃取したことを特定し、連名で公表した。また、警察庁では、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC（注3））及び金融庁との連名で、標的となる事業者等に対し、TraderTraitorの手口例と緩和策に関する文書を発出し、注意喚起を行った。


注1：Federal Bureau of Investigationの略

注2：Department of Defense Cyber Crime Centerの略

注3：117頁参照
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3　技術支援と解析能力の向上

（1）サイバーフォースの役割

警察では、深刻化するサイバー事案に対処するため、攻撃の対象となったサイバーセキュリティ上のぜい弱性に関する情報や、標的型メール攻撃等の犯行手口に関する情報等を、捜査活動及び事業者との情報交換を通じて把握・分析し、被害の未然防止及び拡大防止に努めている。

近年のサイバー事案をみると、国家を背景に持つサイバー攻撃集団による高度な攻撃が引き続き発生しているほか、新たなぜい弱性とその対策が日々発見されており、それに応じて用いられる手口も次々と変化している。

このような情勢に対応するため、警察では、都道府県警察のサイバー事案対策部門に技術的な面から支援を行う部隊であるサイバーフォースを、警察庁及び全国の情報通信部（注1）にそれぞれ設置している。サイバーフォースは、個々の重要インフラ事業者等に対する脅威情報の提供や助言、サイバーテロ対策協議会（注2）での講演、サイバー事案発生を想定した共同対処訓練を実施するなどして、官民連携の強化に努めている。また、サイバー事案発生時には、都道府県警察と連携し、被害状況の把握、被害拡大の防止、証拠保全等について技術的な緊急対処を行っている。


注1：15頁（特集）参照

注2：131頁参照



[bookmark: bb3z00090]　図表3-9　サイバーフォースの役割と活動
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さらに、警察庁のサイバーフォースセンターは、全国のサイバーフォースの司令塔の役割を担っており、サイバー事案発生時には被害状況の把握等を行う拠点として機能するほか、24時間体制でのサイバー事案の予兆・実態把握、標的型メールに添付された不正プログラムの解析、全国のサイバーフォースに対する指示等を行っている。

（2）サイバー事案の予兆・実態等の把握

①　リアルタイム検知ネットワークシステムの運用

サイバーフォースセンターでは、サイバー事案の予兆・実態等を把握することを目的として、平成14年からリアルタイム検知ネットワークシステムを運用している。本システムでは、インターネット上にセンサーを設置し、当該センサーに対して送られてくる通信パケット（注）を収集している。このセンサーは、外部に対して何らサービスを提供していないため、本来であれば外部から通信パケットが送られてくることはないことから、攻撃者が攻撃対象を探索する場合等に不特定多数のIPアドレスに対して無差別に送信される、通信パケットを観測することができる。この通信パケットを分析することで、インターネットに接続された各種機器のぜい弱性の探索行為、当該ぜい弱性を悪用した攻撃、不正プログラムに感染したコンピュータの動向等、インターネット上で発生している各種事象を把握することができる。


注：ネットワークを通して送信される際に分割されるデータのかたまりのことであり、各パケットには、送信先や送信元のIPアドレス等の情報が付加されている。



[bookmark: bb3z00100]　図表3-10　リアルタイム検知ネットワークシステムの概要
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[bookmark: bb3p00070]　[image: リアルタイム検知ネットワークシステムの運用状況]
リアルタイム検知ネットワークシステムの運用状況

本システムは、インターネット上で発生するDoS攻撃（注）を早期に検知するDoS攻撃被害観測機能や、犯罪の温床となっているダークウェブの実態を把握するためにダークウェブ上の情報を収集・分析する機能を備えており、インターネット上の事象の変化等に応じて機能の強化を行っている。

サイバーフォースセンターでは、本システムから得られる情報を用いて、24時間体制でサイバー事案の予兆・実態等を把握し、インターネット利用者がサイバー事案の危険性を正しく認識し、適切な対策を自主的に講じられるよう、分析結果を警察庁ウェブサイトにおいて広く一般に公開している。


注：Denial of Serviceの略。特定のコンピュータに対し、大量のアクセスを繰り返し行い、コンピュータのサービス提供を不可能にするサイバー攻撃



②　リアルタイム検知ネットワークシステムによる令和6年中のインターネット観測結果

令和6年中、リアルタイム検知ネットワークシステムのセンサーにより、一つのセンサー当たり約9.1秒に1回という高い頻度で不審なアクセスが行われていることを観測し、その大部分は海外を送信元とするアクセスで占められていた。不審なアクセス件数は増加の一途をたどっており、引き続きサイバー空間をめぐる脅威の情勢は極めて深刻であることがうかがわれる。

検知した不審なアクセスについて、宛先ポート番号（注）に着目すると、1024番以上のポート番号へのアクセスが大きな割合を占めている。IoT機器では、標準設定として1024番以上のポート番号が使用されているものも多いことから、ぜい弱性を有するIoT機器の探索行為やIoT機器に対するサイバー攻撃の脅威が高まっているとみられる。

また、Wi-Fiルーター等を対象とした不審なアクセスが引き続き観測されており、Wi-Fiルーター等のソフトウェアのぜい弱性を狙ったもののほか、設定変更等を行うための管理用のポートに対してユーザ名・パスワードを送信してログインを試行したと疑われるものが観測されている。


注：TCP/IP通信（インターネット等で用いられるネットワーク上でデータを交換する際の取決め）において、利用するサービスを識別するための番号であり、0から65535までが割り当てられている。



[bookmark: bb3z00110]　図表3-11　リアルタイム検知ネットワークシステムにおいて検知した一つのセンサーに対する１日当たりの不審なアクセス件数の推移（令和2年～令和6年）
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[bookmark: bb3z00120]　図表3-12　ポート番号1023以下及び1024以上のポートへのアクセス件数の推移（令和2年～令和6年）
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（3）不正プログラムの解析

近年、標的型メールに添付された不正プログラムを用いたサイバー事案が発生しているほか、病院、発電所、化学プラント等の重要インフラの基幹システム等を標的としたランサムウェア（注）を用いたサイバー事案が発生している。

警察庁では、不正プログラムの動作解析や攻撃手口の解明等に資する情報の収集・分析及び機械学習を活用した不正プログラム解析の高度化・効率化に取り組んでいる。


注：116頁参照



[bookmark: bb3z00130]　図表3-13　機械学習を活用した不正プログラム解析の高度化・効率化のイメージ
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特に、重要インフラの制御・監視を行う産業制御システムを標的としたサイバー事案への対処能力の強化を図るため、制御システム検証装置等を整備し、実際に不正プログラムを実行させ、その動作を検証するとともに、不正プログラムが動作することで残される証跡等を調査することにより、事案発生時における迅速な原因特定・対処に万全を期している。また、産業制御システムを標的としたサイバー事案を想定した対処訓練に当該装置を活用しているほか、当該装置による検証の結果を踏まえ、関係機関・団体とサイバー事案の未然防止・被害拡大防止対策のための情報交換を実施している。

[bookmark: bb3z00140]　図表3-14　制御システム検証装置の活用例
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4　警察における人材育成の推進

（1）サイバー空間における脅威への対処に係る人材育成

都道府県警察では、サイバー事案に的確に対処するため、事案発生時には、多数の捜査員を従事させるとともに、警察本部等にサイバー事案への対処について高度な知見を有するサイバー犯罪捜査官等の専門捜査員を配置している。サイバー犯罪捜査官等は、民間企業での経験や情報通信技術に関する高度な資格の保有を条件として中途採用・特別採用をした警察官等であり、その知識や技能を生かして捜査の第一線で活躍している。

また、警察庁では、従前から情報通信に関する専門的な技術を有する者を技術系職員として採用し、実践的な研修を実施するなどして育成しており、これらの職員は、その専門知識を生かして、情報技術解析等の第一線で活躍している。

さらに、サイバー特別捜査部においては、全国警察からサイバー分野の知見を持つ有為な人材を登用して重大サイバー事案対処に当たっており、同部での経験は、捜査員の能力を向上させ、帰任後の都道府県警察全体の対処能力向上にも寄与している。

こうしたサイバー空間における脅威への対処のための人的基盤を強化するため、警察では、高度な専門的知識・技術を有する人材を確保・育成するための取組を計画的に推進するとともに、高度な専門的知識・技術を有するサイバー人材が、その専門性を継続的に生かすことができるようなキャリアパスの管理等を部門横断的かつ体系的に実施している。


CASE

徳島県警察では、サイバー犯罪捜査官（中途採用・特別採用）の採用枠として、技術・経験に応じた採用区分を設け、幅広い人材の登用に努めている。令和6年度には、特に高度な技術・経験を有する者1人を捜査幹部となる警部として採用し、サイバー部門において業務に従事させている。

[bookmark: bb3p00080]　[image: 徳島県警察採用募集ポスター]
徳島県警察採用募集ポスター




MEMO　官民人事交流制度を活用した情報集約・分析業務の高度化

警察庁では、官民人事交流制度により、サイバーセキュリティ関連企業出身の職員を幹部警察官として採用し、当該職員が民間企業で培った最新の知見を、警察庁サイバー警察局及びサイバー特別捜査部におけるサイバー事案に関する情報集約・分析業務の一層の高度化に生かしている。



（2）サイバーコンテストの開催

警察庁では、全国の都道府県警察の捜査員等を対象に、サイバー空間における脅威への対処に関する知識・技能を競うサイバーコンテストを開催している。同コンテストでは、実際の事案を想定したシナリオを使用し、捜査員等の知識・技能の向上を図るとともに、全国の優秀な人材の発掘に取り組んでいる。

[bookmark: bb3p00090]　[image: 警察庁サイバーコンテスト]
警察庁サイバーコンテスト


CASE

和歌山県警察では、令和6年10月、サイバーコンテストを開催し、県下12警察署の警察官が出場した。同コンテストでは、会場として、令和5年度に整備された研修訓練施設である「サイバー人材育成トレーニングルーム」を活用し、サイバー空間における脅威への対処能力の向上及び素養のある人材の発掘を図った。

[bookmark: bb3p00100]　[image: 和歌山県警察サイバーコンテスト]
和歌山県警察サイバーコンテスト



（3）捜査員等に対する実践的教育訓練

サイバー空間の利用が広がる中、どのような捜査分野においてもサイバー関係の知識が不可欠となってきており、サイバー部門のみならず全ての部門の幹部警察官にサイバーリテラシーに関する十分な知識を身に付けさせることが必須となっている。

こうした状況を踏まえ、令和7年4月、警察大学校にサイバー部門に係る研修・訓練に特化したサイバー警察教養部を新設した。サイバー警察教養部では、都道府県警察のサイバー部門においてサイバー事案の対処に当たる捜査員等を対象とした実践的な研修のほか、都道府県警察の各部門の幹部警察官に対するサイバーリテラシーに係る研修等を体系的・効果的・一元的に実施している。

[bookmark: bb3z00150]　図表3-15　サイバー空間における脅威への対処に係る人材育成
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また、警察大学校では、平成30年度以降、サイバーレンジ（注）を導入し、仮想環境下において実際の犯行手口や被害状況を再現することにより、最新の手口により行われるサイバー事案に対する実践的な捜査演習や、大規模なサイバー攻撃の被害事案を想定した訓練等を実施している。

さらに、警察庁では、高度な解析技術を持つ職員の育成を行うため、最新の技術を有する民間企業や研究機関との技術協力を推進している。


注：サイバー事案に対する実践的な訓練を行うためのサイバー演習環境




MEMO　サイバーセキュリティ対策研究センターにおける取組

警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターでは、ハードウェア及びソフトウェアに関する知識や技術を駆使して、電子機器の解析に関する研究や、犯罪に悪用され得る最先端の情報通信技術に関する研究を行っている。

自動運転システムの解析に関する研究

自動運転システムを備えた自動車の中には、車載装置と外部のビーコンやサーバとの双方向通信による情報を基に運行するものが開発されているが、こうした通信を介して車載装置のぜい弱性を悪用された場合には、重大な事件・事故につながるおそれがある。こうした場合、当該自動車に記録された情報が捜査に必要となり得ることから、サイバーセキュリティ対策研究センターでは、自動運転システムに関する研究を行っている。令和6年度は、自動車に対するサイバー攻撃に備え、学術機関及び民間企業の知見を活用し、自動車におけるセキュリティインシデントの解明に関する共同研究を行った。

[bookmark: bb3p00110]　[image: 自動運転システムの解析に関する研究状況]
自動運転システムの解析に関する研究状況









5　国際連携の推進

（1）外国捜査機関等との連携の推進

警察庁では、多国間における情報交換や協力関係の確立等に積極的に取り組んでおり、令和6年中は、G7ローマ／リヨン・グループ（注1）に置かれたハイテク犯罪サブグループ、サイバー犯罪条約（通称：ブダペスト条約）（注2）の締約国等が参加するサイバー犯罪条約委員会会合、EUROPOL（注3）とハンガリー国家警察とが共催する欧州警察長官会議等の国際会議に参加した。また、ICPO（注4）が提供する各国の法執行機関職員を対象としたサイバー犯罪対策等に関する研修に我が国の警察職員が参加するなど、サイバー空間における脅威に関する情報の共有、国際捜査共助に関する連携強化等を推進している。

さらに、情報技術解析に関する知識・経験等の共有を図るため、ICPO加盟国の法執行機関に加えて、国外の民間企業や学術機関が参加するICPOデジタル・フォレンジック専門家会合に平成28年から参加しているほか、情報セキュリティ事案に対処する組織の国際的な枠組みであるFIRST（注5）に平成17年から加盟しており、組織間の情報共有を通じ、適切な事案対処に資する技術情報の収集を行っている。


注1：昭和53年（1978年）にボン・サミットを契機に発足したG8テロ専門家会合（G8ローマ・グループ）と平成7年（1995年）にハリファクス・サミットで設置されたG8国際組織犯罪対策上級専門家会合（G8リヨン・グループ）が、平成13年（2001年）の米国における同時多発テロ事件以降合同で開催されているもので、国際組織犯罪対策やテロ対策等について検討している。なお、平成26 年（2014年）3月から、G7として実施している。

注2：サイバー犯罪に関する条約。サイバー犯罪から社会を保護することを目的として、コンピュータ・システムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータ・データの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等につき規定している。平成24年に我が国について発効した。

注3：120頁参照

注4：19頁（特集）参照

注5：Forum of Incident Response and Security Teamsの略




MEMO　外国捜査機関との連携強化に資する取組

令和6年9月、警察庁サイバー警察局では、オランダ国家警察との間で、共同オペレーション等について、サイバー犯罪対策部門の幹部等を交えたハイレベルな意見交換を行ったほか、同年10月に開催されたG7ローマ／リヨン・グループ会合におけるハイテク犯罪サブグループでは、サイバー空間をめぐる脅威の情勢、暗号資産を悪用した犯罪の捜査等について議論が行われ、G7各国の捜査機関との緊密な連携を図った。また、令和7年2月、ドイツの治安機関との間で、自動車に搭載されたシステムの解析手法等について意見交換を実施した。



（2）国際協力の推進

警察庁では、サイバー空間における脅威への諸外国の対処能力の向上を図るとともに、外国捜査機関等との協力関係を強化することを目的として、外務省や独立行政法人国際協力機構（JICA（注））と連携して外国捜査機関等に対する支援を行っている。平成26年度からは、外国捜査機関等のサイバー犯罪対策等に従事する職員を招へいし、サイバー空間における脅威への対処に関する知識・技術を習得させることなどを目的とした研修を実施しているほか、平成29年度からは、ベトナム公安省の職員を受け入れて、サイバーセキュリティ対策等に関する知識・技術の習得を目的とした研修を行っている。


注：Japan International Cooperation Agencyの略









6　官民連携の推進

（1）インターネットバンキングに係る不正送金事犯への対策

警察では、インターネットバンキングに係る不正送金事犯に対し、関係機関と連携したフィッシング被害の実態把握や、フィッシングサイトに関する分析及び関係事業者への照会等、早期の実態解明と必要な取締りを推進している。

また、警察では、一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター（JC3（注））等との間における官民連携の枠組みも活用して把握したフィッシングサイトの情報をウイルス対策ソフト事業者等に提供するなど、積極的な被害防止対策を推進している。


注：Japan Cybercrime Control Centerの略



（2）日本サイバー犯罪対策センターとの連携

我が国における産学官連携の枠組みとして平成26年から業務が開始されたJC3では、産学官の情報や知見の集約・分析をし、その結果等を還元することで、脅威の大本を特定し、これを軽減し、又は無効化することにより、以後の事案発生の防止を図ることとしている。警察では、捜査関連情報等をJC3において共有し、産学におけるサイバーセキュリティに関する取組に貢献するとともに、JC3において共有された情報を警察活動に迅速・的確に活用し、安全で安心なサイバー空間の構築に努めている。

[bookmark: bb3z00160]　図表3-16　JC3の概要
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MEMO　フィッシングサイト撲滅チャレンジカップの開催

JC3では、専門的な知識を持たない人でもプラットフォーム事業者等に対してフィッシングサイトのテイクダウン（機能停止）依頼を行うことができるツールを開発し、サイバー防犯ボランティア等に提供している。

また、JC3では、サイバー防犯ボランティア等が同ツールを活用し、フィッシングサイトのテイクダウン件数等を競う「フィッシングサイト撲滅チャレンジカップ」を開催しており、警察庁がこれを後援している。令和6年7月に開催された第2回大会では、46団体が参加し、2,201件のフィッシングサイトがテイクダウンされた。



（3）サイバー防犯ボランティアに対する支援

サイバーパトロールにより発見した違法情報・有害情報をIHC、サイト管理者等に通報する取組やインターネット利用者に対する講演活動等を行うサイバー防犯ボランティアは、全国で301団体、7,298人（令和6年12月末現在）となっており、警察では、研修会を開催するなどして、こうした活動を行う団体の拡大と取組の活性化を図っている。

[bookmark: bb3p00120]　[image: サイバー防犯ボランティアの活動]
サイバー防犯ボランティアの活動


MEMO　サイバー防犯ボランティアによる犯罪実行者募集への対策に関する活動

警察では、サイバー防犯ボランティアと連携し、社会情勢に応じた活動を展開している。都道府県警察では、いわゆる「闇バイト」による強盗事件等の発生を受け、学生に対する犯罪実行者募集の実態に関する講演等を通じ、これらに加担しないよう注意喚起を実施しているほか、学生ボランティアが自ら犯罪実行者募集情報を発見し、IHC等に通報するサイバーパトロール活動を実施している。



（4）サイバーテロ対策協議会

警察では、各都道府県警察及びサイバー事案の標的となるおそれのある重要インフラ事業者等で構成される「サイバーテロ対策協議会」を全ての都道府県において設置し、サイバー事案の脅威やサイバーセキュリティに関する情報提供、民間の有識者による講演及び参加事業者間の意見交換・情報共有を行っているほか、サイバー事案の発生を想定した共同対処訓練等を行っている。

[bookmark: bb3p00130]　[image: サイバーテロ対策協議会]
サイバーテロ対策協議会

（5）サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク

警察では、情報窃取の標的となるおそれの高い先端技術を有する事業者等との間で、情報窃取を企図したとみられるサイバー事案に関する情報共有を行う「サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク」を構築しており、事業者等から提供された情報等を集約・分析し、事業者等に対し、分析結果に基づく注意喚起を行っている。

（6）高度な研究開発を行う大学を標的としたサイバー事案への対策の推進

近年、高度な研究開発を行う大学を標的としたサイバー事案が発生していることから、警察では、当該サイバー事案に関する情報収集・分析を強化するとともに、大学と連携し、サイバー事案をめぐる最新の情勢や被害防止対策等に関する情報共有及びサイバー事案の発生を想定した共同対処訓練を実施することなどにより、高度な研究開発を行う大学を標的としたサイバー事案への対処能力の強化を図っている。

（7）被害の潜在化防止に向けた取組の推進

①　関係機関と連携した通報・相談の推進

サイバー事案対処に当たっては、警察への通報・相談を一層促進し、国民・事業者等からの情報を広範に収集することが求められる一方、被害者自身に対する社会的評価の悪化の懸念等から通報・相談そのものがためらわれる傾向があり、いわゆる「被害の潜在化」が課題となっている。警察では、関係機関・団体、サイバー保険（注）を取り扱う損害保険会社をはじめとする民間事業者等との連携、民間事業者等との共同対処協定の締結等を通じて、サイバー事案による被害に関する警察への通報・相談を促進している。


注：サイバー事案等により企業に生じた損害等を補填する保険



②　通報・相談しやすい環境整備

警察庁では、令和6年3月、インターネットから通報・相談をすることができる一元的な窓口を整備した。また、ウェブサイト等における発信を通じて、サイバー事案に関する警察への通報・相談を促す広報を行うなどの取組を実施している。

さらに、サイバー事案に関する通報・相談に適切に対応するため、採用時教養、昇任時教養等において、サイバー事案対処に関する講義を実施するなど警察職員全体の対処能力の向上に向けた人材育成を推進している。







警察活動の最前線


進化する脅威に立ち向かうサイバー犯罪対策を目指して



前　福島県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課サイバー対策係長（現　同課サイバー犯罪捜査第四係長）

五十嵐　貴子

[bookmark: bb3m00010]　[image: 福ぼうしくん]



私は、育児休暇を取得した後、深刻化するサイバー犯罪を何とかしたいと考え、情報処理安全確保支援士試験に合格し、サイバー犯罪対策課に配属されました。現在はサイバー対策係として、広報や講演、官民連携等を通じてサイバー犯罪の防止に取り組んでいます。

サイバー犯罪は日々巧妙化し、新たな手口が次々と生まれます。そのため、常に最新の知識と技術を学びながら、講演では具体的な事例を交えて分かりやすく伝えることを心掛けています。また、参加者に質問を投げかけ、一緒に考えてもらうといったインタラクティブな方法を取り入れることで、誰もがサイバー犯罪を「自分ごと」として捉えられるよう工夫しています。

サイバー犯罪対策は、新たな手口との攻防戦ですが、犯罪の手口を分析し、対策を考えることで自分の知識や技術を深化させられるところに醍醐（だいご）味があります。対策の効果は目に見えにくいものの、「被害が発生しないことこそが成功の証」であり、犯罪を未然に防ぐことが人々の安心につながると信じています。

今後も新たな脅威に対応できるよう自己研鑽（さん）に努め、関係機関と連携しながら、社会全体でサイバー犯罪に立ち向かう機運を高めていきたいです。

[bookmark: bb3p00140]　[image: 前　福島県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課サイバー対策係長（現　同課サイバー犯罪捜査第四係長）　五十嵐　貴子]




社会問題化するSNS関連犯罪の早期解決により被害拡大を防止



京都府警察サイバー対策本部サイバー捜査課情報・指導係

亀井　瞭

[bookmark: bb3m00020]　[image: ポリスまろん・ポリスみやこ]



令和5年春、京都府警察では、サイバー空間における脅威に的確に対処するため、サイバー事案捜査や技術支援に特化したサイバー捜査課が発足しました。私は、初代課員として捜査係に配置となり、サイバーパトロールや府民から寄せられるサイバー相談等を端緒とした事件捜査に従事しています。

令和5年、「登録するだけで数万円分のポイントが貰える」などとインフルエンサーにSNSで宣伝させてフォロワーをだまし、消費者金融の借入用アカウントを作成させた上、そのアカウントに不正アクセスして借入れを装って金員を窃取する事案が発生し、その被害は全国に及びました。この事案では、当初、不正アクセスについて立件が困難とされていましたが、犯行に使われた消費者金融のアプリの通信状況を疑似的に再現するなどの手法を駆使してこれを打破し、事案解決につながりました。

私は、この事件を通じ、「困難な事件でも創意工夫を凝らし犯人を検挙する」という取組姿勢を学びました。今後もサイバー空間の脅威は深刻な情勢が続くと思われますが、私は京都府警察の取組姿勢を受け継ぐとともに、将来、サイバー捜査をけん引できるようスキルアップに全力を尽くしたいと思っています。

[bookmark: bb3p00150]　[image: 京都府警察サイバー対策本部サイバー捜査課情報・指導係　亀井　瞭]









第4章　組織犯罪対策

第1節　匿名・流動型犯罪グループ対策

1　匿名・流動型犯罪グループの情勢

（1）匿名・流動型犯罪グループの特徴

暴力団勢力が衰退していく中、暴力団のような明確な組織構造は有しないが、先輩・後輩、友人・知人といった人間関係に基づく緩やかなつながりで集団を構成しつつ、暴力団等と密接な関係を有するとうかがわれる集団も存在しており、警察では、従来、こうした集団を暴力団に準ずる集団として「準暴力団」と位置付け、取締りの強化等に努めてきた。

こうした中、近年、準暴力団に加え、SNSや求人サイト等を利用して実行犯を募集する手口により特殊詐欺等を広域的に実行するなどの集団がみられ、治安対策上の脅威となっている。これらの集団は、各種資金獲得活動により得た収益を吸い上げている中核部分は匿名化され、実行犯はSNS等でその都度募集され流動化しているなどの特徴を有する新たな形態のものである。

警察では、こうした集団を「匿名・流動型犯罪グループ」と位置付けた上、その動向を踏まえ、繁華街・歓楽街対策、特殊詐欺対策、侵入強盗対策、暴走族対策、少年非行対策等を担う関係部門間における連携を強化し、匿名・流動型犯罪グループに係る事案を把握するなどした場合の情報共有を行い、部門の垣根を越えた実態解明を図るとともに、あらゆる法令を駆使した取締りの強化に努めている。

匿名・流動型犯罪グループの中には、その資金の一部が暴力団に流れているとみられるものや、暴力団構成員をグループの首領やメンバーとしているもの、暴力団構成員と共謀して犯罪を行っているものも確認されている。匿名・流動型犯罪グループの中には暴力団と何らかの関係を持っているものもみられ、両者の間で結節点の役割を果たす者も存在するとみられる。

[bookmark: bb4z00010]　図表4-1　暴力団及び匿名・流動型犯罪グループの特徴
[image: 図表4-1　暴力団及び匿名・流動型犯罪グループの特徴]

①　中核的人物の匿名化と犯罪実行者の流動化

匿名・流動型犯罪グループが関与する事件をみると、中核的人物が、自らに捜査が及ぶことのないようにするため、匿名性の高い通信手段を使用して実行犯への指示をするなど、各種犯罪により得た収益を吸い上げる中核部分は匿名化される一方、犯罪の実行者は、SNSでその都度募集され、検挙されても新たな者が募集されるなど流動化しているという特徴がみられる。

②　多様な資金獲得活動とその収益の還流

匿名・流動型犯罪グループは、特殊詐欺をはじめ、組織的な強盗や窃盗、違法なスカウト行為、悪質なリフォーム業、薬物密売等の様々な犯罪を実行し、その収益を有力な資金源としているほか、犯罪によって獲得した資金を風俗営業等の新たな資金獲得活動に充てるなど、その収益を還流させながら、組織の中核部分が利益を得ている構造がみられる。

（2）匿名・流動型犯罪グループによる多様な資金獲得活動の動向

令和6年（2024年）中の匿名・流動型犯罪グループによるものとみられる資金獲得犯罪（注1）について、主な資金獲得犯罪（注2）の検挙人員を罪種別にみると、詐欺が過半数を占め、次いで窃盗、薬物事犯、強盗、風営適正化法違反の順となっている。


注1：匿名・流動型犯罪グループによる資金獲得犯罪とは、匿名・流動型犯罪グループの活動資金の調達につながる可能性のある犯罪をいい、特殊詐欺や強盗、覚醒剤の密売、繁華街における飲食店等からのみかじめ料の徴収、企業や行政機関を対象とした恐喝又は強要、窃盗、各種公的給付金制度を悪用した詐欺等のほか、一般の経済取引を装った違法な貸金業や風俗店経営、AVへのスカウト等の労働者供給事業等をいう。

注2：詐欺、強盗、窃盗、薬物事犯及び風営適正化法違反



[bookmark: bb4z00020]　図表4-2　匿名・流動型犯罪グループによるものとみられる主な資金獲得犯罪の検挙人員
[image: 図表4-2　匿名・流動型犯罪グループによるものとみられる主な資金獲得犯罪の検挙人員]

匿名・流動型犯罪グループは、特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺に加え、令和6年8月以降、関東地方において相次いで発生した、SNS等で募集された犯罪の実行者による凶悪な強盗等や、悪質ホストクラブ事犯、組織的窃盗・盗品流通事犯、悪質リフォーム事犯のほか、インターネットバンキングに係る不正送金事犯等のサイバー犯罪に至るまで、近年、治安対策上の課題となっている多くの事案に深く関与している実態が認められる。

警察では、こうした多様な資金獲得活動に着目した取締りにより、匿名・流動型犯罪グループに対して効果的に打撃を与えるとともに、組織的犯罪処罰法等の積極的な適用により犯罪収益の剝奪を推進している。


CASE

無職の男（44）らは、令和5年2月、インターネットバンキング利用者の口座に不正にログインし、同利用者になりすまして開設した暗号資産取引口座に紐（ひも）付けられた預金口座に約1,200万円を不正に送金するなどした。同男を指示役とするグループは同様の手口での犯行を繰り返しており、関東管区警察局サイバー特別捜査部が、関係都道府県警察による捜査を通じて得られた情報を集約・分析するとともに、暗号資産の移転状況を追跡するなどした結果、同グループの活動実態を解明し、令和6年8月までに、同男ら9人を不正アクセス禁止法違反（不正アクセス行為）等で逮捕した（サイバー特別捜査部、警視庁、広島、北海道、宮城、茨城、群馬、千葉、静岡、大阪、兵庫、奈良、岡山、愛媛、福岡、長崎及び熊本）。




CASE

建設業の男（32）らは、令和5年12月、点検を装って静岡県内の住宅2軒を訪問し、自ら同住宅の屋根を損壊した上で、修理が必要である旨申し向け、被害者2人から屋根補修塗装工事代金名目で合計約60万円をだまし取った。令和6年9月までに、同男ら3人を詐欺罪等で逮捕した（静岡）。









2　匿名・流動型犯罪グループへの対策

（1）実態解明及び取締りのための体制強化

匿名・流動型犯罪グループが、その匿名性・流動性を利用して、特殊詐欺、強盗・窃盗等の多様な資金獲得活動を行っている実態を踏まえ、その組織構造や内部統制、資金の流れ等を解明し、有効な対策を講じるべく、警察庁において、長官官房審議官（調整担当）及び長官官房参事官（匿名・流動型犯罪グループ対策担当）の取りまとめの下、部門横断的な情報共有、実態解明等を推進するとともに、全国の都道府県警察においても、組織犯罪対策等を担当する参事官級の職員を総合対策の司令塔とし、関係部門における対策の取組状況等を集約し、部門横断的な情報共有、実態解明等を推進している。

[bookmark: bb4z00030]　図表4-3　匿名・流動型犯罪グループの対策推進体制
[image: 図表4-3　匿名・流動型犯罪グループの対策推進体制]

また、匿名・流動型犯罪グループによって実行される特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺について、都道府県警察の垣根を越えて迅速かつ効果的な捜査を推進するため、令和6年4月、他の都道府県警察から依頼を受けて管轄区域内で行うべき捜査を遂行する「特殊詐欺連合捜査班」（TAIT（注））を、各都道府県警察に構築した。特に捜査事項が集中すると見込まれる警視庁、埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪及び福岡の7都府県警察では、それぞれ専従の捜査体制を構築し、全国警察から派遣される捜査員を加え、合計約500人の捜査員を配置した。

令和6年中のTAITを活用した特殊詐欺事件等の検挙件数は323件であった。


注：Telecom scam Allianced Investigation Teamの略。「タイト」と呼称している。




CASE

無職の男（22）は、令和6年4月、高齢者の息子になりすまし、高齢者に対し、「現金を至急必要としているので、代わりに行く者に現金を渡してほしい」などと虚偽の事実を告げ、同男が息子のために現金を預かるものと同高齢者に誤信させ、現金1,000万円をだまし取った。同月、京都府警察による捜査の過程で、同男が京都駅から東京方面の新幹線に乗車中であることが判明し、同府警察が警視庁に新幹線停車駅への捜査員の配置及び同男の確保を依頼した結果、警視庁のTAIT捜査員が品川駅で降車した同男を確保後、同府警察が詐欺罪で逮捕した（京都及び警視庁）。



（2）戦略的な実態解明及び取締り等

中核部分の匿名化及び犯罪実行者の流動化といった新たな特徴を有する匿名・流動型犯罪グループを壊滅・弱体化するためには、同グループの主な資金獲得活動について、警察の各部門・各都道府県警察が垣根を越えて実態解明に取り組み、解明された情報を踏まえた最適な体制によりこれを取り締まるなど、警察の総力を挙げた戦略的な実態解明、取締り等を推進する必要がある。

こうした点を踏まえ、昨今、匿名・流動型犯罪グループが深く関与し治安対策上の課題となっている事犯を重点取組対象事犯として指定し、全国警察及び警察庁が連携して、これを踏まえた同グループの戦略的な実態解明、取締り等を推進している。

また、匿名・流動型犯罪グループの中核的人物等のうち、特に全国的な見地から速やかに活動実態を解明した上で取り締まるべき対象を取締りターゲットに指定し、全国警察及び警察庁が連携して、同グループの壊滅に向けた戦略的な取締り等を推進しているところ、対策の更なる強化を図るため、今後、警察庁における情報の集約・分析体制を強化するほか、取締りターゲットに係る専従の捜査体制を整備することとしている。

[bookmark: bb4p00010]　[image: 匿名・流動型犯罪グループ対策に係る全国司令塔会議]
匿名・流動型犯罪グループ対策に係る全国司令塔会議


MEMO　組織的なマネー・ローンダリング事犯への対策

匿名・流動型犯罪グループは、獲得した犯罪収益について巧妙にマネー・ローンダリングを行っている。その手口は、コインロッカーを使用した現金の受渡し、架空・他人名義の口座を使用した送金、他人の身分証明書等を使用した盗品等の売却、暗号資産・電子マネー等の使用、犯罪グループが関与する会社での取引に仮装した出入金、外国口座の経由等、多岐にわたり、捜査機関等からの追及を回避しようとしている状況がうかがわれる。

特に、暗号資産を悪用したマネー・ローンダリングへの対策として、警察では、こうした様々な犯罪に悪用される暗号資産の移転状況を追跡するとともに、警察庁において、追跡結果を横断的・俯瞰的に分析し、その結果を都道府県警察と共有している。こうした取組により、例えば、インターネットバンキングに係る不正送金事犯と特殊詐欺事案に関して同一被疑者の関与が判明するなど、従来の捜査では必ずしも明らかにならなかった複数事案の関連性や、背景にある組織性等が浮き彫りになっているところであり、今後も更なる捜査の進展が期待される。

[bookmark: bb4z00040]　図表4-4　犯罪組織における暗号資産を悪用した資金の流れ（イメージ）
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第2節　暴力団等対策

1　暴力団情勢

（1）暴力団構成員及び準構成員等（注）の推移

暴力団構成員及び準構成員等の過去10年間の推移は、図表4-5のとおりであり、その総数は平成17年（2005年）以降減少し、令和6年（2024年）末には、暴力団対策法が施行された平成4年以降最少となった。この背景としては、全国警察による集中的な取締りや暴力団排除の取組の進展により、暴力団からの構成員の離脱が進んだことなどが考えられる。


注：暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの



[bookmark: bb4z00050]　図表4-5　暴力団構成員及び準構成員等の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表4-5　暴力団構成員及び準構成員等の推移（平成27年～令和6年）]

また、六代目山口組からの分裂組織を含む主要団体等（注）の暴力団構成員及び準構成員等の総数に占める割合は、令和6年末も7割を超えており、寡占状態は継続している。


注：平成26年までは、六代目山口組、稲川会及び住吉会を「主要3団体」と、平成27年以降は、神戸山口組を含む4団体を「主要団体」と、平成30年以降は、絆會（きずなかい）（任侠（にんきょう）山口組から改称）を含む5団体を、令和3年以降は、池田組を含む6団体を「主要団体等」という。



（2）暴力団の解散・壊滅

令和6年中に解散・壊滅をした暴力団の数は55組織であり、これらに所属していた暴力団構成員の数は98人である。このうち主要団体等の傘下組織の数は38組織（69.1％）であり、これらに所属していた暴力団構成員の数は57人（58.2％）である。

（3）暴力団の指定

令和7年6月1日現在、暴力団対策法の規定に基づき25団体が指定暴力団として指定されている。令和6年中は5団体が、令和7年中は6月1日までに1団体が、それぞれ指定の有効期間を満了したことから、引き続き指定を受けた（注）。


注：令和6年中は松葉会、四代目福博会、絆會、関東関根組及び池田組が、令和7年中は4月に神戸山口組がそれぞれ指定を受けた。



[bookmark: bb4z00060]　図表4-6　指定暴力団一覧表
[image: 図表4-6　指定暴力団一覧表]







2　暴力団犯罪の取締りと暴力団対策法の運用

（1）検挙状況

暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者（以下「暴力団構成員等」という。）の検挙人員は、図表4-7のとおりである。令和6年中は8,249人と、前年と比べ1,361人（14.2％）減少した。また、平成6年以降の検挙人員の罪種別割合をみると、図表4-8のとおりであり、恐喝、賭博及びノミ行為等（注）の割合が減少傾向にあるのに対し、詐欺の割合が増加傾向にあり、暴力団が資金獲得活動を変化させている状況がうかがわれる。


注：公営競技をめぐって施行者以外の第三者が行う勝馬投票等類似行為等の競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法違反



[bookmark: bb4z00070]　図表4-7　暴力団構成員等の検挙人員の推移（令和2年～令和6年）
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[bookmark: bb4z00080]　図表4-8　暴力団構成員等の検挙人員の罪種別割合の推移（平成6年、平成16年、平成26年及び令和6年）
[image: 図表4-8　暴力団構成員等の検挙人員の罪種別割合の推移（平成6年、平成16年、平成26年及び令和6年）]

（2）資金獲得犯罪

暴力団は、覚醒剤の密売、繁華街における飲食店等からのみかじめ料の徴収、企業や行政機関を対象とした恐喝・強要のほか、強盗、窃盗、各種公的給付制度を悪用した詐欺等、時代の変化に応じて様々な資金獲得犯罪を行っている。特に、近年、暴力団構成員等が主導的な立場で特殊詐欺に深く関与し、暴力団が特殊詐欺を有力な資金源の一つとしている実態がうかがわれる。

また、暴力団は、実質的にその経営に関与している暴力団関係企業を利用し、又は共生者（注）と結託するなどして、その実態を隠蔽しながら、一般の経済取引を装った違法な貸金業や労働者派遣事業等の資金獲得犯罪を行っている。

警察では、巧妙化・不透明化をする暴力団の資金獲得活動に関する情報の収集・分析をするとともに、社会経済情勢の変化に応じた暴力団の資金獲得活動の動向にも留意しつつ、暴力団や共生者等に対する取締りを推進している。


注：暴力団に利益を供与することにより、暴力団の威力、情報力、資金力等を利用し自らの利益拡大を図る者




CASE

稲川会傘下組織の幹部の男（44）は、令和3年2月、融資金名目で現金をだまし取ろうと考え、暴力団員が経営に関与する法人は銀行の融資条件を満たさないことを知りながら、自らがその経営に実質的に関与する法人に関し、融資条件を満たす旨の虚偽の内容で自らの妻に融資を申請させ、現金1,500万円をだまし取った。令和6年2月、同男を詐欺罪で逮捕した（千葉）。



（3）対立抗争事件等の発生

暴力団は、組織の継承等をめぐって銃器を用いた対立抗争事件を引き起こしたり、自らの意に沿わない事業者を対象とする報復・見せしめ目的の襲撃等事件を起こしたりするなど、自己の目的を遂げるためには手段を選ばない凶悪性がみられる。

近年の対立抗争事件、暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件等の発生状況は、図表4-9のとおりである。これらの事件の中には、銃器が使用されたものもあり、市民生活に対する大きな脅威となるものであることから、警察では、重点的な取締りを推進している。

[bookmark: bb4z00090]　図表4-9　対立抗争事件の発生件数等の推移（令和2年～令和6年）（注1）
[image: 図表4-9　対立抗争事件の発生件数等の推移（令和2年～令和6年）]


CASE

六代目山口組傘下組織の構成員の男（63）は、令和6年9月、宮崎市内の池田組傘下組織事務所において、殺意をもって、池田組傘下組織の幹部に対して拳銃を発射し、殺害した。同月、同男を殺人未遂罪で逮捕し、殺人罪で送致した（宮崎）。



（4）暴力団対策法の運用

指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為（注）を行った場合等においては、暴力団対策法に基づき、都道府県公安委員会が中止命令等を発出することができることとされている。中止命令等の発出件数の推移は、図表4-10のとおりである。


注：指定暴力団の暴力団員が威力を示して行う不当な金品等の要求行為



[bookmark: bb4z00100]　図表4-10　暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表4-10　暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数の推移（令和2年～令和6年）]


CASE

住吉会傘下組織の幹部の男（57）は、令和6年10月、飲食店店長に対し、「ここら辺が俺のシマなんだ」、「しめ飾りとダルマなんだけど、俺から買ってほしいんだよね」などと告げ、自己が所属する暴力団の威力を示して、しめ飾り等を購入するように要求した。同年11月、同男に対し、暴力的要求行為をしてはならない旨の中止命令を発出した（栃木）。




MEMO　山口組分裂後の対立抗争と暴力団対策法の活用

六代目山口組と神戸山口組の間では、平成31年4月以降、拳銃を使用した殺人事件等が相次いで発生するなど、対立抗争が激化し、地域社会に大きな不安を与えた。こうした状況を受け、令和2年1月、兵庫県等の公安委員会が、暴力団対策法に基づき、特に警戒を要する区域（以下「警戒区域」という。）を定めた上で、両団体を「特定抗争指定暴力団等」に指定した。令和6年末現在、9府県17市町を警戒区域と定めている。

また、神戸山口組から離脱した池田組と六代目山口組の間でも、令和4年5月以降、サバイバルナイフを使用した殺人未遂事件が発生するなど、対立抗争が激化する状況が認められたことから、令和4年12月、岡山県等の公安委員会が、両団体を特定抗争指定暴力団等に指定した。令和6年末現在、7府県8市を警戒区域と定めている。

さらに、神戸山口組から離脱した絆會と六代目山口組の間でも、令和4年1月以降、拳銃を使用した殺人事件が発生するなど、対立抗争が激化する状況が認められたことから、令和6年6月、大阪府等の公安委員会が、両団体を特定抗争指定暴力団等に指定した。令和6年末現在、8府県10市を警戒区域と定めている。

警戒区域内では、事務所の新設、対立組織の構成員に対するつきまとい、対立組織の構成員の居宅又は事務所付近のうろつき、多数での集合、両団体の事務所への立入り等の行為が禁止されることから、それぞれの抗争の情勢に応じて警戒区域を追加するなどの措置を講じることにより、対立抗争に伴う市民への危害の防止に努めている。









3　暴力団排除活動の推進

（1）国及び地方公共団体における暴力団排除活動

国及び地方公共団体においては、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム（以下「ワーキングチーム」という。）における申合せ等に基づき、警察と連携しつつ、受注業者の指名基準や契約書に暴力団排除条項（注）（下請契約、再委託契約等に係るものを含む。）を盛り込んだり、暴力団等による不当な介入がなされた場合における警察への通報等を受注業者に義務付けたりするなどの取組を推進している。また、民間工事等に関係する業界及び独立行政法人に対しても、同様の取組が推進されるよう所要の指導・要請を行っている。


注：法令、規約及び契約書等に設けられている条項であって、許可を取得する者、事務の委託の相手方、契約等の取引の相手方等から暴力団員等の暴力団関係者又は暴力団関係企業を排除する旨を規定する条項



（2）各種事業・取引等からの暴力団排除

①　各種事業からの暴力団排除

近年、各種事業から暴力団関係企業等を排除するため、法令等において暴力団排除条項の整備が進んでおり、警察では、暴力団の資金源を遮断するため、関係機関・団体と連携して、貸金業、建設業等の各種事業からの暴力団排除を推進している。

②　各種取引からの暴力団排除

近年、暴力団の資金獲得活動が巧妙化・不透明化をしていることから、警察では、取引先が暴力団関係企業等であると気付かずに企業が経済取引を行ってしまうことを防ぐため、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（注）及びワーキングチームにおける申合せに基づき、関係機関・団体と連携を強化し、各種取引からの暴力団排除を推進している。


注：平成19年の犯罪対策閣僚会議幹事会における申合せ。企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応について取りまとめたもの。



（3）地域住民等による暴力団排除活動

警察では、暴力追放運動推進センター（以下「暴追センター」という。）及び弁護士会と緊密に連携し、適格暴追センター制度（注）も活用しながら、事務所撤去訴訟等に対する支援を実施するなどして、地域住民等による暴力団排除活動を支援している。

また、指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する暴力団対策法の規定を効果的に活用し、暴力団犯罪に係る損害賠償請求訴訟に対する支援を実施するなどして、暴力団の不当要求による被害の救済等に努めている。


注：国家公安委員会から適格暴追センターとして認定を受けた暴追センターが、指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて、自己の名をもって事務所使用差止請求を行うことができる制度



[bookmark: bb4p00020]　[image: 暴力団追放県大会の状況]
暴力団追放県大会の状況

（4）地方公共団体における暴力団排除に関する条例の運用

各都道府県においては、暴力団排除に関する条例の効果的な運用に努めている。これら条例は、地方公共団体、住民、事業者等が連携・協力をして暴力団排除に取り組む旨を定め、暴力団排除に関する基本的な施策、青少年に対する暴力団からの悪影響排除のための措置、暴力団の利益になるような行為の禁止等を主な内容としている。

各都道府県では、条例に基づき、暴力団の威力を利用する目的で財産上の利益の供与をしてはならない旨の勧告等を実施している。令和6年中における実施件数は、勧告が50件、指導が3件、中止命令が9件、再発防止命令が2件、検挙が23件となっている。


CASE

住吉会傘下組織の幹部の男（55）らは、令和5年7月から令和6年8月にかけて、宮城県暴力団排除条例に定める暴力団排除特別強化地域において、無店舗型性風俗特殊営業店を営む者から、用心棒の役務の提供をすることの対償として、又は当該営業を営むことを容認することの対償として、現金合計約250万円の供与を受けた。同年10月、同男ら3人を同条例違反（特別強化地域における暴力団員の禁止行為・特別強化地域における特定営業者の禁止行為）で逮捕した（宮城）。



（5）暴力団員の社会復帰対策の推進

暴力団を壊滅するためには、構成員を一人でも多く暴力団から離脱させ、その社会復帰を促すことが重要である。警察庁では、令和5年に閣議決定された「第二次再犯防止推進計画」等に基づき、関係機関・団体と連携して、構成員に対する暴力団からの離脱に向けた働き掛けの充実を図るとともに、構成員の離脱・就労、社会復帰等に必要な社会環境及びフォローアップ体制の充実に関する効果的な施策を推進している。







第3節　来日外国人犯罪対策

1　来日外国人犯罪の情勢

（1）来日外国人犯罪の組織化の状況

令和6年（2024年）中の来日外国人（注1）による刑法犯の検挙件数に占める共犯事件の割合は41.1％と、日本人（12.5％）の約3.3倍に上っている（注2）。罪種別にみると、万引きで22.6％と、日本人（3.4％）の約6.7倍に上る。


注1：我が国に存在する外国人のうち、定着居住者（永住者、永住者の配偶者等及び特別永住者）、在日米軍関係者及び在留資格不明者を除いた外国人

注2：来日外国人と日本人の共犯事件については、主たる被疑者の国籍・地域により、来日外国人による共犯事件であるか、日本人による共犯事件であるかを分類して計上している。



[bookmark: bb4z00110]　図表4-11　来日外国人と日本人の刑法犯における共犯率の違い（令和6年）
[image: 図表4-11　来日外国人と日本人の刑法犯における共犯率の違い（令和6年）]

このように、来日外国人による犯罪は、日本人によるものと比べて組織的に行われる傾向がうかがわれる。

（2）組織の特徴

来日外国人で構成される犯罪組織についてみると、出身国や地域別に組織化されているものがある一方で、より巧妙かつ効率的に犯罪を行うために様々な国籍の構成員が役割を分担するなど、構成員が多国籍化しているものもある。このほか、面識のない外国人同士がSNSを通じて連絡を取り合いながら犯行に及んだ例もみられる。

また、近年、他国で行われた詐欺事件による詐取金の入金先口座として日本国内の銀行口座を利用し、詐取金入金後にこれを日本国内で引き出してマネー・ローンダリングを行うといった事例があるなど、犯罪行為や被害の発生場所等の犯行関連場所についても、日本国内にとどまらず複数の国に及ぶものがある。

（3）犯罪インフラの実態

来日外国人で構成される犯罪組織が関与する犯罪インフラ事犯には、地下銀行による不正な送金、偽装結婚、偽装認知、不法就労助長、旅券・在留カード等偽造等がある。

地下銀行は、不法滞在者等が犯罪収益等を海外に送金するために利用されている。また、偽装結婚、偽装認知及び不法就労助長は、在留資格の不正取得による不法滞在等の犯罪を助長しており、これを仲介して利益を得るブローカーや暴力団が関与するものがみられるほか、近年では、在留資格の不正取得や不法就労を目的とした難民認定制度の悪用が疑われる例も発生している。偽造された旅券・在留カード等は、身分偽装手段として利用されるほか、不法滞在者等に販売されることもある。


CASE

中国人の女（34）は、令和3年11月、同女と中国人の男との間で生まれた子に日本国籍を取得させるため、同子が同女と日本人の男（59）との間で生まれたとする内容虚偽の出生届を市役所に提出した。令和6年4月、同女及び同日本人の男ら3人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で逮捕した（三重）。









2　来日外国人犯罪の検挙状況

（1）全般的傾向

来日外国人犯罪の検挙状況の推移は、図表4-12のとおりである。

[bookmark: bb4z00120]　図表4-12　来日外国人犯罪検挙状況の推移（平成27年（2015年）～令和6年）
[image: 図表4-12　来日外国人犯罪検挙状況の推移（平成27年（2015年）～令和6年）]

令和6年中の来日外国人による刑法犯の検挙状況をみると、ベトナム人やカンボジア人による窃盗犯等の増加に伴い、検挙件数・検挙人員共に増加した。また、特別法犯の検挙状況を同様にみると、フィリピン人やタイ人による薬物事犯等の増加に伴い、検挙件数・検挙人員共に増加した。

（2）国籍・地域別検挙状況

令和6年中の来日外国人犯罪の検挙状況を国籍・地域別にみると、図表4-13のとおりである。特にベトナム及び中国の2か国で、検挙件数全体の約6割を、検挙人員全体の約半数を、それぞれ占めている（注）。


注：令和6年6月末現在、入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち、永住者、永住者の配偶者等及び特別永住者を除いた者（約312万人）の国籍・地域別の割合は以下のとおり。中国22.7％、ベトナム18.6％、フィリピン6.6％、ネパール6.4％、インドネシア5.8％、韓国5.8％、台湾5.4％、米国4.5％、ミャンマー3.5％、ブラジル3.0％、その他17.9％（出入国在留管理庁作成資料を基に警察庁が集計）



[bookmark: bb4z00130]　図表4-13　来日外国人犯罪の国籍・地域別検挙状況（令和6年）
[image: 図表4-13　来日外国人犯罪の国籍・地域別検挙状況（令和6年）]

また、刑法犯検挙件数（罪種別）をみると、侵入窃盗及び万引きについてはベトナムが、詐欺については中国及びベトナムが、それぞれ高い割合を占めている。


CASE

ベトナム人の男（24）は、令和6年2月、埼玉県内のコンビニエンスストアにおいて、他人名義で契約された電子決済サービスを不正に利用して、加熱式たばこ等をだまし取った。同年4月、同男を詐欺罪で逮捕した（埼玉）。









3　国際組織犯罪に対処するための取組

（1）国内関係機関との連携

警察では、事前旅客情報システム（APIS（注））等を活用して関係機関と連携した水際対策を行っている。出入国在留管理庁との間では、被疑者が国外に逃亡するおそれのある場合の手配や、偽装滞在者等に対する合同摘発を行うなどの連携を図っている。また、税関との間では、不正輸出入を防止するための合同摘発を行うなどの連携を図っている。


注：Advance Passenger Information Systemの略。航空機で来日する旅客及び乗員に関する情報と関係省庁が保有する要注意人物等に係る情報を入国前に照合するシステム




CASE

名古屋出入国在留管理局と連携して捜査したところ、中国人の男（37）が、令和6年4月、自宅において、販売する目的で、在留カード6枚等を偽造したことが判明した。同月、同男を入管法違反（在留カード偽造）等で逮捕した（愛知）。

[bookmark: bb4p00030]　[image: 押収された偽造在留カード等]
押収された偽造在留カード等



（2）外国捜査機関等との連携

複数の国・地域において犯罪を行う国際犯罪組織に対処するためには、関係国の捜査機関等との情報交換、捜査協力等が不可欠であり、警察では次のような取組を進めている。

①　ICPOを通じた国際協力

ICPO（注）は、犯罪捜査における国際的な協力を目的として、各国の警察機関によって構成される機関であり、令和6年末現在、我が国を含む196の国・地域が加盟している。ICPOでは、国際犯罪に関する情報の収集と交換、犯罪対策のための国際会議の開催や国際手配書の発行等が行われている。警察庁は、捜査協力の実施のほか、ICPOが開催する国際組織犯罪対策に関連する様々な会合への参加、事務総局等への職員の派遣、分担金の拠出等により、ICPOの活動に貢献している。


注：19頁参照（特集）



[bookmark: bb4p00040]　[image: 第92回ICPO総会（©INTERPOL）]
第92回ICPO総会（©INTERPOL）

[bookmark: bb4z00140]　図表4-14　主な国際手配書の種別
[image: 図表4-14　主な国際手配書の種別]

②　外国捜査機関等との連携

警察庁では、ICPOを通じた捜査協力のほか、外交ルート、刑事共助条約（協定）（注1）、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約等を活用して、外国捜査機関に対して捜査共助（注2）を要請するなどしている。

例えば、被疑者が国外に所在する可能性が疑われる場合には、外国捜査機関等と迅速に情報を交換し、捜査に必要な証拠の提供を受けるなどして、事件の全容解明を図っている。

また、外国捜査機関との間で開催される二国間協議等に積極的に参加し、連携の強化を図っている。


注1：240頁参照（第7章）

注2：外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供をすること



[bookmark: bb4z00150]　図表4-15　ICPOを通じた捜査協力件数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表4-15　ICPOを通じた捜査協力件数の推移（平成27年～令和6年）]

[bookmark: bb4z00160]　図表4-16　捜査共助件数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表4-16　捜査共助件数の推移（平成27年～令和6年）]

（3）国外逃亡被疑者等（注）の追跡

国外逃亡被疑者等の数の推移は、図表4-17のとおりである。


注：日本国内で犯罪を行い、国外に逃亡している者及びそのおそれのある者であって、主として警察が捜査対象としている者



[bookmark: bb4z00170]　図表4-17　国外逃亡被疑者等数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表4-17　国外逃亡被疑者等数の推移（平成27年～令和6年）]

警察では、被疑者が国外に逃亡するおそれがある場合には、出入国在留管理庁に手配するなどして、出国前の検挙に努めている。また、被疑者が国外に逃亡した場合には、関係国の捜査機関との捜査協力を通じ、被疑者の所在確認等を行っており、所在が確認された場合には、犯罪人引渡条約（注1）等に基づき被疑者の引渡しを受けるなどして、確実な検挙に努めている。

さらに、被疑者が国外に拠点を置き日本国内において罪を犯した場合についても、国外逃亡被疑者等と同様に、追跡を行って検挙等に努めている。

このような取組の結果、令和6年中は、出国直前の被疑者31人（うち外国人24人）のほか、国外所在被疑者（注2）121人（うち国外逃亡被疑者（注3）73人）を検挙した（図表4-18）。


注1：240頁参照（第7章）

注2：国外逃亡被疑者及び日本国外に所在しながら犯罪を構成する事実の全部又は一部を日本国内で生じさせた者であって、主として警察が捜査対象としている者

注3：日本国内で犯罪を行い、国外に逃亡している者であって、主として警察が捜査対象としている者



[bookmark: bb4z00180]　図表4-18　国外所在被疑者及び国外逃亡被疑者の検挙人員の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表4-18　国外所在被疑者及び国外逃亡被疑者の検挙人員の推移（平成27年～令和6年）]

このほか、事案に応じ、国外所在被疑者等（注）が行った日本国内における犯罪に関する資料等を所在国の捜査機関に提供するなどして、所在国における国外犯処罰規定の適用を促し、犯罪者の「逃げ得」を許さないための取組を進めている。


注：国外逃亡被疑者等及び日本国外に所在しながら（そのおそれのある場合を含む。）犯罪を構成する事実の全部又は一部を日本国内で生じさせた者であって、主として警察が捜査対象としている者









第4節　薬物銃器対策

1　薬物情勢

令和6年（2024年）中の薬物事犯の検挙人員は1万3,462人と、引き続き高い水準にあり、我が国の薬物情勢は依然として厳しい状況にある。特に20歳代以下の若年層による大麻事犯が相次いで検挙されている。このような情勢の中、令和6年12月には、大麻の施用罪を含む大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が施行された。薬物は、乱用者の精神や身体をむしばむばかりでなく、幻覚、妄想等により、乱用者が殺人、放火等の凶悪な事件や重大な交通事故等を引き起こすこともあるほか、薬物の密売が暴力団等の犯罪組織の資金源となることから、その乱用は社会の安全を脅かす重大な問題である。

[bookmark: bb4z00190]　図表4-19　薬物事犯の検挙人員（令和6年）
[image: 図表4-19　薬物事犯の検挙人員（令和6年）]

（1）犯罪組織等の動向

①　暴力団による薬物事犯

令和6年中の薬物事犯の検挙人員（1万3,462人）のうち、暴力団構成員等が17.4％（2,346人）を占めている。また、密売関連事犯（注）の検挙人員（767人）のうち、暴力団構成員等が32.9％（252人）を占めているところ、これらを薬物事犯別でみると、覚醒剤の密売関連事犯の検挙人員（387人）のうち50.6％（196人）を、大麻の密売関連事犯の検挙人員（318人）のうち14.8％（47人）を、それぞれ暴力団構成員等が占めており、覚醒剤や大麻の密売に暴力団が深く関与していることがうかがわれる。


注：営利目的所持、営利目的譲渡し及び営利目的譲受け



②　来日外国人による薬物事犯

令和6年中の来日外国人による薬物事犯の検挙人員は947人と、前年より77人（8.9％）増加した。このうち、営利目的輸入事犯の検挙人員は168人であり、国籍・地域別でみると、ベトナムが36.3％（61人）を占めているほか、密売関連事犯の検挙人員は46人であり、国籍・地域別でみると、ベトナムが30.4％（14人）を占めている。

（2）薬物密輸入事犯の検挙状況

令和6年中の薬物密輸入事犯の検挙件数は327件と、前年より92件（22.0％）減少し、検挙人員は395人と、前年より100人（20.2％）減少した。

覚醒剤密輸入事犯の検挙状況の推移は、図表4-20のとおりである。令和6年中は、検挙件数・人員とも前年より減少したが、覚醒剤の押収量は前年より増加し、覚醒剤に対する根強い需要が存在しているものと考えられる。

[bookmark: bb4z00200]　図表4-20　覚醒剤密輸入事犯の検挙状況及び押収量の推移（平成27年（2015年）～令和6年）
[image: 図表4-20　覚醒剤密輸入事犯の検挙状況及び押収量の推移（平成27年（2015年）～令和6年）]


CASE

稲川会傘下組織の幹部の男（55）らは、令和6年2月、タイから国際郵便を利用し、ボクシングミット内に隠匿して大麻を密輸入した。同年10月までに、同男ら4人を大麻取締法違反（営利目的輸入）等で逮捕し、大麻約3キログラムを押収した（警視庁、千葉及び神奈川）。

[bookmark: bb4p00050]　[image: 押収された大麻及びボクシングミット]
押収された大麻及びボクシングミット



（3）薬物事犯別の検挙状況

①　覚醒剤事犯

令和6年中、覚醒剤事犯の検挙人員は前年より増加し、全薬物事犯の検挙人員の45.5％を占めている。覚醒剤事犯の特徴としては、検挙人員に占める暴力団構成員等の割合が高いことのほか、30歳代以上の検挙人員が多いことや、他の薬物事犯と比べて再犯者の占める割合が高いことが挙げられる。

②　大麻事犯

令和6年中、大麻事犯の検挙人員は、全薬物事犯の検挙人員の45.1％を占め、前年に続いて高い水準にある。近年、面識のない者同士がSNSを通じて連絡を取り合いながら大麻の売買を行う例もみられる。大麻事犯の特徴としては、他の薬物事犯と比べて、検挙人員のうち初犯者や20歳代以下の若年層の占める割合が高いことが挙げられる。

[bookmark: bb4z00210]　図表4-21　各種薬物事犯の検挙状況及び押収量の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表4-21　各種薬物事犯の検挙状況及び押収量の推移（令和2年～令和6年）]







2　薬物対策

（1）供給の遮断

我が国で乱用されている薬物の大半が海外から流入していることから、警察では、これを水際で阻止するため、税関、海上保安庁等の関係機関との連携を強化するとともに、国際捜査共助等の積極的な実施や国際会議への参加を通じた情報交換等による国際捜査協力を推進している。令和7年1月には、警察庁のODA事業として、24の国・地域及び3国際機関の参加を得て、第27回アジア・太平洋薬物取締会議（ADEC（注1））を東京都で開催し、薬物情勢、捜査手法及び国際協力に関する討議を行った。

また、薬物犯罪組織の壊滅を図るため、組織犯罪の取締りに有効な通信傍受等の捜査手法を積極的に活用し、組織の中枢に迫る捜査を推進している。さらに、薬物犯罪組織に資金面から打撃を与えるため、麻薬特例法の規定に基づき、業として行う密輸・密売等（注2）やマネー・ローンダリング事犯の検挙、薬物犯罪収益の没収（注3）・追徴（注4）等の対策を推進している。

このほか、インターネットを利用した薬物密売事犯対策として、サイバーパトロールやインターネット・ホットラインセンター（IHC（注5））からの通報等により薬物密売情報の収集を強化し、密売人の取締りを推進している。


注1：Asia-Pacific Operational Drug Enforcement Conference の略

注2：通常の密輸・密売等より重く処罰することができ、また、一連の行為を集合犯として捉え、その間の薬物犯罪収益総体が没収・追徴の対象となる。

注3：財産を剝奪して国庫に帰属させる処分を内容とする財産刑

注4：財産の全部又は一部を没収することができない場合に、その価額の納付を強制する処分

注5：121頁参照（第3章）



（2）需要の根絶

警察では、薬物乱用者を厳しく取り締まるとともに、広報啓発活動を行い、社会全体から薬物乱用を排除する気運の醸成を図っている。

また、薬物事犯で検挙された者やその家族等の希望に応じて、薬物乱用防止のための相談先等を記載した資料を配付するなど、薬物再乱用防止に向けた相談活動の充実を図っている。

[bookmark: bb4p00060]　[image: 薬物再乱用防止のための広報資料]
薬物再乱用防止のための広報資料

[bookmark: bb4p00070]　[image: 大麻乱用防止のための広報ポスター]
大麻乱用防止のための広報ポスター







3　銃器情勢とその対策

（1）銃器情勢

令和6年中は、銃器発砲事件が3件発生し、このうち、2件が暴力団等によるとみられる事件であり、これら2件は商業施設、暴力団事務所においてそれぞれ発生している。

[bookmark: bb4z00220]　図表4-22　銃器発砲事件の発生状況の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表4-22　銃器発砲事件の発生状況の推移（平成27年～令和6年）]

[bookmark: bb4z00230]　図表4-23　銃器発砲事件による死傷者数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表4-23　銃器発砲事件による死傷者数の推移（平成27年～令和6年）]

（2）銃器対策

拳銃の押収丁数の推移は、図表4-24のとおりであり、前年より増加した。銃器に対する厳しい規制は、我が国の良好な治安の根幹を支えるものであるところ、警察では、暴力団等の犯罪組織が所持・管理をする銃器の摘発に重点を置いた取締りを行うほか、インターネット上に流通する銃器に関係する情報の収集に努めるとともに、関係機関と連携した活動等により、銃器犯罪の根絶と違法銃器の排除を広く国民に呼び掛け、国民の理解と協力の確保に努めるなど、総合的な銃器対策を推進している。

[bookmark: bb4z00240]　図表4-24　拳銃押収丁数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表4-24　拳銃押収丁数の推移（平成27年～令和6年）]







第5節　犯罪収益対策

1　犯罪収益移転防止法に基づく活動

暴力団等の犯罪組織を弱体化させ、壊滅に追い込むためには、犯罪収益の移転を防止するとともに、これを確実に剝奪することが重要である。警察では、犯罪収益移転防止法、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法を活用し、関係機関、事業者、外国のFIU（注）等と協力しながら、総合的な犯罪収益対策を推進している。


注：Financial Intelligence Unit（資金情報機関）の略。疑わしい取引に関する情報を集約・分析して捜査機関等に提供する機関として各国が設置している。我が国のFIUは、国家公安委員会が担当している。



（1）犯罪収益移転防止法の適切な履行を確保するための措置

国家公安委員会では、犯罪収益移転防止法に基づき、毎年、犯罪収益の移転に係る手口等に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者（注）等が行う取引の種別ごとに、当該取引による犯罪収益の移転の危険性の程度等、当該調査及び分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成・公表している。

また、国家公安委員会では、関係機関と連携し、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客等の取引時確認、疑わしい取引の届出等を行う特定事業者に対する研修会等を実施しているほか、特定事業者が犯罪収益移転防止法上の義務に違反していると認めた場合には、当該特定事業者に対して報告を求めるなどの必要な調査を行うとともに、当該特定事業者を所管する行政庁に対して、是正命令等を行うべき旨の意見陳述を行っている。


注：犯罪収益移転防止法第2条第2項で規定されている事業者



（2）疑わしい取引の届出

犯罪収益移転防止法に定める疑わしい取引の届出制度（注）により特定事業者がそれぞれの所管行政庁に届け出た情報は、国家公安委員会が集約して整理・分析を行った後、都道府県警察や検察庁をはじめとする捜査機関等に提供され、各捜査機関等において、マネー・ローンダリング事犯の捜査等に活用されている。

疑わしい取引の届出の年間通知件数は、図表4-25のとおりであり、増加傾向にある。


注：特定事業者（弁護士等及び司法書士等を除く。）は、業務で収受した財産が犯罪収益である疑いがあると判断した場合等に所管行政庁へその旨を届け出ることが義務付けられている。



[bookmark: bb4z00250]　図表4-25　疑わしい取引の届出状況の推移（令和2年（2020年）～令和6年）
[image: 図表4-25　疑わしい取引の届出状況の推移（令和2年（2020年）～令和6年）]

[bookmark: bb4z00260]　図表4-26　都道府県警察の捜査において活用された疑わしい取引に関する情報の件数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表4-26　都道府県警察の捜査において活用された疑わしい取引に関する情報の件数の推移（令和2年～令和6年）]







2　マネー・ローンダリング事犯の検挙状況

マネー・ローンダリング事犯の検挙事件数は、図表4-27のとおりであり、令和6年中は1,283件（前年比374件（41.1％）増加）であった。前提犯罪（注）別にみると、主要なものとしては詐欺に係るものが462件、窃盗に係るものが386件、電子計算機使用詐欺に係るものが288件となっている。


注：不法な収益を生み出す犯罪であって、その収益がマネー・ローンダリングの対象となるもの



[bookmark: bb4z00270]　図表4-27　マネー・ローンダリング事犯の検挙事件数の推移（平成27年（2015年）～令和6年）
[image: 図表4-27　マネー・ローンダリング事犯の検挙事件数の推移（平成27年（2015年）～令和6年）]

令和6年中におけるマネー・ローンダリング事犯の検挙事件数のうち、暴力団構成員等が関与したものは80件と、全体の6.2％を占めている。前提犯罪別にみると、主要なものとしては詐欺に係るものが18件、電子計算機使用詐欺に係るものが10件、窃盗に係るものが9件と、暴力団構成員等が多様な犯罪に関与し、マネー・ローンダリング事犯を行っている実態がうかがわれる。

また、令和6年中における来日外国人が関与したマネー・ローンダリング事犯は141件と、全体の11.0％を占めている。前提犯罪別にみると、主要なものとしては詐欺に係るものが59件、窃盗に係るものが47件、電子計算機使用詐欺に係るものが20件となっている。さらに、日本国内に開設された他人名義の口座を利用したり、不正入手した他人の電子決済コードを利用したりするなど、様々な手口を使ってマネー・ローンダリング事犯を行っている実態がうかがわれる。


CASE

会社役員の男（35）らは、令和3年9月から令和5年8月にかけて、SNS等で犯罪実行者を募集し、応募してきた者らに、ペーパーカンパニー（架空法人）を設立させるとともに、その法人名義で口座を開設させ、詐欺やオンラインカジノの犯罪収益を、同口座間で送金させる方法でマネー・ローンダリングを行っていた。令和6年9月までに、同男ら6人を組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）等で逮捕した。逮捕時、同男らは約500社のペーパーカンパニーに係る約4,000の法人口座を管理していた（大阪）。









3　犯罪収益の剝奪

犯罪収益が、犯罪組織の維持・拡大や将来の犯罪活動への投資等に利用されることを防止するためには、これを剝奪することが重要である。警察では、没収・追徴の判決が裁判所により言い渡される前に犯罪収益の隠匿や費消等が行われることのないよう、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法に定める起訴前の没収保全措置を積極的に活用し、没収・追徴の実効性を確保している。

（1）没収・追徴の状況

第一審裁判所において行われる通常の公判手続における組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法の没収・追徴規定の適用状況は、図表4-28のとおりである。

[bookmark: bb4z00280]　図表4-28　組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法の没収・追徴規定の適用状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表4-28　組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法の没収・追徴規定の適用状況の推移（令和2年～令和6年）]

（2）起訴前の没収保全

令和6年中における起訴前の没収保全命令は、組織的犯罪処罰法に基づくものとして風営適正化法違反、詐欺、入管法違反、窃盗、賭博事犯等に関して225件（前年比14件（6.6％）増加）が、麻薬特例法に基づくものとして27件（前年比7件（35.0％）増加）が、それぞれ発出されている。

[bookmark: bb4z00290]　図表4-29　起訴前の没収保全命令の発出状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表4-29　起訴前の没収保全命令の発出状況の推移（令和2年～令和6年）]


CASE

会社員の男（31）らは、SNSを通じて犯罪実行者募集情報に応募し、令和4年8月から令和5年1月にかけて、運転免許証11通を偽造した。令和6年5月までに、同男ら2人を有印公文書偽造罪で逮捕するとともに、偽造した運転免許証のうち5通に対する報酬として得た暗号資産に対して、組織的犯罪処罰法の規定に基づく起訴前の没収保全命令が発出された（警視庁、北海道、宮城、茨城、群馬、千葉、静岡、大阪、兵庫、奈良、岡山、広島、愛媛、福岡、長崎及び熊本）。









4　国際連携

国境を越えて行われるマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するためには、各国が連携して対策を講ずることが不可欠である。このため、国際社会においては、FATF（注1）、APG（注2）、エグモント・グループ等の枠組みの下、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策の国際的基準の策定、普及等が行われており、警察庁もこれらの活動に積極的に参画している。


注1：Financial Action Task Force（金融活動作業部会）の略

注2：Asia/Pacific Group on Money Laundering（アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ）の略



（1）FATFの活動と警察庁の参画状況

FATFは、マネー・ローンダリング対策、テロ資金供与対策及び拡散金融（注1）対策に関する国際協力を推進するため設置されている政府間会合であり、令和6年末現在、我が国を含む38の国・地域及び2の地域機関が参加している。警察庁では、全体会合等に参加し、マネー・ローンダリング対策等のための新たな枠組みづくりに向けた議論を行っている。

FATFは、各国が法執行、刑事司法及び金融規制の各分野において講ずるべき措置を、「FATF勧告」として示すとともに、参加国における勧告の遵守の徹底のため、順次、各国に審査団を派遣して相互審査を実施している。これまで我が国に対しても4回にわたって審査が実施されており、令和3年6月の全体会合では、4回目の審査についての審査結果報告書の討議・採択が実施された。同報告書において、金融機関等に対する監督やマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の捜査・訴追等に優先的に取り組むべきであるとされたことを踏まえ、令和4年5月には、政府において「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」が決定されたほか、同年12月には、犯罪収益移転防止法を含む関係法律の改正（注2）がなされた。また、令和9年から開始される5回目の審査を見据え、マネー・ローンダリング対策等の実効性を更に高めるとともに、リスク環境の変化に対応するため、令和6年4月、政府において新たに「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（2024-2026年度）」が策定された。


注1：大量破壊兵器の拡散に寄与する資金の供与

注2：国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律（令和4年法律第97号）



（2）APGの活動と警察庁の参画状況

APGは、アジア・太平洋地域のFATF非参加国・地域におけるマネー・ローンダリング対策等の強化・促進をするために設置された機関であり、マネー・ローンダリング対策等に取り組む国・地域に対する支援等を行っている。令和6年末現在、我が国を含む42の国・地域が参加している。警察庁では、年次会合及び作業部会に参加し、最新のマネー・ローンダリングの手口・傾向等についての議論を行っている。

（3）エグモント・グループの活動と警察庁の参画状況

エグモント・グループは、各国のFIU間の情報交換、研修、専門知識に関する協力等を目的として設置された機関であり、令和6年末現在、我が国を含む177の国・地域のFIUが参加している。警察庁では、年次会合及び作業部会にそれぞれ参加し、FIU間の情報交換に係る行動規範等に関する議論を行っている。

（4）外国のFIUとの情報交換

国境を越えて行われるマネー・ローンダリングやテロ資金供与を発見するためには、各国のFIUが保有する情報の積極的な交換が必要であることから、国家公安委員会では、外国のFIUとの連携を強化し、活発な情報交換を実施している。また、令和6年末現在、119の国・地域のFIUとの間で情報交換のための枠組みを設定している。







警察活動の最前線


オールジャパンで「匿名・流動型犯罪グループ」の壊滅へ



熊本県警察本部刑事部組織犯罪対策課組織犯罪特捜第二係

水野　賢治

[bookmark: bb4m00010]　[image: ゆっぴー]



私は特殊詐欺捜査を担当していますが、県民が安全に安心して暮らせる社会を目指して犯罪組織の実態解明や各種犯行ツール対策を行うなど、犯罪組織の壊滅に向けた各種捜査活動を行っています。

最近では、暴力団員が暴走族等に加担していた少年らを集めてグループを結成し、その少年らをオレオレ詐欺の受け子として全国各地に派遣する事件が発生しました。捜査に当たっては、初期の段階から全国の関係警察と密に情報交換を行い、匿名・流動型犯罪グループの犯行であることを特定しました。これにより、早期に合同捜査本部を立ち上げ、グループの首魁を含む多数の被疑者を検挙することができ、その結果、犯行グループを壊滅するに至りました。さらに、グループの背後に存在する暴力団に打撃を与えるべく、同グループ上位者に対し、被害金返還等を求める民事訴訟の支援を行っています。

匿名・流動型犯罪グループは、離合集散を繰り返しながら、次々に新たなグループが出現してきますが、今後も、我々警察は「絶対に悪には負けない」という強い信念を持ち、全国警察が一丸となり、関係機関と連携しながら犯罪組織の壊滅を目指していきたいと思います。

[bookmark: bb4p00080]　[image: 熊本県警察本部刑事部組織犯罪対策課組織犯罪特捜第二係　水野　賢治]




匿名・流動型犯罪グループによる犯罪ビジネスモデルの実態解明とその解体に挑む



前　京都府警察本部刑事部捜査第五課薬物捜査第一係（現　京都府警察本部総務部総務課企画係）

奥村　祐輔

[bookmark: bb4m00020]　[image: ポリスまろん・ポリスみやこ]



昨今、全国的に大麻事件が増加傾向にありますが、私は、昨年、20代の若者が「闇バイト」として荷受役となった大麻密輸入事件の捜査に従事しました。

犯人として逮捕した若者は金に困っていたところ、地元の先輩から紹介を受けた口座買取グループにSNSで連絡をとり、複数の口座を売っていました。しかしその報酬はもらえず、数日後、SNSを通じて同じグループから、密輸入される大麻の荷受役という「闇バイト」に誘われ、犯行へ加担することとなったのです。

この捜査を通じて、匿名・流動型犯罪グループが、SNSを使って、金銭に困窮した若者を口座譲渡といった「闇バイト」の世界に引き入れ、報酬を支払わないまま、その世界から抜け出せない状態にして、大麻密輸入の荷受役という更に重い犯罪の実行犯に仕立て上げる犯罪ビジネスモデルの実態が判明しました。

私は、捜査を通じて、若者を安易に犯罪に走らせる危険性の高い仕組みが、日本の治安対策上大きな脅威となっている現状と同グループ壊滅の必要性を痛感しました。

今後も様々な警察活動を通じて、若者の将来を蝕（むしば）む同グループによる犯罪ビジネスモデルを解体すべく、日々奮闘してまいります。

[bookmark: bb4p00090]　[image: 前　京都府警察本部刑事部捜査第五課薬物捜査第一係（現　京都府警察本部総務部総務課企画係）　奥村　祐輔]









第5章　安全かつ快適な交通の確保

第1節　交通事故情勢

1　交通事故の現状

（1）令和6年（2024年）の概況

令和6年中の交通事故による死者数（注）（以下単に「死者数」という。）は2,663人と、2年ぶりに前年比で減少した。

また、重傷者数も2万7,285人と、2年ぶりに前年比で減少した。


注：交通事故発生から24時間以内の死者数



[bookmark: bb5z00010]　図表5-1　交通事故の概況（令和6年）
[image: 図表5-1　交通事故の概況（令和6年）]

（2）過去10年間の死者数等の推移

平成27年（2015年）と比較すると、令和6年中の死者数は全年齢層で35.3％、65歳以上で32.7％それぞれ減少し、令和6年中の人口10万人当たりの死者数は全年齢層で33.9％、65歳以上で38.7％それぞれ減少した。

[bookmark: bb5z00020]　図表5-2　死者数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表5-2　死者数の推移（平成27年～令和6年）]

[bookmark: bb5z00030]　図表5-3　人口10万人当たり死者数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表5-3　人口10万人当たり死者数の推移（平成27年～令和6年）]

他方、令和6年中の65歳以上の死者数は1,513人と、前年比で47人増加した。また、65歳以上の人口10万人当たりの死者数は全年齢層のそれと比較して約2倍であり、死者数全体に占める65歳以上の割合は56.8％と、いずれも引き続き高い水準となっており、高齢者の交通事故防止対策が重要となっている。

[bookmark: bb5z00040]　図表5-4　死者数全体に占める65歳以上の割合（平成27年～令和6年）
[image: 図表5-4　死者数全体に占める65歳以上の割合（平成27年～令和6年）]

（3）状態別・類型別の特徴

人口10万人当たりの死者数を状態別にみると、令和6年中は歩行中、自動車乗車中、二輪車乗車中、自転車乗用中の順に多い。

また、運転免許保有者10万人当たりの死亡事故件数（注1）を事故類型別にみると、令和6年中は、正面衝突等（注2）、歩行者横断中の順に多い。


注1：自動車、自動二輪車及び一般原動機付自転車の運転者による事故を計上

注2：正面衝突、路外逸脱又は工作物衝突



[bookmark: bb5z00050]　図表5-5　状態別人口10万人当たり死者数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表5-5　状態別人口10万人当たり死者数の推移（平成27年～令和6年）]

[bookmark: bb5z00060]　図表5-6　一般原付以上運転者（第1当事者）の類型別運転免許保有者10万人当たり死亡事故件数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表5-6　一般原付以上運転者（第1当事者）の類型別運転免許保有者10万人当たり死亡事故件数の推移（平成27年～令和6年）]

（4）時間帯別・月別の特徴

最近5年間における死亡事故を時間帯別にみると、17時台から19時台にかけて多く発生しており、中でも薄暮時間帯（注）の死亡事故は、10月から12月にかけて特に多く発生している。


注：日の入り時刻の前後1時間



[bookmark: bb5z00070]　図表5-7　時間帯別死亡事故件数（令和2年～令和6年の合計）
[image: 図表5-7　時間帯別死亡事故件数（令和2年～令和6年の合計）]

[bookmark: bb5z00080]　図表5-8　薄暮時間帯の月別死亡事故件数（令和2年～令和6年の合計）
[image: 図表5-8　薄暮時間帯の月別死亡事故件数（令和2年～令和6年の合計）]







第2節　交通安全意識の醸成

1　交通安全教育と交通安全活動

（1）交通安全教育

国家公安委員会では、地方公共団体、民間団体等が適切かつ効果的に交通安全教育を行うことができるようにするとともに、都道府県公安委員会が行う交通安全教育の基準とするため、交通安全教育指針を作成し、公表している。

警察では、関係機関・団体等と連携し、同指針を基準として、教育を受ける者の年齢、心身の発達段階や通行の態様に応じた体系的な交通安全教育を実施している。

（2）交通安全活動

①　全国交通安全運動

広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、毎年春と秋の2回、全国交通安全運動を実施している。

②　歩行者の交通ルール遵守の徹底

警察では、歩行者に対し、横断歩道を渡ること、信号機のあるところではその信号に従うことなどの基本的な交通ルールの周知に加え、自らの安全を守るための交通行動として、「手を上げる・差し出す、運転者に顔を向けるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えること」、「安全を確認してから横断を始めること」、「横断中も周りに気を付けること」等を促す交通安全教育等を推進している。

また、薄暮時・夜間に歩行者等が被害に遭う交通事故を防止するため、反射材用品等の視認効果、使用方法等について理解を深める参加・体験・実践型の交通安全教育や関係機関・団体等と連携した広報啓発活動を実施するなど、反射材用品等の着用促進を図っている。

③　運転者の交通ルール遵守の徹底

警察では、運転者に対し、交通ルールの遵守のほか、歩行者や他の車両に対する「思いやり・譲り合い」の気持ちを持って通行するといった交通マナーの実践を呼び掛けている。また、横断歩道等における歩行者等の優先義務（注）を再認識させるための交通安全教育を推進している。


注：車両等が横断歩道等に接近する場合には、歩行者等がないことが明らかな場合を除き、直前で停止することができるような速度で進行するとともに、横断中又は横断しようとする歩行者等があるときは、一時停止等をしなければならない義務



④　地方公共団体や民間団体等と連携した交通安全活動の推進

交通安全活動は、警察と地方公共団体や民間団体等が連携して行うことが重要であることから、警察では、交通安全キャンペーン等の広報啓発活動に協力するなど、地方公共団体や民間団体等による交通安全活動が、より効果的なものとなるよう連携を図っている。


MEMO　自転車乗車用ヘルメット着用促進に向けた取組

令和5年（2023年）4月から、全ての年齢層の自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されたことを踏まえ、警察では、関係機関と連携して、教育機関等に対する自転車通学時のヘルメット着用の働き掛けやヘルメット着用の重要性を呼び掛ける広報啓発ポスター・動画作成などの各種取組を推進し、その着用の促進を図っている。令和6年7月に自転車乗車用ヘルメット着用率の全国調査を実施した結果、平均着用率は17.0%と前回調査時（令和5年7月）の13.5%から3.5ポイント上昇した。

[bookmark: bb5p00010]　[image: 自転車乗車用ヘルメットの着用促進に向けた広報啓発ポスター]
自転車乗車用ヘルメットの着用促進に向けた広報啓発ポスター









2　高齢者の交通安全の確保

（1）高齢者の死亡事故の特徴

令和6年中の交通事故による65歳以上の高齢者の死者数は1,513人と、死者数全体の56.8％を占める。これを状態別にみると、歩行中が最も多く、663人（43.8％）となっており、歩行中死者数全体の68.7％を占めている。

[bookmark: bb5z00090]　図表5-9　高齢者の状態別死者数の推移（平成27年（2015年）～令和6年）
[image: 図表5-9　高齢者の状態別死者数の推移（平成27年（2015年）～令和6年）]

[bookmark: bb5z00100]　図表5-10　歩行中死者数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表5-10　歩行中死者数の推移（平成27年～令和6年）]

また、自動車対歩行者事故における歩行中高齢者の死亡事故を事故類型別にみると、横断中が461件と、75.1％を占めているが、これら横断中高齢者側の56.0％には、走行車両の直前直後を横断するなどの法令違反が認められる。

[bookmark: bb5z00110]　図表5-11　自動車対歩行者事故における歩行中高齢者の死亡事故件数（令和6年）
[image: 図表5-11　自動車対歩行者事故における歩行中高齢者の死亡事故件数（令和6年）]

（2）高齢者の交通事故防止対策

警察では、運転免許を保有していない高齢者を含め、あらゆる高齢者が、加齢に伴う身体機能の変化が行動に及ぼす影響等を理解し、自ら納得して安全な交通行動を実践することができるよう、関係機関・団体等と連携し、シミュレーター等の教育機材を積極的に活用した参加・体験・実践型の交通安全教育を実施している。

特に、自動車と歩行中高齢者との死亡事故の大半が歩行中高齢者の横断中に発生し、横断中高齢者側に何らかの法令違反が認められる場合が多いことを踏まえ、横断歩道以外の場所や走行車両の直前直後等を横断することの危険性についての広報啓発等を強化している。

また、関係機関・団体等と連携し、交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者に対する地域ぐるみの交通安全指導を促進するなど、きめ細かな対策を推進している。

このほか、自動車メーカーをはじめとする関係機関・団体等と連携し、安全運転サポート車の普及啓発を進めるとともに、その機能の限界や使用上の注意点を正しく理解し、同機能を過信せずに責任を持って安全運転を行わなければならないことについても、周知を図っている。

[bookmark: bb5p00020]　[image: 参加・体験・実践型の交通安全教育]
参加・体験・実践型の交通安全教育







3　子供の交通安全の確保

（1）子供が関係する交通事故の特徴

令和6年中の交通事故による15歳以下の子供の死者数は40人であり、同年齢層の人口10万人当たりの死者数は、全年齢層に比べても大幅に少なく、過去10年間の減少率も大きい。

[bookmark: bb5z00120]　図表5-12　15歳以下の人口10万人当たり死者数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表5-12　15歳以下の人口10万人当たり死者数の推移（平成27年～令和6年）]

15歳以下の子供の死者・重傷者数は減少傾向となっていたが、令和2年以降はほぼ横ばいで推移している。これを状態別にみると、令和6年中は、自転車乗用中、歩行中の順に多くなっている。

[bookmark: bb5z00130]　図表5-13　15歳以下の状態別死者・重傷者数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表5-13　15歳以下の状態別死者・重傷者数の推移（平成27年～令和6年）]

また、平成27年から令和6年までの期間における小学生の死者・重傷者数を学齢別にみると、小学2年生が最も多く、各学齢を更に状態別でみると、低学年ほど歩行中の事故、高学年になるほど自転車乗用中の事故の割合が高くなっている。

[bookmark: bb5z00140]　図表5-14　小学生の学齢別状態別死者・重傷者数（平成27年～令和6年の合計）
[image: 図表5-14　小学生の学齢別状態別死者・重傷者数（平成27年～令和6年の合計）]

（2）子供の交通事故防止対策

警察では、心身の発達段階に応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を推進している。

幼児に対しては、チャイルドシートの使用等の幼児に特有の内容のほか、自らの判断で行動する歩行者となるために基本となる交通ルールや交通マナー等を習得させるため、幼稚園・保育所、保護者等と連携して、腹話術や紙芝居等の視聴覚に訴える教育手法を取り入れた交通安全教室等を実施している。

児童に対しては、歩行者及び自転車利用者として必要な技能・知識を習得させるとともに、道路交通における危険を予測し、これを回避して安全に通行する意識及び能力を高めるため、小学校、PTA等と連携した交通安全教育を実施している。

中学生に対しては、自転車で安全に道路を通行するために必要な技能・知識を習得させるとともに、自己の安全のみならず他人の安全にも配慮することができるようにするため、中学校、PTA等と連携した自転車教室等を実施している。

このほか、令和3年6月に千葉県八街市で下校中の小学生の列にトラックが衝突して5人が死傷する痛ましい交通事故が発生したことを受け、警察では、教育委員会、学校、道路管理者等と連携して通学路における合同点検を実施し、その結果を踏まえ、対策が必要な箇所については、速度規制や登下校時間帯に限った車両通行止め等によるソフト面での対策に加え、信号機、横断歩道等の交通安全施設等の整備等によるハード面での対策を実施している。また、可搬式速度違反自動取締装置を活用して子供の通行が多い生活道路等における取締りを推進するなど、子供の交通安全の確保に取り組んでいる。

[bookmark: bb5p00030]　[image: 幼児に対する交通安全教育]
幼児に対する交通安全教育







4　飲酒運転の根絶に向けた警察の取組

（1）安全運転管理者の確実な選任・飲酒運転の根絶に向けた使用者対策の推進

令和3年6月に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、同年8月に決定された「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」を踏まえ、警察では、安全運転管理者の未選任事業所の一掃に向けて、安全運転管理者が確実に選任されるよう、関係機関と連携し、選任義務（注）等の周知を図っている。また、令和5年12月1日に施行された道路交通法施行規則の一部改正により、安全運転管理者には、運転者の運転前後における、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が義務付けられている。


注：令和4年10月1日から、安全運転管理者の選任義務違反等に対する罰則が引き上げられた。



（2）飲酒運転の根絶に向けた交通安全教育と広報啓発活動等の推進

警察では、飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態等について積極的に広報するとともに、飲酒が運転等に与える影響について理解を深めるため、映像機器や飲酒体験ゴーグルを活用した参加・体験型の交通安全教育を推進している。また、飲酒運転根絶の広報啓発をより積極的に展開するため、交通ボランティアや交通安全関係団体、酒類製造・販売業、酒類提供飲食業等の関係業界と連携して、一般財団法人全日本交通安全協会等が推進している「ハンドルキーパー運動」（注）への参加を広く国民に呼び掛けるなど、関係機関・団体等と連携して「飲酒運転を絶対にしない、させない」という国民の規範意識の更なる向上を図っている。


注：自動車によりグループで酒類提供飲食店に来たときには、その飲食店の協力を得て、グループ内で酒を飲まず、他の者を自宅まで送る者（ハンドルキーパー）を決め、飲酒運転を根絶しようという運動



（3）飲酒運転の根絶に向けた取締りの一層の強化

飲酒運転の根絶に向け、飲酒運転をした運転者のみならず、車両等の提供者、飲酒場所、同乗者、飲酒の同席者等に対する徹底した捜査を行い、車両等の提供、酒類の提供及び要求・依頼しての同乗や教唆行為について、確実な立件に努めている。

また、事業活動に関して行われた飲酒運転について、運転者の取締りにとどまらず、飲酒運転を下命・容認していた自動車の使用者等（注）に対する責任追及を徹底している。


注：使用者のほか、安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。



[bookmark: bb5z00150]　図表5-15　飲酒運転の取締り件数（令和6年）
[image: 図表5-15　飲酒運転の取締り件数（令和6年）]


CASE

県内で発生した大型貨物自動車と普通乗用自動車による交通事故に関し、同大型貨物自動車を所有するリサイクル事業運営会社では、同社工場を使用の本拠として大型貨物自動車5台以上を使用していたにもかかわらず、安全運転管理者が選任されていなかったことが判明したことから、令和6年9月、同社の代表取締役の男（51）を道路交通法違反（安全運転管理者の選任義務違反）で検挙するとともに、同社に両罰規定を適用した（岩手）。









5　自転車その他小型モビリティ

（1）自転車の安全利用のための取組

①　自転車関連交通事故の状況

令和6年中の自転車関連交通事故件数は6万7,531件と、前年から減少したものの、全交通事故件数に占める割合は23.2％と、依然として高い水準にある。また、令和6年中の自転車対歩行者事故の発生件数は3,043件と、前年よりは165件減少したものの、近年は増加傾向にあり、このうち約5割は歩行者が優先されるべき歩道上で発生している。さらに、令和6年中に発生した自転車関連の死亡・重傷事故については、自転車側にも何らかの法令違反が認められるものが約8割を占めており、携帯電話等使用による事故の発生件数は過去10年間で最高の28件となったほか、飲酒運転による事故の発生件数は98件と、近年はほぼ横ばいで推移している。

[bookmark: bb5z00160]　図表5-16　自転車関連交通事故件数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表5-16　自転車関連交通事故件数の推移（平成27年～令和6年）]

②　自転車の安全利用の促進に向けた警察の取組

警察では、地方公共団体、学校、自転車関係事業者等と連携し、全ての年齢層の自転車利用者に対して、自転車の安全利用に向けた交通安全教育や広報啓発を推進し、自転車の交通ルールの周知と遵守の徹底を図っている。例えば、学校において、自転車シミュレーターの活用等による参加・体験・実践型の自転車教室を開催しているほか、ウェブサイトやSNS等を積極的に活用し、自転車の交通ルール遵守の重要性について情報発信を行っている。

また、自転車指導啓発重点地区・路線（注1）を中心に、信号無視や一時不停止等の違反行為を行った自転車利用者に対し、「指導警告票」を活用した指導警告を行い、自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性についての理解を促すとともに、他の交通主体に具体的な危険を生じさせるなど悪質・危険な違反行為を行った自転車利用者に対しては、検挙措置を積極的に講じている。

さらに、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為を反復して行った自転車の運転者を対象として、自転車の運転による交通の危険を防止するための「自転車運転者講習」を実施しており、令和6年中は994人が受講した（注2）。


注1：自転車関連交通事故の発生状況、地域住民の苦情・要望等を踏まえ、全国2,003か所（令和7年3月末時点、警察庁調べ）を指定

注2：令和7年1月8日時点の集計値




MEMO　自転車利用者による交通違反に対する罰則の整備

令和6年5月、第213回国会において、自転車の運転中の携帯電話使用等及び酒気帯び運転に対する罰則の整備等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が成立し、同年11月から施行された。また、本改正と併せて、道路交通法施行令の一部が改正され、自転車運転者講習の対象となる違反行為として、自転車の運転中の携帯電話使用等及び自転車の酒気帯び運転が加えられた。

警察では、これらの改正内容の広報啓発に努めるとともに、悪質・危険な違反行為を行った自転車利用者に対しては、積極的な検挙措置を講じている。

[bookmark: bb5p00040]　[image: 自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化]



（2）特定小型原動機付自転車の安全利用のための取組

①　特定小型原動機付自転車関連交通事故の状況

令和4年改正道路交通法により、一定の基準（注1）を満たす車両が、「特定小型原動機付自転車」に分類され、令和5年7月1日から施行された。令和6年中に発生した特定小型原動機付自転車関連交通事故件数（注2）は338件であり、死者数は1人、負傷者数は350人であった。

これを相手方当事者別にみると、単独事故が100件と、29.6％を占めているが、そのうち転倒事故が最も多く、71件（71.0%）となっている。また、特定小型原動機付自転車の運転者が飲酒していた事故の件数は51件（15.1％）であり、自転車や一般原動機付自転車と比べると飲酒事故の割合が著しく高くなっている。


注1：性能上の最高速度が20キロメートル毎時以下に設定されていること、車体の大きさが長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないこと、道路運送車両の保安基準に適合する最高速度表示灯が備えられていることなど

注2：特定小型原動機付自転車が第1又は第2当事者となった事故件数



[bookmark: bb5z00170]　図表5-17　相手方当事者別特定小型原動機付自転車関連交通事故件数（令和6年中）
[image: 図表5-17　相手方当事者別特定小型原動機付自転車関連交通事故件数（令和6年中）]

②　特定小型原動機付自転車の交通ルール

特定小型原動機付自転車については、16歳未満の者の運転は禁止されているものの、その運転に運転免許を要しない。また、車道の左側を通行することが原則であり（注1）、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されているほか、交通反則通告制度（注2）や放置違反金制度の対象とされている。

また、特定小型原動機付自転車については、自動車損害賠償責任保険（共済）に加入し、車体にナンバープレートを取り付けなければならないこととされている。


注1：例外として、性能上の最高速度が6キロメートル毎時以下に設定され、それに連動して最高速度表示灯を点滅させているなどの条件を満たす場合には、道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができるが、その場合には、歩行者を優先し歩道の車道寄りの部分を徐行しなければならない。

注2：道路交通法に違反する行為について罰則を存置しながら、車両等の運転者が行った違反のうち、比較的軽微であって、現認可能・明白・定型のものを反則行為とし、反則行為をした者（一定の者を除く。）に対しては、行政上の手続として警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、その反則行為に係る事件について公訴を提起されないが、一定期間内に反則金を納付しなかったときは、本来の刑事手続が進行することを内容とする制度。これは、昭和40年（1965年）頃、自動車交通の急激な進展に伴い、道路交通法の規定に違反する事件の送致件数が急増しており、違反処理に多くの時間と労力を要する点において、国民側と国側の双方にとって負担になっていたことや、大量の違反者に対して違反内容の軽重を問わず全てに刑罰を科すことによって刑罰の感銘力の低下が懸念された状況等を踏まえて、昭和42年の道路交通法の改正により創設されたものである。



③　特定小型原動機付自転車の安全利用に向けた交通安全対策の推進

特定小型原動機付自転車の販売事業者やシェアリング事業者による購入者や利用者への交通安全教育が努力義務とされていることを踏まえ、警察を含む関係機関・団体等で構成される「パーソナルモビリティ安全利用官民協議会」において、利用者等に対する交通ルールの周知、乗車用ヘルメット着用の促進等の関係事業者が取り組むべき交通安全対策を取りまとめた「特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」（注）が策定された。上記を踏まえ、警察において、関係事業者に対し同ガイドラインに従った各種対策を的確に実施するよう働き掛けている。


注：https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/tokuteikogata/guideline.pdf
[image: QRコード　特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン]



④　特定小型原動機付自転車運転者による交通違反に対する指導取締りの強化

警察では、特定小型原動機付自転車の運転者による飲酒運転、信号無視等の悪質・危険な違反のほか、通行区分違反、横断歩行者等妨害等の歩行者に危険を及ぼすおそれの高い違反に重点を置いた指導取締りを行っている。

また、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為を反復して行った特定小型原動機付自転車の運転者を対象として、特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための「特定小型原動機付自転車運転者講習」を実施しており、令和6年中は1,460人が受講した（注）。


注：令和7年1月8日時点の集計値




CASE

会社員の女（24歳）は、令和6年11月、酒気帯びの状態で特定小型原動機付自転車を運転した。同月、同女を道路交通法違反（酒気帯び運転）で検挙するとともに、同女が運転免許を有していたことから、同年12月、同女に対して運転免許の効力停止30日間の行政処分を行った（大阪）。



[bookmark: bb5z00180]　図表5-18　特定小型原動機付自転車運転者に対する取締り状況（令和6年）
[image: 図表5-18　特定小型原動機付自転車運転者に対する取締り状況（令和6年）]

（3）ペダル付き電動バイク（注1）に関連する交通事故防止のための取組

令和6年改正道路交通法により、ペダル付き電動バイクをペダルのみを用いて走行させる行為が自動車又は原動機付自転車の「運転」に該当することが明確化されたことを踏まえ、警察では、ペダル付き電動バイクの無免許運転等の悪質・危険な違反の取締りを推進している。

また、「パーソナルモビリティ安全利用官民協議会」において、ペダル付き電動バイクの運転には運転免許を要することなどの交通ルールの周知、購入者の運転免許の確認の徹底等の販売事業者やフードデリバリーサービス事業者等の関係事業者が取り組むべき対策を取りまとめた「自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン」（注2）を策定し、関係事業者に対して同ガイドラインに従った各種対策を的確に実施するよう働き掛けている。


注1：原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車

注2：https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/0522pedagen.guideline..pdf
[image: QRコード　自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン]









第3節　きめ細かな運転者施策による安全運転の確保

1　運転者教育

（1）運転者教育の体系

運転者教育の機会は、運転免許を受ける過程及び運転免許を受けた後における各段階に体系的に設けられており、その流れは図表5-19のとおりである。

[bookmark: bb5z00190]　図表5-19　運転者教育の体系
[image: 図表5-19　運転者教育の体系]

（2）運転免許を受けようとする者に対する教育の充実

運転免許を受けようとする者は、都道府県公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならないが、指定自動車教習所の卒業者は、このうち技能試験が免除される。

指定自動車教習所は、初心運転者教育の中心的役割を担うことから、警察では、教習指導員の資質の向上を図るなどして、指定自動車教習所における教習の充実に努めている。

全国で令和6年（2024年）末現在1,288か所ある指定自動車教習所の卒業者で、令和6年中に運転免許試験に合格した者の数は、146万1,676人となっている。

また、運転免許を受けようとする者は、その種類に応じ、安全運転に関する知識や技能等を習得するための講習（取得時講習）を受講することが義務付けられているが、指定自動車教習所又は特定届出自動車教習所を卒業した者については、これと同内容の教育を受けているため、受講が免除されている。

[bookmark: bb5z00200]　図表5-20　取得時講習の実施状況（令和6年）
[image: 図表5-20　取得時講習の実施状況（令和6年）]

（3）運転免許取得後の教育の充実

①　きめ細かな更新時講習の実施

更新時講習は、運転免許証等の更新の機会に定期的に講習を行うことにより、安全な運転に必要な知識を補い、運転者の安全意識を高めることを目的としている。この講習は、受講対象者を法令遵守の状況等により優良運転者、一般運転者、違反運転者及び初回更新者に区分して実施している。

[bookmark: bb5z00210]　図表5-21　更新時講習の実施状況（令和6年）
[image: 図表5-21　更新時講習の実施状況（令和6年）]

②　危険運転者の改善のための教育

道路交通法等に違反する行為をし、累積点数が一定の基準に該当した者や行政処分を受けた者に対しては、その危険性の改善を図るための教育として、初心運転者講習、取消処分者講習、停止処分者講習及び違反者講習を実施している。特に、飲酒運転違反者に対する一層効果的な教育を目的として、AUDIT（注1）やブリーフ・インターベンション（注2）、飲酒運転をテーマとしたディスカッション形式の指導といった様々なカリキュラムを盛り込んだ取消処分者講習（飲酒取消講習）を全国で実施し、受講者の飲酒行動の改善や飲酒運転に対する規範意識の向上のための飲酒運転者対策を推進している。また、停止処分者講習等において、飲酒運転違反者を集めて行う飲酒学級を設け、運転シミュレーターを活用した飲酒運転の疑似体験、飲酒ゴーグルを活用した飲酒状態の疑似体験等を実施して飲酒運転の危険性を理解させるなど、教育内容の充実を図っている。

このほか、飲酒取消講習以外の取消処分者講習においても、妨害運転等を行った運転者の運転行動の改善を図ることを目的としたディスカッション形式の指導を導入している。


注1：Alcohol Use Disorders Identification Testの略。世界保健機関（WHO）がスポンサーになり、数か国の研究者によって作成された「アルコール使用障害に関するスクリーニングテスト」で、面接又は質問紙により、その者が危険有害な飲酒習慣を有するかどうかなどを判別するもの

注2：受講者に、自身が設定した日々の飲酒量等に関する目標の達成状況を一定期間記録させた上で、その記録内容に基づき、受講者ごとに問題飲酒行動及び飲酒運転の抑止のための指導を行うもの



[bookmark: bb5z00220]　図表5-22　危険運転者の改善のための教育の実施状況（令和6年）
[image: 図表5-22　危険運転者の改善のための教育の実施状況（令和6年）]

③　自動車教習所における交通安全教育

自動車教習所は、ペーパードライバー教育をはじめとする運転免許保有者に対する交通安全教育も行っており、地域における交通安全教育センターの役割を果たしている。都道府県公安委員会では、認定制度により、こうした教育の水準の向上と普及を図っている。







2　高齢運転者の交通事故防止対策の推進

（1）高齢運転者に対する教育等の現状

更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者は、運転免許証等を更新する際、講義、運転適性検査器材による指導及び実車指導を内容とする2時間の高齢者講習の受講が義務付けられている。

また、更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者は、満了する日より前の6月以内に、認知機能検査を受けることが義務付けられている。

加えて、普通自動車に対応する運転免許保有者のうち一定の違反歴がある75歳以上の者は、同じく6月以内に、運転技能検査の受検が義務付けられており、これに合格しなければ、運転免許証等が更新されないこととなる。運転技能検査では、一時停止や信号通過等の課題が課され、検査の結果が一定の基準に達しない者は不合格となるが、更新期日まで繰り返し受検することができる。

なお、普通自動車を運転することができない運転免許（原動機付自転車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許等）のみを受けている者又は運転技能検査対象者に対しては、実車指導を除いた1時間の講習を行っている（注）。

警察では、運転技能検査、認知機能検査及び高齢者講習の円滑な実施に向け、受検・受講枠の拡大や予約しやすい環境の整備等の取組を推進している。


注：高齢運転者による交通死亡事故の多くは、普通自動車により発生していること、また、高齢者講習の実車指導においては、運転技能検査と同様に客観的指標を用いた評価を行うことから、普通自動車を運転することができない運転免許のみを受けている者又は運転技能検査対象者については、高齢者講習における実車指導を免除している。



[bookmark: bb5z00230]　図表5-23　運転免許証等の更新時における運転技能検査、認知機能検査及び高齢者講習の流れ
[image: 図表5-23　運転免許証等の更新時における運転技能検査、認知機能検査及び高齢者講習の流れ]

[bookmark: bb5z00240]　図表5-24　更新時の認知機能検査及び臨時認知機能検査の実施状況（令和6年）
[image: 図表5-24　更新時の認知機能検査及び臨時認知機能検査の実施状況（令和6年）]

[bookmark: bb5z00250]　図表5-25　高齢者講習及び臨時高齢者講習の実施状況（令和6年）
[image: 図表5-25　高齢者講習及び臨時高齢者講習の実施状況（令和6年）]

[bookmark: bb5z00260]　図表5-26　運転技能検査の実施状況（令和6年）
[image: 図表5-26　運転技能検査の実施状況（令和6年）]

（2）運転免許証等の自主返納（申請による運転免許の取消し）等

身体機能の低下等を理由に自動車の運転をやめる際には、申請により運転免許証等を返納することができるが、その場合には、返納後5年以内に申請すれば、運転経歴証明書の交付等を受けることができる（注1）。また、運転免許証等の更新を受けずに失効した場合でも、失効後5年以内に申請すれば、運転経歴証明書の交付等を受けることができる。運転経歴証明書の交付等を受けた者は、バス・タクシーの乗車運賃の割引等の様々な特典を受けることができる。

警察では、自主返納及び運転経歴証明書制度の周知を図るとともに、運転免許証等の返納後又は運転免許の失効後に運転経歴証明書の交付を受けた者等への支援について、関係機関・団体等に働き掛けを行い、自動車の運転に不安を有する高齢者等が運転免許証等の自主返納等をしやすい環境の整備に向けた取組を進めている（注2）。

一方、運転に不安を覚える高齢運転者等に対して、運転免許証等の自主返納だけでなく、より安全な自動車に限って運転を継続するという中間的な選択肢として、運転免許に、運転できる自動車等の種類をサポートカー（注3）に限定するなど一定の条件を付すことを申請することができることとしている。


注1：申請により、マイナンバーカードへの運転経歴情報の記録も可能となる。

注2：一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会のウェブサイト（https://www.zensiren.or.jp/kourei/）において、運転免許証を自主返納した者等を対象とした各種支援施策について紹介している都道府県警察等のウェブサイトを集約し、高齢者等への情報提供に取り組んでいる。
[image: QRコード　一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会のウェブサイト]

注3：他の車両や歩行者に接近した場合にブレーキが作動する衝突被害軽減ブレーキ及びブレーキとアクセルを踏み間違えた場合の急発進を防ぐペダル踏み間違い時加速抑制装置の先進安全技術が搭載された自動車



[bookmark: bb5p00050]　[image: 運転経歴証明書の様式]
運転経歴証明書の様式

[bookmark: bb5z00270]　図表5-27　申請による運転免許の取消し件数及び運転経歴証明書の交付件数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表5-27　申請による運転免許の取消し件数及び運転経歴証明書の交付件数の推移（令和2年～令和6年）]

（3）高齢運転者に係る安全運転相談の充実・強化

警察では、高齢運転者等に対して、加齢に伴う身体機能の低下を踏まえた安全運転の継続に必要な助言・指導や、自主返納制度及び自主返納者等に対する各種支援施策の教示を行っている。また、都道府県警察の安全運転相談窓口に直接つながる全国統一の専用相談ダイヤルとして、「＃8080（シャープハレバレ）」を導入している。

[bookmark: bb5p00060]　[image: 安全運転相談に関する広報ポスター]
安全運転相談に関する広報ポスター







3　様々な運転者へのきめ細かな対策

（1）運転者の危険性に応じた行政処分の実施

警察では、道路交通法違反を繰り返し犯す運転者や重大な交通事故を起こす運転者を道路交通の場から早期に排除することによって交通の安全を図るため、運転免許の行政処分を厳正かつ迅速に実施している。

[bookmark: bb5z00280]　図表5-28　運転免許の行政処分件数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表5-28　運転免許の行政処分件数の推移（令和2年～令和6年）]

（2）安全運転相談の充実等

警察では、自動車等の安全な運転に不安のある高齢運転者やその家族のほか、身体の障害や一定の症状を呈する病気等のため自動車等の安全な運転に支障のある者等からの相談を受け付けるため、安全運転相談窓口を設けている。

この窓口では、看護師の資格を有する医療系専門職員（注）をはじめとする専門知識の豊富な職員を配置し、適切な相談場所を確保するなどして、相談者のプライバシー保護のための配慮をしているほか、相談後も運転者等に連絡したり、患者団体や医師会等と密接に連携し、必要に応じて相談者に専門医を紹介したりするなど、安全運転相談の充実を図っている。


注：令和7年4月現在、44都府県で78人の医療系専門職員が配置されている。



[bookmark: bb5p00070]　[image: 安全運転相談の状況]
安全運転相談の状況

[bookmark: bb5z00290]　図表5-29　安全運転相談の受理件数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表5-29　安全運転相談の受理件数の推移（令和2年～令和6年）]

（3）国際化への対応

警察では、日本語を解さない外国人が運転免許を取得するなどし、安全に自動車等を運転することができるよう、外国語による学科試験の実施、更新時講習等における外国語版講習用映像資料の活用等を推進している。

また、外国等の行政庁等の運転免許証を有する者については、自動車等の運転に必要な知識、技能等を有し、運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができることとされている。

[bookmark: bb5z00300]　図表5-30　外国等の行政庁等の運転免許証を有する者に対する運転免許試験の一部免除の流れ
[image: 図表5-30　外国等の行政庁等の運転免許証を有する者に対する運転免許試験の一部免除の流れ]

（4）運転免許手続等の利便性の向上と国民負担の軽減

警察では、運転免許証等の更新に係る利便性の向上と国民の負担の軽減のため、更新免許証の即日交付、日曜日の申請受付、警察署における更新窓口の設置等の施策を推進している。

令和6年中は、全国で1,053か所の運転免許証の更新窓口において、1,807万5,882件の更新免許証を交付しており、このうち即日交付は1,432万9,789件であった。

また、障害者の利便性向上のため、試験場施設のバリアフリー化等の施設の整備・改善、漢字に振り仮名を付した学科試験の実施、身体障害者用に改造された持込車両を用いた技能試験の実施等を推進するとともに、指定自動車教習所等に対して、障害者の教習体制の充実等の働き掛けを行っている。


MEMO　マイナ免許証の導入

令和7年3月24日、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、マイナンバーカードへの免許情報の記録が可能となった。これにより、本人の希望に応じ、免許情報が記録されたマイナンバーカード（マイナ免許証）のみを保有することも、マイナ免許証と運転免許証の両方を保有することも可能となったほか、これまでのとおり、引き続き、運転免許証のみを保有することもできる。

また、マイナ免許証の券面には免許情報の記載はないが、マイナ免許証を保有する者やレンタカー事業者等は、警察庁が開発したマイナ免許証読み取りアプリを使用することで、マイナ免許証に記録された免許情報を確認することができる。

さらに、マイナ免許証を保有する者は、更新時講習をオンラインで受講（講習区分が優良運転者又は一般運転者に限る。）することができ、さらにマイナ免許証のみを保有する者は、マイナンバーカードの公的個人認証機能の活用による住所変更等ワンストップサービスや本籍のオンライン変更を受けることができる。

なお、自動車等を運転するときは、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯することが必要である。

[bookmark: bb5p00080]　[image: マイナンバーカードと運転免許証の一体化（イメージ）]
マイナンバーカードと運転免許証の一体化（イメージ）

[bookmark: bb5q00040]　[image: QRコード　マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト]
マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト（https://myna-menkyo-app.npa.go.jp）



（5）運転者の特性に応じた運転者標識

自動車の運転者は、免許を受けていた期間や年齢等に応じ、運転時に車両の前面及び後面に初心運転者標識、高齢運転者標識（注）、身体障害者標識又は聴覚障害者標識を表示することとされている。これらの標識は、他の車両の運転者に注意を喚起するとともに、標識を表示した自動車を保護することなどによって交通事故防止を図るものであり、これらの標識を表示した自動車に対する幅寄せや割込みは禁止されている。


注：高齢運転者標識は、平成23年に様式が変更されたが、更新前の標識（「もみじマーク」）についても、当分の間、表示することができる。



[bookmark: bb5p00090]　[image: 運転者の特性に応じた運転者標識]







第4節　交通環境の整備

1　交通実態を踏まえた交通環境の整備

（1）交通安全施設等整備事業の推進

警察では、交通の安全と円滑を確保するため、信号機や道路標識をはじめとする交通安全施設等の整備を進めている。

交通安全施設等の整備については、昭和41年（1966年）以降、多発する交通事故を緊急かつ効果的に防止するため、「交通安全施設等整備事業長期計画」に即して推進してきたが、平成15年（2003年）以降は、交通安全施設等、道路、港湾等の社会資本の整備に関して従来の事業分野別の長期計画を統合した「社会資本整備重点計画」に即して推進している。

令和3年（2021年）度から令和7年度までにおいては、当該期間を計画期間とする「第5次社会資本整備重点計画」に即して、重点的、効果的かつ効率的に交通安全施設等の整備を推進することとしている。

[bookmark: bb5z00310]　図表5-31　主な交通安全施設等整備状況
[image: 図表5-31　主な交通安全施設等整備状況]

[bookmark: bb5z00320]　図表5-32　警察の整備する交通安全施設等
[image: 図表5-32　警察の整備する交通安全施設等]

[bookmark: bb5z00330]　図表5-33　第5次社会資本整備重点計画の概要（警察関連部分）
[image: 図表5-33　第5次社会資本整備重点計画の概要（警察関連部分）]

現在、整備後長期間が経過した交通安全施設等の老朽化対策が課題となっており、警察庁では、平成25年11月にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において策定された「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、警察関連施設の維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにする「警察庁インフラ長寿命化計画」を策定した。

警察では、中長期的な視点に立った維持管理・更新を行うため、耐久性の高い素材の利用等による交通安全施設等の長寿命化や、交通環境の変化等により必要性が低下した交通安全施設等の撤去等を推進し、戦略的なストック管理、ライフサイクルコストの削減等に努めている。

[bookmark: bb5z00340]　図表5-34　老朽化した交通安全施設等
[image: 図表5-34　老朽化した交通安全施設等]


MEMO　横断歩道の白線の設置間隔の拡大

警察では、交通の安全と円滑等を継続的に図っていくため、交通規制が交通実態により適合したものとなるよう、実効ある交通規制実現のための法令の見直し等を行っている。例えば、車両の通過による横断歩道標示の摩耗を防ぐため、横断歩道標示の白線に関し、45センチメートルから50センチメートルとされていた設置間隔を90センチメートルまで拡大することができることとした。なお、白線の設置間隔を拡大した横断歩道については、視覚障害者の安全な横断に十分配慮した形で設置した上で、関係者が当該横断歩道の横断を体験する機会を設けるなどの取組に努めている。

[bookmark: bb5p00100]　[image: 白線の設置間隔を拡大した横断歩道]
白線の設置間隔を拡大した横断歩道

[bookmark: bb5p00110]　[image: 白線の設置間隔を拡大した横断歩道の体験会]
白線の設置間隔を拡大した横断歩道の体験会



（2）交通管制システムの整備

都市部における道路交通の複雑化・過密化が、交通渋滞、交通公害及び交通事故の一因となっているため、警察では、交通管制システムを通じて、道路交通を効率的に管理することにより、交通の安全と円滑の確保を図っている。

具体的には、車両感知器等から収集した交通量や走行速度等の情報を分析し、交通状況に即応した信号の制御を行うことで、車両の流れをコントロールしているほか、収集した交通情報を交通情報板や光ビーコン（注）等を活用して提供することで、交通流・交通量の誘導及び分散を図るなどの対策を講じている。


注：26頁参照（トピックスI）



[bookmark: bb5z00350]　図表5-35　交通管制システム
[image: 図表5-35　交通管制システム]

（3）交通管理者等による環境対策

警察では、沿道地域の交通公害の状況や道路交通の実態に応じて、通過車両の走行速度を低下させてエンジン音や振動を抑えるための最高速度規制、エンジン音や振動の大きい大型車を沿道から遠ざけるための中央寄り車線規制等の対策を実施している。

また、交通状況に即応した信号の制御により、交差点における車両の停止・発進回数を低減させることで、騒音、振動及び排出ガスの発生を抑え、交通公害の低減を図っている。

（4）交通実態の変化等に即した交通規制

警察では、地域の交通実態を踏まえ、速度、駐車等に関する交通規制や交通管制の内容について常に点検・見直しを図るとともに、道路整備、地域開発、商業施設の新設等による交通事情の変化に対しても、これを的確に把握してソフト・ハード両面での総合的な対策を実施することにより、安全で円滑な交通流の維持を図っている。

例えば、一般道路（注1）における速度規制については、実勢速度（注2）、交通事故発生状況等を勘案しつつ、規制速度の引上げ、規制理由の周知等を計画的に推進している。

また、交通事故の減少や被害の軽減、交差点における待ち時間の減少、災害時の対応力の向上等の効果が見込まれる環状交差点の適切な箇所への導入を推進しており、令和6年度末までに176か所で導入された。

さらに、信号制御については、歩行者・自転車の視点で、信号をより守りやすくするために、横断実態等を踏まえた信号表示の調整等の運用の改善を推進している。


注1：生活道路において推進している速度抑制対策については、177頁参照

注2：ここでいう実勢速度とは、85パーセンタイル速度（ある区間を走行する車両の速度を低い順番から並べた場合に、全体の85％が含まれる速度の値）を表す。



[bookmark: bb5p00120]　[image: 環状交差点（滋賀県甲賀市）]
環状交差点（滋賀県甲賀市）

（5）警察による交通情報提供

警察では、交通管制システムにより収集・分析をしたデータを交通情報板やVICS（注1）等を通じて交通情報として広く提供し、運転者が混雑の状況や所要時間を的確に把握して安全かつ快適に運転することができるようにすることにより、交通流を分散させ、交通渋滞の緩和や交通公害の低減を促進している。

また、関係団体の協力の下、警察が保有するリアルタイムの交通情報をカーナビゲーション装置等にオンラインで提供するシステムを構築するなど、民間の交通情報提供事業の高度化を支援するとともに、交通情報の提供に関する指針を定め、当該事業が交通の安全と円滑に資するものとなるよう働き掛けている。さらに、民間事業者が保有するプローブ情報（注2）を活用しつつ、災害時に通行実績情報等の交通情報を提供するためのシステムを整備・運用している。

このほか、交通規制情報、断面交通量情報（注3）及び交差点制御情報（注4）を、関係団体のウェブサイトを通じて提供している。


注1：Vehicle Information and Communication System（道路交通情報通信システム）の略。光ビーコン等を通じてカーナビゲーション装置に対して交通情報を提供するシステムで、時々刻々変動する道路交通の状況をリアルタイムで地図画面上に表示することができるほか、図形・文字でも分かりやすく表示することができる。

注2：カーナビゲーションに蓄積された走行履歴情報

注3：道路上の特定の地点を単位時間当たりに通過する車両台数情報

注4：サイクル（信号機の灯火が青色、黄色、赤色と一巡する時間）、スプリット（1サイクル時間中、信号機が設置された交差点を通過する交通流のうち、同時に通行権を与えられている交通流の一群にそれぞれ割り当てられる時間の割合）等に関する実行履歴情報



[bookmark: bb5p00130]　[image: VICS対応カーナビゲーション装置の画面表示例]
VICS対応カーナビゲーション装置の画面表示例







2　道路交通環境の整備による歩行者等の安全通行の確保

（1）歩行空間の整備

警察では、平成23年以降、市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、道路管理者と連携して、ゾーン30（注1）の整備を推進しており、令和6年度末までに全国で4,410か所を整備した。

令和3年8月からは、警察が行う最高速度30キロメートル毎時の区域規制と道路管理者が設置するハンプ（注2）等の物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図ることとしており、令和6年度末までに全国で186か所を整備した。

両者が連携して行う対策の例としては、ハンプと横断歩道を組み合わせた物理的デバイスである「スムーズ横断歩道」が挙げられ、この設置により、車両の運転者に減速と横断歩行者優先の遵守を促すなどの効果が期待される。


注1：区域内における速度を30キロメートル毎時に規制し、通過交通の抑制・排除を図るもの

注2：車両の低速走行等を促すための道路に設ける盛り上がり（凸部）



[bookmark: bb5z00360]　図表5-36　生活道路の交通安全に係る新たな連携施策「ゾーン30プラス」
[image: 図表5-36　生活道路の交通安全に係る新たな連携施策「ゾーン30プラス」]

また、警察では、平成14年に策定した「歩車分離式信号（注）に関する指針」に基づき、歩車分離式信号の導入を推進してきた。しかし指針策定当時とは、交通事故情勢や道路環境等が変化しており、歩行者等の安全を確保する観点から、歩車分離式信号の一層の整備推進を図るため、令和7年1月に同指針の見直しを行った。

新たな指針では、歩車分離制御による防止可能事故で死亡事故に至った場合には、歩車分離式信号の導入を必ず検討することとしたほか、通学路等におけるその導入要件を緩和するなどとした。


注：歩行者等と自動車等の交錯が全く生じない信号表示又は歩行者等と自動車等の交錯が少ない信号表示により制御される信号機



[bookmark: bb5z00370]　図表5-37　歩車分離式信号の例
[image: 図表5-37　歩車分離式信号の例]

（2）自転車通行空間の整備

自転車活用の社会的需要が高まる中、安全で快適な自転車利用環境を向上させるべく、令和6年6月、国土交通省と共に「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（注1）」を改定した。警察では、本ガイドラインを踏まえ、普通自転車専用通行帯（注2）を整備し、その区間において原則として駐車禁止規制を実施しているほか、道路管理者に対して自転車道（注3）の整備を働き掛けるなど、車道における自転車専用の通行空間の整備を推進している。また、普通自転車等の歩道通行を可能としている交通規制の見直し（注4）を行うなど、自転車と歩行者を適切に分離することによる安全確保を図っている。


注1：「自転車は『車両』であり車道通行が大原則」という観点に基づき、面的な自転車ネットワーク計画の作成方法や、交通状況に応じて、歩行者、自転車、自動車が適切に分離された空間整備を行うための自転車通行空間設計の考え方等について提示したもの

注2：交通規制により指定された普通自転車専用の車両通行帯。普通自転車専用通行帯の整備状況を延長距離の推移でみると、平成24年度末（297.2キロメートル）から令和4年度末（588.9キロメートル）にかけて、約2倍に増加した（警察庁調べ）。

注3：縁石線や柵等の工作物によって分離された自転車専用の通行空間

注4：道路交通法では、自転車や特定小型原動機付自転車は車道通行が原則とされている。普通自転車や特例特定小型原動機付自転車については、道路標識等により歩道通行を可能とする交通規制を実施することができるが、歩道の有効幅員、交通実態、沿道状況等を総合的に勘案し、普通自転車等の歩道通行を可能としている交通規制の見直しを実施している。



[bookmark: bb5z00380]　図表5-38　自転車通行空間の整備イメージ
[image: 図表5-38　自転車通行空間の整備イメージ]


MEMO　法定速度の引下げ

一般道路（注）における自動車の法定速度は、現在、60キロメートル毎時となっているところ、幅員の狭い道路を通行する自動車の速度を抑制するため、令和6年7月、道路交通法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和8年9月から施行されることとなった。この改正により、中央線、車両通行帯、中央帯等のいずれもが設けられていない一般道路の法定速度は30キロメートル毎時に引き下げられることとなる。


注：高速自動車国道の本線車道（道路交通法施行令第27条の2に規定する本線車道を除く。）並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路



[bookmark: bb5p00140]　[image: 法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられる道路]
法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられる道路

[bookmark: bb5p00150]　[image: 60キロメートル毎時の法定速度が維持される道路]
60キロメートル毎時の法定速度が維持される道路



（3）バリアフリー対応型信号機等の整備の推進

警察では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、高齢者、障害者等が道路を安全に横断することができるよう、音響により信号表示の状況を知らせる音響信号機、信号表示面に青時間までの待ち時間及び青時間の残り時間を表示する経過時間表示付き歩行者用灯器、歩車分離式信号等のバリアフリー対応型信号機を整備している。

また、自動車の前照灯の光を反射しやすい素材を用いるなどして見やすく分かりやすい道路標識・道路標示を整備するとともに、横断歩道上における視覚障害者の安全性及び利便性を向上させるエスコートゾーンを整備している。

[bookmark: bb5z00390]　図表5-39　バリアフリー対応型信号機等
[image: 図表5-39　バリアフリー対応型信号機等]







3　総合的な駐車対策

（1）違法駐車の状況

違法駐車は、交通渋滞を悪化させる要因となるほか、歩行者や車両の安全な通行の妨げとなったり、緊急自動車の活動に支障を及ぼしたりするなど、地域住民の生活環境を害し、国民生活全般に大きな影響を及ぼしている。

（2）駐車対策の推進

警察では、必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、地方公共団体や道路管理者に対し、路外駐車場や荷さばきスペースの整備等を働き掛けるとともに、きめ細かな駐車規制、違法駐車の取締り、広報啓発活動等を行うなどの対策を推進している。

①　きめ細かな駐車規制

地域住民の意見・要望等を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直しを実施しており、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等にも配慮し、地域の交通実態等に応じた規制の緩和を行うほか、十分な必要性が認められないパーキングメーター等を撤去するなど、きめ細かな駐車規制を推進している。

[bookmark: bb5p00160]　[image: 貨物集配中の貨物車を対象とする駐車可の交通規制]
貨物集配中の貨物車を対象とする駐車可の交通規制

②　違法駐車の取締り

違法駐車の取締りについては、地域住民の意見・要望等を踏まえてガイドラインを策定・公表し、悪質性・危険性・迷惑性の高いものに重点を置いて実施している。当該ガイドラインについては、定期的に見直しを行い、常に警察署管内における駐車実態を反映したものとなるよう努めている。また、放置車両の確認事務については、警察署長から委託を受けた法人の駐車監視員や警察官等により適正に運用されている。

[bookmark: bb5z00400]　図表5-40　確認事務の民間委託の状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表5-40　確認事務の民間委託の状況の推移（令和2年～令和6年）]

[bookmark: bb5z00410]　図表5-41　放置車両確認標章の取付け状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表5-41　放置車両確認標章の取付け状況の推移（令和2年～令和6年）]

（3）保管場所の確保対策

警察では、道路が自動車の保管場所として使用されることを防止するため、自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づき、保管場所証明書の交付、軽自動車の保管場所に係る届出受理等を行うとともに、青空駐車（注1）や車庫とばし（注2）の取締りを行っている。

また、関係機関と連携し、自動車の保有に伴い必要となる行政手続を対象とするワンストップサービスシステム（注3）を運用し、更なる利便性向上に係る取組を推進している。

なお、令和7年4月1日、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正により、保管場所標章は廃止された。


注1：道路を自動車の保管場所として使用する行為

注2：自動車の使用の本拠の位置や保管場所の位置を偽って保管場所証明を受ける行為

注3：1回の申請で手続を完了することのできるシステムで、国民の負担軽減及び行政事務の効率化を図るためのもの



[bookmark: bb5z00420]　図表5-42　自動車保有関係手続のワンストップサービスの概要
[image: 図表5-42　自動車保有関係手続のワンストップサービスの概要]


MEMO　駐車許可等の合理化

近年、いわゆる「物流の2024年問題」を背景に、業務の性質上、短時間の駐車が不可避である業務用車両に係る駐車需要に対応する必要性が大きく高まる中、周辺の交通の安全と円滑への影響を最低限としつつも、こうした駐車需要にきめ細かく対応することが求められているほか、引き続き、訪問看護等に係る駐車需要へも適切に対応していく必要がある。

そのため、「規制改革実施計画」（令和6年6月21日閣議決定）も踏まえつつ、令和7年3月、警察庁は、都道府県警察に対して通達を発出し、道路交通法に基づく駐車許可及び駐車規制からの除外措置について運用を見直すこととした。具体的には、許可要件の明確化等を通じて運用の統一を図るほか、申請書類の統一等を通じて関係手続の簡素化及び合理化を推進することとした。









4　高速道路における交通警察活動

（1）高速道路ネットワークと交通事故の状況

令和6年末現在、高速道路は217路線であり、その総延長距離は1万3,000キロメートルを超えている。令和6年中の高速道路における死者数は139人と、前年より1人（0.7％）増加した。

[bookmark: bb5z00430]　図表5-43　高速道路における交通事故発生件数・死者数の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表5-43　高速道路における交通事故発生件数・死者数の推移（平成27年～令和6年）]

（2）高速道路における交通の安全と円滑の確保

①　道路管理者と連携した交通安全対策

警察では、交通事故の発生状況を詳細に分析し、死亡事故等の発生地点や交通事故の多発地点等における現場点検を道路管理者と共同して実施し、必要な対策を推進するとともに、パトロール等を強化している。特に、逆走が原因となる交通事故や、中央帯がなく往復の方向別に分離されていない区間における対向車線へのはみ出しによる交通事故が後を絶たないことから、道路管理者と連携し、誤進入防止のための道路交通環境の改善や、対向車線へのはみ出しを防止するためのセンターパイプ、センターブロックの設置等を推進している。

②　安全利用のための広報啓発及び交通安全教育

警察では、高速道路の安全利用のため、関係機関・団体等と連携して、高速道路を通行する際の注意点や逆走・誤進入の危険性等に関する広報啓発活動を行うとともに、車両故障や交通事故等により運転が困難となった場合の措置等に関する参加・体験・実践型の交通安全教育を行っている。

③　交通事故抑止に資する交通指導取締り

警察では、妨害運転や著しい速度超過、飲酒運転、車間距離不保持、通行帯違反等の悪質性・危険性の高い違反に重点を置いた取締りを推進している。また、全ての座席でのシートベルトの着用及びチャイルドシートの使用の徹底を図るため、関係機関・団体等と連携した普及啓発活動を推進するとともに、令和6年中はシートベルト装着義務違反について27万7,744件、チャイルドシート装着義務違反について1万8,772件の取締りを行った。

④　高速道路における最高速度規制の見直し

令和6年4月、道路交通法施行令の一部を改正する政令が施行され、高速自動車国道における大型貨物自動車等の法定速度が80キロメートル毎時から90キロメートル毎時に引き上げられた。

また、交通実態、道路環境等を勘案し、80キロメートル毎時の最高速度規制が実施されている高速自動車国道等について、速度規制の見直しを推進している。







5　ITSの推進と自動運転の実現に向けた取組

（1）ITS（注1）の推進

①　UTMS（注2）の開発・整備によるITSの推進

警察では、情報通信技術等を用いて交通管理の最適化を図るため、光ビーコン等の機能を活用したUTMSの開発・整備を行うことによりITSを推進し、安全・円滑かつ快適で環境負荷の低い交通社会の実現を目指している。


注1：Intelligent Transport Systems（高度道路交通システム）の略

注2：Universal Traffic Management Systems（新交通管理システム）の略



[bookmark: bb5z00440]　図表5-44　主なUTMSの概要（令和6年度末現在）
[image: 図表5-44　主なUTMSの概要（令和6年度末現在）]

②　ITSに関する国際協力の推進

警察では、令和6年（2024年）9月にアラブ首長国連邦・ドバイで開催された第30回ITS世界会議において、UTMSの先進的な技術を紹介するとともに、参加国とITSに関して情報交換を行うなどして協力関係を深めた。

また、警察庁では、令和6年11月、米国運輸省道路交通安全局との会議を米国・ワシントンD.C.で開催し、両国が推進するITSに関する施策等について情報交換を行った。

[bookmark: bb5p00170]　[image: 第30回ITS世界会議]
第30回ITS世界会議

（2）自動運転の実現に向けた取組

自動運転の技術は、交通事故の削減や渋滞の緩和等に有効なものと考えられる。警察としても、令和元年及び令和4年には、それぞれSAEレベル3（注1）及びレベル4（注2）に相当する自動運転の実用化に対応するための法制度の整備を進めたほか、我が国の道路交通環境に応じた自動運転が早期に実用化されるよう、その進展を支援すべく、公道実証実験に係る道路使用許可基準を策定するなど、必要な取組を進めている。


注1：「自動運転に係る制度整備大綱」等で採用されている、SAE（Society of Automotive Engineers）InternationalのJ3016における運転自動化レベルのうち、システムが全ての動的運転タスク（操舵（だ）、加減速、運転環境の監視、反応の実行等、車両を操作する際にリアルタイムで行う必要がある機能）をシステムが機能するよう設計されている特有の条件内で実施するが、システムの作動継続が困難な場合は、システムの介入要求等に対して、運転者の適切な応答が期待されるもの

注2：SAE InternationalのJ3016における運転自動化レベルのうち、システムが全ての動的運転タスク及びシステムの作動継続が困難な場合への応答をシステムが機能するよう設計されている特有の条件内で実施し、システムの作動継続が困難な場合、運転者が介入要求等に応答することが期待されないもの



①　法制度の整備

前述の令和4年改正道路交通法により、運転者がいない状態での無人自動運転のうち、限定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスを念頭に置いた許可制度が創設され、令和5年4月1日から施行された。

この改正により、自動運行装置（注）のうち同装置の使用条件を満たさなくなった場合に直ちに自動的に安全な方法で自動車を停止させることができるものを適切に使用して自動車を運行することが「特定自動運行」と定義され、「運転」の定義から除外されたことで、運転者の存在を前提としないSAEレベル4に相当する自動運転のうち一定の許可基準を満たすものの実施が可能となった。

特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する都道府県公安委員会に、経路や交通事故発生時の対応方法等を記載した特定自動運行計画等を提出し、許可を受けなければならないこととされたほか、許可を受けた者（特定自動運行実施者）は、車内又は遠隔監視を行うための車外の決められた場所に特定自動運行主任者を配置した上で、特定自動運行計画に従って特定自動運行を行う義務を負うとともに、当該特定自動運行主任者は、交通事故があった場合に必要な措置を講じなければならないことなどとされた。

令和6年末現在、全国で6件の特定自動運行の許可が行われている。


注：プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置であって、当該装置ごとに当該装置が道路運送車両法に基づく保安基準に適合すると国土交通大臣が認めるときに付する条件（使用条件）で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有するもの



[bookmark: bb5z00450]　図表5-45　特定自動運行の許可制度のイメージ
[image: 図表5-45　特定自動運行の許可制度のイメージ]

②　公道実証実験の環境整備

現在、自動運転の早期社会実装を目指して、全国で様々な事業者等による公道実証実験が行われている。警察庁では、安全の確保を前提としつつ、円滑な公道実証実験を支援する観点から、ガイドラインや道路使用許可基準を策定し、公表している（注）。


注：警察庁ウェブサイト「自動運転の公道実証実験について」（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/selfdriving/roadtesting/index.html）
[image: QRコード　警察庁ウェブサイト「自動運転の公道実証実験について」]



③　国際的な議論への参画

我が国が締約しているジュネーブ条約（注1）では、車両には運転者がいなければならないことなどが規定されている一方で、システムが完全に運転操作を実施する自動運転もあり得ることなどから、近年、自動運転に関する国際条約の改正や解釈の整理等に関し、国際連合経済社会理事会の下の欧州経済委員会内陸輸送委員会に置かれたWP.1（注2）において議論が行われており、警察庁としても、こうした議論に参画している。また、令和3年（2021年）からは、交通における自動運転車両の使用に係る新たな法的文書の作成のための専門家グループ（LIAV-GE）（注3）にも参加している。


注1：昭和24年（1949年）にスイス・ジュネーブにおいて作成された道路交通に関する条約の通称

注2：Global Forum for Road Traffic Safety（道路交通安全グローバルフォーラム）の通称

注3：Group of Experts on drafting a new legal instrument on the use of automated vehicles in trafficの略



④　自動運転システムの実用化に向けた研究開発等

自動運転システムの実用化に当たっては、信号認識の確実性を向上させることが求められる。この点、信号の灯火の色を認識する車載カメラを補完するため、信号情報の活用が有効であることなどを踏まえ、警察では、信号情報の提供技術に関する研究開発等を実施している。令和5年度から開始されたSIP（注）第3期「スマートモビリティプラットフォームの構築」では、信号情報の配信に関する検討が進められており、警察では、これらの検討に必要な実証実験の環境を整備することなどにより、産官学連携による研究開発に参画している。


注：Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program（戦略的イノベーション創造プログラム）の略



[bookmark: bb5z00460]　図表5-46　信号情報提供のイメージ
[image: 図表5-46　信号情報提供のイメージ]

⑤　自動運転に係る正しい知識の普及啓発と過信、誤用等に対する注意喚起

SAEレベル3（注）の自動運転では、自動運行装置の使用条件を満たさなくなる場合には、運転者が同装置から運転操作を確実に引き継ぎ適切に対処する必要がある。

また、自動運行装置に該当しない運転支援機能を用いて自動車を運転する場合においては、運転者は、絶えず前方や周囲の状況を確認し、安全運転を行う義務がある。

警察では、これらの機能を備えている自動車の性能や限界、運転上の留意事項等について、ウェブサイト等を通じた広報啓発に努めている。


注：182頁参照









第5節　道路交通秩序の維持

1　交通事故抑止に資する交通指導取締り

（1）交通事故分析に基づく交通指導取締り

警察では、交通事故の発生実態等を分析し、取締りを実施する時間、場所等の交通指導取締りに関する方針を策定した上で、計画的に取締りを実施するなどして交通事故抑止に資する交通指導取締りを推進している。

また、交通指導取締りの必要性について国民の理解を深めるため、最高速度違反に起因する交通事故の発生状況や地域住民からの要望等を踏まえた速度取締りに関する指針を策定し、速度取締りを重点的に実施する路線や時間帯をウェブサイト等により公表している。

（2）悪質性・危険性・迷惑性の高い運転行為への対策

警察では、交通街頭活動を推進し、違法行為の未然防止に努めるとともに、無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過、信号無視や歩行者妨害をはじめとする交差点関連違反等の交通事故に直結する悪質性・危険性の高い違反及び駐車違反等の迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを推進している。

また、運転中に携帯電話等を使用することは重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為であることから、警察では、関係機関・団体等と連携し、その危険性について広報啓発を推進するとともに、携帯電話使用等の交通指導取締りを推進している。

さらに、妨害運転等の悪質・危険な運転行為を防止するため、交通指導取締りを強化するとともに、「思いやり・譲り合い」の気持ちを持った運転の必要性、ドライブレコーダーの有用性等について広報啓発等を推進している。

令和6年（2024年）中は、420万件4,155件の道路交通法違反の取締りを行っている。

[bookmark: bb5p00180]　[image: 悪質・危険な運転行為への交通指導取締り対策]
悪質・危険な運転行為への交通指導取締り対策

[bookmark: bb5z00470]　図表5-47　主な道路交通法違反の取締り状況（令和6年）
[image: 図表5-47　主な道路交通法違反の取締り状況（令和6年）]


CASE

自営業の男（26）は、令和6年5月、普通乗用自動車の前輪を油圧により車高を上下させるハイドロ装置によりホッピングさせながら、他人に危害を及ぼすような方法で運転した。同月、同男を道路交通法違反（安全運転義務違反）で検挙した（警視庁）。




CASE

外国人留学生の女（36）は、令和6年3月、公安委員会の運転免許を受けないで、一般原動機付自転車に該当する電動スーツケースを運転した。同年6月、同留学生を道路交通法違反（無免許運転）で検挙した（大阪）。

[bookmark: bb5p00190]　[image: 電動スーツケース]
電動スーツケース



（3）使用者等（注）の責任追及等

事業活動に関して行われた過労運転、過積載運転、放置駐車、最高速度違反等の違反やこれらに起因する交通事故事件について、警察では、運転者の取締りにとどまらず、使用者に対する指示や自動車の使用制限命令を行っているほか、これらの行為を下命・容認していた使用者等を検挙するなど、使用者等の責任も追及している。

また、タクシーやトラック等の事業用自動車の運転者が、その業務に関して行った道路交通法等に違反する行為については、運輸支局等に通知して所要の行政処分等を促し、事業用自動車による交通事故防止を図っている。

さらに、自動車整備業者等による車両の不正改造等、事業者による交通の安全を脅かす犯罪に対しても、取締りを推進している。


注：163頁参照



（4）暴走族等対策

暴走族は、グループ数や人員が減少傾向にあるものの、いまだ各地において散発的な暴走行為が認められ、地域住民や道路利用者に多大な迷惑を及ぼしている。

警察では、共同危険行為等禁止違反、騒音関係違反（注）、車両の不正改造に関する違反等の取締りを推進するとともに、家庭、学校、保護司等と連携し、暴走族から離脱させるための措置をとるなど、総合的な暴走族対策を推進している。


注：道路交通法違反のうち、近接排気騒音に係る整備不良、消音器不備及び騒音運転等



[bookmark: bb5z00480]　図表5-48　暴走族等の勢力及び検挙人員の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表5-48　暴走族等の勢力及び検挙人員の推移（令和2年～令和6年）]

（5）「白タク行為」対策

いわゆる「白タク行為」は、道路運送法に違反して旅客の運送を行う行為であり、利用者の安全確保の観点からも問題があることから、警察では、関係機関・団体と連携して、「白タク行為」の防止に係る広報啓発活動を行うとともに、令和6年中は同法違反で80件を検挙するなど、「白タク行為」の未然防止と取締強化に努めている。

[bookmark: bb5z00490]　図表5-49　白タク行為の検挙件数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表5-49　白タク行為の検挙件数の推移（令和2年～令和6年）]







2　適正かつ緻密な交通事故事件捜査

（1）交通事故事件の検挙状況

令和6年中の交通事故事件の検挙件数は、図表5-50のとおりである。

[bookmark: bb5z00500]　図表5-50　交通事故事件の検挙状況（令和6年）
[image: 図表5-50　交通事故事件の検挙状況（令和6年）]

（2）適正かつ緻密な交通事故事件捜査

警察では、一定の重大・悪質な交通事故事件の発生に際しては、交通事故事件捜査の豊富な経験を有する交通事故事件捜査統括官等が現場に臨場して、初動段階から捜査を統括するとともに、科学的な交通事故解析の研修を積んだ交通事故鑑識官が現場で鑑識活動等を指揮するなど、組織的かつ重点的な捜査を推進している。特に、飲酒運転、信号無視、無免許運転等が疑われるものについては、一般的に交通事故に適用される過失運転致死傷罪より罰則の重い危険運転致死傷罪や過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪等の立件を視野に入れた捜査を推進している。

また、ひき逃げ事件については、交通鑑識資機材や常時録画式交差点カメラ、ドライブレコーダー等の有効活用による被疑者の早期検挙を図っており、令和6年中の死亡ひき逃げ事件の検挙率は、97.3％であった。

（3）交通事故事件捜査の科学化・合理化

緻密で科学的な交通事故事件捜査を推進するため、警察庁では、交通鑑識に携わる都道府県警察の警察職員を対象とした研修を行っている。研修内容は、様々な状況を想定した車両の衝突実験を行い、衝突後の状況のみを見分させた上で交通事故の発生時における車両の状況や速度を究明させるなど、実践的・専門的なものとなるよう工夫している。

また、客観的な証拠に基づいた事故原因の究明を図るとともに、交通事故当事者の負担を軽減するため、常時録画式交差点カメラや3Dレーザースキャナ（注）をはじめとする各種の機器の活用を図っている。

他方で、重大な交通事故事件の捜査に集中することができるよう、軽微な交通事故に関しては、検察庁への送致書類の簡素化を図るなど、業務の合理化も進めている。


注：レーザー光線を周囲に照射することで、事故現場の路面における道路構造上の痕跡、遺留品の散乱状況等を自動的かつ正確に計測し、三次元点群データを作成する機器。同データは、専門のシステムにより、三次元画像処理や図化ができる。



[bookmark: bb5p00200]　[image: 事故解析に関する研修の状況]
事故解析に関する研修の状況


MEMO　ドローンの活用

群馬県警察では、捜査員が小型無人機（ドローン）の操縦技術の向上に努めつつ、交通事故事件捜査において、上空から撮影した現場写真を現場見取図の作成に活用するなど、捜査の科学化・合理化を図っている。

[bookmark: bb5p00210]　[image: ドローンによる空撮状況]
ドローンによる空撮状況

[bookmark: bb5p00220]　[image: ドローンにより空撮した写真]
ドローンにより空撮した写真



（4）交通事故被害者等（注1）の支援

警察では、「警察庁犯罪被害者支援基本計画」（注2）に基づき、交通事故被害者等の要望や心情に配慮した捜査に努めるとともに、被害者連絡実施要領（注3）等に基づき、図表5-51のとおり、交通事故被害者等に対して、交通事故事件等に関する情報を可能な限り提供するよう努めているほか、その心情に配慮した相談活動を推進している。また、都道府県警察本部の交通事故事件捜査担当課に、交通事故被害者等への連絡を総括する被害者連絡調整官等を配置し、組織的かつ適切な交通事故被害者等の支援を推進するとともに、交通事故被害者等の心情に配慮した適切な対応がなされるよう交通捜査員等に対する教育を強化している。


注1：交通事故事件の被害者及びその家族又は遺族

注2：令和3年3月に第4次犯罪被害者等基本計画が閣議決定されたことを受け、令和7年度末までの5年間において、警察庁が講ずべき具体的な取組内容等について定められている。

注3：犯罪被害者等に捜査状況等を確実に連絡するために制定されたもので、連絡対象となる事件、連絡内容等について定めている。



[bookmark: bb5z00510]　図表5-51　交通事故被害者等支援に関する主な施策
[image: 図表5-51　交通事故被害者等支援に関する主な施策]
このほか、交通事故被害者等が深い悲しみやつらい体験から立ち直り、回復に向けて再び歩み出すことができるよう、交通事故被害者等の権利及び利益の保護を図ることを目的とする交通事故被害者サポート事業を実施している。








警察活動の最前線


GISで事故を可視化し、交通事故抑止



岐阜県警察本部交通部交通企画課調査官兼交通事故分析官

河野　昭彦

[bookmark: bb5m00010]　[image: RAI・REN]



近年、交通事故の件数は年々減少しているものの、その減少率は鈍化しており、従来のような交通事故の直接的要因に対する対策だけでは十分な効果が得られにくい状況となっています。

そこで、日々発生する交通事故の詳細な分析とその結果に基づく抑止対策が、これまでにも増して重要となっています。

私が交通事故分析官となって10年余りが経ちますが、その間、分析技術の進歩はめざましく、数値的分析に加え、GIS（地理情報システム）を活用することで、地理的に事故の発生状況を可視化することが可能となり、事故多発場所の抽出に加え、事故が増加傾向にある場所の早期発見や早期対策にもつながっています。

さらに、地図上の交通事故データをグラフ化し、事故の発生傾向を割り出すことで交通環境と事故との因果関連を分析し、その結果を活用して交通安全意識の向上や交通事故の減少につなげています。

また、交通違反の取締り状況を分析し、事故形態に即した効果的な交通指導取締りの実施や、交通規制や道路環境の見直しによる対策に役立てるなど、相互に連携した分析と対策を実施しています。

今後も、進化する技術等を取り入れ、緻密かつ詳細な分析を行い、悲惨な交通事故が1件でもなくなるよう努めていきたいと思います。

[bookmark: bb5p00230]　[image: 岐阜県警察本部交通部交通企画課調査官兼交通事故分析官　河野　昭彦]




歩行者の安全を守るために



埼玉県警察本部交通部交通規制課規制調査係

小沼　良裕

[bookmark: bb5m00020]　[image: ポッポくん・ポポ美ちゃん]



悲惨な交通事故を減らすためには、交通安全施設等の適切な維持管理が必要不可欠であり、特に横断歩道の道路標示については、横断歩行者を危険にさらすことのないよう、摩耗等により消えかかっている場合は早急に更新を行う必要があります。

横断歩道の道路標示は、車両の通行等により摩耗しやすく、日々の点検が欠かせないところ、これまでの点検方法では、警察官や職員が現地に赴いて目視で行うなど、多大な労力と時間を要することから、こうした点検作業の効率化が課題でした。そこで、管内を隅々まで走行するパトカーに着目し、パトカーの車載カメラで撮影された走行映像から横断歩道をはじめとする道路標示をAIで認識した上で、画像解析によりその摩耗度合いを数値化して補修（塗り直し）の必要性を判断する「道路標示点検システム」を開発しました。これにより、摩耗した横断歩道の道路標示の効率的な発見や早期の補修が可能となり、横断歩行者の安全性をより高めることができるようになりました。

また、信号機のない横断歩道での車両の停止率を向上させるため、横断歩行者を感知し、標識板の下に設置した電光表示板に「横断あり」と表示して注意喚起する「ライトアップ表示板」を開発しました。これにより、横断歩行者の存在をドライバーに的確に知らせることが可能となり、車両の停止率向上につながっています。

これからも各種技術を活用し、安全で快適な交通環境の実現に向け精一杯取り組んでまいります。

[bookmark: bb5p00240]　[image: 埼玉県警察本部交通部交通規制課規制調査係　小沼　良裕]









第6章　公安の維持と災害対策

第1節　国際テロ情勢と対策

1　国際テロ情勢

（1）イスラム過激派

①　ISIL（注1）及びAQ（注2）の動向

平成26年（2014年）にカリフ制国家の樹立を宣言したISILは、一時はイラク及びシリアにおいて広大な地域を支配していたものの、諸外国の支援を受けたイラク軍、シリア軍等の攻撃により、その支配地域を失った。ISILは、指導者の相次ぐ死亡により、中枢組織の弱体化や求心力の低下が指摘されているものの、アフガニスタン及びアフリカ地域において、関連組織がテロの実行及びプロパガンダの発信を継続している。

ISILは、従前から、「対ISIL有志連合」に参加する欧米諸国等に対するテロの実行を呼び掛けるとともに、イランやロシアも敵視の対象としている。令和6年（2024年）1月には、イラン・ケルマーンにおいて連続自爆テロ事件が発生し、少なくとも84人が死亡し、284人が負傷したと報じられているほか、同年3月には、ロシア・モスクワにおいてコンサート会場に対する襲撃テロ事件が発生し、少なくとも144人が死亡し、551人が負傷したと報じられており、いずれもISILが犯行声明を発出している。


注1：Islamic State in Iraq and the Levantの頭文字。いわゆる「イスラム国」

注2：Al-Qaeda（アル・カーイダ）の略



[bookmark: bb6p00010]　[image: ロシア・モスクワのコンサート会場における襲撃テロ事件（ロイター/アフロ）]
ロシア・モスクワのコンサート会場における襲撃テロ事件（ロイター/アフロ）

また、イラク及びシリアでISILが支配地域を失ったことにより、両国における外国人戦闘員（注1）及びその家族の多くが同地を離れて母国又は第三国に渡航しテロを起こす危険性が指摘されている。さらに、シリアでは、同年12月にHTS（注2）を中心とする反政府勢力がアサド政権を打倒し、HTSの指導者を大統領とする暫定政府が樹立されたが、情勢は依然として不安定であり、これに乗じてISILをはじめとする国際テロ組織がテロの実行を企図する可能性が指摘されている。

AQ及びその関連組織については、令和4年（2022年）7月、米国の作戦により、AQの指導者アイマン・アル・ザワヒリが殺害されたものの、中東やアフリカにおいて活動するAQ関連組織は、現地の政府機関等を狙ったテロを継続しており、ザワヒリの殺害がこれら関連組織に及ぼす影響は限定的とみられる。このほか、令和5年（2023年）10月に発生したハマス等のパレスチナ武装勢力によるイスラエルへのテロ攻撃及びその後の武力衝突を受け、ISIL、AQ及びそれらの関連組織や支持者らは、イスラエル、欧米権益等に対するテロの実行を呼び掛けており、各国で同情勢に関係するとみられるテロ事件が発生している。

さらに、欧米では、計画段階で阻止されたものも含め、イスラム過激派によるインターネット上のプロパガンダに影響されて過激化したとみられる者によるテロ事件が確認されている。例えば、令和6年（2024年）8月、オーストリア・ウィーンのコンサート会場を標的とするテロを計画したことにより逮捕された男は、インターネットを通じて過激化しISILに忠誠を誓っていた人物であり、男の自宅から化学物質や起爆装置等が発見されたなどと報じられている。

これらの事情に鑑みれば、国際テロ情勢は依然として厳しい状況にあるといえる。


注1：テロ行為を準備・計画・実行することやそのための訓練を受けることなどを目的として、居住国又は国籍国以外の国や地域に渡航する者

注2：Hayat Tahrir al Sham（ハイアト・タハリール・アル・シャーム）の略



②　我が国を標的とする国際テロの脅威

平成25年（2013年）1月の在アルジェリア邦人に対するテロ事件、平成31年（2019年）4月のスリランカにおける連続爆破テロ事件等、邦人や我が国の権益がテロの標的となる事案等が現実に発生していることから、今後も邦人がテロや誘拐の被害に遭うことが懸念される。

ISIL は、独自メディアである「アル・フルカーン」やオンライン機関誌「アル・ナバア」を通じ、欧米権益等に対するテロの実行を呼び掛けるプロパガンダを継続している。

また、アフガニスタンを拠点とするISIL-K（注）の関連メディアにおいて、タリバーンに協力的な国家を批判する意図で、米国や英国等の国旗とともに我が国の国旗が掲載されるなど、我が国に言及する状況が確認されている。


注：Islamic State in Iraq and the Levant-Khorasan（イラクとレバント地方のイスラム国ホラサン）の略



[bookmark: bb6p00020]　[image: ISIL-Kの関連メディアである「ホラサンの声（Voice of Khorasan）」]
ISIL-Kの関連メディアである「ホラサンの声（Voice of Khorasan）」

AQについても、米国とその同盟国をテロの標的とするよう呼び掛けているほか、米国で拘束中のAQ幹部は、我が国に所在する米国大使館を破壊する計画等に関与していたと供述している。

こうした動向や供述は、米軍基地等の欧米権益が多数存在する我が国に対するイスラム過激派組織によるテロの脅威の一端を明らかにしたものといえる。これらの事情に鑑みれば、我が国に対するテロの脅威は継続しているといえる。

（2）日本赤軍と「よど号」グループ

①　日本赤軍

日本赤軍は、平成13年4月、最高幹部・重信房子が日本赤軍の「解散」を宣言し、後に組織も「解散」を表明した。しかし、いまだに過去に引き起こしたテロ事件を称賛していること、現在も7人の構成員が逃亡中であることなどから、「解散」はテロ組織としての本質の隠蔽を狙った形だけのものに過ぎず、テロ組織としての危険性がなくなったとみることはできない。

警察では、国内外の関係機関と連携を強化し、逃亡中の構成員の検挙及び組織の活動実態の解明に向けた取組を推進している。

[bookmark: bb6p00030]　[image: 国際手配中の日本赤軍]

②　「よど号」グループ

昭和45年（1970年）3月、共産主義者同盟赤軍派の田宮高麿ら9人が、東京発福岡行き日本航空351便、通称「よど号」をハイジャックし、北朝鮮に入境した。現在、北朝鮮には、ハイジャックに関与した被疑者5人及びその妻3人がとどまっているとみられており（注）、このうち3人については、日本人を拉致した容疑で逮捕状の発付を得ている。

警察では、「よど号」犯人らを国際手配し、外務省を通じて北朝鮮に対して身柄の引渡し要求を行うとともに、「よど号」グループの活動実態の全容解明に努めている。


注：ハイジャックに関与した被疑者1人及びその妻1人は死亡したとされているが、真偽は確認できていない。



[bookmark: bb6p00040]　[image: 国際手配中の「よど号」グループ]

（3）北朝鮮

①　北朝鮮による拉致容疑事案等

ア　拉致容疑事案等に関する現在の取組

警察では、令和6年末現在、日本人が被害者である拉致容疑事案12件（被害者17人）及び朝鮮籍の姉弟が日本国内から拉致された事案1件（被害者2人）の合計13件（被害者19人）を北朝鮮による拉致容疑事案と判断するとともに、拉致に関与したとして北朝鮮工作員等10人について逮捕状の発付を得て国際手配を行っている。

また、拉致容疑事案以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案（注）について、関係機関との連携を図りつつ、全国警察において徹底した捜査・調査を進めており、同事案の真相を解明するために警察庁に設置されている特別指導班が、都道府県警察の巡回・招致を通じ、捜査・調査を担当する職員に対する具体的な指導、実地調査、都道府県警察間の協力体制の構築等を行っている。

さらに、将来、北朝鮮から拉致被害者に関連する資料が提供されるなどした場合において本人確認に活用するなどの観点から、御家族の意向等を勘案しつつ、DNA型鑑定資料の採取を積極的に実施しているほか、広く国民から情報提供を求めるため、御家族の同意を得られたものについては、事案の概要等を各都道府県警察及び警察庁のウェブサイトに掲載している。


注：警察が把握している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない方は、令和6年末現在、871人である。
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イ　拉致容疑事案等をめぐる動向

我が国では、拉致問題の解決は最重要課題であるとして、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するため、政府一体となった取組を進めている。また、拉致問題の解決には、その重要性について各国の支持と協力を得ることが不可欠であるため、各種国際会議をはじめ、あらゆる外交上の機会を捉え、拉致問題を提起している。

石破首相は、令和7年（2025年）2月、米国のトランプ大統領と対面で初めてとなる日米首脳会談を行い、拉致問題の即時解決について引き続きの理解と協力を求めるとともに、石破首相の強い切迫感と決意を伝え、トランプ大統領から全面的な支持を得た。

また、令和6年（2024年）12月、議長国であるイタリアの主催により行われたG7首脳テレビ会議においても、G7各国首脳に引き続きの理解と協力を求め、各国から支持を得ている。

ウ　今後の取組

北朝鮮による拉致容疑事案は、我が国の主権を侵害し、国民の生命・身体に危険を及ぼす治安上極めて重大な問題である。

警察では、被害者や御家族のお気持ちを十分に受け止め、全ての拉致容疑事案等の全容解明に向けて、関係機関と緊密に連携を図りつつ、関連情報の収集、捜査・調査に全力を挙げることとしている。

②　北朝鮮による主なテロ事件

北朝鮮は、朝鮮戦争以降、南北軍事境界線を挟んで韓国と軍事的に対峙（じ）しており、これまで、韓国に対するテロ活動の一環として、工作員等によるテロ事件を世界各地で引き起こしている。例えば、昭和62年（1987年）に発生した大韓航空機爆破事件は、日本人を装った工作員により実行されたものであった。







2　国際テロ対策

我が国に対するテロの脅威が継続している中、警察庁では、平成27年2月、改めて我が国に対するテロの未然防止及びテロへの対処体制の強化に取り組むための諸対策の検討・推進をすることを任務とする「警察庁国際テロ対策推進本部」を設置し、同年6月、推進していくべき施策を「警察庁国際テロ対策強化要綱」として取りまとめて決定・公表をした。

警察では、同要綱等に基づき、情報収集・分析、水際対策、警戒警備、事態対処、官民連携といったテロ対策を強力に推進している。

（1）テロの未然防止のための具体策

①　官民一体となったテロ対策の推進

テロを未然に防止するためには、警察による取組のみでは十分ではなく、関係機関、民間事業者、地域住民等と緊密に連携してテロ対策を推進することが望まれる。このため、警察では、様々な形でテロ対策のための官民連携を推進している。

例えば、平成31年3月までに、全都道府県警察において、都道府県等の関係機関や、電力、ガス、情報通信、鉄道等の重要インフラに関わる事業者、大規模集客施設を営む事業者等の参加を得て、テロ対策のための官民連携ネットワークを設置している。諸外国において不特定多数の者が集まる大規模集客施設や公共交通機関等がテロの標的とされる中、警察では、同ネットワークの枠組みも活用し、外国で発生しているテロ等に関する情報やテロ対策上の着眼点等について共有するとともに、事業者によるテロ対策に関するマニュアルの作成・配付を行うなど、事業者が講じるテロ対策の支援を図っている。

また、不特定多数の者が集まるイベントや施設等において、制服を着用した警察官による巡回の実施やパトカーの活用等による「見せる警戒」を実施するとともに、大型商業施設、公共交通機関等において施設管理者と連携し、テロの未然防止に向けた合同訓練を実施するなど、管理者対策を推進し、テロへの警戒を強化している。

このほか、旅館、インターネットカフェ、レンタカー、賃貸マンション、住宅宿泊事業等の事業を営む者に対しても、顧客に対する本人確認の徹底等の働き掛けを行い、テロリストによる悪用の防止を図っている。
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公共交通機関における警戒

②　核物質、特定病原体等の防護対策の強化

NBCテロ（注）の発生を未然に防止するため、警察では、核物質や特定病原体等を取り扱う事業所等に警察職員が定期的に立入検査を行うなどして、事業者の講じる防護措置や盗難防止措置が適正なものとなるよう指導している。


注： N（Nuclear：核）B（Biological：生物）C（Chemical：化学）物質を使用したテロの総称



③　国際協力の推進

国際テロ対策を推進するためには、我が国一国のみの努力では限界があり、世界各国との連携・協力が必要不可欠であることから、警察庁では、諸対策に関する国際会議等に積極的に参加し、テロ関連情報の収集・分析能力の強化及び外国治安情報機関との関係強化に努めている。

④　テロ資金対策

大規模なテロの実行やテロ組織の維持・運営には、そのための資金が必要であることから、テロを未然に防止するためには、テロリストの資金源を絶つことが重要である。我が国では、テロ資金提供処罰法に基づき、テロリストに対するテロ資金の提供等を規制しており、また、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客等の取引時確認、疑わしい取引の届出等を特定事業者に対し求めている。さらに、外為法及び国際テロリスト等財産凍結法（注1）に基づき、令和7年5月23日時点で、418個人122団体の国際テロリスト及び80個人75団体の大量破壊兵器関連計画等関係者（注2）を財産の凍結等の措置をとるべき者としてそれぞれ公告している。


注1：令和5年6月に施行された国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律により、大量破壊兵器関連計画等関係者が、新たに財産の凍結等の措置の対象とされた。

注2：特定の国又は地域による大量破壊兵器等の開発等に関する計画等に関与し、又は当該計画等の支援等を行う者
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（2）テロ対処体制の強化

①　テロ対処部隊

ア　特殊部隊（SAT（注））

特殊部隊（SAT）は、北海道、警視庁、千葉、神奈川、愛知、大阪、福岡及び沖縄の8都道府県警察に設置されている。全国で約300人の体制で、自動小銃、サブマシンガン、ライフル銃、特殊閃（せん）光弾、ヘリコプター等が配備されており、ハイジャック、重要施設占拠等の重大テロ事件その他銃器等使用の重大突発事案に出動し、被害者や関係者の安全を確保しつつ、被疑者を制圧・検挙することを任務としている。


注：Special Assault Teamの略
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SATの訓練

イ　銃器対策部隊

銃器対策部隊は、各都道府県警察の機動隊等に設置されている。全国で約2,100人の体制で、サブマシンガン、ライフル銃、防弾衣、防弾帽、防弾盾等が配備されており、銃器等使用事案への対処を主たる任務とし、重大突発事案が発生した場合に、SATが到着するまでの第一次的な対処に当たるとともに、SATの到着後は、その支援に当たることとなる。

[bookmark: bb6p00070]　[image: 銃器対策部隊の訓練]
銃器対策部隊の訓練

ウ　NBCテロ対応専門部隊等

NBCテロ対応専門部隊は、北海道、宮城、警視庁、千葉、神奈川、愛知、大阪、広島及び福岡の9都道府県警察の機動隊等に設置されており、全国で約200人の体制で、NBCテロ対策車、化学防護服、生物・化学剤検知器、放射線測定器等の高度な装備資機材が配備されている。また、その他の府県警察の機動隊等には、全国で約400人の体制で、NBCテロ対策部隊が設置されている。これらの部隊は、NBCテロ事案が発生した場合に迅速に出動して、初動措置に当たることを任務としている。

[bookmark: bb6p00080]　[image: NBCテロ対応専門部隊の訓練]
NBCテロ対応専門部隊の訓練

エ　爆発物対応専門部隊等

爆発物対応専門部隊又は爆発物対策部隊は、各都道府県警察の機動隊等に設置されている。全国で約800人の体制で、X線透視装置、爆発物収納筒、防護服、防爆盾、遠隔操作式爆発物処理用具等が配備されており、爆発物使用事案が発生した場合に迅速かつ的確に爆発物の現場処理に当たり、爆発による被害の発生を防止するとともに、証拠を保全することを任務としている。

[bookmark: bb6p00090]　[image: 爆発物対応専門部隊の訓練]
爆発物対応専門部隊の訓練

②　スカイ・マーシャルの運用

航空機のハイジャックを未然に防止し、またハイジャックが発生した際に航空機内での犯人の制圧・検挙を可能とするため、警察では、国土交通省や航空会社等と緊密に連携して、警察官が航空機に警乗するスカイ・マーシャルを運用している。

③　職員の現地派遣

警察では、邦人や我が国の関連施設等の権益に関係する重大テロが国外で発生した場合には、情報収集や現地治安機関に対する捜査支援等のため、職員を現地に派遣することとしている。

④　自衛隊との共同訓練の推進

警察では、平素から防衛省・自衛隊と緊密な情報交換を行っているほか、武装工作員等による不法行為が発生したという想定の下、自衛隊との共同訓練を実施しており、令和6年中は、実動訓練を29回、図上訓練を4回実施した。また、内閣官房や都道府県が主催する国民保護法に基づく関係機関との共同訓練に参加し、テロ等に対する対処能力の向上や関係機関との連携強化を図った。

[bookmark: bb6p00100]　[image: 自衛隊との共同実動訓練]
自衛隊との共同実動訓練
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国民保護共同実動訓練

（3）原子力関連施設におけるテロ対策

①　テロ関連情報の収集・分析等

警察では、原子力関連施設に対するテロを未然に防止するため、外国治安情報機関との緊密な情報交換、関係機関等との連携による水際対策、不審な人物や組織に関する情報の収集・分析等を実施している。

②　原子力関連施設における警戒警備

原子力関連施設に対する銃器を使用したテロ事案、爆発物使用事案、NBCテロ事案等への対処を行うため、自動小銃、サブマシンガン、ライフル銃、耐爆・耐弾仕様の車両、爆発物処理用具、防護服、小型無人機対処資機材等を装備した原発特別警備部隊が、24時間体制で原子力関連施設の警戒警備に当たっている。

[bookmark: bb6p00120]　[image: 原子力関連施設の警戒]
原子力関連施設の警戒

③　関係機関等との連携

警察では、平成23年11月に国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において決定された「原子力発電所等に対するテロの未然防止対策の強化について」を踏まえ、海上保安庁との合同訓練を定期的に実施しているほか、一般の警察力だけでは対応することができないと認められる事案が発生した場合を想定し、原子力発電所の敷地を利用した自衛隊との共同実動訓練を実施している。

令和4年12月、警察、海上保安庁、防衛省・自衛隊、原子力規制庁、原子力事業者等で構成される原子力発電所等警備連絡会議を設置し、関係機関等の連携を一層強化している。

　警察庁職員による立入検査

原子力事業者との間では、警察庁職員が事業所等に定期的に立入検査を行うとともに、治安当局の立場から自主警戒に関する指導を行うことなどにより、事業者による防護措置が実効あるものとなるよう努めている。







第2節　外事情勢と諸対策

1　対日有害活動の動向と対策

（1）中国の動向

①　中国国内の情勢等

令和6年（2024年）3月、第14期全国人民代表大会第2回会議が北京で開催された。同会議では、李強（りきょう）国務院総理が、今後の政治や経済の基本方針を示す報告を行い、「3年間続いたコロナショックを受け、経済の回復自体に多くの難題を抱え、不動産、地方債、中小金融機関などのリスクが顕在化した」、「党中央の力強い指導の下、経済の質の効果的向上を推し進める」などと述べた一方で、「軍事闘争への備えを一体的に進め、国家の主権・安全・発展の利益を断固として守り抜く」との考えを示したほか、同年の予算案の国防費が1兆6,655億元（前年比7.2％増加）になると発表した。

同年7月には、中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議（三中全会）が開催され、発表されたコミュニケにおいて、「国家安全保障は中国式近代化を長期にわたって着実に進めるための重要な基盤」と明記された上で、「2029年に迎える建国80周年までに改革任務を達成する」との目標が掲げられた。また、同会議で、習近平（しゅうきんぺい）国家主席（以下「習主席」という。）は、「反腐敗闘争」を推進すると述べたほか、李尚福（りしょうふく）前国防部長ら中国人民解放軍の元幹部の党籍をはく奪する処分が確認された。

さらに、令和7年（2025年）1月、習主席は、就任直前の米国のトランプ大統領と電話会談を行い、台湾をめぐる問題は中国の国家主権と領土の保全に関わることから、米国が慎重に対処することを求めた。

[bookmark: bb6p00130]　[image: 中国共産党中央委員会全体会議で演説を行う習近平国家主席（中国通信／時事通信）]
中国共産党中央委員会全体会議で演説を行う習近平国家主席（中国通信／時事通信）

②　我が国との関係をめぐる動向

平成24年（2012年）9月に日本政府が尖（せん）閣諸島の一部の島について所有権を取得して以降、尖閣諸島周辺海域での中国海警局に所属する船舶等の出現が常態化するとともに、これらの船舶が我が国の領海に侵入する事案が度々発生している。警察では、関係機関と連携しつつ、情勢に応じ、体制を構築して警備に当たるなどして、不測の事態に備えている。

石破首相は、令和6年（2024年）11月、ペルーで開催されたAPEC首脳会談の際に習主席と会談を行った。同会談において両首脳は、引き続き「建設的かつ安定的な日中関係」を構築するという大きな方向性を共有していることを確認した。一方で、石破首相は、尖閣諸島を含む東シナ海をめぐる情勢や中国軍の活動の活発化についての深刻な懸念を伝え、中国側の対応を求めた。

③　我が国における諸工作等

中国は、諸外国において活発に情報収集活動を行っている。我が国においても、目的を偽って機微情報を収集したり、先端技術保有企業、防衛関連企業、研究機関等に対する研究者、技術者、留学生等の派遣、技術移転の働き掛け等を行ったりするなど、巧妙かつ多様な手段で様々な情報収集活動を行っているほか、政財官学等の関係者に対して積極的に働き掛けを行っているものとみられる。

警察では、我が国の国益が損なわれることがないよう、平素から中国による我が国における諸工作の動向を注視し、情報収集・分析に努めるとともに、違法行為に対して厳正な取締りを行うこととしている。


CASE

会社経営者の中国人の女（44）ら2人は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した個人事業者等を装い、インターネットを介して虚偽の内容を中小企業庁に申請して持続化給付金の名目で現金をだまし取っていたことから、令和6年2月、同女らを詐欺罪で検挙した。本事件の捜査を通じ、事件の発生当時に同女らが所属していた日本（にほん）福州十邑（ふくしゅうじゅうおう）社団聯（れん）合総会が、「日本東京海外110サービスステーション」と称して、少なくとも数十人の中国の運転免許証の更新手続を支援していたことを把握した（警視庁）。



（2）ロシアの動向

①　ウクライナ侵略をめぐる情勢等

我が国は、令和4年（2022年）2月のロシアによるウクライナ侵略開始以降、G7をはじめとする国際社会と連携し、ロシアに対する制裁措置を強化した。同年3月、ロシアは我が国を含む48の国・地域を「非友好国」として指定したほか、我が国との平和条約締結交渉を継続する意思はないと発表するなど、強硬な姿勢を示した。

同年4月には、ウクライナ情勢を踏まえ、総合的に判断した結果、8人の駐日ロシア大使館の外交官及びロシア通商代表部職員について国外退去を求め、これに対し、ロシア外務省は、8人の我が国の在ロシア大使館員の国外退去を求めた。

令和6年（2024年）3月、プーチン大統領はウクライナ侵略開始以来初めて行われたロシア大統領選挙において、8割を超える得票率で再選を果たした。また、同年11月、「核抑止分野におけるロシア連邦国家政策の基本原則」が改定されたことにより核兵器の使用要件が大幅に緩和されたところ、当該措置はウクライナに長距離ミサイルを供与する米国をけん制する動きである可能性が指摘されている。

令和7年（2025年）2月、プーチン大統領は、米国のトランプ大統領と電話会談を行った。両首脳は、同会談において、ウクライナにおける事態の終結に向けた協議を開始することで合意したと報じられているが、欧州各国は、米国とロシアのみで交渉が進められることへの懸念を表明した。

[bookmark: bb6p00140]　[image: 通算5期目の就任式に臨むプーチン大統領（共同通信）]
通算5期目の就任式に臨むプーチン大統領（共同通信）

②　我が国における諸工作等

近年においても、世界各地でロシア情報機関の関与が疑われるスパイ事案が摘発されている。我が国においても、ロシアの情報機関員が、大使館員等の身分で入国し、情報収集活動を活発に行っており、警察では、戦後、令和6年12月までに30件の諜報事件を検挙している。

令和4年（2022年）6月、プーチン大統領は、ロシア対外情報庁（SVR）本部においてスピーチを行い、ウクライナ侵略に伴う欧米の対露制裁強化を踏まえ、「産業・技術分野の発展と防衛力の強化を支援することが優先すべき任務だ」と述べ、外国での情報収集活動を活発化するように指示した。

ロシアは、長期化するウクライナ侵略や対露制裁を背景に、今後も我が国において、大使館員等を装った情報機関員による先端技術情報の移転工作等を展開するとみられる。警察では、ロシアの違法な情報収集活動により我が国の国益が損なわれることがないよう、情報収集・分析に努めるとともに、対露制裁措置の実施及び違法行為の取締りの双方の側面から、G7をはじめとする国際社会と緊密に連携して対応することとしている。


CASE

貿易会社代表取締役のロシア人の男（38）は、令和5年1月、対露制裁措置として輸出が禁止されている水上バイク等計27点（輸出申告価格合計約4,279万円）を、経済産業大臣の承認を受けないで、韓国を経由してロシアに輸出した。令和6年7月、同人を外為法違反（無承認輸出）で逮捕した（大阪）。



（3）北朝鮮の動向

①　軍事動向

北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記兼国務委員長（以下「金正恩総書記」という。）は、令和5年（2023年）12月末に開催された朝鮮労働党中央委員会第8期第9回全員会議拡大会議において、ミサイル開発・生産の重点目標と諸課題を提示するとともに、武装装備の開発・生産の拡充、令和6年（2024年）の核兵器生産計画の遂行、同年中の偵察衛星3基の追加打ち上げ等について指示した。

また、北朝鮮は、同年4月、「新型中長距離極超音速ミサイル」の試験発射を初めて行った。同年5月には、弾道ミサイル技術を使用した「偵察衛星」の打ち上げを行ったが失敗に終わった。

さらに、金正恩総書記は、同年9月、北朝鮮の創建76周年に当たっての演説を行い、北朝鮮を「責任ある核保有国」とした上で、「核力量を不断に強化していくであろうし、核武力を含む国家の全ての武装力が完全な戦闘準備態勢にあるようにするための対策と努力を倍加していく」などとして、核開発をはじめとする軍備増強を一層推進すると述べた。

[bookmark: bb6p00150]　[image: 北朝鮮の創建76周年に当たり演説を行う金正恩総書記（朝鮮中央通信＝時事）]
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②　対外関係

金正恩総書記は、令和5年（2023年）12月末、朝鮮労働党中央委員会第8期第9回全員会議拡大会議において、韓国との関係について「敵対的な二つの国家の関係」と述べ、令和6年（2024年）1月の最高人民会議第14期第10回会議においては、南北交流を担う祖国平和統一委員会等の対南機関の廃止を決定するなど、対南政策の方針転換を表明した。

また、金正恩総書記は、同年6月、北朝鮮を訪問したロシアのプーチン大統領と首脳会談を行い、ロシアによる「ウクライナでの特別軍事作戦」への全面的な支持を表明したほか、有事の際の相互援助条項を含む「包括的戦略的パートナーシップ条約」を締結し、同年11月、両国は同条約に批准した。北朝鮮は、同年10月以降、兵士をロシアに派遣するなどしており、両者は極めて密接な協力関係を構築している。

③　対北朝鮮措置に関係する違法行為の取締り

我が国は、北朝鮮による拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するため、国連安全保障理事会決議に基づく対北朝鮮措置（武器等の輸出入の禁止、人的往来の禁止等）のほか、我が国としての措置（北朝鮮籍船舶の入港禁止措置、北朝鮮との間の全ての品目の輸出入禁止等）を実施している。警察では、こうした対北朝鮮措置の実効性を確保するため、関係する違法行為に対し、徹底した取締りを行っている。

④　我が国における諸工作

北朝鮮は、我が国においても、潜伏する工作員等を通じて活発に様々な情報収集活動を行っているとみられ、例えば、北朝鮮と密接な関係を有する朝鮮総聯（注1）の構成員やその関係者が、北朝鮮工作員の密入国や北朝鮮への大量破壊兵器関連物資等の不正輸出、北朝鮮による拉致容疑事案に関与していた事例が確認されている。

朝鮮総聯は、令和6年（2024年）9月、北朝鮮の創建記念日に当って、高徳羽（コトクウ）東京都本部委員長を団長とする在日本朝鮮人祝賀団を北朝鮮に派遣した。同祝賀団は、平壌で崔竜海（チェリョンへ）最高人民会議常任委員長と面会したほか、祝賀行事に参加し、高徳羽東京都本部委員長が朝鮮労働党幹部、政府高官等と並んで慶祝公演を観覧した。在日韓国・朝鮮人の訪朝受入れは、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて停止されていたが、同年8月から朝鮮大学校の学生らによる祖国訪問団が複数回訪問するなど、人的往来が段階的に再開されている。

また、国際連合安全保障理事会北朝鮮制裁委員会専門家パネル（注2）は、北朝鮮IT労働者が身分を偽装して仕事を受注することで得ている収入が北朝鮮の核・ミサイル開発の資金源として利用されていると指摘しており、我が国においても、令和6年3月、事件捜査を通じて、日本企業からオンラインプラットフォームを介して受注したアプリ開発等が中国に所在するとみられる北朝鮮IT労働者に委託されていた実態が明らかとなっている。同月には、日本国内の企業・団体において、こうした労働者に対する認識を深めることなどを目的として、警察庁、外務省、財務省及び経済産業省の共同により、「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」を発表した。

警察では、北朝鮮による我が国における諸工作に関する情報の収集・分析に努めるとともに、違法行為に対して厳正な取締りを行うこととしており、これまでに様々な北朝鮮関係の諜（ちょう）報事件を検挙している。


注1：正式名称を在日本朝鮮人総聯合会という

注2：令和6年3月、マンデート更新に関する安保理決議案にロシアが拒否権を行使したため、専門家パネルは同年4月で活動を終了した









2　経済安全保障等に関する取組

（1）経済安全保障をめぐる情勢

近年、国際情勢の複雑化、AI、量子技術等の革新的技術の出現、宇宙・サイバー・電磁波といった安全保障における新たな領域の誕生等により、安全保障の裾野が経済・技術分野に拡大している。

我が国には、規模の大小を問わず、様々な産業分野において、先端技術に関する情報を保有する企業が多数存在しており、これらの企業が保有する技術情報等の中には、軍事用途に転用可能なものもある。こうした技術情報等が国外に流出した場合、企業や研究機関の国際競争力が低下するだけでなく、我が国の安全保障上重大な影響が生じかねない。我が国においては、「国家安全保障戦略」において、我が国が優先する戦略的アプローチとして「自主的な経済的繁栄を実現するための経済安全保障政策の促進」が掲げられるなど、経済構造の自律性の確保や技術の優位性、不可欠性の獲得等のための取組が進められている。

こうした中で、安全保障の確保に関する経済施策として所要の制度を創設することを内容とする経済安全保障推進法の全ての規定が、令和6年5月までに施行された。

また、「重要経済安保情報」の指定やその取扱者の制限、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供等について所要の制度（いわゆる経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度）を整備することなどを内容とする重要経済安保情報保護活用法の全ての規定が令和7年5月までに施行された。

（2）技術情報等の流出防止に向けた取組

警察庁では、令和4年4月、経済安全保障室を設置し、技術情報等の流出の未然防止のための取組を都道府県警察と連携して推進している。

①　取締り

警察では、従前から、安全保障貿易管理の実効性を確保する取組の一環として、大量破壊兵器関連物資等の不正輸出に対する取締りを徹底している。また、「拡散に対する安全保障構想（PSI（注））」に平成15年（2003年）の発足当初から参画するなど、国際的な取組にも積極的に参加している。

これらに加え、経済安全保障の観点から、広く先端技術に関する情報の流出に対応すべく、産業スパイ事案やサイバー事案の実態解明と取締りを強化している。


注：Proliferation Security Initiative（拡散に対する安全保障構想）の略。国際社会の平和と安定に対する脅威である大量破壊兵器関連物資等の拡散を阻止するために、国際法及び各国国内法の範囲内で、参加国が共同してとり得る移転及び輸送の阻止のための措置を検討・実践する取組のことで、116か国（令和7年3月現在）がPSIの基本原則や目的に対する支持を表明している。



②　アウトリーチ活動

様々な経済活動を通じた技術情報等の国外流出を未然に防止するためには、技術情報等を取り扱う企業等による自主的な対策が不可欠である。警察では、技術情報等の獲得に向けた外国からの働き掛けの実態を捜査等を通じて把握した上で、技術情報等を取り扱う企業や研究機関に対してその手口や有効な対策についての情報提供を行う「アウトリーチ活動」の強化を通じ、企業等による対策の実施を支援している。

警察によるアウトリーチ活動は、地域住民の生活に密着して犯罪の予防等に当たる我が国の警察の特性をいかして行っている。また、都道府県警察では、経済産業省、経済団体等と連携し、これらの関係機関・団体が所管している安全保障貿易管理に関する制度や、現に講じられている営業秘密の流出防止対策等についての情報提供を行っているほか、地方自治体や産業界等と連携し、技術情報等の流出やそのおそれのある事案の発生を想定した対処訓練を行うなどの取組を進めている。こうした都道府県警察の取組に加え、警察庁では、大企業や経済団体等へのアウトリーチ活動を行い、国レベルでの官民協力を推進している。

警察庁では、技術情報等の流出防止対策を呼び掛けるパンフレットや動画の制作を行っているところ、同パンフレットでは、技術情報等の獲得に向けた外国からの働き掛けに対する有効な対策として、「See（相手・書類をよく見る）」、「Stop（立ち止まってリスクを把握する）」、「Share（共有する・相談する）」ことを「企業やアカデミアに守ってほしい3つのS」として紹介している。警察庁では、企業等における社内研修等での活用も念頭に、警察庁ウェブサイトにおいて、これらのパンフレットや動画を公開している。
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[image: 図表6-6　警察が把握した情報の産学官における活用]
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③　海外関係機関との連携

令和5年8月、日米韓首脳会合の共同声明において、米国の創造的技術攻撃部隊（DTSF（注））並びに日本及び韓国のカウンターパートとの間で情報共有や連携強化を進めることが合意された。これを受け、令和6年4月、「第1回日米韓輸出管理執行機関間会合」が開催され、日本からは経済産業省、警察庁及び財務省が参加した。同会合では、日米韓関係当局間において、不正な技術移転への対処が国家及び経済安全保障上の重要な課題であるという認識を共有し、3か国の執行機関間における情報共有及び更なる連携強化について合意した。

こうした枠組みを含め、警察庁では、海外関係機関とも連携しつつ、経済安全保障の確保のための取組を行っている。


注：Disruptive Technology Strike Forceの略。2023年2月、米国の司法省国家安全保障部及び商務省産業安全保障局のリーダーシップの下、連邦捜査局及び国土安全保障省並びに12の大都市圏の14の連邦検事事務所も参加して発足した部隊であり、違法行為者の特定、サプライチェーンの強化及び外国勢力による重要技術資産の獲得又は利用を防ぐための省庁横断的な取組









第3節　公安情勢と諸対策

1　オウム真理教の動向と対策

（1）オウム真理教の動向

オウム真理教（以下「教団」という。）は、麻原彰晃こと松本智津夫への絶対的帰依を強調する「Aleph（アレフ）」（注）をはじめとする主流派と、松本の影響力がないかのように装う「ひかりの輪」を名乗る上祐派が活動している。教団は、松本が確立した教義に基づいて、松本サリン事件、地下鉄サリン事件等の数々の凶悪事件を引き起こし、多くの犠牲者を出した。

このため、平成12年（2000年）2月以降、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があるなどとして、団体規制法に基づき、教団に対し、公安調査庁長官の観察に付する処分が行われている。令和6年（2024年）1月には、教団の危険性が改めて認定され、8回目となる処分の期間更新決定（令和9年1月末まで）がなされた。この観察処分に基づき、教団は3か月ごとに公安調査庁長官に対し活動実態を報告することを義務付けられているが、かねてから一部不報告があったことに加え、令和2年2月の報告以降、「Aleph（アレフ）」は収益事業に関する事項等、報告すべき事項の一部についても報告を行わず、公安調査庁による是正指導にも応じなかったため、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難になっているとして、公安調査庁長官からの請求を受け、公安審査委員会は令和5年3月、「Aleph（アレフ）」に対し、施設の全部又は一部の使用や、財産上の利益の贈与を受けることを6か月間禁止する再発防止処分を決定した。しかし、以降も一部不報告が続いたことから、同委員会は、令和7年3月、5回目の再発防止処分を行う決定をした。

教団は、依然として松本及び松本の説く教義を基盤としており、インターネットを活用するなどして勧誘等の活動を継続している。


注：正式名称を「人格のない社団Aleph」という。



（2）オウム真理教対策の推進

警察では、こうした教団が無差別大量殺人行為を再び起こすことがないよう、引き続き、関係機関と連携して教団の実態解明に努めるとともに、組織的違法行為に対する厳正な取締りを推進している。

教団は、15都道府県に30か所の拠点施設を有しているが、拠点施設が所在する地域においては、教団の活動に対する不安感が強く、住民が対策組織を結成している地域もある。警察では、地域住民の平穏な生活を守るため、教団施設周辺における警戒警備活動を行うとともに、教団の現状や警察の取組について、地域住民や地方公共団体に向けた広報活動を行うことにより、安心感の醸成を図っている。また、地下鉄サリン事件の発生から30年が経過したが、教団は、一連の凶悪事件を知らない若い世代を主な対象として、教団名を隠した勧誘活動を行っていることから、警察では、巧妙な勧誘活動の手口について、様々な機会を通じ、学校等に対して広報している。

[bookmark: bb6z00070]　図表6-7　オウム真理教の拠点施設等（令和7年1月末現在）
[image: 図表6-7　オウム真理教の拠点施設等（令和7年1月末現在）]







2　極左暴力集団の動向と対策

（1）極左暴力集団の動向

暴力革命による共産主義社会の実現を目指す極左暴力集団は、依然として「テロ、ゲリラ」の実行部隊である非公然組織を擁するとともに、組織の維持・拡大をもくろみ、暴力性・党派性を隠して大衆運動や労働運動に取り組んでいる。

令和6年中、極左暴力集団は、イスラエルとハマス等のパレスチナ武装勢力との武力衝突を捉え、「ガザ大虐殺やめろ」などと主張し、抗議行動を行った。また、反戦・反基地運動や反原発運動に取り組み、これらを通じて同調者や支持者の獲得を図った。

革マル派（注1）は、令和6年中、同派創始者である黒田寛一前議長の著作集全40巻のうち第18巻から第20巻までを刊行し、同書等を活用した学習を機関紙で呼び掛けるなど、黒田前議長が提唱した理論の継承に引き続き取り組んだ。また、同派が相当浸透しているとみられる全日本鉄道労働組合総連合会（JR総連）及び東日本旅客鉄道労働組合（JR東労組）は、令和6年6月の定期大会において、引き続き、同派設立時の副議長であった松嵜明元JR東労組会長が提唱した労働運動理論に基づき組合活動を進めていく方針を決定した。

中核派（注2）は、同年2月、第9回全国大会を開催した。同大会では、「帝国主義の侵略と戦争の攻撃は、労働者階級への最大の階級的攻撃であり階級戦争である。反戦闘争を軸とする階級的労働運動は今こそその力を全面的に発揮し、爆発的な発展をかちとらなければならない」と提起するとともに、清水丈夫議長が「桁違いの巨大な反戦闘争をつくりだそう」、「大衆の中に入っていって、もっと大きな大反戦闘争を、内乱と言えるような内容をもってつくりだしたい」と発言するなど、引き続き、反戦闘争を中心に各種闘争に取り組んでいくことを確認した。

革労協主流派（注3）は、成田闘争を重点に取り組んだ。一方、革労協反主流派（注4）は、反戦・反基地闘争を重点に取り組んだ。


注1：正式名称を日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派という。

注2：正式名称を革命的共産主義者同盟全国委員会という。

注3：正式名称を革命的労働者協会（社会党社青同解放派）という。

注4：正式名称を革命的労働者協会（解放派）という。



[bookmark: bb6p00180]　[image: イスラエル国大使館に対する抗議行動（時事通信）]
イスラエル国大使館に対する抗議行動（時事通信）

（2）極左暴力集団対策の推進

警察では、極左暴力集団による「テロ、ゲリラ」を未然に防止するための諸対策を推進しており、その過程で明らかになった違法行為は、厳正に取り締まっている。


CASE

中核派（党中央）活動家の男（37）らは、令和5年平和記念式典に際し、共謀して広島市職員に体当たりするなどの暴行を加えた。令和6年2月、同男ら5人を暴力行為等処罰法違反で逮捕した（広島、警視庁、京都、大阪）。









3　右翼等の動向と対策

（1）右翼の動向と対策

右翼は、領土問題、歴史認識問題等に関し、関係国や日本政府等を批判している。

令和6年中、中国をめぐっては、尖閣諸島周辺における中国海警局に所属する船舶の動向、靖国神社における器物損壊等事件及び中国広東省深圳（しんせん）市で日本人学校に通う男子児童が刃物で殺害された事件を捉えた抗議行動を行った。ロシアをめぐっては、ウクライナ侵略や北方領土問題を捉えた抗議行動を行った。北朝鮮をめぐっては、弾道ミサイルが繰り返し発射されたことや拉致問題を捉え、韓国をめぐっては、竹島問題、慰安婦問題や旧朝鮮半島出身者労働問題を捉え、それぞれ抗議行動を行った。

[bookmark: bb6p00190]　[image: 右翼の街頭宣伝活動（8月、東京）]
右翼の街頭宣伝活動（8月、東京）

右翼が上記の街頭宣伝活動等に動員した団体数、人数及び街頭宣伝車数は、図表6-8のとおりである。

[bookmark: bb6z00080]　図表6-8　右翼による街頭宣伝活動等に伴う動員数（令和6年）
[image: 図表6-8　右翼による街頭宣伝活動等に伴う動員数（令和6年）]

警察では、右翼による悪質な違法行為に対し、様々な法令を適用した取締りを行っており、令和6年中、右翼運動に伴う事件（注）の検挙件数は45件、検挙人員は52人であった。

右翼団体の中には、幹部の多くが暴力団員又は元暴力団員であるものや、暴力団が右翼団体を標榜しているものなどもあり、資金獲得を目的とした恐喝事件や詐欺事件等の違法行為を引き起こしている。このような恐喝事件や詐欺事件等の検挙件数は49件、検挙人員は53人であった。

また、国民の平穏な生活に影響を及ぼす悪質な街頭宣伝活動に対しては、その内容や形態に応じた取締りを行っており、令和6年中は、暴力行為等処罰法違反等で7件8人を検挙した。

さらに、警察では、右翼及びその周辺者からの銃器摘発に努めた結果、令和6年中、拳銃3丁（前年中：0丁）を押収した。


注：右翼が街頭宣伝活動、抗議行動等を行う過程で引き起こした事件



[bookmark: bb6p00200]　[image: 右翼の街頭宣伝活動（8月、東京）]
右翼の街頭宣伝活動（8月、東京）

[bookmark: bb6p00210]　[image: 街頭宣伝活動に対する取締り状況（8月、大阪）]
街頭宣伝活動に対する取締り状況（8月、大阪）


CASE

右翼団体幹部の男（48）は、街頭宣伝車の自動車予備検査に際し、同検査後に不正改造を行う意図を秘して、同街頭宣伝車が保安基準に適合するものと検査官に誤信させるなどし、自動車検査証の交付を受けたことから、令和6年7月、同男を道路運送車両法違反（不正車検）で逮捕した（大阪）。




CASE

右翼団体代表の男（71）は、東京都選挙管理委員会又は総務大臣等に届出がされた後でなければ政治活動のために支出をすることができないにもかかわらず、同届出をしないまま、街頭宣伝車の購入代金を支出したことから、令和6年11月、同男を政治資金規正法違反で逮捕した（警視庁）。



（2）右派系市民グループをめぐる情勢と警察の対応

令和6年中、極端な民族主義・排外主義的主張に基づき活動する右派系市民グループは、韓国や北朝鮮との問題等を捉えたデモや街頭宣伝活動等に各地で取り組み、全国において約20件のデモが行われた。

また、右派系市民グループの活動に対して抗議する勢力が、デモ等の参加者による過激な言動について、「ヘイトスピーチ」であると批判するなどして、抗議行動に取り組んだ。

警察では、平成28年に施行されたヘイトスピーチ解消法を踏まえ、右派系市民グループとその活動に対して抗議する勢力とのトラブルに起因する違法行為を未然に防止する観点から、引き続き、厳正公平な立場で必要な警備措置を講じ、違法行為を認知した場合には、法と証拠に基づき厳正に対処するとともに、警察職員に対する必要な教育を推進することとしている。







4　日本共産党の動向

（1）第29回党大会の開催

日本共産党は、令和6年1月に第29回党大会を開催した。中央委員会の人事では、空席であった議長に志位和夫委員長が、委員長に田村智子副委員長が新たに就任した。また、小池晃書記局長及び副委員長5人が再任されるとともに、副委員長に田中悠常任幹部会委員が新たに就任した。不破哲三前議長は、常任幹部会委員を退任し、名誉役員に就任した。

また、党員数は約25万人、機関紙（「しんぶん赤旗」）購読者数は約85万人であることを公表した。

[bookmark: bb6z00090]　図表6-9　日本共産党の党員数及び機関紙購読者数の推移
[image: 図表6-9　日本共産党の党員数及び機関紙購読者数の推移]

（2）第50回衆議院議員総選挙の結果

日本共産党は、令和6年10月に行われた第50回衆議院議員総選挙において、全ての比例ブロックでの議席獲得と議席増等を目標に掲げた。

また、立憲民主党の野田佳彦代表の安全保障法制をめぐる発言を捉え、「両党間の共闘の条件は基本的に損なわれた」と評価した上で、小選挙区に前回総選挙の約2倍となる213人、比例代表に35人（小選挙区との重複12人）の公認候補を擁立した。このうち、小選挙区の候補者1人、比例代表の候補者7人が当選し、解散前の10議席から2議席減の8議席となった。日本共産党は、選挙結果について、議席減の原因を「党の自力の後退」とする一方で、与党が過半数割れとなったことを捉え、「しんぶん赤旗」と日本共産党の論戦が「政治の激動をつくりだすうえで、決定的な役割を果たした」などと評価した。

（3）関係団体との連携

日本共産党は、「党の世代的継承」のため、原則として15歳から30歳までの者で構成される日本民主青年同盟（以下「民青」という。）に対し、令和5年6月、「5年間で「数万の民青」「1万の青年・学生党員」実現へ党の総力をあげよう」との特別決議（第8回中央委員会総会）を採択し、援助を強めている。民青は、令和6年11月、第48回全国大会を開催し、令和5年11月の前回大会以降、3,251人の同盟員を獲得したと公表した。この大会では、同党の田村委員長が講演し、「次の大会までに1万人といえる組織になる」という民青の目標を「全力で応援したい」と表明した。

他方、日本共産党は、労働者への影響力の拡大に向け、同党の指導・援助により結成された全国労働組合総連合（以下「全労連」という。）との連携を図っている。令和6年5月、同党の田村委員長は、全労連が都内で開催した第95回中央メーデーにおける挨拶の中で、「平和でも暮らしでも、自民党政治を終わらせる、裏金事件への怒りも爆発させる、国民的な大運動を巻き起こそうではありませんか。ともにがんばりましょう」などと訴え、日本共産党と全労連との連携を強調した。また、全労連においても、同メーデーにおいて、岸田政権（当時）の早期退陣に向け、市民と野党共闘の深化・発展、政治の転換を図る運動に全力を尽くす方針を決定した。







5　大衆運動への警察の対応

警察は、公共の安全と秩序の維持に当たるという警察の責務を遂行するため、大衆運動に伴う違法行為や事故を未然に防止するために必要な警備措置を講じるとともに、違法行為が発生した際には、捜査等の必要な措置を講じることとしている。

（1）近年の大衆運動

近年の大衆運動では、平成23年の福島第一原子力発電所事故を契機に、反原発運動が幅広い年齢層の多数の市民が参加する運動へと発展し、また、平成27年には、平和安全法制等に反対する運動に諸団体が連携して取り組む抗議行動が行われるようになった。

こうした中、国内においては、国会議事堂周辺はもとより全国各地で、憲法改正や原子力政策等の様々な政策や時事問題を捉えた抗議行動が行われているほか、国際的にも、環境保護や反戦等といった多様なテーマを掲げ、国際会議等に対する抗議行動が展開されている。

令和6年中は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化、イスラエル・パレスチナ情勢、2025年日本国際博覧会（以下「大阪・関西万博」という。）、動物の権利等を捉えた抗議行動が行われた。

[bookmark: bb6p00220]　[image: 憲法改正に対する抗議行動（時事通信）]
憲法改正に対する抗議行動（時事通信）

（2）沖縄県内の反基地運動

沖縄県では、普天間飛行場の危険の除去と返還に向けて名護市辺野古への移設工事が進められているが、これに反対する諸団体等は、移設先であるキャンプ・シュワブや埋立用の資材を搬出する港の周辺等において、工事関係車両への立ち塞がり、道路での座込みといった危険な妨害活動を繰り返している。

警察では、令和6年中、同県内のこうした反基地運動に伴い、公務執行妨害罪等で6件、延べ6人を検挙した。

[bookmark: bb6p00230]　[image: 移設工事に対する抗議行動（時事通信）]
移設工事に対する抗議行動（時事通信）







6　ローン・オフェンダー等の脅威と対策

近年、特定のテロ組織等と関わりのないままに過激化した個人、いわゆるローン・オフェンダーによる事件や、社会一般に対する恨み、不安等を背景として不特定多数の者に対して危害を加える事件が繰り返し発生しており、対策の強化が急務となっている。

こうした情勢を受け、警察では、警備部門に司令塔機能を担う体制を構築し、関連情報の一元的な集約を行うとともに、警察の各関係部門がそれぞれの特性をいかして対策を講じるローン・オフェンダー等対策のための新たな業務モデルを策定し、令和6年度から全国の都道府県警察において運用している。

こうした新たな仕組みの下、警察では、ローン・オフェンダー等による違法行為を未然に防止するため、現実空間とインターネット空間の両面における情報収集・分析活動に取り組んでいる。また、銃砲や爆発物の製造方法等に関する情報が、インターネットを通じて容易に入手されてしまう現状を踏まえ、警察では、サイト管理者等への削除依頼等を行っているほか、ローン・オフェンダー等による爆発物の原料等の入手を阻止するため、関係機関と協力しつつ、爆発物の原料となり得る化学物質を販売する事業者に対し、販売時の本人確認や使用目的等の確認を徹底するよう要請したり、不審な購入者への対処要領を教示したりしている。

[bookmark: bb6z00100]　図表6-10　ローン・オフェンダー等への対応の流れ
[image: 図表6-10　ローン・オフェンダー等への対応の流れ]







第4節　災害等への対処と警備実施

1　自然災害等への対処

（1）自然災害の発生状況と警察活動（注1）

①　自然災害の発生状況（注2）

令和6年（2024年）中は、地震、大雨、台風等により、死者・行方不明者279人、負傷者2,056人等の被害が発生した。令和2年から令和6年にかけての自然災害による主な被害状況は、図表6-11のとおりである。


注1 ：死者数については、災害関連死を除く。

注2 ：数値は、いずれも令和7年4月末現在のもの



[bookmark: bb6z00110]　図表6-11　自然災害による主な被害状況の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表6-11　自然災害による主な被害状況の推移（令和2年～令和6年）]

②　令和6年能登半島地震（注）

令和6年1月1日午後4時10分頃、石川県能登地方を震源とするマグニチュード 7.6の地震が発生し、石川県輪島市等で震度7を観測した。この地震により死者 228人等の被害が発生した。石川県警察及び全国から派遣された警察災害派遣隊等の警察官等延べ約13万5,000人は、被災状況についての情報収集、被災者の救出救助、行方不明者の捜索、交通対策、応急通信対策、被災地の安全安心を確保するための活動等の災害警備活動を実施した。


注 ：数値は、いずれも令和7年5月13日現在のもの



[bookmark: bb6p00240]　[image: 倒壊した家屋から被災者を救出する状況（石川）]
倒壊した家屋から被災者を救出する状況（石川）

③　令和6年7月25日からの大雨（注）

令和6年7月24日から同月26日にかけて、梅雨前線の影響により、東北地方の日本海側を中心に大雨となった。特に、山形県で線状降水帯が発生し、警察官2人を含む死者5人等の被害が発生した。山形県警察をはじめとする関係県警察では、被災状況についての情報収集、被災者の救出救助、行方不明者の捜索等の災害警備活動を実施した。


注 ：数値は、いずれも令和7年3月24日現在のもの



[bookmark: bb6p00250]　[image: 行方不明者の捜索活動（山形）]
行方不明者の捜索活動（山形）

④　日向灘（ひゅうがなだ）を震源とする地震

令和6年8月8日午後4時42分頃、日向灘を震源とするマグニチュード 7.1の地震が発生し、宮崎県日南市で震度6弱を観測した。宮崎県警察をはじめとする関係県警察では、被災状況についての情報収集を実施した。また、同日午後7時15分に気象庁が南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）を発表したことを踏まえ、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域（注）等を管轄する都道府県警察では、所要の警備体制を確保した。


注 ：南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第10条に規定されている。



⑤　台風第10号（注）

令和6年8月27日から9月1日にかけて、台風第10号の影響により、西日本から東日本の太平洋側を中心に大雨となった。この台風により、死者8人等の被害が発生した。管轄区域内で被害が発生した関係県警察では、被災状況についての情報収集、被災者の救出救助、行方不明者の捜索等の災害警備活動を実施した。


注：数値は、いずれも令和7年3月24日現在のもの



⑥　令和6年9月20日からの大雨（注）

令和6年9月20日から同月22日にかけて、前線及び低気圧の影響により、東北地方から西日本にかけて大雨となった。特に、石川県で線状降水帯が発生し、死者17人等の被害が発生した。石川県警察をはじめとする関係県警察では、被災状況についての情報収集、被災者の救出救助、行方不明者の捜索等の災害警備活動を実施した。


注：数値は、いずれも令和7年1月28日現在のもの



[bookmark: bb6p00260]　[image: バックホウを活用した捜索活動（愛知）]
バックホウを活用した捜索活動（愛知）

（2）大規模災害への備え

①　災害対処能力の向上

警察では、災害対処能力の向上を図るため、初動対処や救出救助訓練、都道府県警察間での合同訓練、広域緊急援助隊と消防、自衛隊、DMAT（注）等の関係機関・団体との合同訓練等を実施しているほか、様々な装備資機材の整備を進めている。

また、警察庁では、大規模な地震や大雨等による土砂災害等、我が国における災害の特性を踏まえ、災害現場に即した環境で体系的・段階的な救出救助訓練を実施するための災害警備訓練施設を整備しており、平成28年（2016年）には近畿管区警察局災害警備訓練施設の運用が、平成30年には警視庁・東日本災害警備訓練施設の運用が、それぞれ開始された。警察では、両施設を積極的に活用し、実戦的な訓練を実施している。


注： Disaster Medical Assistance Teamの略。医師、看護師等で構成され、大規模災害等の現場において活動するための専門的な訓練を受けた医療チーム



[bookmark: bb6p00270]　[image: 可変式訓練ユニットを活用した訓練]
可変式訓練ユニットを活用した訓練

②　今後の災害対策の見直し

警察では、気候変動により激甚化・頻発化する気象災害、今後発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模地震、火山災害等に的確に対処することができるよう、令和6年能登半島地震をはじめとするこれまでの大規模災害の経験を踏まえ、大規模災害における警察活動の高度化に向けた取組（注）を部門横断的に推進し、災害対処能力の一層の向上を図り、国民の安全・安心の確保に万全を期すこととしている。


注：24頁参照（トピックスI）









2　警備実施

（1）警衛

警察では、皇室と国民との親和に配意した警衛を実施しつつ、御身辺の安全確保と歓送迎者の雑踏等による事故防止を図っている。

令和6年中の国内での主な行幸啓は図表6-12、主なお成りは図表6-13のとおりである。

[bookmark: bb6z00120]　図表6-12　主な行幸啓（令和6年）
[image: 図表6-12　主な行幸啓（令和6年）]

[bookmark: bb6z00130]　図表6-13　主なお成り（令和6年）
[image: 図表6-13　主なお成り（令和6年）]

[bookmark: bb6p00280]　[image: 「清流の国ぎふ」文化祭2024御臨場に伴う警衛（10月、岐阜）]
「清流の国ぎふ」文化祭2024御臨場に伴う警衛（10月、岐阜）

[bookmark: bb6p00290]　[image: 第43回全国豊かな海づくり大会御臨席に伴う警衛（11月、大分）]
第43回全国豊かな海づくり大会御臨席に伴う警衛（11月、大分）

海外へは、天皇皇后両陛下が、同年6月に英国を御訪問になった。また、秋篠宮皇嗣同妃両殿下が、同年12月にトルコを御訪問になった。

（2）警護

①　要人警護の強化に係る警察の取組

令和4年7月、奈良県奈良市内において、警護対象者である安倍元首相が街頭演説中に銃撃を受け、殺害されるという重大事件が発生した。警察庁では、警察による警護を実施していたにもかかわらず警護対象者の生命を守ることができなかったことを極めて重く受け止め、同年8月、新たな警護要則を制定し、警護における警察庁の関与を強化することとした。

そのような中、令和5年4月、和歌山県和歌山市内において、演説を予定していた岸田首相（当時）に向けて、警護が実施されている中で爆発物が投てきされ、その後、当該爆発物が爆発する事件が発生し、首相のみならず聴衆を危険にさらすという重大な事態となった。これを受け、警察庁では、事実関係を確認し、その分析・評価を行うとともに、警護に関する課題及びその解決策を検討し、警護対象者及び聴衆の更なる安全確保に向けた取組を推進することとした。

警察では、これらの事件の教訓を踏まえ、以下の取組を推進している。

○　情報の収集及び分析を通じた警護上の危険度評価

○　警護計画の基準の策定及び警護計画案の審査

○　警護の実施に関する警察庁への報告等

○　警護員の増強等の警護体制の強化

○　体系的な教養訓練計画に基づく教養訓練の充実・強化

○　警護の高度化に資する装備資機材の充実

○　警護対象者が参加する行事の主催者等と連携した警護の実施

○　聴衆の安全確保

なお、新たな警護要則の制定から令和7年5月末までに警察庁が審査した警護計画案は約9,700件となった。

②　第50回衆議院議員総選挙に伴う警護

令和6年10月、第50回衆議院議員総選挙が行われた。同選挙は、新たな警護要則の施行後初めて行われた大規模国政選挙であり、同選挙期間中、多数の警護対象者が全国で遊説活動を行った。厳しい警護情勢の下、警察では、必要な態勢を構築し、組織の総力を挙げて対応し、同選挙に伴う警護を完遂した。

警察では、岸田首相（当時）に対する事件（注）を踏まえ、警護対象者の身辺の安全を確保する観点から、主催者に対し、講演、演説等の実施場所として適切な場所を選定することを含め、警護対象者に危害を加えようとする者の接近を防止するため、講演、演説等の実施場所に応じた実効的な安全確保措置を講ずるよう、働き掛けを強化してきた。

こうした取組の結果、同選挙期間中、警護対象者が参加する街頭演説や屋内演説会においては、警察と主催者が緊密に連携した上で手荷物検査・金属探知検査を一律実施するなどの諸対策を講じ、警護対象者と聴衆の安全を確保することができた。

警察では、同選挙に伴う警護で得られた教訓も踏まえ、引き続き、主催者との連携を深化させつつ、警護についての国民の理解と協力を得るための取組を進めるとともに、警護の実施状況や情勢の変化を踏まえて、警護の在り方について不断の見直しに努め、警護に万全を期すこととしている。


注：214頁参照



[bookmark: bb6p00300]　[image: 第50回衆議院議員総選挙に伴う警護（10月、埼玉）]
第50回衆議院議員総選挙に伴う警護（10月、埼玉）

[bookmark: bb6p00310]　[image: 主催者による手荷物検査の実施]
主催者による手荷物検査の実施

③　令和6年の主な警護

令和6年中の首相の主な海外訪問は図表6-14、主な外国要人の来日は図表6-15のとおりである。警察では所要の警護を実施し、要人の身辺の安全を確保した。

[bookmark: bb6z00140]　図表6-14　首相の主な海外訪問（令和6年）
[image: 図表6-14　首相の主な海外訪問（令和6年）]

[bookmark: bb6z00150]　図表6-15　主な外国要人の来日（令和6年）
[image: 図表6-15　主な外国要人の来日（令和6年）]

（3）機動隊の活動

都道府県警察には、集団警備力によって有事即応体制を保持する常設部隊として機動隊が設置されているほか、管区機動隊、第二機動隊等が設置されている。

また、専門的な知見・能力が求められる様々な事案に対応するための専門部隊が設置されており、その能力を生かして第一線で活動している。

[bookmark: bb6p00320]　[image: 機動隊の訓練]
機動隊の訓練

[bookmark: bb6z00160]　図表6-16　機動隊の概要
[image: 図表6-16　機動隊の概要]

[bookmark: bb6z00170]　図表6-17　機動隊の活動
[image: 図表6-17　機動隊の活動]

（4）雑踏警備

祭礼、花火大会等の恒例行事や、ハロウィーン等のイベントが開催される場合は、多数の人が集まることにより雑踏事故が発生するおそれがある。

このため、警察では、あらかじめ行事やイベントの主催者に対し、必要な安全対策をとるよう指導しているほか、主催者が存在しない場合においても、行事やイベントにおいて多数の人が集まる場所を管轄する自治体に対して必要な働き掛けを行うなどしている。

また、主催者又は自治体と連携し、公共交通機関等に対し、事前広報の実施や誘導員の配置等について必要な協力を働き掛けるとともに、警察部隊の投入が必要と判断される場合には、所要の体制を確立した上で、主催者又は自治体と連携し、雑踏警備を実施している。

[bookmark: bb6z00180]　図表6-18　雑踏警備の流れ
[image: 図表6-18　雑踏警備の流れ]

[bookmark: bb6p00330]　[image: プロ野球チーム優勝パレードの際の横浜における雑踏警備の状況（11月、神奈川）]
プロ野球チーム優勝パレードの際の横浜における雑踏警備の状況（11月、神奈川）

（5）小型無人機対策

警察では、小型無人機等飛行禁止法等を適切に運用するなど、小型無人機を悪用したテロ等の未然防止に努めている。具体的には、重要施設等の周辺において警戒を実施し、不審者の発見に努めたり、操縦者が利用するおそれのあるビルや敷地等の管理者に対して、出入口の施錠の徹底を働き掛けたりするなどの対策を進めている。また、重要施設等周辺の公園等の管理者に対して、関係機関と連携しながら、小型無人機の飛行が禁止されている旨を周知する看板の設置等について働き掛けるほか、訪日外国人に対し、小型無人機に関する規制を周知するリーフレットの配布等を関係機関に申し入れるなどの取組を推進している。

さらに、飛行している小型無人機を早期に発見するため、小型無人機の位置を特定する検知器等も活用しつつ上空に対する警戒を行っているほか、違法に飛行している小型無人機を発見した場合には、対処資機材を用いるなどして、小型無人機による危害を防止することとしている。小型無人機の更なる普及や性能の向上を見据え、警察では、必要な資機材の整備、各種訓練の実施等により、小型無人機を悪用したテロ等への対処能力を向上させることとしている。

（6）警察用航空機（ヘリコプター）の活用

警察では、ヘリコプターテレビシステムやホイスト救助装置（注）等の様々な資機材が装備された警察用航空機（ヘリコプター）を全国に配備しており、その機動力を生かしたパトロール、被疑者の追跡、重大事件発生時における情報収集等を行っている。また、大規模災害をはじめとする緊急事態等の対処を念頭に、警察用航空機の操縦士を計画的に養成するため、操縦資格の取得のための専門的な教養を実施するなど、警察用航空機の運用能力の更なる向上に向けた取組を推進している。


注：航空機の機外に装着した電動装置を用いて、ワイヤーで人や物を昇降させるための装備



[bookmark: bb6p00340]　[image: 警察用航空機を活用したパトロール]
警察用航空機を活用したパトロール


MEMO　大阪・関西万博の開催に向けた警察の取組

令和7年4月13日から10月13日までの184日間、大阪府大阪市夢洲（ゆめしま）において、大阪・関西万博が開催される。

大阪・関西万博は、開催期間中には約2,800万人の来場者が見込まれており、また、開閉会式やナショナル・デー等の機会には、国内外から多数の要人の来訪が予想されるなど、国際的にも高い注目を集めている。

警察庁においては、令和6年7月、警察庁次長を長とする「大阪・関西万博警備対策推進室」を設置し、また、開催地を管轄する大阪府警察においては、令和5年4月、副本部長を長とする「大阪府警察万博対策本部」を設置するなど、所要の体制を構築した。大阪・関西万博に向けて、主催者等と緊密に連携し、「会場等におけるテロ等違法行為の未然防止」、「会場内外における雑踏事故等の未然防止」といった、大阪・関西万博期間中における安全・安心の確保に向けた取組を推進している。

[bookmark: bb6p00350]　[image: 万博会場における警戒状況]
万博会場における警戒状況









警察活動の最前線


担当犬と共に日々訓練を重ね、更なる高みへ



警視庁警備部警備第二課警備装備第三係

新村　賢樹

[bookmark: bb6m00010]　[image: ピーポくん]



警備犬は、警備現場における爆発物の捜索、犯人の制圧、災害救助等を任務とし、私はそうした警備犬を操り警備に活用する「警備犬ハンドラー」として業務に当たっています。

警備犬ハンドラーとなって1年が過ぎた令和6年8月下旬、都内の山岳地帯における行方不明者捜索の要請があり、私と担当犬を含めた4名2頭で出動しました。その日は気温が高い上に前日の雨の影響で足場が悪く、犬の体調や周囲の環境にも気を配りながら捜索を続けていると、突然、担当犬が耳を立て斜面の下方向に鼻を向けて駆け下りていきました。急いで後を追ったところ、沢沿いの草陰に隠れるような姿勢で座り込んだ行方不明者を発見し、怪我なく無事ご家族に引き渡すことができたのです。

また、令和6年10月に衆議院議員選挙が行われた際には、警備犬部隊は都内だけでなく全国に派遣され、警護警備に従事しました。失敗が許されない緊張感の中、現場を想定した日々の爆発物捜索訓練や、実際の現場における国内外要人等の行き先地検索等の経験をいかし、担当犬と連携して冷静に会場周辺検索等の警戒に当たり、この任務を無事に完遂することができました。

これからも担当犬と共に日々現場を想定した訓練を重ねて、ますます活躍できるよう精進していきます。

[bookmark: bb6p00360]　[image: 警視庁警備部警備第二課警備装備第三係　新村　賢樹]




失敗は許されない



大阪府警察本部警備部警備第一課管理官（警衛警護担当）

原田　淳

[bookmark: bb6m00020]　[image: フーくん・ケイちゃん]



大阪府警察本部警備第一課警衛警護室では、安倍元首相銃撃事件や岸田前首相に対する爆発物使用襲撃事件を受け、警察庁指導の下、綿密に警護計画を策定し、現場において要人警護の万全を図っています。

私は当室において日常的に警護業務に従事していますが、警察庁主催の警護訓練では全国の警護員に対して指導に当たることもあり、こうした中で、安倍元首相銃撃事件以降、全国の警護員たちは常に悔しさを抱きつつ、職務に従事していることを肌で感じてきました。

我々は、もう一度日本の要人警護の信頼を取り戻すべく、地道に訓練を繰り返しています。最初は緊張した面持ちだった訓練生も訓練を重ねる度に練度が向上し、堂々とした警護員に成長していくことに私自身、頼もしさを感じています。

その中で、全国の警護員たちが、もう二度と同じような事案を発生させないという強い決意の下、安倍元首相銃撃事件発生以降初めての大規模国政選挙であった第50回衆議院議員総選挙に伴う警護に取り組み、大きな事件・事故等なく、任務を完遂することができました。

これからも国際的な行事や国政選挙等が行われていく中で、外国要人や内閣総理大臣等の要人を守る警護の任務がなくなることはありません。国際的な行事では海外の要人が安心して日本で滞在できるように、また、国政選挙等では要人の安全を確保するとともに聴衆が安全に演説を聞くことができるように、全力で取り組んでいきます。

[bookmark: bb6p00370]　[image: 大阪府警察本部警備部警備第一課管理官（警衛警護担当）　原田　淳]









第7章　警察活動の支え

第1節　警察活動の基盤

1　警察の体制

（1）定員

警察庁や都道府県警察の職員は、警察官、皇宮護衛官及び一般職員で構成されている。

[bookmark: bb7z00010]　図表7-1　警察職員の定員（令和7年（2025年）度）
[image: 図表7-1　警察職員の定員（令和7年（2025年）度）]

（2）警察力強化のための取組

社会情勢の変容に伴って複雑化する治安課題に的確に対処するため、多彩な能力や豊富な知見を有する人材を確保・育成するとともに、こうした人材が活躍することができる環境の整備を行うことが必要である。

このため、警察では、警察力強化のために次のような取組を強力に推進している。

①　優秀な人材の確保と育成

警察では、能力と適性を有する優秀な人材を確保するため、合同企業説明会への参加や民間就職サイトを通じた情報提供を行っているほか、高度な専門性を有する人材を確保するため、中途採用等を推進している。警察庁では、警察官という職業の魅力や働きやすい職場環境をアピールするため、全国警察合同WEBセミナーの開催、警察庁ウェブサイトやSNSを活用した情報発信等を行い、都道府県警察の採用募集活動を支援している。

また、職員の有する専門性に応じ、高度な技術が必要な業務に従事させるなどして更なる技術の向上等を図っているほか、実務経験が豊富で卓越した専門的技能・知識を有する職員による指導・助言を体系的に行うなどして、他の警察職員の専門的技能等の向上を図っている。

[bookmark: bb7p00010]　[image: 全国警察合同WEBセミナーの広報ポスター]
全国警察合同WEBセミナーの広報ポスター

②　多彩な人材が活躍することができる環境の整備

警察では、多彩な人材が、その置かれている生活環境等にかかわらず、能力や知見を十分に発揮することができるよう、超過勤務の縮減、休暇取得の促進のほか、男性職員の育児への参加促進といった仕事と私生活の両立支援等を図り、ワークライフバランスの向上に努めるなど、働きやすい職場環境の整備を推進している。

（3）女性警察官の採用・登用の拡大

警察では、女性警察官の採用に積極的に取り組んでいる。女性警察官数は年々増加しており、令和6年度には1,852人（新規採用者総数に占める比率は24.8％）の女性警察官が採用された。

[bookmark: bb7z00020]　図表7-2　都道府県警察の女性警察官数及び地方警察官に占める女性警察官の割合の推移（平成28年度（2016年）～令和7年度）
[image: 図表7-2　都道府県警察の女性警察官数及び地方警察官に占める女性警察官の割合の推移（平成28年度（2016年）～令和7年度）]

女性警察官の幹部への登用も進んでおり、都道府県警察で採用され警部以上の階級にある女性警察官は、令和7年4月1日現在912人に上るほか、警察署長や警察本部の課長等にも登用されている。

[bookmark: bb7z00030]　図表7-3　都道府県警察で採用された女性警察官のうち警部以上の人数の推移（平成28年度～令和7年度）
[image: 図表7-3　都道府県警察で採用された女性警察官のうち警部以上の人数の推移（平成28年度～令和7年度）]

また、警察庁及び都道府県警察では、女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画をそれぞれ策定し（注）、女性がその個性と能力を十分に発揮して活躍することができるよう様々な取組を推進している。


注：警察庁においては、「警察庁におけるワークライフバランス等の推進のための取組計画」を策定している。https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/20231001wlb.pdf
[image: QRコード　警察庁におけるワークライフバランス等の推進のための取組計画]



（4）教育訓練

警察職員には、適正に職務を執行するため、良識と確かな判断能力や実務能力が必要とされる。警察学校や警察署等の職場では、誇りと使命感に裏打ちされた高い倫理観と職務執行能力を兼ね備えた警察職員を育成するため、教育訓練の充実強化を図っている。

①　警察学校における教育訓練

都道府県警察の警察学校、警察庁の管区警察学校、警察大学校等では、採用時及び昇任時の教育訓練のほか、特定の業務分野に関する高度な専門知識及び技能を修得させるための教育訓練を行っている。また、効率的かつ効果的に教育訓練を実施する観点から、オンライン形式による教育訓練も行っている。

②　職場における教育訓練

警察署等の職場では、個々の警察職員の能力又は職務に応じた個人指導や研修会の開催等により、職務執行能力の向上を図っているほか、経験豊富な警察官や退職警察官の講義等を通じ、専門的な知識及び技能の伝承に努めている。また、職務執行の際に求められる高い倫理観を培うため、有識者による講習会等を行っている。

③　実戦的な術科訓練の推進

凶悪犯罪に的確に対処することができる精強な執行力を確保するため、逮捕術、拳銃、柔道、剣道等の術科訓練を実施している。特に、凶器等を所持した犯人等と対峙する場面において、受傷することなく犯人等を制圧・検挙するために必要な判断能力及び対処技能の修得・向上を図る総合対処法訓練や、映像射撃シミュレーター（注）による拳銃訓練といった、より実戦に即した訓練を推進している。


注：スクリーンに投影した映像に向け、レーザー光線で射撃を行う訓練装置



[bookmark: bb7p00020]　[image: 実戦的な訓練]
実戦的な訓練

（5）警察職員の殉職・受傷

警察官は、個人の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序の維持に当たるため、自らの身の危険を顧みず職務を遂行し、その結果、不幸にして殉職・受傷をする場合がある。

警察では、殉職・受傷した警察職員又はその家族に対して、公務災害補償制度による公的補償のほか、賞じゅつ金の支給等の措置をとっている。また、特記すべき職務執行に対しては、警察庁長官による表彰を行っている。







2　警察の予算と装備

（1）警察の予算

警察の予算は、警察庁予算と都道府県警察予算から成る。このうち、警察庁予算には、国庫が支弁する都道府県警察に要する経費と補助金が含まれる。

令和6年度警察庁予算では、サイバー空間の脅威への対処、テロ対策と大規模災害等の緊急事態への対処に要する経費等を、補正予算では、防災・減災、国土強靱（じん）化に向けた警察の対処能力の強化に要する経費等を、それぞれ措置した。

令和6年度の国民一人当たりの警察予算は約3万2,000円であった。

[bookmark: bb7p00025]　[image: ①　警察庁予算　②　都道府県警察予算]


注1：情報システム予算としてデジタル庁に一括計上されたもの（令和6年度当初予算は303億1,500万円、補正予算は55億7,200万円）を含み、交付税及び譲与税配付金特別会計繰入れのための経費484億9,300万円を除いたもの

注2：一般会計の歳出から国債費の一部を除いたもの

注3：各都道府県が、犯罪情勢・財政事情等を勘案して編成



[bookmark: bb7z00040]　図表7-4　警察庁予算（令和6年度最終補正後）
[image: 図表7-4　警察庁予算（令和6年度最終補正後）]

[bookmark: bb7z00050]　図表7-5　都道府県警察予算（令和6年度最終補正後）
[image: 図表7-5　都道府県警察予算（令和6年度最終補正後）]

（2）警察の装備

①　車両の整備

警察用車両として、パトカー、白バイ等が全国に約3万9,200台整備されているところ、令和6年度から、緊急走行とそれ以外の活動との違いを視覚により判別可能な、聴覚障害者に配慮した新型警光灯（注）を搭載した車両の運用を開始した。


注：YouTube警察庁公式チャンネル「【警察庁】新型警光灯の導入2」（https://www.youtube.com/watch?v=SnyirXs4gyQ）
[image: QRコード　【警察庁】新型警光灯の導入2]



[bookmark: bb7p00030]　[image: 新型警光灯を搭載したパトカー]
新型警光灯を搭載したパトカー

②　装備品の整備

令和6年度は、テロ対策の推進、現場執行力の強化、銃器対策の推進等を重点として、各種装備品を整備した。







3　管区警察局の活動

（1）管区警察局の役割

警察庁には、その地方機関として6つの管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部が設置されている。

各般の警察行政事務を能率的に処理するため、管区警察局は、警察庁の事務の一部を分担して所掌している。東京都と北海道の区域は、管区警察局の管轄外とされ、必要に応じ、警察庁が直接に指揮監督等を行うこととしている。

[bookmark: bb7z00060]　図表7-6　管区警察局の管轄区域
[image: 図表7-6　管区警察局の管轄区域]

（2）管区警察局の主な業務

①　府県警察に対する監察

管区警察局の監察機能は、平成12年以降の警察改革の一環として、各管区警察局に総務監察部（注）を設置することにより強化されている。総務監察部門が管区内の府県警察に対する監察を実施することで、警察事務の能率的運営と規律の保持に努めている。


注：東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局は総務監察・広域調整部を設置している。



②　府県の枠を超えた広域調整や災害対応

広域的な対処を必要とする重要事件の合同捜査・共同捜査、高速道路における広域的な交通規制、交通取締り等の実施等に関し、府県警察に対する指導・調整を行っている。

また、一府県警察のみでは対処が困難な大規模災害の発生時には、被災状況等に関する情報の収集・分析に当たるとともに、警察災害派遣隊の派遣等に関する調整を行うことで、国としての危機管理機能を発揮している。

③　情報通信における全国警察の連携の確保や府県警察への技術支援

管区警察局情報通信部では、府県情報通信部と連携して、警察庁や都道府県警察を結ぶネットワークの整備、管理等を行い、全国警察の有機的連携の確保に努めている。

また、府県警察の行う捜索・差押え等の現場に臨場し、記録媒体内の電磁的記録の損壊防止、コンピュータの設定状況等の確認、証拠となる電磁的記録の抽出等の技術支援を行っている。

④　府県警察職員を対象とした教育訓練

管区警察局に附置された管区警察学校では、主として警部補及び巡査部長の階級にある府県警察の職員を対象とした昇任時教育、専門的教育等を実施している。


CASE

関東管区警察局では、令和6年11月、大阪府警察から広域技能指導官（注1）等を講師として招き、同府警が開発した、交通事故事件捜査において3Dレーザースキャナ（注2）を活用して仮想空間上で現場見分を行う手法について講義等を実施する「コンピュータビジョン解析実践塾」を開催した。

実践塾には、関東管区内の各県警察から交通鑑識に携わる警察職員等が参加し、緻密で科学的な交通事故事件捜査についての知見を深めた。


注1：85頁参照（第2章）

注2：186頁参照（第5章）



[bookmark: bb7p00040]　[image: 仮想空間上における現場見分（模擬）]
仮想空間上における現場見分（模擬）









4　警察の情報通信

（1）警察活動を支える警察情報通信

警察では、事件、事故、災害が、いつどこでどのように発生しても的確に対応するため、様々な情報通信システムを開発し、それらを全国に整備するとともに、その高度化のための取組を推進している。

具体的には、独自に整備・維持管理している無線多重回線や、電気通信事業者の専用回線、衛星通信回線等で構成される全国的な通信ネットワークによって、警察庁、管区警察局、警察本部、警察署、交番等を結びつつ、車載通信系（注1）、署活系（注2）、携帯通信系（注3）といった移動通信システムを構築することで、警察活動に不可欠な情報の迅速かつ確実な伝達を実現している。

また、指名手配被疑者、盗難車両等に関する情報を警察庁に一元的に登録することによって第一線の警察官からの照会に即時に回答したり、運転免許に関する情報を全国一元管理することによって適切な行政処分を実施したりするための情報システムを全国に構築することで、第一線の警察活動を支えるとともに、迅速な警察行政の実現に貢献している。さらに、現在、警察庁では、警察共通基盤（注4）を整備して従来のシステムを集約・統合するなどし、警察における情報システム全体の合理化・高度化に取り組んでいる。

こうした警察情報通信の円滑な運営を図るため、国の機関である全国の情報通信部に、情報通信に関する専門的な技術を有した職員を配置している。


注1：警察本部を中心に警察署、パトカー、警察用航空機等を結ぶ無線通信系

注2：警察署を中心に所属する警察官を結ぶ無線通信系

注3：機動隊による部隊活動等、局所的な警察活動での無線通信系

注4：227頁参照



[bookmark: bb7z00070]　図表7-7　警察活動を支える警察情報通信
[image: 図表7-7　警察活動を支える警察情報通信]


MEMO　高度警察情報通信基盤システム（PIII）の現場での活用状況｝

平成31年4月から全国警察で運用を開始したPIII（ポリストリプルアイ）（注1）は、画像収集機能や多言語翻訳機能を有している。そのほか、同システム内のスマートフォンやタブレット端末とIPR形警察移動無線通信システム（注2）の無線機をペアリングすることにより、通常では警察無線が届かない地域等での無線通話が可能となり、様々な警察活動で活用されている。


注1：Police Integrated Info-communication Infrastructureの略

注2：26頁参照（トピックスI）



[bookmark: bb7z00080]　図表7-8　PIIIの現場での活用状況
[image: 図表7-8　PIIIの現場での活用状況]



（2）機動警察通信隊の活動

全国の情報通信部に設置されている機動警察通信隊では、事件、事故、災害、警衛・警護や雑踏警備、犯罪の捜査等に際し、現場の警察活動の基盤となる通信を確保するための様々な活動を行っている。

令和6年度は、「令和6年9月20日からの大雨」の発生時等に出動し、警察本部と現場警察官との間の指揮命令や連絡等が円滑に行われるよう、警察通信施設の機能維持活動（注1）や無線の不感地帯対策（注2）、現場映像の撮影・伝送等の情報通信対策を講じた。


注1：停電の発生に際して、非常用発電機の活用により無線中継所（警察の無線通信を中継する設備等により構成される施設。広い地域にサービスを提供するため、山上等に設置されている。）の電力を確保するとともに、非常用発電機の燃料を搬送し給油を続けるなどの活動

注2：臨時の無線中継所の設置・運用を行い、警察無線が届かない地域等での無線通話を可能にすること



[bookmark: bb7p00050]　[image: 「令和6年9月20日からの大雨」における警察部隊の活動状況の撮影・伝送（石川県）]
「令和6年9月20日からの大雨」における警察部隊の活動状況の撮影・伝送（石川県）

（3）情報管理の徹底

警察では、機密情報を取り扱うことから、警察庁において、警察情報セキュリティポリシー（注1）の策定・改正等を通じ、情報セキュリティの向上のための総合的な対策を進め、厳格な情報管理の徹底に努めている。

具体的には、警察内部ネットワークと外部ネットワークの分離、外部記録媒体の利用制限等をはじめ、情報流出等を防ぐための技術的環境を整備するとともに、警察職員の情報の取扱いに係る規範意識の向上のための取組を推進している。

また、警察庁及び全都道府県警察にCSIRT（注2）を設置し、情報セキュリティインシデント（注3）の発生時における情報集約・分析や被害拡大防止等に万全を期している。

さらに、これらの取組の実効性等を検証するため、都道府県警察等を対象とした情報管理業務監査及び情報セキュリティ監査を継続的に実施している。


注1：警察情報セキュリティに関する規範の体系

注2：Computer Security Incident Response Team の略

注3：不正プログラム感染事案等情報セキュリティの維持を困難とする事案









5　警察活動の高度化・合理化

技術革新や少子高齢化等の進展が社会に大きな変革をもたらしている中で、警察は、これらに適応し、新たに生じ、又は変化する脅威に的確に対応していく必要がある。また、デジタル化施策の推進等を通じ、国民の利便性向上や負担軽減を図っていくことが求められている。

このような状況の中、警察では、警察活動への先端技術等の導入や、警察が所管する行政手続のオンライン化等を強力に推進し、警察活動の高度化・合理化を図っている。

（1）先端技術等の活用による警察力の強化に向けた取組

警察活動に科学技術を導入するに当たっては、全国の警察活動における技術ニーズを的確に把握するとともに、幅広い技術シーズの動向や研究開発状況等に関する情報を集約する必要がある。社会経済情勢の変化に伴う都道府県警察の技術ニーズの変化を捉えるため、警察庁では、全国的な調査分析を継続的に実施している。また、科学技術そのものも、世界各国における研究開発を通じて日進月歩で発展していることから、警察庁では、国内外の企業、学術研究機関、法執行機関等から、警察活動に導入し得る技術シーズに関する情報を幅広く集約している。

さらに、警察活動の現場に先端技術を安全かつ適切に導入するためには、あらかじめその課題や効果を的確に把握する必要があることから、警察庁では、先端技術の導入を検討するに当たって事前に実証実験を実施するなど、当該先端技術の導入による効果やその活用の在り方について検証・評価を行っている。

また、警察庁では、少子高齢化等により限られた人的・財政的資源の下で最大限の効果を上げることができるよう、こうした取組を通じ、AIや小型無人機といった先端技術等の積極的な活用による警察力の強化を図っている（注）。


注：具体的な取組については、30頁参照（トピックスII）



[bookmark: bb7z00090]　図表7-9　科学技術の導入に向けた取組
[image: 図表7-9　科学技術の導入に向けた取組]

（2）警察における情報システムの合理化・高度化に向けた取組

警察では、組織全体の情報システムの有効性の向上、重複する機能の排除、取り扱うデータの効果的な活用の推進を図るため、現場の警察活動や警察行政を支える情報システムについて、その利用に係る業務プロセスの全体的な見直しを実施するとともに、情報システムの共通化・集約化を図るなど、情報システムの合理化・高度化に向けた取組を推進している。

警察庁では、平成30年度以降、警察庁及び各都道府県警察の従来のシステムを集約・統合しつつ、個々のシステム同士の連携を容易にするなどの構想を実現するため、警察における情報システムの在り方について検討を進め、令和3年4月、警察共通基盤の運用を開始した。



令和5年3月には遺失物管理システム（注1）が、一部の都道府県警察において警察共通基盤上での運用を開始しており、また、令和6年4月には指名手配被疑者、盗難車両等に関する情報を管理するシステムが、警察共通基盤上での運用を開始した。さらに、令和5年1月から都道府県警察ごとに段階的に警察共通基盤上での運用を開始してきた運転者管理システム（注2）は、令和7年1月に警察共通基盤への集約が完了した。その他のシステムについても警察共通基盤上での運用に向けて検討を進めている。


注1：93頁参照（第2章）

注2：運転免許に関するデータ等を取り扱うシステム



[bookmark: bb7z00100]　図表7-10　各種情報システムの警察共通基盤への集約
[image: 図表7-10　各種情報システムの警察共通基盤への集約]

（3）警察行政手続のデジタル化に向けた取組

警察が所管する行政手続について、利用者中心の行政サービスを実現するため、一層の国民の利便性向上や負担軽減を図っていくことが求められている。警察庁では、令和7年3月にマイナンバーカードと運転免許証の一体化（注1）の運用を開始したほか、遺失物関係手続のオンライン化（注2）の全国展開、オンライン化を実施する行政手続の拡大、反則金の納付方法の多様化等に向けた取組・検討を進めている。


注1：173頁参照（第5章）

注2：93頁参照（第2章）



[bookmark: bb7p00060]　[image: マイナ免許証で住所変更ワンストップサービスの利用開始手続をしている状況]
マイナ免許証で住所変更ワンストップサービスの利用開始手続をしている状況







6　留置施設の管理運営

（1）留置施設の管理運営

令和6年4月1日現在、留置施設は全国で1,006施設（収容基準人員（注）2万757人）が設置されている。警察では、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、捜査と留置の分離を徹底しつつ、被留置者の人権に配慮した処遇及び施設の改善を推進しており、月に2回の健康診断の実施、健康に配慮した食事の提供、冷暖房装置の整備等のほか、次のような取組を行っている。


注：留置施設の定員数



①　女性被留置者に対する適切な処遇

警察では、女性被留置者に対してより適切な処遇を行うという観点から、女性被留置者のみを留置し、女性警察官が常時看守業務に従事する女性専用留置施設の設置を推進している。また、留置施設への女性警察職員の配置を進めるなど、物的及び人的基盤の整備を進めている。

[bookmark: bb7z00110]　図表7-11　女性専用留置施設数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表7-11　女性専用留置施設数の推移（令和2年～令和6年）]

[bookmark: bb7z00120]　図表7-12　留置業務に従事している女性警察職員数の推移（令和2年～令和6年）
[image: 図表7-12　留置業務に従事している女性警察職員数の推移（令和2年～令和6年）]

②　外国人被留置者に対する適切な処遇

警察では、外国人被留置者向けに、複数の言語の告知書（注）を用意しているほか、被留置者の信仰する宗教を踏まえた食事の提供を行うなど、言語や宗教等の違いに配慮した処遇に努めている。


注：留置の開始に際し、留置施設での処遇について説明するための書面



③　留置施設に対する巡察

警察庁では、被留置者の処遇を全国的に斉一にするため、毎年度全ての都道府県警察の留置施設に対し計画的な巡察を実施している。また、都道府県警察では、巡察の結果等を踏まえて、留置施設の運営の改善を図っている。

④　留置施設視察委員会

留置施設の運用状況の透明性を高めるため、警察部外の第三者から構成される機関として、留置施設視察委員会（以下「委員会」という。）が、都道府県警察本部及び方面本部に設置されている。委員会は、弁護士等の法律関係者や医師、地域住民等の委員で構成されている。各委員は、留置施設を実際に視察し、被留置者と面接するなどして留置施設の実情を把握した上で、委員会として留置業務管理者（警察署長等）に意見を述べるものとされ、留置業務管理者は、委員会からの意見を踏まえ、留置施設の運営の改善を図っている。また、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長は、委員会からの意見及びこれを受けて警察が講じた措置の概要を公表することとされている。

[bookmark: bb7z00130]　図表7-13　留置施設視察委員会委員の職業別割合（令和7年1月1日現在）
[image: 図表7-13　留置施設視察委員会委員の職業別割合（令和7年1月1日現在）]

（2）被留置者の収容状況

被留置者の年間延べ人員の推移は、図表7-14のとおりであり、留置施設の収容率（注）の推移は、図表7-16のとおりである。留置施設においては、一時的に過剰な収容状態となる場合が依然としてあることから、警察では、警察署の建て替え等に際して十分な規模の留置施設を整備したり、拘置所等刑事施設への早期の移送を要請したりするなどして、収容力の確保を図っている。


注：留置施設の定員数に対する被留置者の割合



[bookmark: bb7z00140]　図表7-14　被留置者延べ人員の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表7-14　被留置者延べ人員の推移（平成27年～令和6年）]

留置施設の整備に当たっては、被留置者の居室を並列に配置し、居室前面の一部に遮蔽板を設けたり、留置施設内の風通しや採光に配慮したりするなど、被留置者のプライバシー保護や人権に配慮した設計を取り入れている。

[bookmark: bb7z00150]　図表7-15　留置施設の収容基準人員の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表7-15　留置施設の収容基準人員の推移（平成27年～令和6年）]

[bookmark: bb7p00070]　[image: 留置施設内の状況]
留置施設内の状況

[bookmark: bb7z00160]　図表7-16　留置施設の収容率の推移（平成27年～令和6年）
[image: 図表7-16　留置施設の収容率の推移（平成27年～令和6年）]

[bookmark: bb7p00080]　[image: 留置施設内（浴室）の状況]
留置施設内（浴室）の状況







7　皇宮警察本部の活動

警察庁に附置されている皇宮警察本部は、天皇皇后両陛下及び上皇上皇后両陛下並びに皇族殿下方の護衛のほか、皇居や赤坂御用地等の警備等を行っている。

①　天皇及び上皇並びに皇族の護衛

天皇皇后両陛下及び上皇上皇后両陛下並びに皇族殿下方の安全を確保するため、皇宮護衛官のうち、側衛官が、皇居、御所等はもとより、国内外において御身辺の直近で護衛に当たっている。

令和6年中は、天皇皇后両陛下が英国を御訪問になった際等に、海外に側衛官を派遣し、御身辺の安全を確保した。

[bookmark: bb7z00170]　図表7-17　皇宮警察本部の活動地
[image: 図表7-17　皇宮警察本部の活動地]

[bookmark: bb7z00180]　図表7-18　護衛警備を実施した主な行事（令和6年）
[image: 図表7-18　護衛警備を実施した主な行事（令和6年）]

②　皇居、御所等の警備

皇居、赤坂御用地、各御用邸、京都御所、正倉院等の安全を確保するため、主に6都府県（注）において警戒警備活動を行っている。

令和6年中は、天皇誕生日一般参賀等が行われた際、所要の体制を確立し、不法事案及び雑踏事故の未然防止に万全を期した。


注：栃木、東京、神奈川、静岡、京都及び奈良



③　国賓等の護衛

国賓として来日した外国要人の皇居参内や、信任状の捧呈に伴う特命全権大使の皇居参内に際して、騎馬、サイドカー（注）等で護衛に当たっている。


注：側車付大型自動二輪車




MEMO　皇宮護衛官の制服

皇宮護衛官の制服には、通常の制服のほかに、国賓の皇居参内や宮殿行事等に際して側車儀衛、騎馬儀衛及び儀仗（じょう）に従事する職員等が着用する儀礼服、園遊会や警察関係行事等における演奏に際して音楽隊員が着用する音楽隊員服、天皇皇后両陛下の地方行幸啓等に際して護衛に従事する白バイ隊員が着用する交通乗車服等を場面に応じて使用している。

また、皇宮護衛官の制服の警笛つりひもの色は「ワインレッド」である。この色は、皇宮護衛官の赤心（偽りのない心）を表しており、崇高な使命に対する思いが込められている。

[bookmark: bb7p00090]　[image: 皇宮護衛官の制服]
皇宮護衛官の制服









8　研究機関の活動

（1）警察政策研究センター

警察大学校に置かれている警察政策研究センターは、様々な治安上の課題に対する調査研究を進め、政策提言を行うとともに、警察と国内外の研究者等との交流の拠点として活動している。

①　フォーラムの開催

警察政策研究センターでは、関係機関・団体と連携し、国内外の研究者・実務家を交えて社会安全等に関するフォーラムを開催している。

[bookmark: bb7p00100]　[image: フォーラムの開催]
フォーラムの開催

[bookmark: bb7z00190]　図表7-19　フォーラムの開催状況（令和6年度）
[image: 図表7-19　フォーラムの開催状況（令和6年度）]


CASE

令和7年3月、公益財団法人日工組社会安全研究財団との共催により、「オンラインカジノをめぐる現状と対策」をテーマとするフォーラムを開催した。専門家及び警察庁の職員による講演・パネルディスカッションが行われ、活発に意見交換がなされた。また、同フォーラムは特設サイトにおいてオンデマンドで配信された。



②　大学関係者との共同研究の推進

警察政策研究センターでは、大学関係者と共同して研究活動を行っている。これまでに、例えば、テロ等の各種治安事象への対策を講じるに当たって、国民の自由と安全をいかにバランス良く保障していくかについて、慶應義塾大学大学院法学研究科との間で、憲法学的見地からの共同研究を行っている。

③　大学・大学院における講義の実施

警察政策研究センターでは、警察政策に関する研究の発展及び普及のため、京都大学法科大学院・公共政策大学院、中央大学法学部・総合政策学部、東京大学公共政策大学院・法学部、東京都立大学法学部、法政大学法学部及び早稲田大学法科大学院等に職員を講師として派遣し、警察行政や社会安全政策論等に関する講義を実施している。

[bookmark: bb7p00110]　[image: 大学・大学院での講義]
大学・大学院での講義

④　警察に関する国際的な学術交流

警察政策研究センターでは、海外で開催される国際的な学術会議に参画し、日本警察に関する情報発信を行っている。また、韓国警察庁警察大学治安政策研究所、フランス高等治安・司法研究所及びドイツ・フライブルク大学安全・社会センターとの間で協定を締結し、警察に関する国際的な学術交流を実施している。

⑤　海外調査研究員の派遣

警察政策研究センターでは、海外調査研究員を海外の大学・大学院や行政機関等に1年間派遣し、警察に係る外国の法制度等について調査研究を行っている。令和5年から令和6年にかけて、6人を英国等に派遣し、自動運転の実用化に向けた法整備等をはじめとする最新の海外の取組について調査研究を行った。

（2）警察情報通信研究センター

警察大学校に置かれている警察情報通信研究センターでは、警察に係る情報通信に関する研究を行っており、その成果は、犯罪捜査の効率化や警察における情報通信システムの整備に活用されている。

例えば、犯罪捜査等の効率化のため、防犯カメラ等に記録された低照度・低画質な画像の鮮明化技術等の画像処理に関する研究を行っている。

[bookmark: bb7p00120]　[image: 画像処理に関する研究]
画像処理に関する研究

（3）科学警察研究所

科学警察研究所は、最新の科学技術に基づき警察活動を支えるため、警察庁に附置されている研究機関である。その業務は、科学技術を犯罪捜査や犯罪予防に役立てるための研究、その研究成果を活用した鑑定・検査及び都道府県警察の鑑定技術職員に対する技術指導を行うための研修という三つの柱から構成されている。

①　犯罪捜査等のための研究

科学警察研究所では、犯罪捜査をはじめとする警察活動への実用化の観点から科学技術の研究を行うとともに、鑑定等に利用する技術、資機材等についての検証等を行っている。科学警察研究所の研究によって確立・実証をされた知識や技術は、犯罪捜査における鑑定・検査に活用されており、DNA型鑑定、違法薬物の分析、画像解析、ポリグラフ検査、プロファイリング等を通じて、事件の解明、被疑者の検挙等に貢献している。


研究例　全身死後CT画像からの自動性別年齢推定システムの開発

遺体の身元確認においては、遺体の性別と年齢をできる限り正確に推定する必要がある。本研究では、死因究明のために撮影される全身死後CT画像に記録された骨格を資料とした、ディープラーニング（深層学習）等の機械学習による性別・年齢推定法の開発を行っている。また、学習用資料を増やして精度を向上させることを目的として、死後CT画像の解析を自動化するソフトウェアの開発も進めている。

[bookmark: bb7p00130]　[image: 左：サポートベクトルマシンによる頭蓋骨の性別推定（イメージ図）　右：深層学習による年齢推定における関心領域（上：腰椎椎体、下：寛骨）]
左：サポートベクトルマシンによる頭蓋骨の性別推定（イメージ図）　右：深層学習による年齢推定における関心領域（上：腰椎椎体、下：寛骨）




研究例　単繊維の指掌への付着と脱離に関する研究

痴漢事犯の捜査では、被疑者と被害者との接触を裏付けるために、被疑者の指掌に付着していた単繊維と被害者の着衣の繊維との異同識別が行われるが、事件発生から被疑者の検挙、試料の採取までの間に相当数の単繊維が被疑者の指掌から脱落していると予想される。そこで、蛍光染色した木綿の単繊維を被験者の指掌に移行させた後、4つの異なる条件（指掌を覆うポリ袋の有無、指掌や他の物体との接触を避ける注意の有無）で指掌に残留する単繊維の数を計測した結果、指掌をポリ袋で覆った場合には、被験者の意識や行動に関係なく60分後でも50％以上の単繊維が指掌に残留した。このことから、被疑者の指掌に付着した証拠物としての単繊維を長時間保持し、他の繊維による汚染を防ぐ目的で、付着単繊維の検査が行われるまで被疑者の指掌をポリ袋で覆うことが望ましいと判断された。こうした知見も踏まえつつ、今後も痴漢事犯の適切な捜査を支援していくこととしている。

[bookmark: bb7p00140]　[image: 指掌に残留する単繊維の数の計測結果]
指掌に残留する単繊維の数の計測結果




研究例　高齢者を対象とする運転技能検査の効果的な活用に関する研究

高齢運転者の重大事故の発生が相次いでおり、高齢運転者の交通事故防止は喫緊の課題である。そこで、令和4年に導入された、一定の違反歴のある75歳以上の運転者を対象とする運転技能検査の実施状況を把握し、運転技能と交通事故や交通違反に関連する要因を分析することで、運転技能検査の効果的な活用方法や高齢者の安全な運転継続の支援といった高齢運転者の交通事故防止のための研究を行っている。

[bookmark: bb7p00150]　[image: センサを取り付けての運転技能の評価]
センサを取り付けての運転技能の評価



②　鑑定・検査

科学警察研究所では、ミトコンドリアDNA検査（注）、薬物プロファイリングによる異同識別等の高度な専門的知識や技術が必要とされる鑑定や、火災の再現実験等の特殊な設備や技術が必要とされる鑑定を実施している。また、偽造通貨及び銃器の弾丸・薬きょう類については、全て科学警察研究所が資料の鑑定を行っている。


注：細胞核ではなく、細胞内のミトコンドリアに存在するDNAの塩基配列を分析する検査。同配列は、男女を問わず母親の配列と同一となるため、母子や兄弟姉妹間の比較に有効とされる。



③　法科学研修所における研修

科学警察研究所に置かれている法科学研修所では、主に都道府県警察の科学捜査研究所及び鑑識部門で勤務する職員を対象として、鑑定・検査及び鑑識活動に必要となる専門的知識に関する研修を行っている。また、国内外の大学、研究機関等に、研修生をおおむね3か月から6か月までの期間にわたって派遣し、専門性を高めるための研究に従事させることによって、新たな鑑定手法の開発等に役立てている。







第2節　国民の期待と信頼に応えるための警察運営

1　国民の期待と信頼に応える警察

（1）監察の実施と苦情を活用した業務改革の推進

①　監察

警察庁及び都道府県警察では、その能率的な運営及び規律の保持に資するために、国家公安委員会が定める監察に関する規則に基づき、厳正な監察を実施している。

[bookmark: bb7z00200]　図表7-20　監察に関する規則（平成12年（2000年）国家公安委員会規則第2号）
[image: 図表7-20　監察に関する規則（平成12年（2000年）国家公安委員会規則第2号）]

令和6年（2024年）度中、警察庁においては、都道府県警察等に対して監察を実施し、適正な業務管理と非違事案防止対策の推進状況及び留置管理業務の推進状況について指導するなど業務改善を図った。

②　苦情を活用した業務改革の推進

都道府県警察では、職員の職務執行に対する苦情に誠実に対応するとともに、個々の苦情やその傾向を踏まえて業務改善を図るなど、苦情を活用した組織的な業務改革を推進している。

（2）適正な予算執行の確保

警察では、適正な予算執行を確保するため、次のような取組を行っている。

①　警察が行う会計監査

国家公安委員会が定める会計の監査に関する規則に基づき、警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長は、監査手法に改善・工夫を加えながら、一層適正な会計経理を推進するため、会計監査を実施している。

令和6年度中、警察庁においては、警察庁内部部局、附属機関、地方機関及び都道府県警察のうち、87部署を対象に会計書類の点検を行うとともに、捜査費の執行に直接携わった捜査員840人を含む1,591人に対して聞き取りを実施するなどした。

②　会計業務の改善に係る取組

警察庁では、会計業務の改善に関する取組を全庁を挙げて推進するため、関係職員から構成される警察庁会計業務改善委員会及び外部有識者から構成される警察庁会計業務検討会議を開催して、行政事業レビュー、調達改善の取組等を通じ、会計業務の改善に努めている。







2　国民に開かれた警察活動

（1）警察署協議会

警察が地域の犯罪や交通事故を防止するなどの様々な活動を行うに際しては、地域住民の意見、要望等を十分に把握するとともに、地域住民の理解と協力を得ることが必要である。

このため、原則として全国の全ての警察署に警察署協議会が置かれており、警察署長が地域住民の意見を聴くとともに、理解と協力を求める場として活用されている。


MEMO　～地域社会全体での自転車乗車用ヘルメットの着用促進対策～（宮崎県宮崎南警察署協議会会長　藤田和人）

宮崎南警察署協議会は12人で構成され、それぞれの職場や地域における活動を生かした意見や要望を述べています。宮崎市内は自転車利用者が多いのですが、ヘルメットの着用が努力義務となったにもかかわらず、依然として高校生以上のヘルメット着用率が低いことから、全年齢層への自転車乗車用ヘルメット着用促進についての提言をまとめ、宮崎南警察署に提出しました。この提言を受けた警察署の呼び掛けにより、地域の高校生たちが主体となって「自転車乗車用ヘルメット着用促進7校協議会」が設立され、生徒たち自らがアイデアを出し合い、「12月を着用強化月間とすること」や「ホームルームでヘルメットの効果や重要性を広報すること」といった具体的な取組を決定し、それぞれ活動を行いました。

さらに、宮崎南警察署は地域企業の中から「自転車乗車用ヘルメット推進モデル企業」を指定するなど社会全体での認知拡大にも努めており、警察、協議会、学校、そして地域が一体となることで、この取組が地域の未来を守る重要な基盤となったと実感しています。

今後も連携を深めながら、安全で安心な地域社会の実現を目指してまいります。

[bookmark: bb7p00160]　[image: 7校協議会の様子]
7校協議会の様子

[bookmark: bb7p00170]　[image: 高校生の取組状況]
高校生の取組状況



（2）情報公開制度

警察庁では、警察庁訓令・通達公表基準に基づいて、訓令及び施策を示す通達を原則として公表することとし、ウェブサイトに掲載している。また、窓口を設置し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求を受け付けるとともに、警察白書や統計、報道発表資料等の文書を一般の閲覧に供している。

[bookmark: bb7z00210]　図表7-21　令和6年度中の開示請求等の件数（情報公開）
[image: 図表7-21　令和6年度中の開示請求等の件数（情報公開）]

（3）個人情報保護

警察庁では、警察庁における個人情報等の管理に関する訓令を制定し、個人情報の管理体制を定めるなどして保有する個人情報を適正に取り扱うこととしている。また、窓口を設置し、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求を受け付けている。

[bookmark: bb7z00220]　図表7-22　令和6年度中の開示請求等の件数（個人情報保護）
[image: 図表7-22　令和6年度中の開示請求等の件数（個人情報保護）]

（4）政策評価

国家公安委員会及び警察庁は、「国家公安委員会及び警察庁における政策評価に関する基本計画」を策定し、同計画に基づき策定した政策評価実施計画に従って、毎年度、政策評価を実施し、評価書等を警察庁ウェブサイトにおいて公表している。

令和6年度は、図表7-23のとおり、9の業績目標について目標管理型の政策評価を実施した（注）ほか、令和元年6月に成立した成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴い新設又は緩和された規制について、事後評価を実施した。


注：図表7-23中、背景が灰色の業績目標について、目標管理型の政策評価を実施



[bookmark: bb7z00230]　図表7-23　政策体系（国家公安委員会・警察庁）
[image: 図表7-23　政策体系（国家公安委員会・警察庁）]

また、政策評価の実施に当たっては、警察庁政策評価研究会を開催し、政策評価や警察行政に知見を有する有識者の専門的な意見を取り入れることで、客観性の確保に努めている。







第3節　警戒の空白を生じさせないための組織運営

1　警戒の空白を生じさせないための組織運営の指針

サイバー空間や先端技術の利用の拡大、人口構造の変化等、我が国の社会情勢が大きく変化し、また、我が国を取り巻く国際的な情勢も目まぐるしく変化する中、警察は、こうした変化が国内の治安情勢に与える影響を見極め、直面する治安課題に的確に対処していく必要がある。

そのためには、日々の組織運営に当たり、安易な前例踏襲や部門間の縦割り等を排するとともに、少子化に伴う就職適齢人口の減少、地方の過疎化と都市部への人口集中、人々の働き方の変化等を踏まえつつ、有限である警察組織内部のリソースを一層効果的に活用するための取組を推進する必要がある。

こうした認識の下、令和5年（2023年）7月、警察庁において、①部門を超えたリソースの重点化等、②能率的でメリハリのある組織運営、③先端技術の活用等による警察活動の更なる高度化、④働きやすい職場環境の形成等を柱とする「警戒の空白を生じさせないための組織運営の指針」を策定するとともに、同指針に基づき、「警戒の空白を生じさせないために当面取り組むべき組織運営上の重点」を取りまとめ、当面の最重要課題として「サイバー空間における対処能力の強化」、「匿名・流動型犯罪グループに対する戦略的な取締りの強化」、「特殊詐欺に係る広域的な捜査連携の強化」、「経済安全保障の確保その他の対日有害活動対策の強化」、「要人に対する警護等の強化」、「ローン・オフェンダー等に対する対策の強化」及び「自転車その他の小型モビリティ対策の強化」の7項目を掲げているほか、業務の効率化・合理化のための取組として「警察署の業務見直し」や「交番、駐在所等の在り方の見直し」、「本部執行隊等の在り方の見直し」等を掲げている。

[bookmark: bb7z00240]　図表7-24　「警戒の空白を生じさせないための組織運営」において当面取り組むべき重点事項
[image: 図表7-24　「警戒の空白を生じさせないための組織運営」において当面取り組むべき重点事項]







2　警戒の空白を生じさせないための組織運営の指針に基づく取組の着実な推進

「指針」と「重点」に基づき、警察庁において、法律改正を含む各種の制度改正や第一線の業務の在り方に関する基準の見直し等を実施している。また、都道府県警察において、当面の最重要課題として掲げた7項目に関して大幅な体制の増強を行い、各種対策を強化するとともに、警察署の一部業務を警察本部へ集約するなど、業務の効率化・合理化のための取組を推進している。

[bookmark: bb7z00250]　図表7-25　業務の効率化・合理化のための取組
[image: 図表7-25　業務の効率化・合理化のための取組]

さらに、大規模災害における警察活動の高度化やSNS型投資・ロマンス詐欺対策の推進、組織的窃盗・盗品流通事犯対策の推進等、その時々の情勢の変化に的確に対応するための部門横断的な取組（注）を推進している。

このほか、警察活動における暑熱対策として、ポロシャツ型の新たな夏服を導入したり、一定の場合にサングラスの着用を認めたりするなど、働きやすい職場環境の形成を図るための取組を推進している。

警察では、引き続き、国内外の諸情勢が変化する中において、治安事象への対応に警戒の空白が生じることのないよう、情勢の変化と組織の現状を俯瞰的に分析し、警察組織全体の最適化を図るためのリソースの再配分を含めた総合的な対策を強力に推進することにより、国民の期待と信頼に応える警察運営を図っていくこととしている。


注：大規模災害における警察活動の高度化については24頁（トピックスI）を、SNS型投資・ロマンス詐欺対策については2頁（特集）を、組織的窃盗・盗品流通事犯対策については36頁（トピックスIV）を、それぞれ参照



[bookmark: bb7p00180]　[image: 暑熱対策の様子]
暑熱対策の様子







第4節　国際的な協力関係の構築

（1）国際的な犯罪に対する外国治安機関等との連携

①　ASEAN加盟国、G7各国等との連携

警察では、国際テロ対策、国際組織犯罪対策、サイバーセキュリティ対策等の分野において、外国治安機関等との協力関係の強化に取り組んでいる。

令和6年（2024年）8月には、ラオスにおいて、第14回ASEAN＋3国際犯罪閣僚会議（注）及び第9回日・ASEAN国際犯罪閣僚会議が開催され、テロ、サイバー犯罪、組織的な詐欺等の国際犯罪対策について議論した。また、同年10月には、イタリアにおいて、G7内務・安全担当大臣会合が開催され、国際組織犯罪対策やテロ対策等について議論した。


注：ASEAN（Association of Southeast Asian Nations：東南アジア諸国連合）加盟国に日本、中国及び韓国を加えた治安機関の閣僚が参加する会議



[bookmark: bb7p00190]　[image: 第9回日・ASEAN国際犯罪閣僚会議の様子]
第9回日・ASEAN国際犯罪閣僚会議の様子

[bookmark: bb7p00200]　[image: G7内務・安全担当大臣会合の様子]
G7内務・安全担当大臣会合の様子

②　二国間等の連携

警察では、テロや組織犯罪等の国際的な犯罪対策において我が国と関わりの深い国の治安機関等との間で協議を行うなどして協力関係を深めている。

令和6年（2024年）5月には、東京において、警察庁長官と韓国警察庁長が会談を行ったほか、ベトナム公安省との間で第8回日越治安当局次官級協議を開催した。また、同年12月には、中国・眉山（びざん）市において、中国公安部及び韓国警察庁との間で第7回日中韓警察局長級会議を開催した。

[bookmark: bb7p00210]　[image: 第7回日中韓警察局長級会議の様子]
第7回日中韓警察局長級会議の様子

（2）治安に関係する国際約束の締結

刑事共助条約（協定）は、捜査共助の実施を条約上の義務とすることで捜査共助の一層確実な実施を期すとともに、捜査共助の実施のための連絡を外交当局間ではなく、条約が指定する中央当局間で直接行うことにより、手続の効率化・迅速化を図るものである。これまでに米国、韓国、中国、香港、EU、ロシア及びベトナムとの間で締結している。また、犯罪人引渡条約は、日本で犯罪を犯し国外に逃亡した犯罪人等を確実に追跡し、逮捕するため、一定の場合を除き、犯罪人の引渡しを相互に義務付けるものであり、これまでに米国及び韓国との間で締結している。

（3）国際協力の推進

①　海外の警察に対する支援

警察庁では、我が国の警察の知見や特性を生かすことができる国及び分野において、外務省やJICAと協力し、専門家の派遣や研修員の受入れを通じた海外の警察に対する支援を行っている。

ア　インドネシア国家警察改革支援プログラム

平成13年（2001年）以降、「インドネシア国家警察改革支援プログラム」を実施しており、国家警察長官アドバイザー兼プログラム・マネージャーを含む専門家を派遣し、交番制度の普及、現場鑑識活動等に関する協力を通じて、「市民警察活動（注）」の全国展開を支援するなどしてきた。

令和4年10月からは、これまで培ってきた市民との信頼関係を基礎とした、官民連携の強化等による犯罪抑止対策の推進を支援しており、専門家として3人の我が国警察官が現地で活動している（令和7年5月末現在）。


注：地域住民との対話や地域社会との協働を通じ、市民の信頼を得ながら民主的に行う警察活動



イ　研修員の受入れ

警察では、知識・技術の移転及び諸外国との情報交換の促進を図るため、都道府県警察における実地研修、警察大学校国際警察センターにおけるセミナー等を行っている。令和6年中は、15課目の研修を実施し、アジア、アフリカ、中南米等の各国・地域から、警察幹部を含む184 人の研修員を受け入れた。

[bookmark: bb7p00220]　[image: 指紋照合鑑識研修の様子]
指紋照合鑑識研修の様子

[bookmark: bb7p00230]　[image: 犯罪抑止対策トレーニングの様子]
犯罪抑止対策トレーニングの様子

②　国際緊急援助活動

我が国は、外国で大規模な災害が発生し、被災国政府又は国際機関の要請があった場合、被災地に国際緊急援助隊を派遣しており、警察も国際緊急援助隊の救助チームの一員として国際緊急援助活動を行っている。警察では、国際緊急援助隊の派遣に関する法律が施行された昭和62年（1987年）以降、延べ313人の隊員を延べ17の国・地域に派遣し、被災者の捜索・救助等を行った。

[bookmark: bb7p00240]　[image: 救助訓練の様子（写真提供：JICA）]
救助訓練の様子（写真提供：JICA）

（4）国際的な警察活動に関する基盤整備

警察では、警察大学校国際警察センターにおいて、言語別の語学研修や国際捜査、国際協力に関する研修の実施等により、通訳人となる警察職員や国際捜査、国際協力に知見を有する警察職員を育成しているほか、各都道府県警察においても、民間の通訳人の確保や世界各国・地域の文化・宗教、外国人等に係る各種制度等に関する理解を促進するための研修に積極的に取り組むなどして、国際的な警察活動に関する基盤整備を推進している。







警察活動の最前線


海外勤務で培ったコミュニケーションの姿勢



前　東南アジア所在の日本国大使館書記官（現　京都府警察本部総務部総務課）

渡辺　康行

[bookmark: bb7m00010]　[image: ポリスまろん・ポリスみやこ]



私は3年間、東南アジアに所在する日本国大使館の書記官として勤務しました。現地では、相手国のカウンターパートとの関係構築が必須であり、表敬訪問を行うことが数多くありました。その際、年齢等の差があっても旧知の仲のような歓待を受けたのですが、裏を返せば、顔を付き合わせた親しい関係がない場合は業務が難航しかねず、国民性を理解した関係構築が業務遂行を左右することを実感しました。

特に注意を払っていたのは領事業務における邦人援護です。領事業務には、在留邦人の旅券や各種証明、在外選挙等に必要な手続といったもののほか、邦人を援護する業務があります。様々な理由で保護された邦人の帰国支援等を行うのですが、ケースバイケースで、常に臨機応変な対応が求められました。一方で、逮捕状が出ている複数の邦人を相手国当局が日本へ退去させる手続にも協力するなど、前例のない状況にも直面しましたが、相手国当局と緊密に連携しつつ任務を遂行することができました。

振り返ると、業務全般を支えていたのは、相手国の流儀を尊重したコミュニケーションの積み重ねによる人間関係でした。困難に直面した際、カウンターパートの笑顔と助言に何度も助けられました。

現在は京都府警察と府議会議員との連絡・調整を行う業務に携わっていますが、海外勤務で培った人間関係に対する姿勢をいかし、府民の要望に応えていきます。

[bookmark: bb7p00250]　[image: 前　東南アジア所在の日本国大使館書記官（現　京都府警察本部総務部総務課）　渡辺　康行]




期待と覚悟



山梨県警察学校教務担当教務係

四條　亜美

[bookmark: bb7m00020]　[image: ふじ君]



私は、自分が教官になると決まったとき、現場の第一線から離れる寂しさと同時に、自分が県警の将来を担う警察官たちの第一歩の案内役になれることにワクワクした気持ちを感じました。

警察学校での訓練や授業は全て、その先にある現場において、県民を守り、犯罪に対峙するためのものです。厳しい現場が想定される中での訓練は、つらくないわけがありません。しかし、学生たちは自ら考え、必死に努力し、乗り越えて成長します。

教官が学生に教えることは、知識や技術だけではありません。

ここを卒業するまでには、県民や家族から期待されているのは何かを理解し、それに応える覚悟を決めた警察官に育てたい。

そして、第一線でこの仕事のやりがいを存分に味わってほしい。

自分が一生懸命教えた学生たちが、期待と覚悟を背負った警察官に成長し、第一線へ配属される姿を見ると、心の底からうれしい反面、彼らの背中を押す教官という仕事の重要性に身が引き締まる思いを抱きます。

「指導するからには、自らが学生の手本」。私自身も、教官としての覚悟を決めて、最大限のことを教えたいと思います。

[bookmark: bb7p00260]　[image: 山梨県警察学校教務担当教務係　四條　亜美]









資料編

1　令和6年中の組織改正と法令の制定

主な組織改正
[image: 主な組織改正]

主な法律の制定（警察関係）
[image: 主な法律の制定（警察関係）]

主な政令の制定（警察関係）
[image: 主な政令の制定（警察関係）]







2　令和6年中の主な出来事
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3　令和6年都道府県別統計資料
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